
平成２７年第３回西予市議会定例会会期日程表 

会期９月１日（火）～９月１８日（金） （会期１８日間） 

月 日 曜日 日 程 備 考 

９月 １日 火 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・即決議案採決 

・各委員会協議会 

９月 ２日 水 休 会 

９月 ３日 木 本 会 議 
・代表質問 

・一般質問 

９月 ４日 金 本 会 議 ・一般質問 

９月 ５日 土 休 会 

９月 ６日 日 休 会 

９月 ７日 月 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・各委員会付託 

９月 ８日 火 休 会 

９月 ９日 水 常任委員会 

９月１０日 木 常任委員会 

９月１１日 金 常任委員会 予備日 

９月１２日 土 休 会 

９月１３日 日 休 会 

９月１４日 月 休 会 

９月１５日 火 休 会 

９月１６日 水 休 会 

９月１７日 木 休 会 

９月１８日 金 本会議（閉会） 

・全員協議会（午前１０時開会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採択 
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平成２７年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２７年９月１日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開 会 平成２７年９月１日 

 午前１０時００分 

１．散 会 平成２７年９月１日 

午後 ２時００分 

１．出 席 議 員 

 １番 源 正 樹 

 ２番 井 関 陽 一 

 ３番 菊 池 純 一 

 ４番 田 中 徳 博 
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１０番 宇都宮 明 宏 

１１番   欠  員  

１２番 元 親 孝 志 

１３番 沖 野 健 三 

１４番 森 川 一 義 

１５番 藤 井 朝 廣 

１７番 岡 山 清 秋 

１８番 酒 井 宇之吉 

１９番 兵 頭   勇 

２０番 山 本 昭 義 

２１番 梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

 １６番  浅 野 忠 昭 

１．会議録署名議員 

５番  中 村 敬 治 

 ６番  二 宮 一 朗 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 三 好 幹 二 

副 市 長 河 野 敏 雅 

教 育 長 宇都宮 又 重 

会 計 管 理 者 奥 野 柳之介 

        宗   正 弘 

企画財務部長 大 平 利 幸 

産業建設部長 二 宮 紀 夫 

生活福祉部長 横 山 博 文 

教 育 部 長 松 川 伸 二 

明 浜 支 所 長 道 山 升 文 

野 村 支 所 長 尾 下 孝 二 

城 川 支 所 長 田 村   剛 

三 瓶 支 所 長 坂 本 康 司 

消防本部消防長 菊 池   直 

総 務 課 長 三 好 敏 也 

財 政 課 長 山 岡 薫 彦 

監 査 委 員 正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長 浅 野 信 也 

 議 事 係 長 原井川 英 一 

１．議 事 日 程 別紙のとおり 

１．会議に付した事件 別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過 別紙のとおり 

総 務 部 長 兼 
公営企業部長 
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 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

 （５番 中村敬治、６番 二宮一朗） 

２ 会期の決定 

 （９月１日～９月１８日 １８日間） 

３ 議案第 ９２号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

議案第 ９３号 西予市職員の再任用に関

する条例の一部を改正す

る条例制定について 

議案第 ９４号 西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条

例制定について 

議案第 ９５号 西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制

定について 

４ 議案第 ９６号 市道路線の認定について 

５ 議案第 ９７号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

６ 議案第 ９８号 平成２７年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

議案第 ９９号 平成２７年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

議案第１００号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号）  

議案第１０１号 平成２７年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

議案第１０２号 平成２７年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１０３号 平成２７年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

議案第１０４号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

議案第１０５号 平成２７年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

７ 認定第  １号 平成２６年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

８ 認定第 ２号 平成２６年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第  ３号 平成２６年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ４号 平成２６年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第  ５号 平成２６年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第  ６号 平成２６年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第  ７号 平成２６年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第  ８号 平成２６年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

認定第  ９号 平成２６年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第 １０号 平成２６年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第１０６号 平成２６年度西予市上水

道事業会計未処分利益剰

余金の処分について 

認定第 １１号 平成２６年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

議案第１０７号 平成２６年度西予市病院

事業会計資本金の額の減

少について 

認定第 １２号 平成２６年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １３号 平成２６年度西予市野村
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介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

９ 報告第  ７号 平成２６年度西予市一般

会計継続費精算報告につ

いて 

報告第  ８号 平成２６年度健全化判断

比率の報告について 

報告第  ９号 平成２６年度資金不足比

率の報告について 

報告第 １０号 平成２６年度西予市病院

事業会計継続費精算報告

について 

報告第 １１号 西予市土地開発公社の経

営状況について 

報告第 １２号 株式会社野村町地域振興

センターの経営状況につ

いて 

報告第 １３号 株式会社エフシーの経営

状況について  

報告第 １４号 株式会社城川ファクトリ

ーの経営状況について  

報告第 １５号 株式会社どんぶり館の経

営状況について 

報告第 １６号 あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状

況について 

報告第 １７号 株式会社グリーンヒルの

経営状況について 

報告第 １８号 一般財団法人宇和文化会

館の経営状況について  

報告第 １９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の

経営状況について 

１０ 議案第１０８号 平成２７年度西予市業務

用パソコン等の取得につ

いて 

１１ 議案第１０９号 西予市消防団消防ポンプ

自動車の取得について 

議案第１１０号 西予市消防団小型動力ポ

ンプ積載車の取得につい

て 
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本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 議案第 ９２号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

議案第 ９３号 西予市職員の再任用に関

する条例の一部を改正す

る条例制定について 

議案第 ９４号 西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条

例制定について 

議案第 ９５号 西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制

定について 

４ 議案第 ９６号 市道路線の認定について 

５ 議案第 ９７号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

６ 議案第 ９８号 平成２７年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

議案第 ９９号 平成２７年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

議案第１００号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号）  

議案第１０１号 平成２７年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

議案第１０２号 平成２７年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１０３号 平成２７年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

議案第１０４号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

議案第１０５号 平成２７年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

７ 認定第  １号 平成２６年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

８ 認定第 ２号 平成２６年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第  ３号 平成２６年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

認定第  ４号 平成２６年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第  ５号 平成２６年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

認定第  ６号 平成２６年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第  ７号 平成２６年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第  ８号 平成２６年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

認定第  ９号 平成２６年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第 １０号 平成２６年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第１０６号 平成２６年度西予市上水

道事業会計未処分利益剰

余金の処分について 

認定第 １１号 平成２６年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

議案第１０７号 平成２６年度西予市病院

事業会計資本金の額の減

少について 

認定第 １２号 平成２６年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

認定第 １３号 平成２６年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 
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９ 報告第  ７号 平成２６年度西予市一般

会計継続費精算報告につ

いて 

報告第  ８号 平成２６年度健全化判断

比率の報告について 

報告第  ９号 平成２６年度資金不足比

率の報告について 

報告第 １０号 平成２６年度西予市病院

事業会計継続費精算報告

について 

報告第 １１号 西予市土地開発公社の経

営状況について 

報告第 １２号 株式会社野村町地域振興

センターの経営状況につ

いて 

報告第 １３号 株式会社エフシーの経営

状況について  

報告第 １４号 株式会社城川ファクトリ

ーの経営状況について  

報告第 １５号 株式会社どんぶり館の経

営状況について 

報告第 １６号 あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状

況について 

報告第 １７号 株式会社グリーンヒルの

経営状況について 

報告第 １８号 一般財団法人宇和文化会

館の経営状況について  

報告第 １９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の

経営状況について 

１０ 議案第１０８号 平成２７年度西予市業務

用パソコン等の取得につ

いて 

１１ 議案第１０９号 西予市消防団消防ポンプ

自動車の取得について 

議案第１１０号 西予市消防団小型動力ポ

ンプ積載車の取得につい

て 
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開会 午前１０時００分 

○議長 おはようございます。

ただいまの出席議員は１９名であります。これ

より平成２７年第３回西予市議会定例会を開会い

たします。 

三好市長より今定例会招集の挨拶があります。 

三好市長。 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。

平成２７年西予市議会第３回の定例会の開会に

当たりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていた

だきます。 

 ９月に入りまして、幾分暑さが和らぎ、例年よ

り早く朝晩が涼しくなってまいりました。６月か

ら７月にかけては降水量が多く、作物の成長を心

配したところでありますが、一転８月には記録的

な猛暑となりました。その影響によりまして、全

国では８月中に熱中症で救急搬送された方は過去

最多の約２万５，０００人にも及び、西予市でも

６月から８月までに過去最多の４０人、これは昨

日の８月３１日現在でございますが、この４０人

が救急搬送され、地球温暖化の影響を感じる夏と

なりました。 

 さて、８月１１日に九州電力川内原発第１号機

が再稼働し、日本の原発は約２年ぶりに再び動き

出しました。愛媛県におきましても７月１５日に

伊方原発３号機が原子力規制委員会の審査に合格

するなど、原子力発電の再稼働問題が大きな関心

を集めているところであります。 

 西予市は、伊方原発から３０キロ圏内の緊急時

防護措置を準備する区域、いわゆるＵＰＺに位置

することから、周辺４市町とともに再稼働の判断

に当たり国が考える安全性、必要性及び緊急時の

対応並びに電力事業者としての取り組み及び愛媛

県の考え方についての説明、再稼働の安全確認を

行った結果の説明、再稼働の最終的判断をする前

に知事と関係市町との意見交換の機会を設けるこ

との３項目について愛媛県知事に要望を行いまし

た。また、去る８月１９日には西予市、宇和島市

両市主催により伊方原発３号機の再稼働に対する

国、県等の説明会を開催しましたが、安全性や避

難計画の実効性など多くの課題に対して、議員を

初め市民の皆さん方はもちろんのこと、周辺自治

体住民の声を反映していただくよう引き続き強く

要望していく必要があると考えております。 

さて、先月の２７日と２８日の２日間にわた

り、農山漁村の多面的機能強化による地域の活性

化と定住促進のための整備を推進することを目的

として２９都道府県、２４６市町村が会員となっ

ております全国中山間地域振興対策協議会の現地

説明会が西予市で開催されました。毎年、全国の

中山間地域の現場において、その地域の取り組み

等をもとに意見や情報交換を行いながら、その地

域の風土や歴史文化、また自然環境等を生かした

地域の活性化についてお互いに研究を深めていま

す。今回は約５０名の関係者が西予市にお越しい

ただき、ジオパーク活動による地域づくりに関す

る徳山大学の柚洞先生の講演を初め、町並みや

段々畑のジオツアー等を通して四国西予ジオパー

クの魅力や活動を広く情報発信することができま

した。 

 今後、こうした研究や交流会を通じて外部から

の刺激を受けながら西予市独自の地域振興策に取

り組んでいきたいと考えているところでありま

す。 

 本定例議会でございますが、一般質問に対する

答弁とともに補正予算案を中心に議案１９件、歳

入歳出予算など認定１３件並びに出資法人等の平

成２６年度経営状況など報告１３件、計４５件を

上程し、ご審議をお願い申し上げるものでござい

ます。 

 議案等の提案理由につきましては、上程の際に

説明いたしますので、何とぞ慎重にご審議をいた

だき、ご承認、ご決定を賜りますようお願い申し

上げまして、招集のご挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通し願います。 

これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

（日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、５番中村敬治君、６

番二宮一朗君の両名を指名いたします。 

（日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

お諮りいたします。 
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 今回の会期は、本日から９月１８日までの１８

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は本日から９月１８日までの１８日間と決定

いたしました。 

（日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第９２号「西予市

個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につ

いて」から議案第９５号「西予市生活交通バス条

例の一部を改正する条例制定について」までの４

件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第９２号「西

予市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、住民票を有する全ての個人に個

人番号を付番することにより、行政運営の効率化

並びに行政手続の簡素化を図ること等を目的とし

て、行政手続における特定の個人を識別すための

番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が施

行されることに伴い、必要な措置を講じるもので

あります。 

 本市では、西予市個人情報保護条例に基づき市

が保有する個人情報の適正な管理に努めておりま

すが、番号法の施行により社会保障、税及び災害

対策に関する分野において活用される個人番号を

その内容に含む特定個人情報についても、その取

り扱いについて定める必要があることから本条例

の一部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第９３号「西予市職員の再任

用に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行により、共済年金が厚生年金に統一される

ことに伴い、消防職が含まれます特定警察職員等

の定義を定める地方公務員等共済組合法の規定が

削除され、同様の内容が厚生年金保険法に新たに

規定されることから本条例の一部を改正するもの

でございます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、議案第９４号

「西予市使用料及び手数料条例の一部を改正する

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 本議案は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

い、国民一人一人に付番された個人番号を通知す

る通知カード及び本人からの申請により発行する

個人番号カードの再交付手数料を定めるものであ

ります。 

 いずれのカードも住民の初回の交付費用につい

ては国庫補助対象となり、無料としております

が、紛失等による再交付手数料については受益者

負担とするため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

 なお、本市は知名度を向上させる観点から個人

番号カードの普及率日本一を目指しており、再交

付手数料の取り扱いにつきましては、柔軟かつ弾

力的に行うため規則にすることとしております。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 大平企画財務部長。

○大平企画財務部長 議案第９５号「西予市生活

交通バス条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、生活交通バスの利便性向上と公

共交通の空白地域解消、及び西予市生活福祉バス

を西予市生活交通バスへ統合することによりバス

使用料の見直しを行うものであります。 

 宇和地区におきましては田野中、伊賀上方面の

利便性を高めるため、田野中伊賀上西予市民病院

線を１路線から４路線へ細分化するとともに、公

共交通の空白地域を解消するため野村地区の高

瀬、愛農、野村方面の運行を新たに開始するもの

であります。 

 また、統一的な基準によりバスの使用料の見直

しを行うため、平成２８年４月１日から西予市生

活福祉バスを西予市生活交通バスに統合し、バス

路線の再編を図るものであります。 

 本件に係る路線の再編等につきましては、８月

２１日に開催されました西予市地域公共交通活性

化協議会においてご承認をいただきましたことか

ら、西予市生活交通バス条例の一部を改正すると

ともに西予市生活福祉バス条例を廃止するもので
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あります。よろしくご審議の上、ご決定いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９６号「市道路

線の認定について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第９６号「市道路線の

認定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回、２路線の認定をお願いするものでありま

す。 

 まず、宇和町旧町地区４０５号線は、平成１４

年の県営基盤整備計画に伴い町道を廃止した路線

でありますが、実施に当たり整備区域外となりま

した。また、路線沿いには住宅もあることから再

認定するものであります。 

 次に、野村町太田線は、都市計画区域内の用途

地域指定地域内にあり、太田地区の生活道路とし

て利用度が高い路線であるため認定するものであ

ります。 

 なお、本件に係る市道の認定につきましては、

さきの７月３１日に開催いたしました西予市道路

格付専門委員会において承認をいただいているも

のであります。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第９７号「平成２

７年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好市長。 

○三好市長 議案第９７号「平成２７年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 この説明に先立ちまして、地方創生に関する国

の動きと西予市の取り組み状況等につきまして少

し触れさせていただきます。 

 平成２７年度は地方創生元年となりますが、地

方創生をめぐる地方の状況は、人口減少に歯どめ

がかからず東京一極集中の傾向が加速しておりま

す。地域経済につきましては、有効求人倍率や賃

金等、雇用、所得面での一定の改善が見られるも

のの、大都市圏に比べ消費の回復が遅く、人手不

足も顕在化するなど厳しさを増しているところで

あります。 

 このような状況を踏まえ、国におきましては地

方創生を進化させるまち・ひと・しごと創生基本

方針が６月末の閣議で決定されたところでありま

す。この基本方針では、ローカル・アベノミクス

を実現するため生産性の高い活力あふれた地域経

済を構築することにより稼ぐ力を引き出すこと、

頑張る地域への動機づけをすることにより地域の

総合力を引き出すこと、民間の創意工夫や特区を

最大活用し、民の力を引き出すことにより人口減

少問題の克服と成長力の確保を実現することとし

ております。 

 そのほか、従来の取り組みにとらわれない官民

協働や地域連携による新たな枠組みづくり、専門

人材の確保や育成による担い手づくり、生活、経

済実態に即した圏域づくりなどの取り組みの方

法、方向性についても示されております。また、

国の総合戦略における基本目標につきましても、

地方創生を進化させるための具体的な考え方や進

め方が示されております。 

 そのほか、地方への多様な支援と切れ目のない

施策の展開を図るため、地域経済分析システムな

どの活用による情報支援、人材派遣や府省庁の職

員を相談窓口とするコンシェルジュ制度の人的支

援、新型交付金などの財政支援なども示されてい

るところであります。 

 このような国の取り組みに歩調を合わせつつ、

しっかりと西予市版の総合戦略を年内に策定し、

地方創生の施策を推進できるよう鋭意努力をして

まいります。 

 また、現在国の平成２６年度補正予算で措置さ

れました地域活性化・地域住民生活等緊急支援交

付金を活用して、県内ほかの自治体にはない独自

の事業に取り組んでいるところでございますが、

関係者の皆様にご理解とご協力をいただきながら

効果的な事業実施に向けて鋭意進めているところ

であります。 

 このほか、地方創生に関する国の上乗せ交付金

につきましても、将来につながっていくような事

業計画づくりに取り組んでいるところでございま

すので、準備でき次第説明させていただきます。 

 ただ、こういう中で懸念されるのは、地方創生

を後押しするために創設された新型交付金につい
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て８月４日に政府のまち・ひと・しごと創生本

部、本部長安倍首相でございますけれども、地方

の要望を大きく下回る１，０００億円規模にする

方針を決定されたことであります。この規模は、

平成２６年度の国の補正予算で先行計上した予算

規模１，７００億円を大きく下回っております。

このままでは地方創生が看板倒れになるおそれも

あり、私は非常に不信感を抱いているところであ

ります。今後、全国市長会や関係団体を通じ、強

く予算規模の拡大を要望するものであります。 

 このほか、国におきましては現在、来年度予算

の概算要求の時期となっておりますが、地方交付

税につきましては地方創生関連に重点化する一方

で、地方税収の伸びの織り込みやリーマン・ショ

ック後に落ち込んだ地方経済を支えてきた交付税

特別加算のさらなる減額などにより、４年連続の

減額で、総額で３，０００億円程度減らすことと

なっております。 

 これらを見ましても、地方自治体の行財政改革

の推進は避けて通れない状況であり、本市におき

ましても今後合併優遇措置の終了や人口減少によ

る地方交付税や税収減などによりかなりの財源不

足が予想されるため、現状では財政の健全化を保

っているところでありますが、第１回の定例会の

所信表明や第２回の定例会でも申し上げておりま

すように、一層の行財政改革を行っていく必要が

あります。 

 冒頭申し上げましたように、地方創生に積極的

に取り組み、さらなる公共サービスの効率化や質

の向上に努めますとともに、引き続き行財政改革

も進めてまいりますので、議員各位、市民の皆様

には一層のご理解、ご協力をお願いするところで

あります。 

 さて、今回の補正予算案の概要でございます

が、国及び県の補助事業につきましては、内示を

受け今年度実施見込みとなった事業並びに制度改

正等に伴い変更する事業のほか、災害復旧事業な

ど緊急に対応する必要が生じた事業に係る経費を

追加、変更するものであります。主な内容としま

して、市街地整備振興対策として卯之町「はちの

じ」まちづくり事業の事業における駅前開発に係

る補償調査費用、農林業振興対策として水田営農

改革での取り組みである大豆・麦・野菜等生産に

関してモデル的な農業法人が実施する合理的な生

産や流通改革の取り組みに対する支援、産業とし

て成り立つことを目指した自伐林家の育成や、そ

のための組織づくりの取り組み、強化、及び林業

事業体の効率化を図るための設備整備支援等に係

る経費、防災対策として人家に隣接する崖崩れ危

険箇所の追加に伴う対策経費、学校教育施設整備

として宇和学校給食センター建設事業において早

期に事業を完了させるため厨房設備の早期整備費

用、梅雨前線豪雨などの災害復旧事業として農

地・農業用水路・林道・市道等の復旧事業、その

ほか番号法施行に伴う番号カード交付事業に係る

経費などを計上しております。また、地方財政法

に基づき平成２６年度決算による余剰金の一部を

財政調整基金へ積み立てるとともに、老朽化施設

の除却や公共施設の再編整備に備えて公共設備整

備基金を積み立てるものであります。 

 これらの事業の財源としましては、災害復旧費

国庫負担金のほか番号制度事業交付金、各種の農

業支援事業費県補助金、林業そ生緊急対策事業費

県補助金、崖崩れ防災対策事業費県補助金などの

追加、前年度繰越金の確定額及び災害復旧事業債

の増額などによるものであります。 

 このほか、当初予算で計上しております消防の

救急工作車の更新につきましては、国庫補助金の

交付が決定したことから歳入予算の追加計上をい

たしております。 

 これらの結果、歳入歳出予算の補正は、既決い

ただいております歳入歳出予算の総額にそれぞれ

８億６，４４５万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２９２億２，１５９万４，０００円とされる

ものであります。 

 また、宇和学校給食センター建設事業におい

て、厨房設備の早期整備と本体工事の年割り額見

直しに伴い継続費を補正したほか、番号制度の施

行に伴う庁舎内ネットワークのセキュリティー強

化のため、情報系サーバーの更新費用について債

務負担行為を追加するものであります。 

 以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては担当課長から補足説明させ

ますので、よろしくご審議を賜り、ご決定いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長 山岡財政課長。

○山岡財政課長 それでは、予算書に沿いまし

て、まず歳出のほうからご説明を申し上げます。 

１５ページをお開き願います。 

総務費、１項２０目駅前開発事業費、卯之町
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「はちのじ」まちづくり事業４７５万８，０００

円でありますが、卯之町駅前の交通安全確保及び

駅前開発準備検討のための補償調査費用を計上い

たしております。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費、個人番号カード

交付事業１３０万４，０００円でありますが、本

年１０月番号法施行に伴い、番号交付事務を円滑

に推進するため、臨時職員の賃金や広告宣伝など

の事務費を計上するものであります。 

１６ページをお開き願います。 

 ８項１目地域振興費、新ふるさとづくり総合支

援事業２３万４，０００円でありますが、愛媛県

の補助率２分の１の新ふるさとづくり総合支援事

業費補助金を活用して地域が自主的に行う、都市

の若者が農業、水産業の体験を通して地元住民と

の交流事業を実施し、地域の活性化と自立した組

織運営につなげようとするものであります。 

１７ページをお開き願います。 

衛生費、１項３目保健衛生施設管理費、クアテ

ルメ宝泉坊管理運営事業４０１万８，０００円で

ありますが、オープン後１０年を経過した同施設

のプールゾーンに設置しておりますジェット水流

機のタービンポンプ及びエアコン室外機の故障に

より運営に支障を来しているため、指定管理者と

の協定に基づき、その修繕費を計上するものであ

ります。 

１８ページをお開き願います。 

 農林水産業費、１項３目農業振興費、効率的野

菜生産流通改革モデル事業６０７万５，０００円

でありますが、農業経営の法人支援及び水田営農

改革としての野菜生産において食品関連企業の実

需者ニーズに合わせた効率的な生産方式の導入

や、ネギ収穫機及び選別機、除草機など生産機械

等の整備に対して費用の一部を補助するものであ

ります。 

１０目農村環境向上活動支援事業３５６万６，

０００円でありますが、同事業に取り組む活動組

織が当初の見込みより１１団体増加して１０３団

体となったため、その必要額を計上いたしており

ます。 

１９ページをお開き願います。 

 ２項２目林業振興費、森林そ生緊急対策事業

２，１００万円でありますが、補助率２分の１を

上限とする県補助事業で、市の継ぎ足し分はなし

で、林業事業体が実施する作業効率化のための高

性能林業機械、遠赤外線熱風振動乾燥機の導入に

対して補助するものであります。 

２０ページをお開き願います。 

 土木費、１項２目急傾斜崩壊防災対策事業費、

崖崩れ防災対策事業７，５０９万円であります

が、早急に対策を講ずる必要がある崖崩れ危険箇

所の対策工事として、当初予算に計上している６

カ所に加えて人家等に隣接する崖崩れ危険箇所６

カ所、宇和地区３カ所、城川地区２カ所、野村地

区１カ所の防災対策事業を県の補正予算にあわせ

て実施するものであります。補助率は県費６

０％、市費２５％であります。 

２１ページをお開き願います。 

２項２目道路橋梁維持費、道路橋梁維持修繕事

業２，０８６万８，０００円でありますが、市道

岩城地区１９８号線において路面排水施設を改修

し適切な排水処理を実施する必要があるため、ま

た市道旧町地区２１２号線の改良を検討するた

め、物件補償の調査費用を計上するものでありま

す。 

２２ページをお開き願います。 

 消防費、１項３目消防施設費、消防団施設整備

事業４３６万６，０００円の減額でありますが、

耐震性貯水槽設置事業に対する国庫補助金の減額

内示に伴う事業費減額と、新たに高川分団第１部

消防車庫詰所の緊急的な雨漏り対策として必要な

屋根修繕工事費をあわせて計上するものでござい

ます。 

２３ページをお開き願います。 

教育費、２項１目学校管理費、小学校施設修繕

事業４０４万６，０００円でありますが、河川区

域に占用して建設されていた旧河成小学校プール

において、国交省ダム事務所との協議により市有

建物分についての解体撤去に要する経費を計上す

るものであります。また、閉校、閉園施設におけ

る漏水事故の対応に要する経費を計上するもので

ございます。 

２４ページをお開き願います。 

 教育費、６項２目文化財保護費、文化的景観保

護推進事業３０３万円でありますが、明浜地区狩

浜の段々畑と宇和海の重要文化的景観選定に向け

景観調査委員会を設置し事業実施に当たっている

ところでありますが、早期の選定に向けて必要な

調査に係る経費を計上するものでございます。 

２６ページをお開き願います。 
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 災害復旧費、１項１目から３目と６項１目の災

害復旧事業あわせて２億６，６８２万９，０００

円でありますが、農地２７カ所、農業用施設１０

カ所、林道２路線、市道３０件、河川６件の梅雨

前線豪雨等の災害及び林道災害のうち１路線につ

きましては、東津野城川線の城川、安尾地区にお

ける平成２１年からの地すべりについて今回調査

がまとまり、それらの復旧に要する経費を計上す

るものでございます。 

２７ページをお開き願います。 

 諸支出金、２項１目基金費、財政調整基金事業

４億２，１９０万円でありますが、地方財政法第

７条に基づき平成２６年度決算による剰余金のう

ち２分の１以上を財政調整基金に積み立てるもの

であります。 

公共施設整備基金事業８，４１２万円でありま

すが、現在公共施設の更新及び廃止など管理計画

を検討している中、今後の施設建設及び除却に備

え公共施設整備基金に積み立てるものでございま

す。 

 次に、歳入でありますが、１０ページをお開き

願います。 

 災害復旧事業に関しましての国庫支出金であり

ますが、道路橋梁河川災害復旧費国庫負担金では

復旧事業費に対して３分の２、農林水産施設災害

復旧費国庫負担金では農地、林道災害の復旧に対

して２分の１、農業用施設災害復旧事業及び地す

べり災害に対しては６５％の補助率で、合計１億

５，２５３万２，０００円を計上いたしておりま

す。 

 そのほかの国庫支出金では、新たに追加となっ

たものでは、同じく１０ページでございますが、

消防費国庫補助金として当初予算で計上しており

ます消防署の救助工作車の更新につきまして国庫

補助金の交付が決定したことから、緊急消防援助

隊設備整備費国庫補助金２，５３２万４，０００

円を追加計上いたしております。 

１１ページをお開き願います。 

 文化的景観保護推進事業の追加補助金、国宝重

要文化財保存整備費等国庫補助金、対象事業費の

２分の１で１５０万円、総務費国庫補助金で番号

制度事業交付金として対象事業費の全額で１３０

万４，０００円などを追加計上し、国庫支出金全

体で１億７，００１万３，０００円の増額となっ

ております。 

１２ページをお開き願います。 

 県支出金では、追加となった補助金としては森

林そ生緊急対策事業費県補助金として補助対象事

業費の２分の１の２，１３５万円、崖崩れ防災対

策事業費県補助金として事業費の６割の４，４４

０万円など、県支出金合計で８，０１４万２，０

００円を増額するものであります。 

１３ページをお開き願います。 

前年度の決算による剰余金の確定によりまし

て、繰越金を６億４，３６１万７，０００円増額

しております。 

 同じく１３ページから１４ページ、あわせまし

て７ページをお開き願います。 

 これらによる財源不足やそのほかの事業変更に

より、財源調整も含めて必要最小限でより条件の

いい交付税算入率の高い地方債の追加、変更の補

正を行うものであります。 

 概要といたしましては、災害復旧事業債で９，

３８０万円の追加、崖崩れ防災対策事業を自然災

害防止事業債で１，９４０万円の追加、過疎対策

事業債と旧合併特例事業債など調整額などあわせ

まして地方債全体で４，７２０万円を増額するも

のであります。 

最後に、１２ページをお開き願います。 

 これらの全体の財源調整によりまして、財政調

整基金からの繰入金を９，２８３万１，０００円

減額するものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９８号「平成２

７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号）」から議案第１０５号「平成２７年度西予市

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）」まで

の８件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、議案第９８号

「平成２７年度西予市授産場特別会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定によるもの

でございます。これによりまして、既決いただい

ております歳入歳出予算にそれぞれ１２３万８，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を２，１
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８１万９，０００円と定めるものであります。よ

ろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 議案第９９号「平成２７年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、前年度繰越金及び平成２７年度

貸付金の確定によるものであります。これにより

まして、既決いただいております歳入歳出予算を

それぞれ１，９１３万６，０００円増額し、歳入

歳出予算の総額を５，６０６万８，０００円と定

めるものであります。よろしくご審議の上、ご決

定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、議案第１００号

「平成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主な内容につきましては、前年度

繰越金の確定及び前年度精算による療養給付費等

交付金の返還によるものであります。これにより

まして、既決いただいております歳入歳出予算に

それぞれ１２９万１，０００円を増額し、事業勘

定予算の歳入歳出予算総額を６２億９，４０６万

５，０００円と定めるものであります。 

 次に、診療施設勘定予算の補正の主な内容につ

きましては、前年度決算によります繰越金、一般

会計繰入金の調整とこれに伴う繰出金の調整であ

ります。これによりまして、既決いただいており

ます俵津診療所勘定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ３９万３，０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９４１万１，０００円とし、遊

子川出張診療所勘定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ６３万３，０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６１７万８，０００円と定める

ものであります。 

 なお、狩江、高山、惣川、土居、二及及び周木

の各診療所勘定の補正につきましては、歳入予算

の組み替えを行うもので、歳入歳出予算の総額に

変更はありません。 

続きまして、議案第１０１号「平成２７年度西

予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、後

期高齢者医療広域連合納付金を増額するものであ

ります。これによりまして、歳入歳出予算をそれ

ぞれ１，６９７万５，０００円増額し、歳入歳出

予算の総額を６億２，３０７万１，０００円と定

めるものであります。 

 続きまして、議案第１０２号「平成２７年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、前年度繰越金の確定

及び前年度介護給付費の精算による介護給付費負

担金の返還によるものであります。これによりま

して、既決いただいております歳入歳出予算にそ

れぞれ４，０２２万１，０００円を増額し、歳入

歳出予算の総額を５６億３，２０９万３，０００

円と定めるものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第１０３号「平成２７

年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、修繕料の追加に伴う施設管理費

の増額と、農業集落排水施設使用料及び前年度繰

越金の確定並びに農業集落排水加入負担金の増額

に伴う財源の調整をするものであります。これに

よりまして、歳入歳出予算それぞれ１１７万５，

０００円増額し、歳入歳出予算の総額を４億６４

５万４，０００円と定めるものであります。 

 続きまして、議案第１０４号「平成２７年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、社会資本整備総合交付金事業の

内容変更等に伴う事業費の減額、及び下水道使用

料、及び前年度繰越金の確定に伴う財源の調整等

であります。これによりまして、歳入歳出予算を

それぞれ９，２５５万８，０００円減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ７億９，８７３万１，

０００円と定めるものであります。 

以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ
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さいますようお願い申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１０５号

「平成２７年度西予市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴うもの

であります。これによりまして、既決いただいて

おります歳入歳出予算にそれぞれ１６１万７，０

００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１億５，

３８０万３，０００円と定めるものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０時５１

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

６分） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、認定第１号「平成２６

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 奥野会計管理者。 

○奥野会計管理者 認定第１号「平成２６年度西

予市一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説

明申し上げます。 

 お手元に、地方自治法に基づきます平成２６年

度決算における主要な施策の成果報告書をお配り

させていただいておりますが、主にこれに基づい

て説明させていただきます。 

 まず初めに、その概要を申し上げます。 

 資料は１ページからになります。 

 平成２６年度は「誇れる・愛着のもてる『いい

実感』のある西予」を基本理念とするマニフェス

ト２０１２の政策提言の実現を着実に推進しなが

ら、地域経済状況や市の財政状況を直視した上で

持続可能な財政構造を構築する手法を取り入れ、

市政運営に取り組みました。 

 それでは、平成２６年度一般会計の決算の状況

とあわせて普通会計における財政指標等の状況に

つきましても説明し、主要な施策の成果につきま

してその概略を報告いたします。 

 まず、一般会計の決算規模と決算収支について

ご説明いたします。 

 資料は２０ページになります。 

 平成２６年度の一般会計の決算規模につきまし

ては、歳入決算額２９２億１，７４９万１，００

０円、歳出決算額２８２億４，３６２万円、歳入

歳出差し引き額９億７，３８７万１，０００円と

なっておりますが、繰越財源１億３，０２５万

３，０００円を差し引きますと実質収支８億４，

３６１万８，０００円となり、前年度と比較しま

すと歳入歳出決算額ともに４．０％の伸び率とな

っております。 

 次に、歳入決算の概要についてご説明いたしま

す。 

 平成２６年度の決算額は、前年度に対して１１

億３，６４５万４，０００円増加しております。

その主な要因としましては、汚泥再生処理施設整

備事業、野村地域教育福祉複合施設建設事業、愛

媛国体施設整備事業等大型事業の実施に伴う財源

確保を図るため、市債の借入額が増加したことに

よるものであります。 

 また、市税につきましては、市民税の法人所得

割が増加したこと等により前年度と比較して２，

７６８万３，０００円増加し、３１億３，４６１

万５，０００円となっております。 

 普通交付税につきましては、地域の元気づくり

推進費が廃止され、地域経済基盤雇用等対策費も

減額されたことにより、基準財政需要額が減少し

たことなどから前年度と比較して９，１４０万

１，０００円減少し、１１８億９，１８９万６，

０００円となっております。 

 歳入のうち７９．４％を国や県に依存する本市

は、依然として財政基盤が脆弱な状況であること

から、今後も国の歳出・歳入一体改革や、国、地

方が一体となって取り組む経費削減、財政の健全

化施策により大きな影響を受けることが想定され

るとともに、合併による財政的支援措置が今後減

少することを考慮すると、予算規模は縮小せざる

を得ない状況となっております。 

 次に、地方交付税の状況についてご説明いたし

ます。 

 資料は２３ページになります。 

 普通交付税額につきましては、前年度と比較

し、全国総額ベースで１．０％減、全国市町村平

均で２．５％減、愛媛県内市町平均で２．２％減

という状況の中で、本市の基準財政需要額におい

ては旧合併特例債等償還金増による公債費に係る
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需要額が増となりましたが、前年度と比較して

９，１４０万１，０００円、率にして０．８％の

微減にとどまり、１１８億９，１８９万６，００

０円となっております。 

 特別交付税につきましても、前年度と比較し、

全国総額ベースで１．０％減、全国市町村平均で

０．６％減、愛媛県内市町平均では０．８％減と

いう状況の中で、本市においては０．４％増の１

２億８，６４２万９，０００円が交付されまし

た。 

 また、臨時財政対策債発行可能額につきまして

は、前年度と比較して４．５％減の８億９，５５

５万３，０００円となり、これを含めた交付税総

額は前年度に比べ０．９％減の１億２，８２９万

７，０００円の減少となっております。 

 次に、財政力指数の状況について説明いたしま

す。 

 資料は２４ページになります。 

 本市の平成２６年度財政力指数は、昨年度と同

じく０．２４で、平成２５年度の全国市町村平均

は０．４９、平成２６年度の県市町平均は０．４

３であることから、極めて脆弱な状況にありま

す。今後の見通しにつきましては、地方消費税交

付金による基準財政収入額に変化があるものの、

人口の減少等により基準財政需要額が縮減傾向に

あるため、結果としてこの指数がわずかながら上

昇することが予想されます。 

 次に、市債の状況について説明いたします。 

 資料は２５ページになります。 

 市債の発行につきましては、野村地域教育福祉

複合施設建設事業等の大型建設事業の実施により

まして、前年度と比較して１２億１，４７５万

３，０００円、４１．１％増の４１億６，８３５

万３，０００円となり、地方債残高につきまして

も前年度と比較して７億８，５９５万１，０００

円増の３４０億６，３１１万２，０００円となっ

ております。 

 次に、歳出決算の概要について説明いたしま

す。 

 資料は２６ページになります。 

 平成２６年度の決算額は、前年度と比較して１

０億９，２０８万４，０００円、４．０％の増と

なっております。 

 その主な要因は、野村地域教育福祉複合施設建

設事業の実施、並びに汚泥再生処理施設整備事業

費、及び愛媛国体施設整備事業費の増額によるも

のであります。 

 性質別決算額では、普通建設事業費が５６億

９，２２７万６，０００円、人件費４５億２，０

３８万６，０００円、物件費３５億６，７１３万

９，０００円、公債費が３７億７，２６７万７，

０００円で、これらの合計が歳出の６２．２％を

占めております。人件費、扶助費、公債費を合わ

せた義務的経費の合計は１１３億９，７４２万

７，０００円となっており、前年度と比較し、普

通建設事業費が野村地域教育福祉複合施設建設事

業等の大型事業を実施したことにより６億６，９

３９万６，０００円の増、積立金は公共施設整備

基金等への積立金の減などにより６億６９３万

４，０００円の減となっております。 

 目的別に見ますと、民生費が６６億９，４２６

万３，０００円、公債費３７億７，２３７万７，

０００円、教育費４５億５，７１４万９，０００

円、農林水産業費が３０億７８３万９，０００円

で、これらの合計が歳出の６割以上を占めており

ます。 

 次に、実質公債費比率の状況について説明いた

します。 

 資料は２９ページになります。 

 平成２６年度の実質公債費比率は９．７％で、

前年度より０．６％減となっております。これ

は、公営企業債償還繰入金は増額となりました

が、旧合併特例債、臨時財政対策債の償還増によ

り災害復旧等に係る基準財政需要額が増額となっ

たことが主な要因となっております。今後は、新

市立病院建設事業に対する公営企業会計への繰出

金が増加するとともに、普通交付税において合併

算定替の特例措置分が段階的に縮減されることに

より、この比率は上昇していくと見込まれます。 

 次に、健全化判断比率の状況について説明いた

します。 

 資料は３０ページになります。 

 平成２６年度決算における健全化判断比率は、

３１ページの表のとおりでありますが、実質公債

費比率は前年度に比べ０．６％減の９．７％、将

来負担率は前年度に比べ０．３％減の５７．４％

となっており、いずれの指標も早期健全化基準を

下回っている状況であります。 

 しかしながら、今後実質公債費比率について

は、一般会計における公債費の増加とともに特別

15



 

 

会計等への繰出金のうち元利償還の財源に充てた

と認められる額の増大等により上昇し、将来負担

比率についても特別会計等への地方債の元金償還

に充てる一般会計等からの繰り出し見込み額や充

当可能基金の減少により上昇することも見込ま

れ、財政全般にわたる慎重な運営が求められま

す。 

 このほか、単年度歳出額の性質別、目的別の内

訳と前年度比較は２７ページと２８ページに記載

しておりますが、過去５年間の一般会計の歳出性

質別決算額及び自主財源と市債を除く歳入等の推

移を３２ページに記載しておりますので、お目通

しいただきたいと思います。特に、歳入総額と市

債を除く歳入との差が大きい場合は、その財源を

市債で補っているため、地方債発行額が増加する

ことにより地方債残高も増加しております。その

ため、地方債発行につきましては可能な限り有利

な起債を利用し、後年度にできるだけ影響が出な

いよう計画的に行っているところであります。 

 次に、主要な施策の成果について、その概略を

報告いたします。 

 資料の２ページにお戻りください。 

 平成２６年度の主な事業としまして、新市建設

計画の基盤事業の実行をテーマとした西予市民病

院の建設、国道３７８号俵津バイパス改良工事負

担金事業の完了、再生可能エネルギーへの挑戦を

テーマとしたバイオマスペレット生産利活用促進

事業、住宅太陽光発電システム設置補助金事業の

実施、減災のまちづくりをテーマとした野村地域

防災行政無線のデジタル化整備事業の完了、明浜

地域防災道路整備事業への着手、魅力あふれるま

ち創造・発信をテーマとしたジオパーク推進事

業、愛媛国体施設整備事業の推進、いい生活実感

のある産業のまちづくりをテーマとした卯之町

「はちのじ」まちづくり基本構想の策定、担い手

育成支援事業、農山漁村活性化プロジェクト支援

交付金事業の実施、次世代を育み、豊かに年を重

ねるいい実感のまちをテーマとした野村地域教育

福祉複合施設の建設完了、西予市子ども・子育て

支援事業計画の策定、身近でいい実感の行政を目

指すをテーマとした過疎地域等自立活性化推進事

業、せいよ地域づくり交付金事業の実施、不易流

行の文化と学びのまちをテーマとしたギャラリー

城川改修事業及び故塔和子顕彰事業を行ったほ

か、朝立会館建設事業に着手いたしました。ま

た、西予市合併１０周年記念事業として西予市の

歌、「いつの日も」の完成、かまぼこ板の絵コラ

ボ展事業、商業振興商品券助成事業ほか８事業を

行いました。 

 なお、主要な施策の成果の概要につきまして

は、成果報告書の１１ページから１６ページに記

載しておりますので、お目通しいただきたいと思

います。 

 以上、主要な部分のみをご説明申し上げました

が、詳細につきましては各常任委員会におきまし

て施策の成果報告書に基づき各担当部課長が説明

をいたしますので、よろしくご審議の上、ご認定

いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、認定第２号「平成２６

年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１３号「平成２６年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」まで、並びに議案第１０６号「平成２６年度

西予市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」及び議案第１０７号「平成２６年度西予

市病院事業会計資本金の額の減少について」の１

４件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 奥野会計管理者。 

○奥野会計管理者 平成２６年度西予市特別会計

の決算についてご説明申し上げます。 

 資料は１８ページになります。 

 公営企業会計を除きます特別会計全体の歳入決

算額は１３６億６，９１０万円、歳出決算額が１

３５億７，０６２万４，０００円、歳入歳出差し

引き額は９，８４７万６，０００円となり、繰り

越すべき財源がないため、実質収支は同額の９，

８４７万６，０００円となっております。 

 それでは、会計別にご説明申し上げます。 

 認定第２号「平成２６年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」ご説明申し上げ

ます。 

 資料は同じく成果報告書の２３４ページからに

なります。 

 授産場特別会計は、歳入総額２，０８０万２，

０００円、歳出総額１，９５６万３，０００円

で、前年度と比較いたしまして歳入総額は３１６

万５，０００円の減、歳出総額は３３２万７，０
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００円の減となり、形式収支、実質収支ともに１

２３万９，０００円となっております。 

 手袋加工賃等の事業収入については５２２万

５，０００円で、前年度と比較いたしまして３２

万２，０００円の減、５．８％の減収となってお

ります。 

 続きまして、認定第３号「平成２６年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」ご説明申し上げます。 

 資料は２３８ページになります。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入総

額、歳出総額ともに２６６万２，０００円であ

り、形式収支、実質収支ともに０円となっており

ます。 

 続きまして、認定第４号「平成２６年度西予市

育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定

について」ご説明申し上げます。 

 資料は２３９ページからになります。 

 平成２６年度決算額は、歳入総額が４，４１４

万５，０００円で、前年度と比較しまして９，３

８０万４，０００円の減、歳出総額は２，４４８

万９，０００円で、前年度との比較では１億１，

２９４万円の減となり、形式収支、実質収支とも

に１，９６５万６，０００円となっております。 

 また、歳出における前年度比の大幅な減額につ

きましては、平成２５年度に事業の予備費を一般

会計繰り出し事業に繰り出したことによるもので

あります。 

 なお、平成２６年度貸付者は継続４３名、新規

１８名の合計６１名で、貸付総額は２，４３６万

円、償還者は延べ４６４名で、償還総額４，３６

２万５，０００円となっております。 

 続きまして、認定第５号「平成２６年度西予市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 資料は２４１ページからになります。 

 まず、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入

総額５６億９，０５２万１，０００円、歳出総額

５６億８，９２２万９，０００円となり、形式収

支、実質収支ともに１２９万２，０００円の黒字

となっております。当会計は、安定的な運営と財

政の健全化を図るため平成２５年度に保険税率の

改正を実施いたしましたが、被保険者の高齢化や

医療技術の高度化に伴う医療の増加、さらには保

険税収入の減少等により、今年度は１億２，１１

９万８，０００円を一般会計から繰り入れること

により収支均衡を図っている状況にあります。当

会計におきましては、引き続き保険税の高い収納

率を維持するとともに、ジェネリック医薬品の普

及促進、健康の保持増進や保険事業の効率的な実

施による重症化予防に取り組むことにより、国保

会計の健全化に努めてまいります。 

 次に、診療所施設勘定についてご説明申し上げ

ます。 

 資料は２４６ページからになりますが、２４８

ページをお開きください。 

 市内８診療所の歳入総額は３億４，１３８万

２，０００円、歳出総額が３億３，６５１万５，

０００円となり、形式収支、実質収支ともに４８

６万７，０００円の黒字となっております。しか

しながら、診療所勘定におきましても一般会計か

ら５，８６２万円を繰り入れることにより収支均

衡を図っている状況にあることから、診療所体制

の見直しや医療材料等の一括購入による経費節減

に努めるとともに、地域になくてはならない診療

所づくりに努めてまいります。 

 続きまして、認定第６号「平成２６年度西予市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

 資料は２５７ページからになります。 

 歳入総額は６億１２万９，０００円で、前年度

と比較いたしまして１，０８３万９，０００円の

増、歳出総額は５億８，３１５万３，０００円

で、前年度と比較して２７６万１，０００円の増

となり、形式収支、実質収支ともに１，６９７万

６，０００円となっております。 

 歳入につきましては、被保険者の保険料が３億

３，３１０万２，０００円、繰入金２億４，７４

８万９，０００円、後期高齢者医療健康診査の受

託収入などの諸収入１，０５７万７，０００円が

主なものです。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合

納付金が５億５，１７８万５，０００円となり、

歳出全体の９４．６％を占め、歳出のほとんどが

実績額確定に伴う保険料、保険基盤安定分、広域

連合の共通経費となっております。 

 続きまして、認定第７号「平成２６年度西予市

介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明申し上げます。 

 資料は２５９ページからになります。 
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 介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額が５４

億９，６７３万２，０００円で、前年度と比較し

まして２億１，４４５万６，０００円の増、歳出

総額は５４億５，９１９万９，０００円で、前年

度と比較しまして１億８，０８８万４，０００円

の増となり、形式収支、実質収支ともに３，７５

７万３，０００円となっております。今後も被保

険者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療

サービス及び福祉サービスが多様な事業者または

施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮

し、介護保険の健全かつ安定した運営を図ってま

いります。 

 続きまして、認定第８号「平成２６年度西予市

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」ご説明申し上げます。 

 資料は２６８ページからになります。 

 農業集落排水事業特別会計における歳入総額は

４億５１９万８，０００円で、前年度と比較しま

して４３６万４，０００円、１．１％の減、歳出

総額は４億４０６万２，０００円で、前年度と比

較いたしまして４３８万８，０００円、１．１％

の減となり、形式収支、実質収支ともに１１３万

６，０００円となっております。 

 本事業につきましては、現在１０の処理区が稼

働しておりますが、平成２４、２５年度に実施し

ました機能判断調査の評価結果に基づき、施設の

維持管理に努めているところでございます。 

 続きまして、認定第９号「平成２６年度西予市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

 資料は２７４ページからになります。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入総額７億４，

３５７万２，０００円、前年度と比較いたしまし

て２億３，８０９万７，０００円、２４．３％の

減、歳出総額は７億４，３２４万７，０００円

で、前年度と比較いたしまして２億３，７６２万

５，０００円、２４．２％の減となり、形式収

支、実質収支ともに３２万５，０００円となって

おります。 

 事業内容につきましては、宇和処理区、野村処

理区ともに供用を開始しており、拡張区域の整備

及び施設の維持管理等を鋭意進めているところで

ございます。 

 以上、西予市簡易水道事業特別会計を除く平成

２６年度西予市各特別会計歳入歳出決算につきま

して説明をさせていただきました。大変大まかな

説明になりましたが、詳細につきましては、各常

任委員会におきまして各担当部課長から説明を申

し上げますので、よろしくご審議の上、ご認定い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 認定第１０号「平

成２６年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 資料は、平成２６年度決算における主要な施策

の成果報告書２６４ページからになります。 

 西予市簡易水道事業特別会計は、歳入総額が３

億２，３９５万７，０００円で、主な収入といた

しましては給水収入７，０７０万５，０００円、

繰入金２億１，０４４万５，０００円、分担金及

び負担金３０２万１，０００円などであります。

歳出総額は３億８５０万５，０００円で、主な支

出といたしまして事業費２億８，１８１万３，０

００円及び公債費２，６６９万２，０００円であ

ります。 

 以上によりまして、形式収支、実質収支ともに

１，５４５万２，０００円の黒字を計上いたして

おります。 

 続きまして、議案第１０６号「平成２６年度西

予市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて」及び認定第１１号「平成２６年度西予市上

水道事業会計決算の認定について」関連がござい

ますので、一括して提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 まず、議案第１０６号「平成２６年度西予市上

水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」

ご説明を申し上げます。 

 平成２６年度の西予市上水道事業会計決算にお

きましては、地方公営企業会計制度の改正に伴う

資本制度の見直しにより、６億８，０３１万３，

９２８円が未処分利益剰余金に振りかえられたこ

とから、経営状況を正確に把握するため、今回そ

の振りかえられた同額を資本金へ組み入れるもの

であります。 

 続きまして、認定第１１号「平成２６年度西予

市上水道事業会計決算の認定について」ご説明申

し上げます。 

 公営企業会計決算書の１８ページをお開きくだ
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さい。 

 まず、平成２６年度西予市上水道事業の概要を

報告いたします。 

 平成２６年度におきましては、４つの上水道事

業と一部の簡易水道事業を経営統合し、料金改定

を行っております。また、財務諸表につきまして

は今回の地方公営企業会計制度の改定を反映させ

たものとなっております。 

 総括事項として、営業収益における給水収益に

つきましては、統合の影響により前年度比６．

７％の増となっておりますが、１人当たりの年間

使用水量はわずかに減少しております。このこと

は節水型生活環境への移行が主要因であると推測

しております。 

 次に、イの業務量でありますが、給水人口は前

年度から３，２４４人増加し３万２，２９３人、

年間総有収水量は前年度比６．３％増の３３８万

３，３５９立方メートルとなりました。 

 次に、収益的収入及び支出の決算額についてご

説明を申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 水道事業収益７億２，０９９万８４４円に対し

まして水道事業費用は６億７，７９３万１，０６

５円となり、前年度と比較しまして収益は１９．

３％の減、費用は２１．８％の増となっておりま

す。なお、これらは消費税込みの金額でありま

す。 

 このことを８ページの損益計算書でご説明いた

しますと、１の営業収益５億８，４０５万１，７

１０円に対しまして２の営業費用は６億７２４万

７１円であり、差し引きの営業損失は２，３１８

万８，３６１円となりました。 

 次に、３の営業外収益は水道加入金など７，４

０３万８，２１３円となっており、４の営業外費

用は企業債の支払い利息など３，９８５万１，７

５９円を支出しております。 

 以上によりまして、経常利益は１，０９９万

８，０９３円、公営企業会計制度改正の影響によ

り当年度は純損失３６０万４，９７４円となり、

当年度未処分利益剰余金が７億６，８９１万２，

０７９円となっております。 

 なお、積立金と合わせた利益剰余金の合計は１

２億９，８７２万３９４円であります。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明をい

たします。 

 ６ページをお開きください。 

 資本的収入につきましては、税込み収入総額６

億５，６７９万６，４５６円となっております。

その内訳は、負担金１億９，１２１万３，４５６

円、企業債４億８７０万円、補助金５，６８８万

３，０００円であります。 

 次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額８億２，９９２万６，５１２円で、建設改良

費として６億８，１０５万４，２８０円、企業債

償還金として１億４，６８７万２，２３２円、長

期借入金償還金として２００万円を支出しており

ます。 

 建設改良の主な工事は、宇和給水区域の上松葉

浄水場更新事業、野村給水区域の飲料水兼用耐震

性貯水槽設置工事等であります。 

 また、資本的収入額が資本的支出額に対しまし

て不足する２億４６３万５６円につきましては、

過年度及び当年度分損益勘定留保資金により補填

をいたしました。 

 なお、平成２６年度から翌年度へ繰り越した額

は、地方公営企業法第２６条に基づく建設改良繰

り越し３億８００万円でございます。 

 １２ページをお開きください。 

 先ほど議案第１０６号でご説明しましたとお

り、未処分利益剰余金７億６，８９１万２，７１

９円のうち６億８，０３１万３，９２８円を資本

金へ組み入れることにより、資本金は３５億９，

７６１万３，６３６円、未処分利益剰余金は８，

８５９万８，７９１円となります。そのほか決算

資料を掲載しておりますので、ご参照ください。 

 続きまして、議案第１０７号「平成２６年度西

予市病院事業会計資本金の額の減少について」及

び認定第１２号「平成２６年度西予市病院事業会

計決算の認定について」関連がございますので、

一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、議案第１０７号「平成２６年度西予市病

院事業会計資本金の額の減少について」ご説明を

申し上げます。 

 従来、地方公営企業については資本金の額の減

少は認められておりませんでしたが、地方公営企

業法の一部改正により、議会の議決を経ることで

可能となりました。 

 平成２６年度の西予市病院事業会計決算におい

ては、西予市民病院開院に伴い使用を廃止した旧

宇和病院の土地、建物及び医療機器等の帳簿価格
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５億３，６８１万３，３５１円を固定資産除却費

として費用計上しております。 

 この費用については、通常の営業活動によるも

のとは区別するものであることから、今回固定資

産除却費相当額の自己資本金の額を減少し、同額

を未処分利益剰余金に振りかえることにより経営

状況を正確に把握することができると考え、資本

金の額を減少するものであります。 

 続きまして、認定第１２号「平成２６年度西予

市病院事業会計決算の認定について」ご説明申し

上げます。 

 公営企業会計決算書の５６ページをお開きくだ

さい。 

 平成２６年度の病院事業につきましては、西予

市民病院が開院するとともに、野村病院でも大規

模な改修工事が終了し、両病院にとって新たなス

タートの年となりました。 

 近年、全国的な医師不足及び看護師不足など、

医療を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いてお

ります。 

 そのような中、西予市民病院におきましては平

成２５年度に引き続き整形外科及び泌尿器科の常

勤医師を確保し、年間を通して外来診療等を行う

とともに、開院にあわせて婦人科及び皮膚科を新

設するなど診療体制の充実を図ることができまし

た。 

 また、野村病院でも愛媛大学サテライトセンタ

ーの医師が１名増員されるなど、診療体制の充実

が図られております。 

 今後も医師及び看護師等の確保に努力をしてい

く所存でございます。 

 次に、イの業務量でございますが、西予市民病

院では年間入院延べ患者数３万５，１３７人、外

来延べ患者数３万８，４６５人、野村病院では年

間入院延べ患者数３万７９７人、外来延べ患者数

５万９，０９５人となっております。 

 次に、４４ページの決算報告書をごらんくださ

い。 

 まず、病院事業収益３０億６５２４万３，５５

３円に対しまして病院事業費用は３８億８，７７

０万６，０７９円となっております。なお、これ

らは消費税込みの金額でございます。 

 このことを４８ページの損益計算書でご説明い

たしますと、１の医業収益２８億９１３万３，３

２９円に対し、２の医業費用は３５億７，１４０

万４，１７７円で、差し引き７億６，２２７万８

４８円の営業損失となりました。その主な要因と

いたしましては、先ほどご説明いたしました西予

市民病院開院に伴う旧宇和病院の固定資産除却費

５億３，６８１万３，３５１円の計上、人件費及

び光熱水費等の経費の増加、並びに野村病院の改

修期間における入院制限の影響による収益の減少

などによるものであります。 

 次に、３の医業外収益は２億２，３４６万３，

６４４円で、うち１億４，４９２万１，７２７円

が一般会計からの負担金及び補助金でございま

す。 

 医業外費用は１億１，５３４万３，７２９円

で、主に企業債の利息及び控除対象外消費税とし

て計上される雑支出でございます。 

 以上によりまして、経常損失６億５，４１５万

９３３円、公営企業会計制度改正の影響により当

年度純損失８億２，９７５万３，２１８円とな

り、当年度未処分利益剰余金は１億８，５０２万

７，４４２円となっております。 

 なお、積立金と合わせた利益剰余金の合計は２

億９，５７２万７，４４２円であります。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明をい

たします。 

 ４６ページをお開きください。 

 資本的収入の総額は２２億８，８７７万２，１

１８円で、内訳は一般会計出資金及び負担金２億

３，０３５万６１８円、企業債１８億３，３２０

万円、補助金２億２，５２２万１，５００円であ

ります。 

 次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額は３０億５，７８３万４，９１４円で、これ

は医療機器の更新、野村病院の改修工事及び西予

市民病院建設に係る建設改良費２９億３，６５１

万９，１５７円と企業債の償還金１億２，１３１

万５，７５７円となっております。 

 なお、建設改良費のうち西予市民病院建設に係

る決算額は２４億５，１６１万５，９２５円であ

ります。これにより、資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額７億６，９０６万２，７９

６円につきましては、過年度分損益勘定留保資

金、繰越工事資金及び建設改良積立金等で補填を

いたしました。 

 また、平成２６年度から翌年度へ繰り越した額

は、地方公営企業法第２６条に基づく建設改良繰
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り越し１，００３万２，０００円でございます。 

 ５２ページをお開きください。 

 先ほど議案第１０７号でご説明しましたとお

り、旧宇和病院の固定資産除却費相当額５億３，

６８１万３，３５１円について、自己資本金の額

を減少し、その同額を未処分利益剰余金に振りか

えることにより、自己資本金は２６億１，８２７

万７，３７４円、未処分利益剰余金は７億２，１

８４万７９３円となります。 

 ８７ページから西予市民病院及び野村病院ごと

の決算資料を掲載しておりますので、ご参照くだ

さい。 

 続きまして、認定第１３号「平成２６年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 同じく公営企業会計決算書の１２０ページをお

開きください。 

 まず、収益的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 施設事業収益は４億５，６７４万７，１１３円

に対しまして施設事業費用は４億８，９５７万

５，４５７円となり、前年度と比較しまして収益

は３．２％の増、費用は８．４％の増となってお

ります。なお、これらは消費税込みの金額であり

ます。 

 このことを１２４ページの損益計算書でご説明

いたしますと、１の施設運営事業収益は４億２，

９５６万２，１７２円に対しまして、２の施設運

営事業費用は４億４，２５０万５，７４７円とな

り、差し引き営業損失は１，２９４万３，５７５

円となりました。 

 次に、３の施設運営事業外収益は市からの補助

金など２，７１０万１，８７４円となっており、

４の施設運営事業外費用は企業債の支払い利息な

ど１，８７７万６４４円を支出しております。 

 以上によりまして、経常損失は４６１万２，３

４５円、当年度純損失は３，２８２万８，３４４

円となりました。 

 なお、前年度までの繰越欠損金と合わせた当年

度未処理欠損金は６，００４万２，７６５円とな

りました。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 １２２ページをお開きください。 

 資本的収入につきましては１７８万７，４００

円となっており、介護保険法の改定に伴うシステ

ムのバージョンアップ費用の２分の１を市からの

補助金として計上したものであります。 

 一方、資本的支出につきましては４，２０９万

６，６５３円となっており、企業債償還元金のほ

か、利用者の送迎車両の購入と介護保険請求シス

テムバージョンアップ費用の建設改良費を支出し

ております。 

 また、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する４，０３０万９，２５３円につきまして

は、過年度分損益勘定留保資金で補填をいたしま

した。 

 これらに伴います事業の概要につきましては、

１２９ページの貸借対照表及び１３３ページから

の事業報告書をご参照願います。 

 今後とも関係機関との緊密な連携を図り、効率

的な施設運営と利用者の確保及び経費節減に努

め、さらなるサービスの向上と健全経営を図って

まいりたいと考えております。 

 以上、２議案及び４認定案件よろしくご審議を

賜り、ご決定及びご認定くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時５７

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時００

分） 

 ただいま議題となっております認定第１号から

認定第１３号までの監査報告を求めます。 

 正司代表監査委員。 

○正司監査委員 決算審査意見についてご報告申

し上げます。 

 市長から、地方自治法の規定に基づいて審査に

付されました平成２６年度西予市一般会計、特別

会計及び西予市基金運用状況並びに地方公営企業

法の規定に基づいて審査に付されました平成２６

年度西予市公営企業会計の決算について慎重に審

査し、審査結果の意見書を去る８月１１日に市長

に提出したところでございます。 

 以下、その内容につきましてご報告いたしま

す。 

 お手元の平成２６年度西予市一般会計及び特別

会計決算審査意見書の１ページをお開き願いま

す。 

 審査の概要であります。 
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 審査の対象は、平成２６年度一般会計及び平成

２６年度授産場特別会計外８特別会計の歳入歳出

決算であります。 

 審査期間は、平成２７年６月２６日から平成２

７年８月７日までの間実施いたしました。 

 審査の方法につきましては、市長から提出され

ました一般会計と特別会計歳入歳出決算書、その

他政令で定められました書類について、関係諸帳

簿及び証拠書類と照合し、計数の正確性、予算の

執行状況の適否等通常実施すべき審査手続を実施

するとともに、定例監査及び例月現金出納検査等

の結果も参考に審査をいたしました。 

 審査結果であります。 

 適正に執行されていると認められました。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以降に記載しておりますので、お目通しい

ただき、詳細の説明は省略させていただきます。 

 次に、５５ページをお開き願います。 

 決算の概要であります。 

 記載は１，０００円単位でありますが、万円単

位でのご報告とさせていただきます。 

 平成２６年度一般会計及び特別会計の総計決算

額は、歳入が４２８億８，６５９万円、歳出が４

１８億１，４２４万円で、前年度に比べ歳入は１

０億６，３３８万円、歳出は９億７，９９９万円

それぞれ増加しております。 

 決算収支では、形式収支が１０億７，２３５万

円、実質収支が９億４，２１０万円の黒字となっ

ております。一般会計の形式収支は９億７，３８

７万円、実質収支は８億４，３６２万円の黒字で

あり、実質単年度収支におきましても４億６，４

０４万円の黒字となっております。 

 また、特別会計は、形式収支、実質収支ともに

９，８４８万円の黒字ですが、実質単年度収支額

におきましては１億４，３９８万円の赤字となっ

ております。 

 次に、決算の状況をもとに今後の行政運営にお

きましてご配慮いただきたい内容につきまして申

し上げますと、１点目は、４ページの普通会計の

財政指標等の状況で明らかなように、実質公債費

比率が９．７％と改善されておりますが、財政力

指数が０．２４、公債費負担比率が１９．４％、

経常収支比率が８５．３％と厳しさが増しており

ます。また、一般会計から特別会計への繰出金は

２４億１，７４５万円あり、前年度に比べ１億

４，４６９万円増加しております。公営企業会計

においても、会計基準改正の影響はあるものの、

全ての事業会計において純損失となり、今後大き

な財政負担の一つとなることが懸念されるところ

であります。こういったことを踏まえ、公営企業

会計等も含めた西予市全体の統一的な基準による

地方公会計の整備、活用など、将来を見据えた堅

実な財政運営に努めていただくよう望むものであ

ります。 

 ２点目は、１９ページの自主財源の依存財源の

状況でおわかりのように、歳入につきましては一

般会計の自主財源の構成比が２０．６％、依存財

源が７９．４％で、前年度に比べ自主財源の占め

る割合が１．３ポイント低下している状況にあり

ます。そのような中で、収入未済額は一般会計が

１億４，８６２万円、特別会計が１億９，７６２

万円となっております。会計または歳入科目によ

って収納率に大きな差が出ていることや、事務の

統一性、公平性確保の観点などから、債権管理の

適正化及び効率化が期待できる債権管理条例制定

などの検討も含め、債権管理の強化に一層努力さ

れることを望むものであります。 

 ３点目は、２０ページの款別歳出決算状況でお

わかりのように、歳出につきましては翌年度繰越

額が１７億３，１５０万円で、前年度に比べ２億

６，５８７万円増加しております。国の補正予算

に対応した事業も含まれてはおりますが、計画

的、効率的な事業の執行に努め、西予市全体の活

性化のためにも早期発注、進捗管理を徹底してい

ただきたいと考えます。 

 ４点目といたしまして、市有財産につきまして

は、統一的な基準による地方公会計の整備及び公

共施設等総合管理計画の策定が進められておりま

すので、この機会に市有財産の精査、遊休資産の

利活用や処分について十分検討されることを期待

するものであります。 

 以上、一般会計及び特別会計決算審査意見の報

告とさせていただきます。 

 なお、西予市基金運用状況審査の結果につきま

しても、各基金の計数はいずれも正確であり、適

正に運用されていると認めましたので、あわせて

ご報告させていただきます。 

 次に、お手元の平成２６年度西予市公営企業会

計決算審査意見書の１ページをお開きください。 

 審査の概要であります。 
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 審査の対象は、平成２６年度上水道事業、病院

事業及び野村介護老人保健施設事業の３事業の会

計決算であります。 

 審査の期間は、平成２７年６月２６日から平成

２７年８月７日までの間実施をいたしました。 

 審査の方法につきましては、３事業会計の決算

報告書、財務諸表及び決算附属書類が地方公営企

業法、その他関係法令の規定に基づいて作成して

いるか、またこれらの計数、経営成績及び財政状

況が適正に表示されているかについて関係諸帳簿

により審査を行いました。 

 審査の結果は、いずれも法令に基づいて作成さ

れ、計数、経営成績及び財政状況についても適正

に表示されていると認められました。 

 また、当年度決算におきましては、３事業会計

に共通して言えますことは、平成２６年度から地

方公営企業会計基準の見直しが本格的に出された

ことに伴い、各種引当金等の金額が特別損失で処

理されたことが大きく影響し、３事業会計ともに

純損失となったことでございます。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以降に記載しておりますので、お目通しい

ただき、詳細な説明は省略させていただきます。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 上水道事業会計の経営状況についての概要であ

ります。 

 上水道事業は、平成２６年度から従来の４上水

道事業体に一部の簡易水道及び県条例水道を事業

統合し、運営を開始しております。統合の結果、

給水収益は料金の格差是正や給水人口及び年間総

有収水量の増加に伴い増収となりましたが、供給

単価よりも給水原価が上回ったことから、水道経

営は厳しい状況になっております。 

 当年度の決算は、各種引当金等を特別損失に計

上したことに加え、簡易水道分の減価償却費が膨

らんだことから３６０万円の純損失となっており

ます。今後は、年間有収率の向上や経費の節約な

ど経営の合理化に努め、中・長期的に安定した水

道水の供給、施設の維持管理及び防災対策を推進

していただきたいと考えます。 

 次に、３２ページをお開き願います。 

 病院事業会計の経営状況についての概要であり

ます。 

 病院事業は、平成２６年９月に宇和病院が閉院

し、新たに西予市民病院を開院したこと、及び野

村病院の大規模改修工事が終了したことから、公

立病院としての役割が高まっております。両病院

とも実習生や研修生の受け入れによる医療スタッ

フの育成、電子カルテの導入など医療事務の効率

化や患者サービスの向上に努められております

が、病院建設等により費用が収益を大きく上回

り、厳しい経営状況となっております。 

 当年度の決算は、各種引当金等を特別損失に計

上したことに加え、宇和病院の固定資産除却費の

計上に伴う資産減耗費５億３，７３８万円の計上

が大きく影響し、８億２，９７５万円の純損失と

なっております。 

 今後は、安心と信頼の医療の供給はもとより、

費用対効果も念頭に置き、早期に将来を見据えた

経営指針を立て、安定した病院経営を目指してい

ただきたいと考えます。 

 最後に、４７ページをお開き願います。 

 野村介護老人保健施設事業会計の経営状況につ

いての概要であります。 

 野村介護老人保健施設は、利用者の確保に努め

られておりますが、居宅通所サービスの利用者は

増加したものの、施設介護サービスの利用者が入

院による退所や他施設への移動により減少し、施

設全体の利用者数は微増にとどまっております。 

 当年度の決算は、各種引当金等を特別損失に計

上したことに加え、人件費等の増加が影響し、

３，２８３万円の純損失となっております。 

 現在増築事業が計画されておりますが、将来の

経営計画を早期に策定し、施設利用者の増加に向

けた施策を講じ、費用対効果を検証しつつ赤字解

消に尽力していただきたいと考えます。 

 以上、公営企業会計決算意見の報告とさせてい

ただきます。 

 これで決算審査意見についての報告を終わりま

す。 

○議長 以上で監査報告は終わりました。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、報告第７号「平成２６

年度西予市一般会計継続費精算報告について」か

ら報告第１９号「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状

況について」までの１３件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の報告を求めます。 

 河野副市長。 

○河野副市長 報告第７号「平成２６年度西予市
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一般会計継続費精算報告について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 資料は、お手元の西予市議会定例会議案の１９

ページからになります。 

 平成２６年度において防災行政無線デジタル整

備事業、野村小学校南校舎改築事業及び明浜地区

小学校統合校舎建設事業の継続費に係る継続年度

が終了しましたので、地方自治法施行令第１４５

条第２項の規定により継続費精算報告書を添えて

ご報告申し上げます。 

 続きまして、報告第８号「平成２６年度健全化

判断比率の報告について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 平成２６年度決算に基づく実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の

健全化判断４比率を算定いたしましたので、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により監査委員の意見を付し報告するも

のであります。 

 なお、財政健全化判断比率と申しますのは、市

の財政運営が将来を含め今どういう状態であるの

かを見るためのものであります。その比率につい

てですが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率に

つきましては、一般会計並びに全ての会計を通し

ての実質赤字額はいずれもございません。次に、

実質公債費比率は借入金返済の度合いを、将来負

担比率は将来の財政運営を圧迫する度合いを見る

ものでありますが、いずれの比率につきまして

も、お手元の平成２６年度健全化判断比率の状況

のとおり早期健全化が必要とする基準値を下回っ

ており、現状では健全な財政状況であることをご

報告いたします。 

 続きまして、報告第９号「平成２６年度資金不

足比率の報告について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 上水道事業会計、病院事業会計、野村介護老人

保健施設事業会計、簡易水道事業特別会計、農業

集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会

計につきましては、平成２６年度資金不足比率を

算定いたしましたので、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第２２条第１項の規定により監

査委員の意見を付し報告するものであります。 

 この資金不足比率とは、公営事業の経営状態の

悪化の度合いを見るものですが、一覧表のとおり

全ての会計において資金不足を生じておりません

ので、健全な経営がなされている状況であること

をご報告申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 報告第１０号「平

成２６年度西予市病院事業会計継続費精算報告に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２６年度において西予市民病院建設事業及

び野村病院改修事業の継続費に係る継続年度が終

了しましたので、地方公営企業法施行令第１８条

の２第２項の規定により、継続費精算報告書を添

えてご報告申し上げます。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 報告第１１号「西

予市土地開発公社の経営状況について」、報告第

１２号「株式会社野村町地域振興センターの経営

状況について」、報告第１３号「株式会社エフシ

ーの経営状況について」、報告第１４号「株式会

社城川ファクトリーの経営状況について」、報告

第１５号「株式会社どんぶり館の経営状況につい

て」、報告第１６号「あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況について」、報告第１７

号「株式会社グリーンヒルの経営状況につい

て」、報告第１８号「一般財団法人宇和文化会館

の経営状況について」、報告第１９号「西予ＣＡ

ＴＶ株式会社の経営状況について」、一括して提

案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第２２１条第３項で規定する市の出

資比率が５０％以上の法人等については、同法第

２４３条の３第２項の規定により、毎事業年度に

法人の経営状況を説明する資料を作成し、議会に

提出することが義務づけられており、本議会に９

法人の平成２６年度経営状況について報告するも

のであります。 

 各法人の経営状況の詳細につきましては、担当

部長から補足説明いたしますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 まずは、報告第１１号「西予市土地開発公社の

経営状況について」補足説明を申し上げます。 

 平成２６年度西予市土地開発公社の実績報告に

つきましては、完成土地売却としてさくら団地２

区画を販売し、１，４１７万７，９５０円の収入

がありました。 

 平成２７年度の事業計画につきましては、宇和

町さくら団地全８２区画のうち残り５８区画を、

城川町高野子団地全１５区画のうち残り７区画
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を、三瓶町いぶき団地全２４区画のうち残り１２

区画を、宇和町みどり団地残り１３区画の販売促

進を行っております。また、下松葉の分譲地につ

きましては残り１区画を分筆いたしまして２区画

として販売促進を行っています。 

 次に、平成２６年度の収支報告をいたします。 

 歳入の部では、事業収益１，４１７万７，９５

０円、事業外収益２０万２，８１３円、繰越金

７，０６３万１，６２２円、事業借入金２億８，

３４５万５，２８０円の合計３億６，８４６万

７，６６５円でございます。 

 歳出の部は、事業費用２，３１７円、販売費及

び一般管理費４１６万６，２６９円、事業外費用

８万２，８８１円、事業借入元金償還３億３４５

万５，２８０円の合計３億７７０万６，７４７円

でございます。差し引き繰越金といたしまして、

６，０７６万９１８円でございます。詳細につき

ましては、お配りしております資料をお目通しく

ださい。 

 以上で西予市土地開発公社の経営状況説明を終

わります。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 それでは、産業建設部が所

管しております６つの第三セクター、報告第１２

号から報告第１７号までについて私のほうから補

足説明をさせていただきます。 

 まず、報告第１２号「株式会社野村町地域振興

センターの経営状況について」ご説明いたしま

す。 

 同社は西予市指定管理者として指定を受け、乳

製品の加工、製造、販売、農産物の加工管理、生

糸の販売、レストラン事業を含む農業公園ほわい

とファームの管理経営を行っております。施設を

使ったイベントによる地域内外の振興事業にも取

り組んでいるところでございます。 

 平成２６年度におきましては、モッツァレラチ

ーズ、ストリングチーズの商品化、販売を行い、

またチーズハンバーグ等の自家製チーズ使用の商

品開発に取り組みました。四国乳業がカマンベー

ルチーズ製造から撤退したため、当社が製造販売

を引き受け継続いたしております。ビアガーデ

ン、クリスマスシーズンのイルミネーション、各

種イベントを開催いたしましたが、年間利用者数

は４万３，６００人余りと、昨年度に比べ２％程

度の伸びにとどまっております。 

 経営実績については、全事業の売上高が７，０

２０万円、前年度比９７％余りと低迷しており、

売り上げについても約５００万円の純損失を計上

し、昨年と比べ約２３０万円の損失増となりまし

た。その原因として考えられるのが、消費税増に

伴う消費の落ち込み、消費税増税を商品に反映で

きなかったこと、四国乳業撤退によるカマンベー

ル製造のための関連資材の購入などが考えられま

す。 

 雇用につきましては、四国乳業撤退後の事業継

続のため、県の緊急雇用創出事業などを活用し、

昨年から３名増となり、正職員、パート社員を含

め１５名でございます。 

 平成２７年度は、主力の乳製品部門を充実させ

るとともに、カマンベール、モッツァレラチーズ

など自家製チーズを使った商品の製造、販促をよ

り積極的に進めます。また、新規取引先の開拓や

えひめいやしの南予博への対応準備、インターネ

ットや通信販売利用者等の個人顧客に対しても情

報発信等による販路拡大に取り組んでまいりま

す。 

 次に、報告第１３号「株式会社エフシーの経営

状況について」ご説明申し上げます。 

 同社は森林の保全や林業の担い手育成等を主な

目的に、林産物の生産、加工、販売、農林業基盤

整備に係る伐出、除伐、作業道開設と、木質ペレ

ット製造施設の指定管理者として治山事業に取り

組んでおります。昨年まで治山事業を主体に行っ

ておりましたが、生産事業である造林事業にシフ

トし、平成２６年度の素材生産量は昨年から５

０％上昇し、長年の目標でありました１万立米を

達成いたしました。森林整備面積においては、計

画地の２８０ヘクタールを若干下回ったものの、

２６２．６ヘクタールと前年を上回る結果となり

ました。加えて木質ペレット等木工加工品の生産

及び販売額は、ペレット２７４トン、おが粉４１

２立米の生産販売を行い、双方合わせた生産売上

総額では約１億５，３００万円となっておりま

す。昨年に比べて約２７０万円の増加となりまし

た。 

 雇用者数は、現在３０名でございます。 

 事業目的に林業者の人材育成が位置づけられて

いることから、事業基盤を拡大する上でも年に

二、三人の増員を計画しておりますが、募集を行

っても集まらない状態が続いております。 
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 平成２７年度におきましても、経営、運営とも

に厳しい状況となることが予想されますが、森林

資源の活用と保全を行うため、引き続き造林から

治山に係る補助事業を活用し、西予市内森林の適

切な整備と林業活性化に向けて将来につながる経

営の安定化と担い手の育成に努める所存でござい

ます。 

 次に、報告第１４号、株式会社城川開発公社、

現在株式会社城川ファクトリーの経営状況につき

まして説明をいたします。 

 同社は農産物の生産加工、飲食店、温浴施設の

管理運営などを主な業務とし、西予市指定管理者

として指定を受け、特産品センター、加工センタ

ー、クアテルメ宝泉坊など８施設の管理経営に当

たり、地域特産品の製造販売ほか市民の健康増

進、観光交流など多角的に事業の展開を行ってお

ります。 

 平成２７年２月１日には、公社としての信用力

から一歩踏み出し、組織のブランド力向上を目的

に株式会社城川ファクトリーに社名変更いたしま

した。 

 これら８部門の平成２６年度売上高は、約５億

２，６００万円となっています。しかし、売り上

げ原価、営業外収益、税引き後の純利益は９８６

万円の損失であります。その原因としては、消費

税増税によって消費が冷え込み、加えて増税分を

価格に転嫁することが難しく、減収となり、温浴

施設の燃料代についても円安の影響で燃料が高

騰、コストが増大することとなりました。さらに

はハム、ソーセージの主原料である豚肉の仕入れ

コストも上昇し、経営悪化に追い打ちをかけ、会

社発足後初めて純損失を計上するに至りました。 

 これまで経験したことのない厳しい経営環境の

中、初めての減収減益でありましたが、第三セク

ターの持つ重要な使命である公益性確保について

は正社員、臨時、パート、期間雇用を含めて地域

雇用８１名を確保いたしております。しかし、近

年職員を募集しても集まりにくく、雇用者の確保

が大変難しくなっている現実がございます。 

 平成２７年度につきましては、経営の黒字転換

はもちろんのこと、少子・高齢化が進む地方経済

の中でも消費者ニーズの的確な把握とともに、城

川ファクトリーの自社ブランド化の促進、それに

伴う自社商品開発を行い、宿泊や販路拡大につい

てもインターネットを活用したシステム強化を図

るなど、考える、行動する社員の育成と意思疎通

を会社の信条とし、常に挑戦する姿勢のもとに信

頼される地域の中核企業として地方活性化に貢献

できるよう努力してまいります。 

 次に、報告第１５号「株式会社どんぶり館の経

営状況について」ご説明いたします。 

 同社は西予市指定管理者として指定を受け、農

産物、観光物産、特産品の販売、レストランの経

営、加工品の製造販売を目的に、どんぶり館のふ

れあい市場、レストランなどの管理経営に当た

り、農林水産物や地域特産品の販売などの事業を

市から委託されております。 

 平成２６年度は、念願でありました道の駅に登

録され、高速道路や国道に道の駅どんぶり館を示

す看板が順次設置されました。そのおかげで各種

情報誌、国土交通省発行の機関誌に掲載されるな

ど、集客効果が大きく、またその関係で定休日を

廃止したことにより年間の来場者が４２万人から

４７万人に増加をいたしました。 

 経営の実績では、来館者が増加したおかげで売

上高で昨年度の約１０％増の１億５，９００万円

を計上し、最終的には８００万円以上の純利益が

ありました。 

 また、各部門を総合した総売り上げにつきまし

ても６億９５０万円と、昨年から約１３％の伸び

がありました。ただし、定休日を廃止したことか

ら職員の増員が必要となり、昨年から３名増員

し、現在正職員、臨時職、パート職員を含めて２

７名で運営をしております。 

 その他集客活動としてジオサイト整備保全支援

事業、ジオパークブランド活用事業に取り組み、

四国西予ジオパークの玄関施設としてジオマップ

等の設置により周知活動を展開しております。 

 また、道の駅の機能として防犯カメラを設置

し、２４時間利用者に配慮した防犯体制の整備を

行いました。 

 平成２７年度につきましては、引き続き四国西

予ジオパークの窓口になる施設づくりをさらに進

め、ジオパークの玄関としての情報発信機能の充

実に努めるとともに、平成２８年度に開催されま

すえひめいやしの南予博プレイベントの取り組み

を進め、昨年度認定されたなんよサイクルオアシ

スとしての機能を活用してまいります。 

 次に、報告第１６号「あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状況について」ご説明いた

26



 

します。 

 同社は農畜産水産物、地場産品の加工販売、レ

ストラン、宿泊、温浴施設の経営管理を主な業務

とし、西予市指定管理者として指定を受けており

ます。主な指定業務として、ふるさと創生館、塩

風呂、民宿故郷、オートキャンプ場の経営を行

い、基幹産業であるかんきつ等の農水産物を使っ

た地域特産品の製造販売のほか、市民の健康増

進、観光交流の推進など雇用確保を含めた地域振

興を担う４視察の経営管理を行っております。 

 これら４部門の平成２６年度の売上高は約１億

９，９００万円で、前年度対比９２．８％となり

ました。その原因としましては、消費税増税もさ

ることながら一番のかき入れどきであります７

月、８月の天候不順による温浴施設、宿泊施設の

利用客の減少、雑柑類搾汁の減少などが影響して

おります。 

 年間の利用入場者数は約７万１，０００人と、

対前年比９４．６％と売上高と相乗し、天候不順

による影響がここでも確認することができます。 

 これらの施設は明浜地区で唯一の集客施設であ

り、温浴、宿泊、製造など多岐にわたる部門を経

営管理することから多くの人手を必要とします

が、近年職員を募集しても集まらない状況が続い

ております。そのような状況の中、公益性の確保

を進める上でも地域雇用者はパートを含め４１名

を確保しているところでございます。 

 平成２７年度につきましても、市と一体となり

経営改革に取り組んでおり、商品及び食材の原価

率の見直し、接遇マナーの向上、各種イベントの

企画実施などを積極的に行い、厳しい経営状況が

続いている中でも関連事業全体における大幅な経

費の削減、販路拡大や入り込み客数の増加を図

り、収益向上に努めてまいります。 

 最後に、報告第１７号「株式会社グリーンヒル

の経営状況について」ご説明いたします。 

 同社は農産物の生産、加工、販売を主な業務と

し、西予市指定管理者として指定され、野村青汁

工場の経営管理を行っております。 

 平成２６年度につきましては、消費増税が導入

され食品業界においても消費がにぶる中ではあり

ますが、約７億９，６００万円の売上高を計上い

たしました。 

 売上総額については、対前年度比で９５．４％

下回りましたが、純利益につきましては１，１９

０万円と、前年比で１８２％と大きく上回りまし

た。その要因といたしましては、青汁の主要な商

品比率を変えたことにより利益率が向上したこ

と、修繕等の設備投資の額が計画よりも減ったこ

となどが利益のふえたものの要因と思われます。 

 公益性を主体とする第三セクターとしては、農

家の収入向上も大きな目的であり、春植えのケー

ルにつきましては単価をキロ当たり５円高く買い

取ることで利益の還元を行うなどの地域貢献をし

ておりますが、生産者の高齢化による作付面積の

減少が課題となってきております。また、あわせ

て従業員の高齢化も進み、今後を見据えた若手人

材の確保が急務であります。期末における地域雇

用者数は３０名で、事業継続のため職員募集を行

っておりますが、応募が少なく、適切な人材を確

保することが難しくなってきております。 

 平成２７年度については、引き続き原料確保の

強化としてＪＡ等と情報誌を使い生産者確保を進

め、利益率の高い商品の増産を図るための生産設

備の増強などを計画しております。 

 また、管理体制の強化と人材確保、人材育成に

注力するとともに製造コストの削減と稼働率の上

昇に努めてまいります。 

 なお、ご説明いたしましたいずれの第三セクタ

ーにつきましても、詳細につきましてはお配りし

ております資料をごらんいただきたいと思いま

す。 

 以上で産業建設部所管の第三セクター６社の報

告とさせていただきます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 報告第１８号「一般財団法人宇

和文化会館の経営状況について」ご説明を申し上

げます。 

 一般財団法人宇和文化会館は、本年４月からも

引き続き指定管理者として芸術文化事業の実施と

施設の管理運営を行っております。 

 平成２６年度において芸術文化事業では自主事

業講演を７講演、うち宇和文化会館が５講演、三

瓶文化会館が２講演、及び共催事業等１０講演を

実施いたしました。著名な音楽家のコンサートな

どを初め、西予市合併１０周年事業として取り組

んだ第９演奏会につきましては小学生から高齢者

に至るまでの幅広い世代の支持を得て、２３５人

もの参加者による手づくりの自主事業になりまし

た。 
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 また、２年目となった西予市民劇団もんたかな

は、年２回講演のうち新春公演には「イネと高

子」という本市にゆかりの深い人物像を取り上

げ、高い評価を得て盛会でありました。坊っちゃ

ん劇場とのパートナーシップ協定により、プロか

ら指導を受けた演技力の向上には目覚ましいもの

があります。 

 このほかにも歌謡祭や合唱祭が恒例行事として

定着するなど、宇和文化会館は地域文化振興の拠

点施設としての役割を十分果たしており、市民ニ

ーズに踏み込んだ今後の取り組みに期待を寄せて

いるところであります。 

 貸し館業務としては年間８５６件で、延べ３万

４，２３４人が利用されております。 

 収入におきましては、西予市からの受託料収入

３，９６３万７，０００円、事業収入２，８５９

万５，０００円、会場利用収入９０９万４，００

０円及び利息収入と雑収入６７万１，０００円、

合わせて事業活動収入合計７，７９９万７，００

０円であり、対前年比８．３％の増であります。 

 事業活動支出につきましては、管理費２，７９

３万１，０００円と事業費４，７５７万４，００

０円の合計７，５５０万５，０００円であり、事

業活動収入合計から事業活動支出合計を差し引い

た２４９万２，０００円が事業活動収支差額とな

ります。 

 さらに投資活動収支差額マイナス２０２万９，

０００円を合わせますと４６万３，０００円とな

り、前期繰越額３６８万２，０００円と合計しま

すと４１４万５，０００円が次期繰越額となって

おります。 

 平成２７年度におきましても実行委員会形式の

市民参加型事業の推進を図り、市民の皆様との連

携も密にした会館運営に努めているところでござ

います。また、各設備の改修を終え利便性が高ま

っていることから、今後集客力の向上が文化会館

経営の安定化につながるものと考えております。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきますようお願いいたします。 

 以上、宇和文化会館の経営状況についてのご説

明とさせていただきます。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 報告第１９号「西

予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について」補足説

明を申し上げます。 

 西予ＣＡＴＶ株式会社の事業は、光ケーブルを

伝送路としたＣＡＴＶ事業であり、自主放送番組

制作、有線テレビジョンによる再送信などであり

ます。平成２６年３月３１日で八西ＣＡＴＶが三

瓶地区のサービス終了という大きな節目がありま

したが、西予ＣＡＴＶの創業５周年記念キャンペ

ーン等の実施により、特段の混乱もなくサービス

終了を終えることができております。 

 新規加入者の獲得に向けて自主放送番組の充

実、そして顧客満足度の向上に努めているところ

でございます。 

 平成２６年度はインターネットの利用者の順調

な増加もあり、加入世帯数は１万４２３世帯で、

加入率は５６．８％に達しております。 

 平成２６年度の収支は、損益計算書の当期純利

益に示しますとおり２，７２８万４１７円となっ

ております。詳細につきましては、お配りしてお

ります資料をお目通しいただきたいと思います。 

 以上、西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況の説明

を終わります。 

○議長 理事者の報告は終わりました。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、議案第１０８号「平

成２７年度西予市業務用パソコン等の取得につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１０８号

「平成２７年度西予市業務用パソコン等の取得に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 職員が使用するパソコンにつきましては、導入

後約７年が経過していることから、処理能力やセ

キュリティー面を考慮して平成２５年度から３カ

年計画により入れかえを実施しているところでご

ざいます。過去２年間で５４２台のデスクトップ

パソコンを購入し、本庁、明浜支所及び出先機関

に配付しておりますが、整備計画の最終年度とな

る今年度につきましては２２５台のデスクトップ

パソコンと７０台のノートパソコンを購入し、野

村、城川、三瓶の各支所及び研修用として配付す

る予定としております。 

 今回の購入に当たりましては、去る８月１８日

に指名競争入札を行い、四国通建株式会社西予営

業所所長山下義美氏が３，６４３万９，２００円

で落札と決定し、物品購入仮契約を締結しました
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ので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、購入いたします業務用パソコン等の詳細

につきましては、別紙参考資料をご参照くださ

い。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０８号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０８号「平成２７年度西予市業務用パ

ソコン等の取得について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０８号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、議案第１０９号「西

予市消防団消防ポンプ自動車の取得について」及

び議案第１１０号「西予市消防団小型動力ポンプ

積載車の取得について」の２件を一括議題といた

します。 

 理事者の説明を求めます。 

 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 議案第１０９号「西予市

消防団消防ポンプ自動車の取得について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 現在、西予市消防団城川方面隊魚成分団第１部

に配備しております消防ポンプ自動車は平成７年

に導入したもので、以来２０年が経過しており、

更新計画に基づいた検討を行ってきたところであ

ります。このたび購入いたします消防ポンプ自動

車は、ポンプ室、上部、左右に消防用資機材の整

理を容易にするためのシャッター式資材収納庫を

装備するとともに、メタルハライドサーチライト

を装備し、夜間活動の安全性を確保しておりま

す。今回の購入に当たりましては、去る８月１８

日に指名競争入札を行い、株式会社ＪＡひがしう

わサービス代表取締役三好孝芳氏が１，５６０万

６，０００円で落札と決定し、備品購入仮契約を

締結いたしました。 

 本件の契約金額自体は議決用件に達しておりま

せんが、予定価格が２，０００万円を超えており

ましたので、その取得に当たり議会の議決を求め

るものであります。 

 なお、消防ポンプ自動車の詳細な性能及び主要

装備につきましては、別紙参考資料をご参照くだ

さい。 

 続きまして、議案第１１０号「西予市消防団小

型動力ポンプ積載車の取得について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 現在西予市消防団野村方面隊に配備しておりま

す４台の小型動力ポンプ積載車は、平成５年から

平成７年にかけて導入したもので、２０年以上経

過していることから更新計画に基づいた導入の検

討を行ってきたところであります。このたび購入

いたします小型動力ポンプ積載車は、狭隘地区で

の運転を考慮し、小回りのきく車種を選定すると

ともに小型動力ポンプの積みおろしや運搬が容易

に行えるようポンプカー、運搬台車を装備するこ

とにより、消防団員の負担軽減を図っておりま

す。今回の購入に当たりましては、去る８月１８

日に指名競争入札を行い、株式会社ＪＡひがしう

わサービス代表取締役三好孝芳氏が２，４３０万

円で落札と決定し、備品購入仮契約を締結しまし

たので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、小型動力ポンプ積載車の詳細な性能及び

主要装備につきましては、別紙参考資料をご参照

ください。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、決定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０９号及び議案第１１０号は、会議規

則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案ごとに採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１０９号「西予市消防団消防ポン

プ自動車の取得について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０９号

は原案のとおり決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 次に、議案第１１０号「西予市消防団小型動力

ポンプ積載車の取得について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１０号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ９月３日は午前９時より代表質問及び一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後２時００分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日はこのように大勢の方が傍聴にお越しいた

だき、まことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであり

ます。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、代表質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、清風会、元親孝志君。 

 元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 皆様、改めましておはよう

ございます。 

 きょうは秋雨前線の影響で大変足元の悪い中に

もかかわらず、このようにたくさんの皆さんに傍

聴いただきまして、まことにありがとうございま

す。質問者といたしまして大変うれしく、ありが

たく思っておるところでございます。 

 ただいま藤井議長より発言の許可をいただきま

したので、会派清風会を代表いたしまして６つの

テーマにつきまして質問をさせていただきたいと

思います。 

 それでは初めに、伊方原発３号機の再稼働につ

いて理事者の考えをお伺いしたいと思います。 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災以降、廃

炉になった福島第一原発を除く全国に５０基ある

全ての原発が停止いたしておりました。しかし、

九州電力は８月１１日、川内原発１号機の原子炉

を起動し、再稼働させ、約２年続いた原発ゼロ状

態は終わり、再び原発新時代に入ろうといたして

おります。 

 ２０１２年９月に発足した原子炉規制委員会で

は、新規制基準に基づく原発の安全性審査を２０

１３年７月から開始して、１５原発２５基が現在

審査中であります。そうした中、原発の新規制基

準を満たしていると結論づけた審査書案を了承し

た原発は九州電力川内原発１号機、２号機、関西

電力高浜原発３号機、４号機、そして伊方原発３

号機の合計３原発で５基であります。これらはい

ずれも事故のあった福島第一原発とは炉型が異な

る加圧水型軽水炉であります。 

 さて、伊方原発は平成２５年７月に審査を申請

して、ことし５月に審査書案が了承され、７月１

５日に事実上の合格書となる審査書が正式に決定

されました。伊方原発は再稼働に向けて着々とそ

の準備が進んでいる状況であります。 

 伊方原発再稼働につきましては、特に２点につ

いて以前から指摘されている問題があります。 

 １点目は、敷地北側の中央構造線断層帯が一部

影響するという問題であります。そのため地震の

揺れに対する安全性が特に問題となっておりま

す。原子炉規制委員会と伊方原発の審査の過程で

基準地震動を当初の５７０ガルから６５０ガルへ

引き上げることに変更が求められ、伊方原発はこ

れに同意をいたしました。 

 また、中村知事はさらに基準を上回る揺れ対策

の徹底、これを指示されております。伊方原発の

報告書では、１，０００ガルの揺れにも耐えられ

ると報告をされております。しかし、近未来想定

される南海トラフが発生した場合、想定外の死角

は本当にないのか、絶対安全を確保することは本

当に可能なのか、疑問が残るところであります。 

 ２点目の課題は、今回申請中の伊方原発三号機

はプルトニウムウラン混合酸化物燃料を使用する

プルサーマル発電を行うことであります。プルサ

ーマルとは使用済み核燃料を再利用するもので、

核の有効利用を目的に進められておりますが、技

術的に十分完成されておらず、事故が起これば純

粋ウランと比較にならない猛毒が発生し、運転中

の安定性の課題も抱えております。 

 以上のことを踏まえ、原発立地周辺の自治体と

して以下のようなことが不安材料ではないかと私

は思っております。 

 日本人は、福島第一原子力発電所の事故から一

体何を学んだのか。そのことは今後どのような形

で生かされていくのか。経済成長は生命の安全性

よりも優先されるべきことなのか。全国に中間貯

蔵されている使用済み核燃料１万７，０００トン

はいつからどこで処分されるのか。その見通しは

立っているのか。脱原発を選択した場合、電力の

安定供給と経済的負担に国民は本当に耐えられる

のか。原発を再稼働するか否かの同意書は立地す

る市町村と県だけで果たして十分なのか。事故が

起これば、福島の例では５０キロメートルの範囲

でも高濃度の放射能が検出されております。西予

市は一部３０キロメートル以内に位置いたしてお

34



 

 

ります。安全対策、住民説明はこれで十分なの

か。事故が発生した場合の避難路、避難場所、移

転先、財産等の補償基準等は既に確保及び確立さ

れているのか。再稼働に対し、上記のような課題

が十分に説明されていないのではないかという思

いがいたしております。 

 そのような中、八幡浜市は昨日愛媛県に対し再

稼働を了承されました。三好市長は脱原発をめざ

す首長会議の会員であり、８月１９日には歴博に

おいて国、県及び四国電力から説明も聞かれてお

ります。 

 改めてお聞きしたいと思いますが、伊方原発再

稼働に対して三好市長はどのようなスタンスをと

られるおつもりなのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 次に、安全保障関連法案についてお伺いしたい

と思います。 

 安全保障関連法案とは、平和安全法制整備法案

と国際平和支援法案の２つの法案を総称してこの

ように呼ばれております。さらに説明を加えれ

ば、平和安全法制整備法案とは関連する現行の１

０本の法案を今回一括改正するものであり、国際

平和支援法とは今回新規に制定するものでありま

す。 

 国会での審議は、大きく分けて２つの点で審議

されております。１点は、改正の手法として現憲

法の解釈の仕方によって改正は可能であり、憲法

に違反しないとする政府の考え方と現憲法下での

法改正は明らかに違憲であり、絶対に認められな

いとする法改正は違憲か合憲かという議論が先に

あります。２点目として、当然改正制定案の中身

の審議があります。 

 これらの点について、さきの衆議院憲法審査会

で自民党が推薦した長谷部早稲田大学教授は安全

保障関連法案を違憲としたことで大きな波紋が広

がっております。また、改正の中身についても１

０本の法律を一括で改正することには無理があ

り、国民にも理解しがたい。なぜこの時期に１０

法案の一括改正が必要なのか、もっと時間をかけ

て慎重に審議すべきではないかといった意見が聞

かれました。 

 改正の必要性について、安倍総理は日本を取り

巻く中国、北朝鮮の脅威論を強調されておりま

す。しかし、脅威であることは事実であります

が、一方で中国、北朝鮮はともに内政に多くの課

題を抱えております。両国が果たしていつまで現

体制を維持することができるのかといった問題も

視野に入れておく必要があるのではないでしょう

か。 

 私の考えは、先に憲法改正をぜひやるべきだと

思っております。その理由は、主権国家として日

本国憲法は日本人みずからの手でつくるべきであ

ると考えております。現憲法の制定の過程は、１

９４５年８月１４日にポツダム宣言の受諾を連合

国に通告し、翌８月１５日に昭和天皇が終戦の詔

書を国民に発表されました。 

 歴史はこれで終戦となっているわけであります

が、日本が降伏文書に調印したのは９月２日、戦

艦ミズーリ号の船上で連合国に対して行いまし

た。この降伏文書により、日本国は連合国の占領

下に置かれることになります。そして、昭和２７

年４月２８日、サンフランシスコ講和条約の発効

により初めて国家としての全権を回復いたしまし

た。日本国にとって本当の終戦日とは昭和２０年

８月１５日ではなく、昭和２７年４月２８日が正

しいのではないかと私は思っております。 

 敗戦によってそれまでの大日本帝国憲法はポツ

ダム宣言の受諾により憲法改正の法的義務を負う

ことになりました。アメリカが原案を起草し、国

会での形式的審議を経て、昭和２１年１１月３日

に現憲法は公布されております。戦後７０年で国

内外の社会情勢は大きく変わりました。日本国憲

法がこのように占領統治のもとでつくられたこと

を考えれば、一日も早く憲法改正に着手し、国会

の審議を経て、国民に賛否を問うべきだと私は思

います。 

 安倍総理は、国会での議論は尽くした、しかし

必ずしも国民に理解されたとは思わないとも言わ

れております。この安全保障関連法案に対して三

好市長はどのような見解を持たれているのかお伺

いをいたします。 

 ３点目に、国と地方の関係についてお伺いをい

たします。 

 ２０００年４月に地方分権一括法、すなわち地

方自治法の一部改正によって国と地方のそれまで

の上下関係は独立対等の関係と表記されました。

しかし、現実には依然として上下関係にあり、今

後も大きく変わることは恐らくないと思っており

ます。 

 戦後７０年、地方の公共インフラは見違えるよ
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うに充実し、どこで暮らそうが生活するにはほと

んど支障がないまでに充実してまいりました。し

かし、これだけ整備されたにもかかわらず、地方

から相も変わらず人口が都会に流出し、全国津々

浦々まで一様に少子化、高齢化、過疎化に苦しん

でおります。このままでは、さきに発表されたよ

うに２０４０年消滅する自治体８９６となるわけ

であります。戦後の国づくりは国主導で経済成長

を最優先し、それぞれの地域が持つ多面的価値は

排除されました。経済成長こそ全ての課題を解決

するの一点張りで国づくりを進めてまいりまし

た。 

 国が計画したそれぞれの開発メニューには補助

金がつき、当然その運用については条件や規制

等、細かく明記されていて、地方自治体の自由裁

量といったものはほとんどなかったと思います。

そのことによって地方自治体においては思考停止

の状況に置かれ、本来最も重要であるはずのみず

からが考え、みずからが行動するという、使命を

どっかに置き忘れてまちづくりを進めてきたので

はないかと思っております。 

 その結果は、政策立案能力といったものはさほ

ど要求されず、全国一律の金太郎あめになってし

まい、地域の個性も失われ、魅力のない国へと変

貌してまいりました。地方衰退には当然原因があ

って、結果があると思っております。その原因と

は、地方分権が遅きに失した結果にあると私は思

っております。価値観が本来多様化しておかなけ

ればならないのに、国も地方も経済にのみ価値観

を偏重したことが現在の状況をつくり出したんで

はないかと私は思います。 

 歴史を振り返れば、国家とは中央集権と地方分

権の繰り返しであります。奈良、平安、室町時代

は天皇貴族を中心とする中央集権国家であり、こ

の社会矛盾から脱却するために戦国時代があり、

その結果、江戸時代には見事な地方分権社会を形

成しました。しかし、明治維新以降、歴史は再び

中央集権国家になり、今日まで綿々と続いており

ます。全国各地を視察研修して気づくことは、ど

の自治体も抱える問題は同じであり、空き家対

策、若者定住、移住促進、子育て支援、結婚推進

事業など、ほとんど同じように少子化、過疎化対

策を行っております。 

 こうなるまでに打つ手だては本当になかったの

か。全国の自治体が地方創生の名のもとで多くの

補助金を期待されておりますが、結果的には補助

金を使って仕事としてやってみるだけで、地方創

生で自治体が抱える根本的課題、過疎からの脱却

の流れが変わるとは今の状況からは到底想像でき

ません。町を本当変えるという気迫、情熱あるい

は責任といったものはほとんど感じられません。

どの自治体にも体裁のいい計画書だけが並んでい

るような気がいたします。 

 結果責任を問わない事業計画に期待するほうが

無理なのでしょうか。地方創生の名のもとに何兆

円という予算が使われますが、今の過疎、消滅の

流れを変えるには、価値観の多様性を模索し、国

と地方の役割分担を根本的に見直す必要があると

私は思っております。地方創生で何が変わると言

われるのか、地方分権についての所見をお伺いし

たいと思います。 

 ４点目に、西予市の評価についてお伺いしたい

と思います。 

 大平部長も西予市に来ていただいて既に１年余

りが経過いたしました。西予市の財政はもとよ

り、住民の暮らしである地理的条件、産業、経済

状況等について十分把握されたと思います。西予

市の自主財源は全体のわずか２０％余りでしかあ

りません。しかし、ありがたいことに国土の均衡

ある発展の名のもとに、自主財源１００％の町と

同じ行政サービスを受けることが当市もできてお

ります。これは西予市民にとって国に感謝しなけ

ればならない措置だと私は常々思っております。 

 しかし、人間はなれという怖さを持っておりま

す。なれるとありがたみも感謝の気持ちもなくな

ります。あるのはさらに上の満足度に対する欲求

や不満でしかありません。 

 仕事においても同じようなことが言えると思い

ます。高速道路を１００キロメートル以上のスピ

ードで長時間走っておりますと、一般道路におり

て５０キロメートル、６０キロメートルのスピー

ドで走ると、いつもよりやたら遅く感じる。つい

ついスピード違反を起こすことがあります。これ

はスピード感へのなれの結果であります。中央省

庁で仕事をされてきて、地方で仕事をするという

ことは、まさに高速道路を長時間走ってきて、急

に一般道路を走るようなものではないかと私は思

います。 

 地方自治体に問題があるとすれば、何が問題と

言われるのか。また、国の予算配分について、今
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まで配分する立場にあった人が逆に配分を受ける

立場に立ってみて、交付金、補助金は本当に有効

かつ効率的に活用されていると思われるのか。来

年は中央へお帰りになるわけでありますが、地方

での経験を本省で生かそうとすれば、どのような

ことが挙げられるのかお伺いをいたします。 

 ５点目として、国と地方の財政関係についてお

伺いをいたします。 

 過日、本会議の質疑の中で沖野議員から次のよ

うな質問がありました。市民の方から西予市の財

政状況について、三好市長は健全財政を維持して

いると言われるが、大平部長は逆に非常に厳しい

と言われる、どちらの意見が正しいのかという質

問がありました。両者それぞれ説明をされました

が、私は双方が正しいと思っております。 

 両者の意見の違いは時間軸の差にあると思いま

す。現実を見れば市長が言われるように何も問題

はなく、立派に経営されていると思います。国が

示すそれぞれの健全財政指標に西予市は全ておさ

まっております。ではなぜ大平部長はそうではな

く、大変厳しいと言われるのか。それは、これか

ら５年後あるいは１０年後を見通せば、極めて厳

しいと言われているのではないかと私は思いま

す。少子化、高齢化、過疎化がさらに進む当市に

おいて、収入はどんどん減少していきますが、義

務的経費、民間で言うところの固定経費は極端に

変わらないとすれば当然のことであると思いま

す。 

 それと、行政は一つの仮説の上で予算が組まれ

ております。西予市の自主財源はわずか２割に対

して、国、県に依存している依存財源が８割を占

めております。この８割は、多少の変動があった

としても、基本は維持されるという前提に立って

財政計画が立てられております。しかし、この仮

説は果たして大丈夫なのかどうか、私はいつも疑

問に思っております。予算説明の中で、臨時財政

対策債というのがありました。これは平成１３年

度に国が制度化したもので、既に１５年が経過を

いたしております。 

 どういう予算かと申し上げますと、本来は国が

西予市に交付すべき財源であるが、国にとりあえ

ず財源がないために西予市が国にかわって借金を

して、一時的に立てかえるというものでありま

す。もちろん後日国が返済することになっており

ますが、これでわかるように既に１５年間国は財

源不足に陥っていることがわかります。 

 あわせて、２０２０年までにプライマリーバラ

ンス、基礎的財政収支を黒字化すると言われてお

ります。これは大変厳しい目標であり、実現でき

るかどうか、全く見通しが立っておりません。プ

ライマリーバランスを黒字化するということは、

今後の税収等によっても変わりますが、２０１５

年度の予算で見れば１３兆４，０００億円の基礎

的財政収支のマイナスが発生をいたしておりま

す。実施するとすれば、１３兆円から１０兆円の

歳出カットが余儀なくされることになります。 

 これらを総合的に考えれば、近い将来、国から

の交付金は大幅に削減されるということであり、

自主財源の乏しい地方自治体にとって極めて厳し

い財政運営を強いられるということになります。

このことが市長と財政部長との見解の違いではな

いかと推察いたします。 

 そこでお伺いをいたしますが、西予市の臨時財

政対策債は現在幾らあるのか。それは全て単年度

で処理されてきているのか。本来であれば、今年

度から合併の特例が終了して、交付税の算定がえ

が実施され、厳しい現実に直面するはずであった

はずのものが、大幅に緩和されました。西予市に

とってまことにありがたい話でありますが、国に

余裕があっての話ではありません。 

 過日、ギリシャは財政再建のために緊縮財政を

実施すべきかどうかに関して国民投票を実施いた

しました。ここから学ぶべきことは、どんなに財

政が逼迫して国が財政破綻を起こすところまでも

行っても、国民の意思は緊縮財政には反対であり

ます。そうであれば、平素からこつこつと地道に

健全財政を維持する必要があると思います。西予

市の財政状況について、本当の見通しはどうなの

か改めてお伺いをいたします。 

 最後に、地方創生と新たな都市連携制度の創設

についてお伺いをいたします。 

 地方創生の目的は、くどいようですが私は１つ

だと思っております。少子化、過疎化、高齢化す

る地方の現状に対して何かくさびは打てないの

か、これが地方創生にかける悲願だと思います。

しかし現状を見る限りにおいて、この過疎という

大きな流れを変えることは５万人以下の自治体単

独ではほぼ不可能に近い気がいたします。一自治

体が枝葉末節を多少改善したからといって、この

大きな流れを変えるなどということはとても想像
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できません。 

 全国に一斉にスタートした地方創生、ひと・ま

ち・しごと、恐らく８割以上の自治体が一時的に

補助金を使ってにぎわうだけで、これが問題の核

心につながることはなく、終わるのではないかと

危惧いたしております。なぜならば、各自治体に

確固たる目的があって補助金が交付されるのでは

なく、補助金があるから事業を実施するわけで、

喉の渇きを潤す補助金とは到底思えません。制度

的には従来と何ら変わりがなく、お茶を濁す程度

に終わるのではないかと私は思っております。 

 西予市においても、周辺地域は既に待ったなし

の状況に追い込まれております。しかし、これだ

け現状が逼迫しているにもかかわらず、本当の危

機感は行政にも議会にも感じられません。はっき

り言って今までの延長線上には未来はありませ

ん。あるのは消滅する集落か消滅する自治体であ

ります。そうなることがわかっているのであれ

ば、今までとは違った枠組みあるいは過去の常識

をかなぐり捨てて新たな常識を確立しない限り、

過疎からの脱却などあり得ません。 

 政府は地方自治法の一部を改正して中核市にな

るための条件を人口３０万人から人口２０万に緩

和いたしました。それによって中核市をふやし、

中核市を中心として周辺自治体と連携してまちづ

くりを推進しようと国は考えておられます。愛媛

県では松山市と周辺自治体の２市３町で提案を応

募して、既に選定を受けられております。しか

し、愛媛県で中核市になることができる人口２０

万人以上の町は松山市を除いてほかにありませ

ん。 

 こうした現状に反発しているのが富山県と京都

府の弱小自治体であります。例えば富山県では、

高岡市が中心となって６市で人口２０万人以上を

確保し、中心市を置かず、多極ネットワーク型広

域連携を確立しようとして連携協約を締結されま

した。６市は県に対し、国に条件緩和、すなわち

１市で２０万人いなくても連携した６市で２０万

人以上を確保した場合も中核市とみなすことを要

請するよう陳情をされております。 

 南予においてもそれぞれ市町が独自に施策を実

施しても効果のほどはわかっております。真に過

疎からの脱却を南予のそれぞれの市町が目指すの

であれば、４市５町、人口２８万人、これが連携

協約を締結して、国に条件緩和を要請し、連携中

枢都市圏を確立して中核市としての交付税措置を

模索する、これぐらいの野心と協調がなければ現

状を打破するなどというのは夢のまた夢でしかな

いと私は思います。 

 国もいつまでも潤沢な予算を組むことは不可能

だと思います。必ず選択と集中策がとられ、弱小

自治体は蚊帳の外に置かれるのではないかと心配

をいたしております。そうなる前に多極ネットワ

ーク型広域連携を確立して南予の４市５町の共通

の課題である第１次産業の振興、観光産業の振

興、若者移住定住促進事業等、雇用の場の確保、

所得向上を目指すことを南予４市５町が一緒にな

って検討する時期が来ているんではないかと私は

思います。三好市長の考えをお伺いいたしまし

て、私の代表質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 本日からの代表質問、一般質問に当たり、この

ように早朝から多くの方が傍聴いただきましてあ

りがとうございました。特に西予市市議会始まっ

て以来、女性がこれだけ多い傍聴と、本当にあり

がたく感謝をしております。 

 西予市ＣＡＴＶで議場での議案審議や質問、討

論が放映されますが、議場でご来場いただいての

傍聴というのは臨場感があってひときわ違うもの

であろうかと、このように思っております。その

ような視点からも、このようにご来場いただきま

したことを感謝を申し上げたいと思います。 

 本日から３日間、各議員からのご質問がありま

すけども、それは真摯にお答えいたしますが、市

政執行の根本にかかわる案件は私が回答いたしま

すけれども、事務的で専門分野につきましては各

部長から回答いたしますので、その点については

ご理解のほどよろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 それでは、清風会の元親議員からの代表質問に

ついてお答えをさせていただきます。 

 まず、第１点の伊方原発３号機の再稼働につい

ての答弁をさせていただきます。 

 福島第一原子力発電所の事故によりまして原子

力発電所の安全神話が崩れたことは事実でありま

す。平成２６年４月に閣議決定されましたエネル

ギー基本計画に原子力の利用においてはいかなる

事情よりも安全性を優先することは当然であり、
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我が国の原子力発電所では深刻な過酷事故が起こ

り得ないという安全神話と決別し、世界最高水準

の安全性を不断に追求していくことは重要である

とありますが、まさにそのとおりでありまして、

事故はこれからも起こり得る可能性があり、国が

福島原発事故の検証を続けられ、今後の原子力発

電を考えることがこれからのエネルギー政策のあ

り方にもつながっていくのではないかと考えてお

ります。 

 原発の再稼働に対する同意につきましてでござ

いますが、立地自治体である伊方町と愛媛県とに

最終判断を委ねるべきであると私は考えておりま

す。が、伊方原発から３０キロ圏内、緊急的防護

措置を準備する地域、いわゆるＵＰＺの圏内にあ

る周辺自治体としては市民の声を届け、判断して

いただく必要があろうと考えております。 

 原子力災害が発生した場合の対応として、西予

市住民避難行動計画を平成２５年９月に策定し、

平成２６年３月には市内で３０キロ圏内に位置す

る全世帯に概要版を配布しておりますが、災害発

生時の施設や時間帯、風向き、その他、災害発生

時の状況等により対応の仕方が大きく変わってい

くものと思われます。現在も県が中心となり避難

経路や移転先、避難行動要支援者の対応等、県外

を含めて広域の対応を検討、調整されているとこ

ろであります。 

 議員ご指摘のように、このほかにも核燃料廃棄

物処理問題、補償問題等、各種課題についての明

確でない点があり、新基準に基づく安全性や必要

性、緊急性の対応がどのように担保されているの

かわかりづらいのが実情であります。このような

ことから、招集の挨拶でも申し上げましたように

７月１６日に伊方発電所から３０キロ圏内に位置

する西予市を含む周辺５市町長が県知事への３項

目にわたる要望書を提出させていただきました。 

 要望書の第１項目は、当地域において原子力規

制委員会、資源エネルギー庁及び内閣府により国

が考える安全性、必要性及び緊急性の対応につい

て並びに四国電力株式会社による電力業者として

の取り組み及び愛媛県の考え方について説明をい

ただきたいというのが第１点であります。 

 第２項目の愛媛県としても厳格な安全性を行う

とともに、その確認結果を説明いただきたいとい

うのが第２点目でございます。 

 第３項目につきましては、愛媛県が最終的な判

断をされる前に、知事と私ども市長、町長との意

見交換の機会を設けていただくことであります。 

 この要請により、８月１９日に西予市と宇和島

市との両市主催による住民説明会を開催すること

ができ、西予市から市議会議員各位、ＵＰＺ内の

代表区長、自主防災組織代表者を初め、各種団体

長の皆さん１００人がご出席をいただきました。 

 今後説明会での資料を精査するとともに、この

説明会で出された質問や意見、同日調査したアン

ケート結果や市民の代表者である個々の市議会の

対応等をもとに、要望しております知事との意見

交換の機会等において西予市としての意見を述

べ、近隣市町との意見とあわせ、周辺自治体の声

として総合的に反映いただくよう、強く県に求め

ていきたいと考えております。 

 次に、安全保障関連法案のご質問でございます

けれども、このことにつきましてはあくまでも私

の私案、私の私見として言わさせていただくこと

でお考えいただいたらと、このように思っており

ます。 

 今、国会で提案されて審議をされている安全保

障法制を構成する関連法は、新法の国際平和支援

法と法改正１０本を束ねる平和安全法制整備法と

の２本立てとなっております。 

 個別法の内容はさておきまして、今回の安全保

障法制の何が問題になっているかということとな

りますと、集団的自衛権に踏み込んだことにあり

ます。昭和２１年１１月３日に公布された現憲法

が国家の最高法規であり、基本的人権の尊重、国

民主権、平和主義の三大原則として国家権力を制

限し、国民の自由と権利を保障することをもとと

して、どんな権力も憲法のもとに従って統治しな

ければなりません。いわゆる立憲主義をとってお

るわけでございます。したがいまして、国家の最

高法規である憲法に反する法律は違憲でありま

す。 

 今回の国会での論戦のもととなっている憲法第

９条の解釈について、自衛権は認められているの

か、また認められるとしたどこまで認められてい

るのかと、いわゆる個別的自衛権までか集団的自

衛権までかにあります。憲法第９条第１項におい

て戦争の放棄と武力の行使を禁じておりますが、

歴代の政府見解ではこれは自衛権公使以外の武力

行使を禁じるものであって、自衛権は禁止してお

りません。自衛権の持てる必要最小限度の実力を

39



 

保持することは憲法違反となっておらず、自衛隊

も認められてきました。 

 そもそも自衛権とは何かということでございま

すけれども、１９２８年のパリ不戦条約以来、独

立国家には自然権、いわゆるこれは自然権といい

ますのは条文の不要な本来所有している権利でご

ざいますが、その自然権として自衛権が認められ

ています。国連憲章にも明記されており、個別的

自衛権と集団的自衛権を認めて、国際法上、集団

的自衛権を認められているものであります。 

 しかし、日本国憲法第９条を解釈する限りにお

いては、個別的自衛権は認められるとしても外国

政府への武力行使を伴う可能性のある集団的自衛

権は認めていないと解釈するほうが正当であり、

学者の多くが今回提案の安全保障法制が違憲と指

摘されていることは当然であります。 

 しかし、今日の世界情勢や近隣国家の情勢を考

えると、憲法９条がこのままで国民の安全を守る

有効な手段であるかどうかは疑問が残ります。国

民を守るべき憲法が国民を守れないとなると考え

を変えなくてはなりません。独立国家の権利は先

ほど話ししましたとおり当然として、自然権とし

て自衛権があり、個別的自衛権と集団的自衛権は

表裏一体の関係にあるものであり、世界的常識と

して当然とされていることが日本では個別自衛権

のみを認め、集団的自衛権の行使を否定すること

はかえって異質な国家となります。 

 このことを考えると、政府は正々堂々と憲法改

正を国民に問うべきであると、私はこのように考

えます。 

 以上、私の答弁とさせていただきます。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 関連に関する質疑につい

て、私のほうからご答弁差し上げたいと思いま

す。 

 元親議員にお答えいたします。 

 地方創生で何が変わるのか、また地方分権につ

いてのお尋ねがございました。 

 市民の皆様から地方創生の話を伺いますと、基

本的に自分がどう貢献するかではなくて、市役所

にこうしてほしい、ああしてほしいという要望、

非常に多く耳にいたします。しかし、地方創生は

市役所だけがなし遂げられるものではございませ

ん。地方創生、人口減少問題の克服の最大の敵と

言われているのは無関心にあると言われていま

す。今の生活のままでその成り行きに任せてい

く、そういったその成り行きに任せるのではな

く、自分たちの課題として捉え、行動に移さなけ

ればまさに元親議員のおっしゃるとおり何も変わ

りません。市の幹部等々はもちろんのこと、この

場にいらっしゃる議員の皆様には市民がみずから

地方創生に向け行動するように鼓舞していただき

ますよう、まさにお願いしたいところでございま

す。 

 地方創生というのは一言で言えば、金を稼ぐ力

を身につけましょうということなわけでございま

すが、そのためには地方というか、私ども西予市

がメジャーになっていかなければいけない、知名

度を高めていかなければいけないというふうに思

っているところでございます。 

 その一つといたしまして、市民が行動すること

で何かが変わる、一つの試金石として当市では四

国西予マイナンバーでまちおこしプロジェクトに

期待しているところでございます。これは何なん

だという話でございますが、今度始まりますマイ

ナンバー制度の発足に合わせて発行されます身分

証明書にもなる番号カード、これにつきまして全

国で普及率は低迷するであるというふうに言われ

てございますけれども、こういった中において全

国において断トツで日本一の普及率になるという

ことで知名度を向上させるというものでございま

す。知名度向上の一つの鍵になるものと考えてお

りますが、残念ながら先ほど申し上げたとおり当

市の知名度というのは決して高くございません。 

 そういった中で、あの○○で有名な西予市が非

常に重要になってくると思っております。これ自

身はランチェスター戦略と言われるマーケティン

グ戦略の一つでございますけれども、こういった

専門的な考え方はどうでもいいとしても、こうい

ったあの何々で有名なと、すぐに思いつかなけれ

ば意味がございません。通常こういったブランド

づくりというのは非常に根気が要り、工夫も費用

も相当頑張らなければいけません。ですが、この

マイナンバーのプロジェクトに関しては、市民の

皆さんに難しいことを求めているわけではなく、

簡単な申請書を書いていただく、あるいはスマー

トフォンで登録していただく、これだけで結構で

ございます。こういったこれだけで結構な取り組

みで西予市が日本で一番有名になるという機会の

チャンスだというふうに考えてございます。しか
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も、経費については国が当面負担するというふう

にしています。経費もかかるわけではございませ

ん。市民の皆様には我々からお声かけもしますの

で、無関心ではなく、ぜひ日本一になるんだとい

う目標を持っていただいて、チャレンジしていた

だきたいというふうに思ってございます。 

 各議員の皆様におかれましても、同じ思いで市

民の皆さんに働きかけをしていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

 もう一つ、地方分権についてでございますけれ

ども、人口減少社会におきまして地方の自立なく

して持続可能な社会というのは実現しないという

ふうに思ってございます。一層地方分権を進めて

いただくことが必要だというふうに思ってござい

ますけれども、地方分権の場合ですと国の仕事の

切り売りというふうなことも考えられます。そう

すると当然職員に仕事がふえるということにもつ

ながりますので、そういったところは職員数とい

うところも我々として限度がございますので、こ

ういったところを勘案しながらやっぱりやってい

かなければならないものかなというふうに思って

ございます。 

 続いて、西予市の評価について、私の立場から

発言していただきたいというお話がございまし

た。本来であれば、議会で私個人の見解を政治家

でもない人間が発言するのは差し控えるべきであ

るというふうに思ってございますが、私も数少な

いチャンスでございますので、簡単に私的見解と

いうことでご発言させていただきたいなというふ

うに思います。 

 先ほど３点ございました。自治体に何か問題が

あるとすれば何が問題かというお話がございまし

た。先ほど高速道路の例えで、道路に例え、霞ヶ

関は高速道路、自治体が一般道という話がござい

ましたけれども、その認識は私もそういうのは実

感として持ってございます。トップギアで入って

いたのに１速の状態に来たというような認識でご

ざいます。 

 ということは何が言いたいかというと、政策立

案能力、政策実施能力、政策管理能力、こういっ

た能力について非常に残念な状態だと、これは思

っています。これは当市に限らず、これは私がい

ろんなところに説明に、南予の地域にも行きまし

たし、県の人たちとも話をしましたが、こういっ

たところも非常に残念な状況のように感じまし

た。昔ながらの感と度胸と経験という、民間では

昔こういうのが言われていましたけども、もはや

このやり方では成り立たない時代であるというふ

うに言われてございます。今やっているのは感と

度胸と経験というところなのかというと、度胸が

また据わってないところも若干あって、一部の住

民から反発を恐れる余り遠慮しているところもあ

るなというふうに思ってございます。あとは政策

をやめることがなかなかできない。できないけれ

ども、実際効果が上がっているかどうかわからな

くなってしまっていてマンネリ化しているといっ

た状況も見てとるように思えます。 

 余り否定的な話ばかりしていてもしょうがあり

ませんけれども、もっと言いますと、当市の場

合、政策立案が弱点だという話はこれまでの議会

でも何度か話ししましたけれども、やはり今後の

ことを見据えると、思いつき、思い込み、好きか

嫌いかで政策を決定するのではなくて、このよう

な状態に陥らないためにもデータをもとに政策立

案、実施、管理していくことがこれからの時代求

められるものではないかなというふうに考えてご

ざいます。そのためにも職員の教育というもの、

非常にやっていかなければいけないなというふう

に感じたところでございます。 

 続いて、交付金や補助金が適正に使われている

のかといったお尋ねがございました。 

 正直これもなかなか厳しいご質問かなというふ

うに思っていますけれども、端的に申し上げれば

使われていると国は思っていないと思っておりま

す。これは私、共通認識だと思ってございます。

でなければ、あんなに難しい計画書を出せとか書

類を出せとか、こんなことは求めたりしません。

それはひとえに政策立案がやはりなかなか厳しい

状況にある、だからこそこういうことに気づいて

ほしいがために補助金申請の要綱等々をつくった

りします。これは私もそういう経験がございま

す。また、会計検査に関しても非常に入念にやっ

ているような印象をこちらに来たときに持ちまし

た。国ではそこまでやっていないけども、やたら

細かいなというふうに思ったのが私の感触でござ

います。私、これが国の地方に対する見方のあら

われではないかなというふうに思ってございま

す。 

 最後、３番目といたしまして、この経験をどう
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やって生かすのかというお話でございますけれど

も、こういう論調に陥ることがよくあります。地

方がだめだから国がしっかりしなければいけな

い、国が箸の上げ下げまでやらなければいけない

という論調でございます。もう一方はそれとは全

く反対でございまして、国がもう箸の上げ下げを

するのはもうやめようやというような話でござい

ます。人が育たなければ意味がないという論調で

ございます。これは実は地方創生がまさにそうい

う考え方で出発したんですけれども、実際の施策

を見てみますと、やはりその両極端の主張が相ま

じっているような状況に陥ってるなと、やや先ほ

ど言った後者のような状況になってきつつはある

けれどもというような状況かなと思ってございま

す。 

 また、私も反省しなければいけませんが、国の

官僚というのは自分たちと同じような能力、認

識、知識を持っている前提で政策を立案してしま

うことが多々あります。これはエリートの多分錯

覚だと思います。これは私も注意しなければいけ

ないところだと思うんですけれども、やっぱりそ

ういう人間の能力って違いますので、そういった

ところを無視してつくってしまって、できもしな

いような計画書をつくれと言ってしまってやらせ

るというようなことがないかなというふうに思う

ところでございます。 

 今回の地方創生もそういうところが多々ありま

して、非常に難しい、小難しい資料をつくる、結

局できないから業者に丸投げするといった自治体

が多発しておりますけれども、やっぱりこれでは

地方創生が成り立つわけがございません。私はこ

ういったところを国に持って帰りたいなというふ

うに思ってございます。 

 続きまして、国と地方の財政関係についてのお

尋ねがございました。 

 まず最初に、臨時財政対策債の話でございます

けれども、もう一度簡単に制度のおさらいをさせ

ていただきたいと思います。臨時財政対策債、こ

れについては本来国が交付税を措置するはずなん

だけれども、お金が足らないのでその分地方が借

金をしてくれと。後でその借金については全て交

付税という形でお金をお支払いするというような

内容でございます。 

 これについて、単年度で処理されているのかし

てないのか、これ質問の意図がちょっとよくわか

らなかったんであれでございますけれども、実際

予算執行という形ではこの臨時財政対策債で借り

たものについては全て使ってございますが、じゃ

あ返すのはどうなんだという話なんですけれど

も、大体２０年ぐらいで償還するということにな

ってございます。つまり単年度で使ってしまいま

すが償還は２０年続くという構造でございます。

これはひとえに国に金がないからということなわ

けでございますが、こういうような状況でござい

ます。当市は臨時財政対策債については１００億

円ぐらいございますけれども、これについては今

後の国の状況等々見ながら適切に管理してまいり

たいなというふうに考えてございます。 

 続いて、もう少し大きな範囲で国と当市の財政

の見通しについてのお尋ねがございました。 

 議員もご指摘されましたけれども、プライマリ

ーバランスを均衡させていかなければいけないと

いうお話でございます。このプライマリーバラン

スの均衡と、つまり借金を返す分と借金をする分

を同じにしようじゃないかという話でございます

けれども、この目標達成するのは事実上不可能じ

ゃないかというような指摘もございます。こうい

った中で、地方に対する交付金の額が非常に国の

財政状況の中ではウエートを占めています。大体

１５兆円ぐらいございますけれども、この１５兆

円に関してこれを下げていくべきではないかとい

った議論も国の中には根強く残っているのは事実

でございます。こういった状況の中、先ほどおっ

しゃったように２割の負担、２割しか自主財源が

ないような状況の中で国がせきをすれば我々肺炎

になってしまうというような前回の議会でも答弁

させていただいてますけども、こういった状況に

陥るのではないかなというふうに心配していると

ころでございます。 

 このようなことからも、今後も毎年度作成して

います中・長期財政計画に基づいて財政規律を遵

守した予算編成、執行を基本に、健全財政の維持

や計画的な財政運営に努めてまいりたいというふ

うに思っております。 

 先ほど本当の見通しというお話がございました

けれども、私も市長も間違ったことを別に言って

いるわけではありませんで、ご指摘のとおり時間

軸で見たときにやや心配するところがあるという

ところを私は懸念していることについてご意見さ

せていただいていますが、それに基づいてお話し
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させていただきますと、今後の財政状況につきま

しては人口の変動を見込み、今後１０年間を想定

して作成しています中・長期財政計画をもとに主

な歳入歳出について改めて仮試算いたしますと、

今回改めてやったわけですが、１０年後の平成３

６年、平成２６年度と比較いたしまして市税等の

減少により歳入の総額は約２１８億円、今大体２

８４億円でございますから、がんと減っているわ

けでございますけれども、こういった状況になる

見込みでございます。歳出につきましては、中・

長期財政計画により人件費、物件費、普通建設事

業等々を減額したとしても総額は約２２３億円と

なる見込みでございます。結果として５億円の歳

入不足ということになります。不足分は財政調整

基金を補填するということになりますので、この

見通しでは財政調整基金というのは平成４０年に

枯渇するのではないかということでございます。

その後は減債基金や特定目的基金の使途を変更し

て、これを財源に充てていくことを想定しても、

平成４３年には全ての基金が枯渇すると見込まれ

ます。それ以降は赤字運営になりますので、極め

て厳しい状況に陥る可能性がございます。 

 予算の推計については毎年度変わり得るもので

すので、その都度推計を見直してまいりたいと思

いますけれども、家計で例えますと将来の収入が

見込めない、要は定年退職する、その後の収入は

ない。そうすると、その後、人生生きていかなけ

ればいけないから通常は貯金をして老後に備える

ということでございますけれども、人は死がある

からいいんですが、自治体は死があるわけであり

ませんので、やはり将来を見越してお金を使って

いかなければいけないなというふうに思ってござ

います。 

 私どものほうでは去年も同じような形で一体い

つお金がなくなるんだろうというのを計算してお

りました。昨年度は平成３５年で全てがなくなる

という計算でございました。これ前提がいろいろ

変わってきまして、一本算定がえに交付税措置が

緩和されたという状況もございますし、私どもの

予算編成の改革によって緊縮財政をとったことで

大分財政的な負担が今年度は軽くなったために、

この３５年度でなくなるという計算が４３年でと

いうことになってございます。 

 こういったような形で地方創生に力を注がなけ

ればいけないという一方の中、健全行政運営を未

来へ引き継いでいくためにも楽観視することな

く、社会情勢や国の動向を注視しながら財政規律

を重んじた対応が必要であると、このように考え

ているところであり、行財政改革をさらに推し進

めて、適正な財政規模に縮減していくことが重要

ではないかなと、このように考えている次第でご

ざいます。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 私のほうからは、元親議員最後の

ご質問の南予４市５町の連携による連携中核都市

圏のお尋ねについてお答えをしたいと思います。 

 連携中核都市圏構想は、人口減少や少子・高齢

化社会にあっても国民が安心して暮らしを営んで

いけるように、地域の中で相当の規模と中核制を

備える県域の中心都市である連携中枢都市が近隣

の市町と連携し、コンパクト化とネットワーク化

によって一定の圏域人口を有し、活力ある社会経

済を維持するための拠点を形成することを目的と

いたしております。その連携中枢都市の要件は、

先ほど議員も述べられましたけれども、人口２０

万人以上で昼夜間人口比率、これは昼間の人口を

夜の人口で割った値で、昼間人がどれだけにぎわ

っているかを指標化したものがその率が１以上な

ど、地域圏において相当の規模と中核性を持つ指

定都市または中核都市であると定められておりま

す。 

 南予地域で最大の人口を擁する宇和島市でも約

８万２，０００人であり、南予４市５町で連携中

枢都市圏を構成することは難しい状況でございま

す。県内では松山市のみがその要件を満たしてお

りまして、現在伊予市、東温市、久万高原町、松

前町、砥部町の２市３町と圏域を構成するためビ

ジョンの策定や連携協約の締結に向けて協議を進

めているようでございます。 

 しかし、今後少子・高齢化社会が加速する中、

県内において特に南予地域の人口減少が著しく、

南予全体人口の約２７万人が２０４０年には約１

６万７，０００人にまで減少すると推計されてお

ります。南予地域では、産業振興、移住、交流な

どの活性化や医療、福祉、公共交通など、生活基

盤の確保など、多くの課題が山積しており、この

まま手をこまねいておりますと南予全体の衰退は

目に見えて明らかであり、人々が快適で安心して

暮らしていくための基盤が失われるとともに、自

治体が行政サービスを持続的に提供できなくなっ

43



 

てしまう恐れがございます。これらの課題に対峙

していくには、議員のおっしゃるとおり一自治体

で行うにはもはや限界であり、南予地域が広域連

携して課題に取り組む必要があると、そのように

考えております。 

 しかし、これまでそれほど連携の実績がない南

予地域において、ご指摘の連携中枢都市圏構想や

多極ネットワーク型広域連携をいきなり目指すに

は無理があろうと思っております。現在、地方創

生上乗せ交付金事業において後継者がいないこと

により廃業を考えている企業、事業者に対する事

業継承支援を南予地域で連携して取り組もうと進

めているところであり、まずはこういった小さい

ことから始め、徐々に広げていくことが重要と考

えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 次に、友志会、酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 休憩をとっていただくか

と思ってましたけども、非常に急なことでしたん

で、少し上がっておりますし、また私、長い議員

生活やっておりますけれども、代表質問というの

は初めてでございます。今まで一般質問というこ

とでございましたので、ある程度しゃべるのはい

ろんな質問ができたわけでございますけども、代

表質問におきましては申し合わせ事項のように３

０分を超えてはならないということになっており

ます。３０分以内で質問をしますが、私の場合は

大体書いておりますのをわかりやすく説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 私は友志会代表、７名を代表して質問をさせて

いただきます。本来なれば、皆さんのところへ顔

向けてしゃべって質問するのが本来でございまし

ょうけれども、代表質問ということでございます

ので、この質問通告書に従いまして読み上げなが

ら付説をさせていただくという形をとらせていた

だきたいと思います。なお、先般元親議員が国会

議員並みの質問をされましたので、私はもう非常

に身近な形の現場の今形の中でそのような現場に

即した市民に即した答弁を市長に求めたいと、か

ように思っております。 

 それでは、３点につきまして質問をさせていた

だきます。 

 三好市政のこれまでの総括につきまして。 

 三好市長は平成１６年５月の選挙により初代の

西予市長に就任されました。そして、本年１月に

は合併１０周年記念式典が挙行されました。そこ

で、これまで１１年間の実績は目をみはるものが

あると思います。２期目、３期目には各種のマニ

フェストを示され、そして次々と具現化、実現化

をされました。 

 具体的には、ハード面では合併前からの事業で

ありました城川町宝泉坊、野村町の乙亥会館の完

成、新庁舎の完成、市民病院移転新築、下水道・

農業集落排水整備、小学校統合とそれに伴う校舎

新築、大規模林道整備、そして市道等の生活イン

フラ整備、三瓶町の朝立会館建設等々、すばらし

い実績であります。 

 また、ソフト面では、ごみ減量対策、これは２

億円減量対策でございます。スポーツ立市構想、

これはまだまだできてないかなという感じがしま

すけど。私の私見はなるべく入れないように質問

させていただきたいと思いますが、かんきつ償還

助成、これは宇和町の方はわかりませんかもしれ

ませんけれども、クーラー防除の長年の償還を市

のほうで補助をしていただいております。バイオ

マスペレット事業、カーボンオフセット、ロマン

の里構想、重伝建選定、楠本イネの顕彰、限界集

落対策、水道料金の平準化等々。そして、特筆す

べきは、市内２７地区への地域づくり交付金事業

をやりまして、各地区の自立とそして知恵の出し

合いの競争の案を事業をいたしております。そし

て、特に特筆すべきことは、四国西予ジオパーク

選定ではないかと考えております。四国西予ジオ

パークの決定後は、さいよ、どこへ行ってもさい

よ、せいよではなくてさいよと、さいよし、さい

よしと言われておりました。誤って呼ばれていた

のがせいよと正しく言われ始めました。しかし、

それぞれの事業でまだまだできてないよと、まだ

まだこれからじゃないか、これで十分だよ、もう

いいよといろんな評価があります。 

 日本創成会議・人口減少問題検討分科会の、俗

に言う増田レポートでございますが、消滅可能性

都市、これも新聞紙上を騒がせております消滅自

治体に関して議論が行われていますが、西予市は

消滅自治体の一つに入っていたように思います。

しかし、いたずらに人口減少を悲観するのはお互

いにやめましょうじゃありませんか。今まさに政

治、行政、住民が議論を深め、お互いに力を合わ

せ知恵を出す時期に来ていると考えます。 

 市長は１０年後の西予市を視野に、人口減少社
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会は避けて通れないと認識しながらも、あらゆる

ことに柔軟に対応できるよう減少幅を緩やかにす

べく、地方創生に取り組んでおられるようでござ

います。 

 以上を念頭に、以下の４点についてお尋ねをい

たします。 

 １点目。１１年を過ぎまして、ハード、ソフト

また各施策についての総括はこの合併して端々が

疲弊し、そして人口が減少する中でどのように評

価しておられますか。行政アンケート評価は別と

して、各組織の行政組織評価を結果が出ておりま

すけれども、それは別として、今こそ力を深め、

お互いに力を合わせる知恵を出すべきではないで

しょうか。 

 ２点目。人口減少、１次産業衰退など、地域が

これほど寂れるなら、合併しなかったほうがよか

ったといった声がいまだにあります。これについ

てどのように説明をされますか。 

 ３点目。ブータンという国がございます。ブー

タン国の国民総幸福度がよく言われます。貧しく

とも、そして一生懸命になって、何かしら日本に

ブータン国王が来たときにブータンの国の幸福度

が非常にいいというような評価が出ておりまし

た。そして、今、テレビ、自動車、食糧など、物

質面では非常に便利になった社会でございます。

しかし、物質が増せば、便利になれば便利になる

ほど市民の満足度は次の欲求に変わるのが人間の

得手ではないでしょうか。満足度に比例して幸福

度が満ちるものとは限りません。物質が足れば足

り、そうすればするほど何か物足りなさを感じ

る。昨今そのような社会が非常に感じるのは私だ

けでしょうか。市民の幸福感は人口減少が進む

中、どのように市長は市民の幸福である、西予市

に住んでいいな、よかったなというような幸福感

をどのように創生するのか、お尋ねをいたしま

す。 

 最後に４点目でございますが、南海トラフ地震

やゲリラ豪雨などの異常気象、先日から非常に局

地的に異常警報が出ております。本日も宇和島市

は警報が出ておりますので、小学校は自宅待機で

ございます。西予市は出ておりません。そのよう

な現象がある、また原子力災害、想定されており

ます。交通事故等の社会災害など、市民の安全・

安心をどのようにしてつくり上げ、信頼を得るこ

とができるとお考えておられますか。 

 以上、４点についてお尋ねします。 

 まず、大題の２点目でございますが、私ども議

会で特別委員会で先進地へ参りました。視察をい

たしまして、教育委員会、そして市民課、俗に言

えば保育所と幼稚園を一緒にして、そして子育て

支援課とか、そういう形をつくっております。そ

ういう先進地へ参りました。 

 その中で、人口減少の対応、婚活、非常に積極

的な行政をされているところへ行ってまいりまし

た。これもやはり地方創生ではございませんけれ

ども、人口減少の中での婚活を一生懸命やり、そ

してそれを一緒にフォローで流してつながって子

育てやる、そして子供ができたら住宅を空き家と

か対策で対応する。そのような対策をしている、

実行している、全国でも先導を走っている市でご

ざいますけれども、そのようなところを見てまい

りますと、西予市はまだまだなのかなというよう

な気がいたしておりますので、質問をさせていた

だきます。 

 国の人口推移予測によると、西予市も将来に人

口減少が必ず来ます。その中で、希望が持てない

ような数字がとかく公表されます。先ほども言い

ましたけども、まだまだ人口減っても頑張ってい

こうじゃないかというような気持ちで質問させて

いただきますが、自分たちの地域に住みたい、そ

して地域を守りたいという人がたくさんいます。

それは小さな子供たち、つまり小学生の子供たち

も仲よしの友達とこの西予市で暮らしていきた

い、そんな思いを持っていると感じています。 

 これから地方自治体の最大の課題は人口減少問

題というにどのように取り組んでいくかだと思い

ます。これを優先項目の最上位として取り組むべ

きだと考えますので、これについての市長の考え

をお尋ねをいたします。 

 また、ただこの数字を受け入れるだけではな

く、上方修正する力が我が西予市にもあると信じ

ております。表現は適切でないかもしれません

が、苦しいところからはい上がる力を市民はまだ

まだ持っていると信じます。先ほども大平部長が

言いましたように、後ろ向きでなしにやはり前向

きにいろんな政策とかそういうものを考えていく

力、こういうものが必要でないかと、つくづく感

じました。その力を行政が少し背中を押すことに

よって西予市の可能性が広がっていくと思いま

す。そのためにはやはり子育てや婚活についての
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西予市独特の支援策の確立が重要なポイントだと

考えますので、これに対する取り組みをお尋ねい

たします。 

 ３点目でございますが、新たな教育委員会制度

について。 

 平成６年に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律が国会において改正され、平成２７年４月

より新教育委員会制度が始まりました。本年の４

月より始まっております。これまでの制度の課題

としては、旧の教育委員会制度でございますが、

教育委員長と教育長の関係性、これはどっちが偉

いんぞやというような質問が市民から聞かされる

ようなところでございます。教育委員会審議の形

骸化、いじめ等の問題、必ずしも迅速に対応でき

てない。地域住民の民意が十分に反映されてない

教育委員会に対して、地方教育行政に問題がある

場合、国が最終的に責任を果たす必要があるので

はないか、このような問題点を提起されまして、

それに対応するために教育行政の責任体制明確

化、教育委員長を廃して教育長に兼任すると、い

ろいろ体制はありましょうけども。教育委員会審

議の活性化、迅速な危機管理体制の構築、いじめ

とかいろんな問題が出たときに、このような問題

を危機管理の早急な対応ができるような。地域の

民意を代表する首長との連携強化、教育委員会と

の首長の連携強化、いじめによる自殺が起きた場

合においても再発防止のために国が教育委員会に

指示できることの明確化など、これからの教育委

員会改革ができ上がりました。 

 今まで首長が余り教育に口を出さないほうがい

いのではないのかなと考えていました。大阪の橋

下市長が教育行政に対して非常な、口を出すとい

うわけではございませんけども、個性を発揮いた

しております。そのような中で、政治的中立性を

確保しながら総合教育会議が設置されるようにな

りました。総合教育会議は、教育に関する大綱を

首長が策定する。首長及び教育委員会はそれぞれ

の所管する事務を執行し、地方公共団体としての

教育改革に関する方向性が明確にされました。総

合教育会議招集は、首長、西予市におけば市長が

行い、首長と教育委員が構成員になります。この

会議での協議調整事項は教育行政大綱の策定、教

育の条件整備など重点的に講ずる施策、児童・生

徒等の生命、身体の保護等、緊急事態への対応な

どとなっております。 

 これにより、首長が市長が公の立場で教育行政

に議論することが可能になりました。市長が公の

立場で教育行政について議論することが可能にな

りました。教育委員長と教育長を一本化した新教

育長が設置されます。されましたですね、４月で

すから。任期は教育長は３年です。今までの教育

委員は任期は４年です。教育長と教育委員は任期

が１年ずれます。選任方法が教育委員による互選

であった今までから大きく変わり、議会の同意を

得た上で、議会も教育長の人選に同意をします。

今までは議会は教育委員の同意はしましたけれど

も、教育長の同意案件はございませんでした。首

長が直接任命、罷免するようになります。そこ

で、新制度、それで議会も同意については責任を

負うことになります。教育長が何かありました

ら、同意案件でございます議会も同意責任をとる

ことになります。新制度移行後、県下においては

現在愛媛県、東温市、八幡浜市、松前町が新教育

長が任命されております。そこで新教育委員会制

度についてお尋ねをいたします。 

 まず、教育行政大綱は必ず策定しなければなら

ないのか。策定する場合、自治体ごとに特色のあ

る大綱とすることができるのでしょうか。これは

首長が教育行政に議論ができるというところから

鑑みますと、市長、首長の考え方が反映できる大

綱としてできるのかというところでございます。 

 また、公の場で首長が教育行政に議論すること

が可能になりますが、市長におかれましては教育

に関する政策提言、今までと変わったような政策

提言をする考えはございますか。 

 次に、これから新教育委員制度のもと、首長に

よる関与が大きくなると考えられますが、どのよ

うに対処されるか、考えがあるかお聞きをいたし

ます。 

 最後に、教育というのは、戦後今７０年でござ

いますけれども、子供たちのいろんな問題が出て

ますし、社会も親が子を見ない、子も親を面倒見

ない、いろんな犯罪とかいろんなもんも私自身は

この長い教育の中から出てるんじゃないかと思っ

ておりますが、教育行政は５０年スパン、サイク

ルで回っているというように考えておりますが、

新教育委員会制度についての改革についてどのよ

うに捉えているのかをお尋ねします。 

 以上、私、友志会代表としての質問を終わりま

す。そして、終わりますが、市長に対して友志会
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という形もありますけれども、これらの質問は市

民からの立場という形で、市民にもわかりやすい

ような、ＣＡＴＶも流れておりますし、文章もこ

れから情報公開です、議会も努力しておりますの

で、このような形で市民にもわかりやすいような

ご答弁を求めたいと思います。 

 なお、先ほどありました広報にも出ておりまし

たマイナンバー制度日本一でやはり議会も行政も

市民も心を一つにして何か日本一だ、一番だと、

どこからも行政視察が来るとか、そのような形に

みんなで、大平部長が先ほど言いましたように、

また広報の一面にうたってるような何かを日本一

に、市民、行政、議会、全部が力を合わせてやる

ことから始めようではありませんか。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時３２分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１０時５

０分） 

 三好市長。 

○三好市長 それでは、友志会、酒井議員による

代表質問についてお答えをさせていただきます。 

 三好市政のこれまでの総括の関係で４点に関す

るご質問がありましたので、順を追ってまずご説

明をさせていただいたらと思います。 

 まず、ハード・ソフト面の諸施策の総括につい

てでございますが、これについてお答えさせてい

ただきます。 

 ５町の合併でできた西予市において、三好市政

の最大の使命は西予市の基礎、基盤づくりという

ことであります。合併前の東宇和郡４町と西宇和

郡三瓶町で設置した東宇和・三瓶町合併協議会で

幹事会の幹事長を私は務めさせていただきまし

た。その立場上、合併に至る経過を知り、また合

併協定書の細部の取りまとめや西予市建設計画、

いわゆる西予市まちづくり計画でございますが、

を取りまとめたことなどから、当然ながら初代市

長として任命、選任された責務として西予市建設

計画の遂行を主眼としてやってまいりました。 

 ハード事業につきましては、合併後１０年間で

優遇措置のある補助金や合併特例債を有効活用す

ることを考え、まず１０年間を一つのめどとして

事業を実施してまいりました。事業を推進するに

当たっては、当然ながら市民の合意形成や議会の

承認が必要であります。その点につきましては、

理解力のある住民や使命感を同じくする議会があ

ったことに尽きます。その顕著なものが４年半前

に完成しました本庁舎であります。合併した県内

市町の中で本庁舎建設を目指しながらもその目的

を達してない市町もある中で、早期の完成はその

あらわれであると、このように思っておるわけで

あります。 

 ソフト事業につきましては、地域の声を聞き、

地域に入り込むことで、その時々に必要な事業が

見えてまいります。限界集落対策や地域づくり交

付金の創設、かんきつ償還助成はその典型であり

ます。理想を追い続けたのがバイオマスタウン構

想のペレット製造やカーボンオフセットクレジッ

トでありますし、卯之町の古い町並みの重要伝統

的建造物保存地区の選定であります。また、四国

西予ジオパークの認定でもあります。 

 一方、合意形成に至るまでの難しさを味わった

のが上水道事業統合や西予市衛生センターの場所

選定でありました。その折にも多くの方々がいろ

いろな立場で協力と理解をいただく中で、人々の

気持ちが少しずつ変わっていく過程を経験しまし

た。まさに市政は人で成り立っていると、こうい

うことを実感したわけでございます。当然ながら

市民の目から見てまだまだ不十分だと言われまし

ょうが、三好市政としてこの１０年間に目指して

いた西予市の基礎基盤はおおむねできたと思って

おります。 

 続いて、市町村合併についてでございますけれ

ども、一般論として人は悪い状況について自分以

外のものについてその要因を求める傾向がござい

ます。ご指摘の合併成立失敗論も同様の傾向のあ

らわれであると思われます。人口減少、経済の悪

化、地域の活力の低下などの悪い状況について、

市町村合併が原因だと言いたい気持ちはわかりま

すけれども、残念ながら市町村合併と地方の衰退

とは因果関係はございません。合併しなかった多

くの市町村においても人口は減少し、産業は衰退

しておりますし、単独でやっていけると踏んで合

併交渉が白紙になった後に今になって合併する気

であったという合併破綻論失敗論も聞こえてきま

す。たらればではいけませんが、もし合併がなか

ったならば旧町単位でこういったご意見も出てき

たものと思われます。 

 当市の場合、むしろ市町村合併により新庁舎建

設や情報通信網の整備、防災力の向上などが図ら
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れて、住民サービス及び利便性が向上されたので

はないかと思ってはおるわけでございます。市町

村合併を後ろ向きに捉えるのではなく、人口減少

社会の中で今後のまちづくりをどう進めていくか

という未来志向で考えていく必要があるんではな

いかなと、このように考えております。 

 次に、市民の幸福感についてでございますけど

も、幸福度は所得などの経済的要素だけでなく、

家庭や社会とのかかわりなどの要素を含めたもの

として政府の新成長戦略で定義されております。

以前に民主党政権のとき、かわったときに経済成

長が見込まれない中で、経済的に恵まれなくても

幸福度が世界一高いブータンを例に挙げつつ、日

本もこのような社会を目指すべきものという考え

から、何で満足してもらえるものかという議論に

なってしまったのだと考えております。数値化し

ても信用に足りず、結果として幸福度は浸透する

ことなく、民主党政権とともに議論も消えていき

つつあったと、このようにも思っておるわけでご

ざいます。 

 市民の幸福感は住民にとってそれぞれ異なるこ

とから、人口減少社会の中でみずからの感じると

ころにより自己実現を行った結果、その幸福感を

得ていくものと考えております。ブータンの例に

とってみれば、西予市民は都市住民より実質的に

幸福度は高いのかなという感じも受けておるとこ

ろでもございます。したがって、市が取り組むべ

きことは、行政サービスの充実による市民の満足

度を向上させ、自己実現をサポートすることであ

り、これらをいろいろな施策を行うことによって

実現していかなければならないと考えておりま

す。 

 最後に、市民の安全・安心についての考えでご

ざいますが、これについてお答えさせていただき

ます。 

 近年、国内で台風やゲリラ豪雨を初め、災害は

大規模化するとともに頻発化しております。ま

た、南海トラフ地震の発生など、予測が難しい状

況でもあります。一方で、社会情勢も変化し、原

子力問題など災害も多様化してきております。自

助、共助、公助という言葉がございますが、災害

の規模が大きくなればなるほど初動時の公的機関

の支援がどうしても難しくなるということになり

ます。行政と関係機関、自主防災組織、消防団を

初めとする地域組織との連携がこういうことから

非常に重要になってくると思っております。 

 自分たちの地域は自分たちで守るという自覚、

連帯感に基づき結成された自主防災組織がこのた

び６８組織、１００％の組織率になりました。市

では活動状況や意見交換の場として連絡会を開催

し、連携を図っております。まず、防災について

の知識や技能を有する防災士は西予市内で今１１

５名になっておりまして、より地域に密着し、連

携できる組織となるよう、防災士会の結成に向け

て現在進めているところでございます。 

 想定される災害でございますが、災害の種類、

自然条件や地域によりさまざまであります。避難

路や避難場所等、ハード面の整備だけでなくて、

ソフト面においても地域と一体となっての避難訓

練や地域各種グループ等からの要望による出前講

座の実施など、職員の顔が見えるそれぞれの地域

にあったきめ細やかな対応が安全・安心につなが

るものと考えております。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 酒井議員にお答えいたしま

す。 

 人口減少問題への取り組みについてお尋ねがご

ざいました。 

 人口減少問題はこれまで数次の議会でも答弁さ

せていただきましたとおり、市の重要課題として

捉えてございます。現在、松山大学と協同いたし

まして当市の人口の現状を分析し、今後目指すべ

き将来の方向と人口の将来展望を示した人口ビジ

ョンを策定しようと考えてございます。 

 ご質問の中には小学生は非常に愛着を持って西

予市をというお話がございましたけれども、確か

にこの人口ビジョンをつくるアンケートの中で小

学校、中学校、高校生を対象に西予市が好きかと

か、西予市に将来住みたいかとか、こういったよ

うなアンケートをとらせていただいてございます

けれども、この中で小学校に関しては非常に高い

率で西予市が好きだ、将来も住みたいという方が

ほとんどでございます。ところが、中学校になる

とそれが半分ぐらい、半分以下になってきます。

さらに高校になるとさらに少なくなると。より現

実をわかってきているところなのかなというふう

に思っているわけでございますけれども、いかに

これをそのままの小学校のままの状態にしていく

のかというのが非常に過大になってくるのかなと

いうふうに思ってございますが、こういったアン
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ケート結果なども踏まえまして、人口ビジョンを

決定していきたいなというふうに思ってございま

すが、その人口ビジョンをさらに踏まえて、年内

に策定予定でございます西予市創生総合戦略、仮

称でございますけれども、現在検討中でございま

す。まずは若い世代の結婚、出産、子育ての希望

をかなえるための取り組みを行い、安定した雇用

を創出し、市内で起業、創業できる環境を整える

とともに、移住希望者が不安と考えている雇用や

日常生活、交通の不便さを解消しつつ、未来を担

う子供たちへ郷土愛を育むための情操教育、人材

育成に努めるための施策等々を盛り込んでいきた

いなと、このように考えてございます。これをも

って人口減少問題に取り組んでいきたいと、この

ように考えている次第でございます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 子育て、婚活支援についてのお

尋ねがありました。 

 議員ご指摘のとおり、少子化は全国的に憂慮す

べき課題であり、西予市にとっても非常に大きな

課題でございます。そこで、子供を産み育てるに

は、まずは結婚して家庭を持つことが一般的であ

ろうと考えますので、先に結婚支援の取り組みに

ついて、私のほうから答弁をさせていただきま

す。 

 西予市では、現在結婚推進委員会が中心となり

結婚相談、婚活イベントの実施、情報交換会な

ど、積極的な活動を展開し、少しずつではありま

すが、カップル成立や成婚の実績が上がっている

ところでございます。しかしながら、この活動は

個人情報や価値観の多様化など、大変デリケート

でプライベートな問題を含んでおりまして、その

活動がなかなか結果に結びついていないというの

が現状でもございます。西予市では、現状のまま

では独身者の増加、また晩婚化の進行により地域

力の低下、ひいては地域社会の崩壊を招くなど、

社会基盤の存続に危機感を持っているところでご

ざいます。 

 将来に向け地域の中心となる人材を育成するた

めにも、当市といたしましても独身者への出会い

の場や機会を提供し、今後なお一層の婚活支援を

継続していきたいと考えております。また、先進

地の取り組み事例なども参考にしながら、いろい

ろな婚活支援の取り組みを検討し、一組でも多く

のカップルが誕生するよう取り組みたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 続きまして、子育て支援の

取り組みについてお答えをさせていただきます。

なお、子育て関連施策につきましては、これまで

もご指摘をいただいており、答弁が重複する部分

があるかもしれませんが、お許しをいただきたい

と思います。 

 少子化対策を考えるとき、子育て支援は大変重

要なポイントだと認識をしております。国は結

婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の必

要性を強調し、地域少子化対策強化交付金を創

設、各自治体の積極的な取り組みを支援しており

ます。本市ではこの交付金を活用し、子育てハン

ドブックを作成し、小学生以下の子供のいる全世

帯に配布をしたところであります。また、本年度

からの子ども・子育て支援新制度の本格施行に伴

い、子育てするなら西予というサブタイトルを掲

げた西予市子ども・子育て支援事業計画を作成し

ております。 

 このことについては、議員も十分ご承知のこと

と思いますが、事業計画の策定に当たっては全て

の子育て世帯を対象としたニーズ調査及び教育、

保育現場の教諭、保育士のグループインタビュー

を実施し、その結果が反映されたものとなってお

ります。今後はこの事業計画に基づき、保護者や

地域の皆様の声にしっかりと耳を傾け、本市の実

情に即した切れ目のない子育て支援を実施するた

め、関係各課がさらに連携を強化し、取り組んで

まいりたいと思っております。 

 以上、子育て支援の取り組みについての答弁と

させていただきます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 教育に関する大綱についてのお

尋ねがありました。大綱を協議策定する場である

総合教育会議に関する事務につきましては、補助

執行により教育委員会事務局が担当しております

ので、まず私のほうからご説明を申し上げます。 

 教育委員会制度は、経過措置として一部に旧制

度が残るものの、平成２７年４月から新しい教育

行政の組織及び運営が始まりました。ご指摘のと

おり、今回の改正は教育の政治的中立性、継続

性、そして安定性を確保しつつ、地方教育行政に

おける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の
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構築、首長と教育委員会との連携強化並びに地方

公共団体に対する国の関与の見直しなど、大変大

きな制度改正でございました。 

 その改正の骨格をなすものの一つが教育学術及

び文化の振興に関する総合的な施策の大綱策定で

ございます。 

 まず、その大綱に関するご質問の１点目、大綱

は必ず策定しなくてはならないのかという点でご

ざいますが、改正後の地方教育行政の組織及び運

営に関する法律では、地方公共団体の長は教育基

本法第１７条第１項に規定する基本的な方針、い

わゆる国の教育振興基本計画でございますが、そ

れを参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合

的な大綱を定めるものとすると規定され、首長に

は大綱の策定が義務づけられたところでありま

す。大綱の対象期間は、首長の任期が４年である

ことや参酌の対象である国の教育基本計画の対象

期間が５年間であることに鑑み、４年間から５年

間程度が想定されているところでありますので、

首長の任期中に１回は策定されるということにな

ろうかと思います。 

 次に、自治体ごとに特色ある大綱の策定は可能

なのかというご質問でございますが、先ほど触れ

ました地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の中でその地域の実情に応じとの文言が明記され

ており、大綱に記載される施策は近年の教育行政

には福祉や地域振興などの一般行政との密接な連

携が必要な分野がふえていること、また地域にお

きましても今まで以上に学術や文化、スポーツ振

興など、総合的な推進が求められていることなど

もございますので、本市の実情や特性を十分に考

慮した内容にすることが肝要かと思います。 

 ただし、大綱と同様に教育基本法を参酌して策

定されるものとして地方公共団体の教育振興基本

計画があり、当該計画を既に定めている場合など

には総合教育会議で協議、調整して、その計画を

もって首長の定める大綱とすることも可能である

とされております。当市におきましては、平成２

６年３月に教育振興基本計画を定めているところ

であります。 

 いずれにいたしましても、大綱の策定の過程に

おきまして教育行政が混乱しないよう首長と教育

委員会が十分なる協議、調整を行うことが求めら

れるということになります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは次に、私のほうから市長は

教育に関する政策提言をするのかということにつ

いて答弁をさせていただきます。 

 改正法に基づきまして、首長と教育委員会が構

成委員となる第１回総合教育会議を先般６月２９

日に招集して開催をいたしました。 

 この会議は、教育に関する予算の編成、執行や

条例提案など重要な権限を有している首長と教育

委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課

題であるべき姿を共有し、より一層民意を反映し

た教育行政の推進を図るものでございます。 

 本市は、先ほど部長から説明もありました教育

振興基本計画でございますが、平成２６年３月に

策定しておりまして、その基本的な理念は「ふる

さとの未来へつなぐ人づくり」で、基本目標、

「夢を育む未来へつなぐ西予っこ」、「ふるさと

を愛し、生涯現役西予びと」としております。そ

のための取り組みとして計画期間を５年間として

青少年の健全育成などはもちろんのことでござい

ますが、ふるさと教育充実のため四国西予ジオパ

ークと連携した文化施策の推進、少子化等による

学校再編の推進、えひめ国体の推進など、西予市

の特徴のある取り組みも入っております。 

 今後見直しがなされる西予市総合計画との調整

を図りながら、この教育振興基本計画を総合教育

会議の場で教育委員会と協議、調整して、見直し

をしたいと考えております。そこでの意見を反映

した教育振興基本計画を当面教育に関する大綱と

することが妥当と考えております。 

 なお、この計画では施策の現状、課題、また主

な取り組みなど詳細な部分まで盛り込まれている

ため、大綱は市民にわかりやすくする形で示した

いと考えております。総合教育会議は年２回以上

開催する予定としておりますので、この会議で教

育課題について協議、調整するなど、教育行政に

対する私の考えをその折々に述べさせていただき

たいと思っておるわけでございます。 

 次に、首長の関与についてのご質問についてお

答えをさせていただきます。 

 今回の改正で首長が大綱の制定権を持つことや

総合教育会議を設置することで一部の自治体では

教育行政に対する首長の影響力や関与が過剰に強

まって、教育の政治的中立性や教育行政の安定
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性、継続性が低下するのではないかという声もご

ざいます。私としましては、本市の教育行政を総

合教育会議において協議、調整をして、市長と教

育委員会の相互が合意した事項についてお互いに

その結果を尊重しなければならないものである

と、このように考えております。これまで同様

に、教育の政治的中立性や教育行政の安定性、継

続性を確保して、地方教育行政を推進すればと考

えております。 

 次に、新教育委員会制度についてどのように捉

えているかということでございますけれども、今

回の改正のポイント、先ほどもお話しいただきま

したけれども、まずは教育長を教育委員会の主催

者代表とすることによって、今までは教育長と教

育委員長とちょっとそれぞれのわかりづらいとこ

ろがございましたけれども、それを一本化したと

いうことでございますが、教育行政の責任者とし

て教育長の立場を一般社会にわかりやすくする形

で明確化したということが上げられます。 

 まず、首長については、教育行政における総合

教育会議を設置することや教育に関する大綱の制

定権を持つこと。直接教育長を任命することによ

って任命責任を明確にしたことが上げられます。

このように地方教育行政における首長と首長の役

割がより一層明確になることによって首長と教育

委員会が連携して教育施策を進める体制ができ、

幼児教育と保育の一体的な推進、教育行政と福

祉、雇用、地域振興など、あらゆる分野において

行政との連携がより円滑に、より充実した形で推

進できると、そういうことを期待しながら進めて

いきたいと考えております。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 ９番松山清君。 

○９番松山清君 平成２７年９月定例議会におき

まして一般質問の機会を得ましたので、通告に基

づき質問をいたします。 

 先月初めには愛媛県オフサイトセンターの西予

市での運用が始まり、伊方原発の再稼働に向けて

の準備が着々と進んでおり、そのような中で西予

市の果たす役割、重要性が南予の中で高まってき

ており、当市を取り巻く環境も時代とともに変化

しているということを実感しております。 

 西予市は、合併して１２年目ということで、宇

和島市や大洲市、八幡浜市と比べると市としての

歴史は浅いものの、今後地理的要素からも、また

南海・東南海地震についての避難などの防災上の

拠点としての役割からも、南予の中心としての一

定の役割が期待できるのではないかと思うわけで

ありまして、今後もまちづくりの中にそのような

方向性を取り入れていかなければならないのでは

ないかと考えているところであります。 

 そのような中で、大きく５つの点について質問

をいたします。 

 まず初めに、ふるさと納税の取り組みでありま

す。 

 このふるさと納税は、地域づくり交付金事業、

子育て支援、ジオパーク推進、ほかにいろいろと

活用されており、今後の財源として期待できるも

のであります。私も西予市外へ出ましたときに、

ふるさと納税をしたという方と話をする機会があ

りました。そのとき、どう対応したらいいかとい

うふうに思ったわけですけども、やはり西予市を

代表して大変ありがとうございましたとか今後と

もよろしくお願いしますというようなことを伝え

たわけでありますけども、改めてそうやって寄附

をしていただくという方に対して感謝の気持ちを

持たなくてはならないなというふうなことを思い

ました。それは、三好市長はいつも多分言われて

おるんじゃないかと思いますけども、市長以外の

我々議員、そして市の職員一人一人がそういった

気持ちを持つことが大切なのじゃないかというふ

うに感じたわけでございます。 

 そこで、これまでの実績をどう捉えているかと

いうことについてお聞かせ願いたいわけですけど

も、西予市は平成２３年、２１件で２０４万円、

２４年が１７件１６１万円、２５年が２６件で３

３２万円、そして昨年度２６年は４５件で１，５

８４万円というふるさと納税があったわけでござ

いますけども、このふるさと納税の変化、ふえて

きておりますが、どういうふうに市として受けと

めているのかをお尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 松山議員にお答えいたしま

す。 

 ふるさと納税の寄附の実績と納税者の対応につ

きましてのお尋ねがございましたが、議員におか
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れましてはふるさと納税に関し格別の関心をいた

だきましてまことにありがとうございます。 

 西予市のふるさと納税の実績について、議員か

らもご指摘ございましたが、８月３１日現在のふ

るさと納税の件数は１３６件となってございまし

て、金額にいたしまして２２６万２，０００円と

なってございます。昨年度の年間の実績４５件、

金額ではそうではありませんが、実績としまして

件数では上回っている状況にございます。寄附金

額につきましては、昨年度は高額寄附者の方が１

人おられたということで下回っているわけでござ

いますけれども、件数については大幅に伸びてお

りまして、このことは西予市に関心を持っていた

だいた方がふえてきたのだなと、わずかではあり

ますけれども、そのように考えているところでご

ざいます。 

 特にこの７月からはようやく西予市ホームペー

ジも大きく変わりまして、手続方法や産品の紹介

などもわかりやすくしたことに加えまして、ふる

さと納税のポータルサイト、一番有名なものでご

ざいますけれども、ふるさとチョイスというとこ

ろに登録をようやくしまして、インターネットか

ら手軽に寄附の申し込みができるように変えさせ

ていただきましたが、こういうもろもろのことを

やりましたところ、申込者が大幅に増加したとい

うふうに考えているところでございます。 

 さらにこのような新たな展開を行った結果、申

込者への煩雑な手続が簡素化されましたので、イ

ンターネットを介して西予市の名前を多くの方に

知っていただく機会にもつながっているものと認

識してございます。今後も創意工夫しながら、ふ

るさと納税へのＰＲを行ってまいりたいと、この

ように考えている次第でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ただいま２６年度は大口の納税

者がおられたということでございますけども、他

市と比較されてどうかというところを私なりの印

象を述べたいんですけども、例えば２６年度大洲

市は１４０件で２４７万円ということで１人２万

円ぐらいの感じなんですけども、宇和島市です

が、１万６，９３８件で２億６，８１４万円、八

幡浜市は５２４件で１，２００万円ということ

で、他市を見ますと１人割合と少ない、金額が、

１人２万円とか３万円とかになっちゃうんです

ね、平均しますと。 

 それに比べると西予市、先ほど述べましたけど

も、１人当たりの寄附の額が多いのか、人数は非

常に件数が少ない割には金額が２５年で３３２万

円あったというようなことが実態として浮かび上

がってきたわけですけども、宇和島市がなぜ２億

６，８１４万円集まったかということなんです。

ですから、そういったことが今後ふるさと納税を

ふやしていくということにつながるんではないか

というふうに感じておるところでありますけど

も、実績の経年変化を見ますと西予市の場合は２

６年は突出して多かったわけですけども、まだま

だ工夫の余地があるんではないかということ。そ

してまた、同じ納税者の方が継続して納税されて

ないんではないかといったようなことも印象とし

て思っておるわけでございます。 

 今後も取り組みの中で継続してやっていただく

とか、そういった工夫が必要なんじゃないかとい

うふうに思っておりますのと、宇和島市にどうし

てそんなに２億円も集まったんですかということ

をお尋ねしたわけでありますけども、そしたらや

はり地道にやるしかないというわけです。ですか

ら、大口でたくさん納税してもらうということを

期待するんじゃなしに、多くの出身者に対してそ

ういったお願いをすることが大事と。そして、宇

和島市の場合は宇和島クラブというのを東京、名

古屋、大阪でつくって、市長や議長が行って宇和

島クラブというのに対してお願いをしとるという

ようなことも言っておりましたけども、納税の継

続性を確保するため、西予市として今後の対策、

そして納税額の向上のための今後の対策等考えて

おられたら、何かあるんでないかと思いますが、

お尋ねしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ふるさと納税をふやすため

にまず何が必要かというようなご質問だったと思

っておりますけれども、他市と比べるとどうかと

いうのは確かに比較するととんでもない違いがあ

るというのは実際ございます。これまで議会でも

答弁させていただきましたけれども、西予市は非

常に真面目にこの制度を真正面から捉えてし過ぎ

ていたと、やんちゃなことを余りやってこなかっ

たというようなご回答をさせていただいておりま

すけれども、そういったところが如実にあらわれ

ているところでもあるのかなというふうに思って

ございます。７月からはそういったこともあっ
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て、ホームページ等々、要は市をどうやってＰＲ

していくのかというところを考えてこういった取

り組みを進めてまいりましたが、そういったとこ

ろからも件数がふえてきているのかなというふう

に思っているところでございます。 

 こういった取り組みの話でございますけれど

も、西予市に思いがあって今まで継続的にご寄附

をいただいている方々にはやはり感謝を申し上げ

なければならないなということ、これからも継続

して寄附していただくことはもちろんでございま

すけれども、しかしながらホームページのリニュ

ーアル、ポータルサイトへの登録後の納税者の多

くは、西予市とのつながりは余りなくて、産品が

魅力的に感じたという理由で寄附されている、い

わゆる一見様でございます。そういった方々にリ

ピーターになっていただく、寄附の継続性を確保

するためには産品の内容や品質を高め、コストパ

フォーマンスの向上に努める必要があるというふ

うに思ってございます。 

 また、２年以上継続で納税された方にはリピー

ター特典を差し上げたり、納税者が選んだ特産品

に他の産品をつけ足したりするといったようなこ

とでも多くの産品を知っていただくことができる

のではないかなと、西予市に関心を持っていただ

くことができるのではないかなというふうに考え

てございまして、さまざまな工夫を今後も行って

まいりたいと、このように考えている次第でござ

います。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひそういった取り組みが重要

だと思いますので、新しい取り組みをしていただ

きたいと思います。 

 それで、１点ちょっと指摘しておきたい点があ

るわけでございますが、ふるさとチョイスなんで

すけど、先ほどちょっと市外で寄附した方と会っ

たという話ししましたけども、その人から私何言

われたかというと、西予市の職員はほかの市へふ

るさと納税しとんじゃないかと言われたんです。

意味全然わからんかったんです、その意味が。 

 どういうことで言われたのかというと、要する

に例えば西予市でふるさと納税をしようと思った

らふるさとチョイスを使ってするわけですけど

も、西予市の商品は１０万円までしかないんで

す。１００万円しようと思った場合、じゃあどの

商品ですかというときに、ふるさとチョイスは横

に１００万円というのがあるんです。１００万円

しようと思うという選択肢が、そこを押すとほか

の市へ行っちゃうんです、ぱっと。そういう落と

し穴があって、結局西予市ももうちょっとそこら

辺は工夫する必要があるんじゃないかなというふ

うな気持ちがしたわけでございますけども、やは

り今までちょっと件数が少ない点もあるし、西予

市のできたら例えばお米がたくさん１年分とか、

たくさんした方は、そういったことが必要じゃな

いかと思うので、そういったことが特産品の向上

につながるような何か方策を考えてほしいという

ふうに私は思うわけですけども、その点について

はいかがでしょうか。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ご指摘ごもっともなところ

もあると思っております。ふるさと納税自体は開

始されてから６年が経過しているわけでございま

す。近年頻繁にメディアに取り上げられて、知名

度、ふるさと納税自体の知名度も格段に上がった

わけでございます。そのことによって、生産者の

中にはお礼の特産品として、西予市の特産品とし

て使ってほしいと直接商品を持ってこられる方も

ございます。ふるさと納税の制度を利用いたしま

して、自社製品を販売するための工夫をしたり、

新たな特産品をつくろうと知恵を絞ったりと、生

産者みずからが奮起していただくことで、特産品

の生産向上に確実につながっていくのではないか

と、このように考えてございます。 

 ふるさと納税制度自体は地域の産業に大きな効

果をもたらす一面もございますので、今後も自治

体側と生産者側が連携いたしまして、全国に西予

市の宝を発信できるように努めていきたいと、こ

のように考えている次第でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひ西予市の特産品、お米１年

分とかそんなんでもいいと思うんですけども、生

産者の生産意欲の向上とか、そういったものにも

つながるように、ぜひとも応用していただきたい

なというふうに思います。 

 ふるさと納税に関して最後の１つですが、心の

問題なんですけども、市としての感謝の気持ち、

これを僕は足りないというふうに思うわけです。

それはどういうことかというと、例えばふるさと

納税をしようと思って電話をかけた人、西予市に

対して、そしたらじゃあどう対応しているのかと
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いうようなことなんですけども、やはりもう事務

的だというようなことでお話をいただいておりま

す。ですから、やはり、そこら辺が職員の中でも

そういったスキルというんでしょうか、マニュア

ルといいましょうか、感謝の気持ちが伝わるよう

にしていただきたいなと思いますし、職員のほう

からも、我々議員からもですけども、ふるさと納

税に対してやはりそういったお願いやら感謝や

ら、そういったことをしなくてはいけないという

ふうに思います。 

 つまり職員の教育とか言葉とか電話の対応と

か、そういったこともこれも基本的には大事だと

思うんですけども、そういったことについてどの

ように取り組んでいるのかお尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 寄附者への感謝の気持ちと

いうことでございますけれども、人のとり方によ

っては非常に千差万別あろうかと思います。事務

的にとられる方もいらっしゃると思いますし、気

持ちのこもった感謝だったというような方もいら

っしゃると思います。ただ、一般的に役所は営業

をやっているわけではありません。ですので、比

較的事務的になるというのは、ここはいたし方な

いところなのかなというふうに思っているわけで

ございますけれども、さはさりながらそれでいい

のかというと、私はいいとは思ってございませ

ん。 

 お礼の産品を送る際に、お礼状などを送付して

いますけれども、今後も心のこもったメッセージ

が送れるように、また電話対応等々でも感謝が伝

わるように指導してまいりたいと、このように考

えております。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 そういうことをぜひとも大切に

していただきたいと思いますし、職員が感謝をす

る心というふうに今申しましたけど、私たち議員

も同じように、していただく方に感謝を、しても

らっているという感謝の心を忘れちゃいけないと

いうことを私は改めて認識しましたので、そうい

ったことをきょう述べさせていただきました。 

 続きまして、宇和病院の跡地利用についてお伺

いしたいと思います。 

 この宇和病院というのは私の家のすぐ近所であ

りまして、幼いころから、私はそこで生まれまし

たし、セミとりに行ったりドジョウすくいに行っ

たりとか、そういった遊びの場でもありました

し、そういったものが移転によりましてなくなっ

たわけでございます。多くの方々が地域の方々、

近所の方々、町なかの方々が宇和病院が移転した

ことによりまして施設はよくなってそれはそれで

よかったんですけども、若干の寂しさ、安心感が

なくなっているといったような状況でございま

す。 

 それで、今後どう活用されていくかに関しまし

ては、特に地域の方々はその関心が高いわけでご

ざいますけども、今度取り壊されて跡地利用に関

してどのような活用方法がよいと考えているの

か、お尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 宇和病院跡地利用の方向性

についてお尋ねがございました。 

 宇和病院の跡地利用につきましては、地元関係

者、旧町の代表者及び有識者等と１５名で構成い

たします旧宇和病院跡地利用検討委員会、こうい

ったものを立ち上げまして、年内に答申をいただ

く予定でございます。検討に当たりましては、将

来人口の推移や初期投資と維持経費等々の財源な

ども頭に入れ、跡地は地域の空間でもあり、また

西予市みんなの空間でもあることを忘れず、点、

ポイントではなくて面、エリアで考えていきたい

と、このように考えております。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 あの場所は宇和町小学校、宇和

中学校のちょうど間に位置しまして、そういった

子供たちが行き来する非常に便利なところであり

ます。そういった中で連続する機能が期待される

ことに加えまして、子供とお年寄りのために活用

できないかというような声が地域の中でよく聞か

れます。世代を超えた交流ができたり、空洞化し

ていく町なかの地域を活性化することが今後期待

されるのではないかというふうに私は考えており

ます。 

 野村町でできました複合施設のような旧町の魅

力向上につながる機能と高齢者が散歩できるよう

な公園をつくってほしいといったような声が寄せ

られているところでありますけども、この多世代

間にわたる子供からお年寄りまで有効に活用する

といったようなことに関してはどういうふうに考

えておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 
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○大平企画財務部長 子供からお年寄りまで有効

に活用することはできないかというお尋ねがござ

いました。 

 市内でこのようなまとまった土地がほかにござ

いませんので、検討をはやるお気持ちは非常によ

くわかります。どうなるんだろうと、こういうこ

とできないか、ああいうことできないかというよ

うな気持ちは非常によくわかります。ですが、旧

宇和病院跡地利用検討委員会、こちらのほうで検

討を進めておりますので、その協議内容を慎重に

見きわめていきたいなと、このように考えている

ところでございます。とはいえ、いただいた意見

は非常に貴重なご意見だと思ってございますの

で、一案としてその委員会の委員の皆様にはお伝

えさせていただきたいというふうに思ってござい

ます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 これまでの私の一般質問の中で

も述べてきたことなんですけども、現在の西予市

の図書館が大変３０年ぐらい前のもので老朽化し

ておるわけでございますが、宇和町時代にできた

わけでございますけども、市立図書館としては周

辺の図書館と比べるとかなり見劣りするといった

ようなものであります。大洲市の図書館に視察に

も行きましたけども、全然今の図書館というのは

違っております。広い空間の中に子供たちが集ま

って見るような空間や、あるいは映像のものが見

れるといったようなことでありまして、八幡浜市

も新しくなっておりますし、宇和島市も新しい図

書館が建設予定というようなことがあります。 

 こういった機能的なものがありますが、以前の

質問の中では西予市に図書館はスペースの問題な

どがあってそういった他市並みのことはできない

んだといったようなことが答弁にあったわけでご

ざいますけども、図書館などはそういった先ほど

言ったように子供たちが近くにおるわけでござい

ますし、人、集客的なこともかなり見込めるのじ

ゃないかというようなこともありますし、今の西

予市にとっては必要なものじゃないかというふう

に考えておりますが、その図書館をあそこに移転

するといったようなことはできないのか、お尋ね

いたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 現状の図書館の問題点を触

れていただきながらということだと思います。現

状の問題点についてはわからんではない話でござ

いますが、先ほどと同じようにいただいた意見に

ついては委員会の皆様に伝えさせていただきたい

と思います。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 大平部長のほうは検討委員会の

ほうをやっておられるので、そちらのほうを無視

するわけにいかないというふうなことだろうと思

うわけでございますけども、やはり検討委員会、

今言われた１５名だけでやっていくということな

んですけども、その答申だけで活用方法を決定す

るのかということで、市民の意見はどうなんだろ

うかと。区長さんが入っとるということは聞いて

おりますけども、そういった中で十分な意見が反

映できるのかというようなことが心配をしておる

ところです。 

 それで、その中でも決めたことがそのままもう

決まってしまって、じゃあ議会の意見はどうなん

ですかということにもなるわけでございますけど

も、そこをどう考えているのか。それとあわせ

て、次の地元の地域の考え、そういったことをア

ンケートなどで調査することをできないのかとい

ったことをお尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたします。 

 検討委員会の答申だけで活用方法を決定するの

かというお話でございますけれども、当然のこと

ではございますが、検討委員会の答申どおりに活

用方法を決定するわけではございませんが、答申

を受理した後、答申内容を庁内の関係部署や関係

機関と検討の上、最終的には市長が判断し、決定

するものと、このように認識してございます。 

 また、議会の皆様には定期的に開催しておりま

す市議会と市企画財務部との意見交換会の中で進

捗状況等も含め説明し、活用方法についてはご意

見いただくように進めてまいりたいというふうに

考えてございます。 

 また、地元の意見をというお話でございました

が、地元、地域の考えをアンケートなどでという

ことでございますけれども、市では市民の皆様の

意見をお聞きする手法の一つとしてこれまでアン

ケート調査を実施してまいりました。しかし、さ

まざまな方からさまざまなご意見がございますの

で、簡単に言えば合意形成が聞けば聞くほど難し

くなってくるというような状況にございます。ま
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た、市の財政状況を考慮していない安易な要望、

あれもこれもというようなご意見も非常に寄せら

れているのが現状でございます。 

 以上のことから、今回はアンケート実施すると

いうことは見送らせていただこうと思ってござい

ますけれども、旧宇和病院の跡地利用検討委員会

のメンバーの皆様には地元の代表である区長様、

小学校のＰＴＡ、宇和町東保育園保護者の代表の

方、地元消防団、商工会青年部の宇和支部の方

等々の代表も参画いただいておりますので、地元

の意見が全く反映されないというようには考えて

ございません。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 非常に多様な意見があって、そ

れを反映していくことが大事だというふうに思う

わけですけども、その代表の１５人の方がちゃん

と皆さんから意見を聞いて出てきておれば、それ

はそれで反映されると思うんですけども、何も意

見も聞かずにそこの会議に来て、それを聞くだけ

ではだめなので、そこのところ運営をしっかりと

地元の方の意見を聞いてくることをぜひとも部長

のほうからそういったことも喚起していただいた

らというふうに思うわけでございます。 

 それで、多様な意見の中でまたもう一つ申し上

げさせてもらいたいと思うんですけども、もとも

とあそこは病院であったので、地域の安心・安全

のために在宅医療拠点といったものができないの

かというようなことについてお尋ねしたいんです

けども、明浜町俵津地区でそういった在宅医療と

いうのが取り組まれておって、宇和町でもぼちぼ

ちそういったのも始まる動きもあるようでござい

ますが、国のほうの介護施設とかそういったもの

は在宅への方向性が示されている中で充実を図っ

てほしいといったようなご意見もあります。こう

いったことに対しての取り組みは、つまり医療と

か安心とかそういったものに対して取り組んでほ

しいということでございますけども、どう考える

のかお尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 今ご質問があったように、

先ほどは小学校と中学校の間にあるので図書館が

いいのではないかというようなご意見から、高齢

者の安心・安全という形で在宅医療拠点というよ

うな考え方、どういう連携、関係性があるのかち

ょっとわかりませんけれども、こういったような

さまざまなご意見があるわけでございます。こう

いうさまざまなご意見は先ほどから申し上げてお

りますとおり検討委員会の皆様に伝えさせていた

だきまして、そこで皆様時間をかけて熟慮してい

る状況でございますので、そういった方々のまず

答申を待ちたいと、このように考えている次第で

ございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 それでは、最後に１つだけ私の

考え申し添えますけども、あそこは本当広くまと

まった土地なんです。だから、例えば図書館なら

図書館だけとか、在宅医療施設は医療施設だけと

か、そういった一つのものに決まらないと思うん

です。ですから、複合的にじゃあ市民が何が必要

なのかと、安心して暮らせるためにどういったも

のが要るのかと、そういったことが求められてい

るんじゃないかと。そういう中で大きくくくると

子供からお年寄りまでがそこで西予市の将来にわ

たってそういった市のサービスを受けたり、医療

とかそういった暮らしていけたり、あるいは散歩

ができたりとか、そういったことが望まれている

なというのは私が今感じていることであります。

ですので、そういったことを十分に議論した上で

選んでいただきたいというふうに思うわけでござ

います。この点は１つ、そういうことでお願いし

ておきたいというふうに思います。 

 続きまして、伊賀上野田バイパスの推進につい

てをお尋ねいたします。 

 最近、高速道路の無料化実験が終了した後、ま

た朝夕国道５６号線の交通量は以前に近いくらい

に戻った感じがございまして、渋滞を避けようと

一級河川肱川管理道路や卯之町の中心部、商店街

を通り抜けていく車が大変増加しておるというよ

うな状況でございます。それらがスピードを出し

過ぎて走るために、西予警察署は毎日パトロール

カーで交通安全の呼びかけを盛んに行っておられ

ますし、また商店街は通学路ともなっているため

に児童・生徒たちが交通事故に巻き込まれるんで

ないかといったようなことを心配しておるところ

でございます。 

 京都のほうでも通学児童のところに列に車が突

っ込んだというようなこともございましたし、こ

ういったことは起こるのではないかというような

懸念がございます。現在、国道５６号線の交通状

況、西予市の中心部に幹線道路は国道５６号線だ
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けという現状でありますが、これについてどう捉

えているのか、理事者の考えをお尋ねいたしま

す。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいま松山議員のご質問

でございますけれども、５６号線の交通状況と問

題点についてのまずご質問でございますけれど

も、西予市の主要幹線であります国道５６号は道

路交通センサスによる交通量調査によりますと、

宇和町卯之町で平成１１年に１日当たり２万１，

７０２台あった自動車交通量が、西予宇和インタ

ーチェンジ開通後の平成１７年においては９，７

８７台、さらに５年後の平成２２年、先ほど触れ

ていただきましたけれども、高速道路無料化社会

実験中におきましてはさらに７，０００台近くに

減少しております。その後、四国横断自動車道が

宇和島まで延伸した後の平成２４年９月の調査に

おきましては１万３，９２１台となっておりま

す。ピーク時と比較いたしますと、約４割近く交

通量が減少しております。ただ、宇和インターチ

ェンジをおりて主要地方道宇和野村線を経由して

５６号線に入る車につきましては、平成１１年

７，１０９台、平成１７年９，１６６台、平成２

２年９，３１０台というふうに、先ほどご指摘い

ただきましたように徐々にふえてきております。

そのため交差点、下瀬橋付近につきましては渋滞

箇所の一つになっているのが現状でございます。 

 そのような中で、市街地での朝夕の通勤時間帯

の渋滞につきましては、いまだ解消されておりま

せん。商店街へ迂回する車両の進入により自転

車、歩行者の通行にも悪影響を及ぼしている状況

です。日中の混雑につきましてはかなり解消され

ておりますけれども、現在の状況では問題がある

というふうに私どもも認識をしております。 

 以上です。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 そういった認識を聞きましてち

ょっと安心したところでございますが、この必要

性ということでこれまで議会、この議場でも俵津

から、あるいは市内南部から新市立病院のルート

を考えたとき５６号線だけで十分なのか、あるい

は高山、三瓶、八幡浜方面から、西予宇和インタ

ーへ行くときたくさん信号がある中、５６号線を

通る不自由さは改善できないか、そして旧商店街

を通り抜け道として多くの車が通行する中で、

小・中高校生の通学路の危険を回避できないかと

いったようなこと、そして先ほど申しました原子

力災害時オフサイトセンターがその中心的な役割

を果たさなければならないのですけども、そうい

ったときへのこの道路の一本だけということや、

想定される南海・東南海地震での５６号線が通行

困難になる場合の迂回道路として必要性はないの

かといったような必要性という点についてどう考

えられているのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまのご質問、バイパ

スの必要性についてのご質問でございますけれど

も、平成１９年３月に策定いたしました西予市都

市計画マスタープランの中で宇和町の中心市街地

における国道５６号の渋滞緩和や沿線環境の向上

を図る等を目的に、市街地外周道路の整備につい

て検討することが必要であるというふうにうたっ

ております。 

 主要地方道宇和明浜線、一般県道宇和高山線、

さらには主要地方道宇和三瓶線につながる外周道

路を形成すること、これは８月３日に運用を開始

しましたオフサイトセンターや西予宇和インター

チェンジのある宇和下地区と西予市民病院等のあ

る宇和上地区とのアクセスのためにも、また触れ

ていただきましたけれども災害時に混雑すること

が考えられる市街地や渋滞対策協議会が公表いた

しております下瀬橋付近の迂回路としても検討し

ていく必要性があるというふうに認識しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 そういう今後は方向性、そうい

った検討をしていく、そういった時期に来ている

のではないかというふうに思いますし、やはり西

予市が南予の中心として発展するためには国道５

６号線一本だけではどうしてもっやっぱり土地の

活用とか、いろいろな今言った迂回とかといった

ことが不足するんじゃないかというような心配を

しておるところであります。ぜひともそういった

ことへの検討を早急に初めていただきたい、そう

思うわけでございます。 

 ただいまの答弁の中でありました市街地外周道

路の整備計画、下瀬橋の渋滞解消、こういったも

のに対してもどう対応していくのかといったこと

をお尋ねしたいんですけども、３つまとめて聞き
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たいと思いますが、最後の通告書の３番目にあり

ます中心市街地の道路整備や防災面のまちづくり

の観点から今後どう取り組んでいくのかといった

ようなこと、これは６月の県議会で土木部長の答

弁で国、県、市の間で近年変化した都市環境の現

状を踏まえ、防災面やまちづくり等の観点から、

伊賀上野田バイパスを含めた中心市街地の道路整

備について協議していくというような答弁が兵頭

竜県議の一般質問でなされておるわけですけど

も、それについて市としてどう取り組んでいくの

かといったことについてお尋ねいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 まず、市街地外周道路の整

備計画でございますけれども、路線といたしまし

ては国道５６号のバイパスとして計画されました

伊賀上、江良から坂戸を結ぶ路線があろうかと思

います。一番最初のご質問の伊賀上野田バイパス

につきましても、市街地外周道路の一つとして私

どもも認識をしております。ただ、先ほど数字を

上げさせていただきましたとおり、国道５６号の

交通量自体につきましては減少しているというこ

とも事実でございまして、今後整備路線の検討を

行っていきたいというふうに考えております。 

 また、国、県におきましても、近年変化しまし

た都市環境の現状を踏まえ、先ほど来から出てお

りますいわゆる地震対策や伊方原子力発電所の不

測の事態に備えて、県民の安全・安心を確保する

ための災害時の緊急輸送道路と位置づけされてお

ります国道、県道を重点的に整備促進する計画で

あるというふうに伺っております。私どももこれ

まで以上に国、県と中心市街地の道路整備につい

て意見交換をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 続きまして、下瀬橋付近の交差点の渋滞の関係

でございますけれども、愛媛県では県内における

交通渋滞を解消し、円滑な交通を確保することを

目的に、愛媛県渋滞対策協議会を設置しておりま

す。平成２５年に県内の主要渋滞箇所を一般国道

では１２４カ所公表していただいておりますけれ

ども、ご質問の下瀬橋付近もその一つとなってお

ります。 

 これまでの対策といたしましては、信号の時間

調整等を実施していただきまして多少緩和につな

がっております。私もあちらを通ってこちらへ通

勤をしておりますので、信号のいじり方でこれぐ

らい少し違ってくるのかなということを実感もし

ております。 

 協議会では、今後取り組みといたしまして本年

度から具体的に対策方法を検討するというふうに

伺っておりますので、市としましても協議会と連

携、調整を行っていきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから最後に、中心市街地の道路整備につい

てでございますけれども、今年度愛媛県６月定例

議会におきまして先ほど触れていただきましたと

おり伊賀上野田バイパスについての取り組みにつ

いて質問がございました。県のほうの答弁といた

しましては、国、県、市の間で近年変化した都市

環境の現状を踏まえ、防災面やまちづくり等の観

点から、伊賀上野田バイパスを含めた中心市街地

の道路整備について協議したいとの答弁がござい

ました。 

 当市といたしましても、都市計画マスタープラ

ンにおいて中心市街地の整備に道路網の見直し整

備を位置づけております。また、先ほど来触れて

いただきました宇和病院の跡地利用、またはちの

じまちづくり事業等の中でまちづくりと一体的に

道路網の整備について検討するほか、防災面にお

いても国、県と協議をしながら市街地の道路網の

整備について進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひとも市街地外周道路、ルー

トは決まっておるわけではございませんので、せ

っかく伊賀上バイパスで５６号までつながってお

りますので、これぜひ有効活用できるような外周

道路の整備をまちづくりの中で進めていただきた

い、それをぜひともお願いしておきたいと思いま

す。 

 それで、次の商店街のカラー舗装についてなん

ですけども、これについてお尋ねいたします。 

 耐久性と傷みぐあいということでお伺いしたい

んですけども、現在、宇和、野村、三瓶にカラー

舗装を実施しておりますけども、これは町の中が

大変明るくなってよかったというふうに思ってお

ります。しかし、宇和町中心部の交差点を初めと

する交通量の多いところでは、もう桜色の骨材が

散乱しておりまして、早い時期からその傷みが目

立っておりました。試験的に舗装しました商工会
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のほうは激しい使い方をしたわけではないんです

けども、穴があいて、また最近それは撤去されて

やりかえられておるといったようなことでありま

したが、ちょっと駐車場に向かなかったのかなと

いうふうに思ったわけでございますけども、現在

３町のカラー舗装、今傷みぐあいどうなのか、ど

う把握しているのかということ、そしてこれはち

ょっと耐久性が今までのアスファルト舗装よりか

低いんじゃないかというような気がするわけなん

ですけども、そういったことについてどのように

捉えているかお尋ねいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 まず１点目、カラー舗装の

現状についてのご質問でございますけれども、宇

和地区につきましては平成１６年から２０年にか

けてまちづくり交付金事業によりまして宇和商店

街を約１，６２０メートル施工しております。三

瓶地区につきましては、平成１７年、平成１８年

に中心市街地活性化事業に取り組みまして、みか

め本館から三瓶郵便局にかけて約５００メートル

を施工いたしました。また、野村地区につきまし

ては、平成２３年度に社会資本整備総合交付金事

業を取り組みまして、本町中村線を約１，０００

メーター施工しているところでございます。 

 宇和地区の一部と三瓶地区につきましては、１

０年以上経過した区間もございまして、通行量が

多かったり、また交差点部につきましては舗装の

表面が剥がれている箇所を確認いたしておりま

す。野村地区につきましては、施工後まだ４年と

いうことで間もないこともございまして、目立っ

た損傷は現在のところ確認をしておりません。 

 それからもう一点、耐久性が低いのではないか

というご指摘だったと思いますけれども、耐久性

につきましては３地区のカラー舗装についてはそ

れぞれ排水性舗装を採用しております。この排水

性舗装とは、近年登場いたしました新しい工法

で、高機能舗装というふうにも言われております

けれども、粒度の荒い特殊な舗装材を表層に用い

ております。雨が舗装表面を流れずに舗装内部に

浸透し、路肩の側溝などの排水施設に流れるよう

になっております。 

 このように、排水性舗装は粒度の荒い特殊な構

造上、ご指摘のとおり通常の舗装と比べると耐久

性が低くなっております。また、一方では舗装の

表層内に雨水を流さずに水たまりができにくくで

きておりますので、歩行者の方にとりましては歩

きやすいという利点もございます。加えまして、

走行車両による騒音の低減や蓄熱性が低いという

特徴がございまして、夏場の表面温度が一般のア

スファルトよりは低く抑えられるというようなこ

とで、ヒートアイランド現象の抑制にも効果が発

揮されております。また、先ほどちょっと触れて

いただきましたけれども、カラー舗装をしている

箇所につきましてはいずれも商店街あるいは近隣

の地区でございまして、商業地域の活性化という

のも目的の一つと掲げているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 それで、やはり耐久性が低い分

傷むのも早いんじゃないかと思うわけでございま

すが、そういったことがあらわれているというこ

とで把握されているようですけども、この補修の

取り組みについてお尋ねしたいと思います。 

 商店街を中学生、高校生が自転車で多く通るわ

けですけども、特にひどい部分などになりますと

がたがた道を走っているんじゃないかといったよ

うなところがあります。それで、早くこの補修を

急いでほしいと思うわけですけども、今後の計画

はどうなっておるか、お尋ねいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 補修計画についてのご質問

でございますけれども、ご指摘のとおり交差点部

におきましては車両の切り回しをすることも多う

ございまして、損傷が著しい場所ができてきてお

ります。 

 平成２３年度に三瓶地区の交差点の箇所を中心

に舗装表面を保護するトップコートの補修を行わ

させていただきました。宇和地区につきまして

も、今年度一部剥ぎ取りを行い、舗装補修する予

定にしております。野村地区につきましては、現

在先ほど申しましたように目立った損傷箇所はご

ざいませんけれども、引き続き定期点検を行って

維持管理に努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 今後の補修計画といたしましては、定期的に実

施しております道路パトロールで損傷箇所をでき

るだけ早い段階で確認し、舗装表面の保護等の予

防的維持作業も行っていきたいというふうに考え

ております。舗装の長寿命化、歩行者の安全確
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保、ドライバーの快適性の向上を目的に、計画的

な維持管理に努めていきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひ傷む前に補修をして、維持

を、せっかくこれした大変商店街にとって明るく

なってよかったことだと思ってますので、それを

お願いしたいと思います。 

 そしてあともう一つは、商店街、先ほど交通の

問題を申し上げましたが、通学時の通り抜け車両

というのがやっぱりかなりスピードを出すので、

道路を傷めてるんじゃないかというふうに思うわ

けでございますが、通学時間や通勤時間だけでも

卯之町の場合は宇和高下から永長口まで進入禁止

にできないのか、安全上の効果もあると思うんで

すけども、それはいかがでしょうか。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 維持管理上、交通量が少な

いとメンテナンスの回数は減りますし、ライフサ

イクルコストの低減にも効果があると思われま

す。また、小学生、中学生、高校生の通学路にな

っているところもございます。歩行者等の安全確

保の面からも問題があることは認識しておりま

す。 

 しかしながら、この路線が地元の、３地区とも

そうですけれども、重要な生活道路でもございま

す。交通制限には地元住民の理解と協力が重要に

なると考えておりますし、既に最高速度につきま

して速度規制をされているところもございます。

それと加えまして、いわゆる通過交通の車両と商

店街を利用される方の車両を区別するということ

はなかなか難しい面もございます。行政側から一

方的に制限することは今のところは検討しており

ません。 

 なお、規制に関しましては、地元自治会、学

校、ＰＴＡ、商店街の組合等の要望に基づきまし

て道路管理者が了解した上で所管の警察署に上申

することとなっております。その後、県の警察本

部交通規制課で道路の規制基準や現況を判断した

上で状況確認等の後、審査し、可否が決定される

ような手続が行われることになっております。警

察との協議、調整も必要ということでございま

す。ただ、指摘いただきましたように、事故が起

きてからでは遅いんだよということが一番の問題

だろうと思います。今後また警察とも意見を交換

しながら、可能なことなのかどうなのかも加えて

検討はさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひとも取り組みのほうをよろ

しくお願いしたいと思います。 

 最後に、西予市移住計画についてお尋ねしま

す。 

 移住計画というのは、いろんなところでこの言

葉が出てくるように大変重要なことであるという

ふうに思いますし、一朝一夕にはいかないことな

んですけども、地方創生の中の一つの対策ではな

いかというふうに考えております。 

 西予市では非常に人口減少が進んで、急激に進

んでおりまして、国立社会保障・人口問題研究所

の推計によりますと、２０２０年には３万６，１

４４人、２０３０年が３万３５０人、２０４０年

が２万５，２４２人ということで、２人に１人が

６５歳以上のお年寄りとなるといったようなデー

タが発表されておるわけでございますけども、地

域の方々はぜひとも集落を維持をしていきたい

と、そのためには人口の維持が必要不可欠である

といったようなことだと思いますが、西予市とし

て今後ますます地域が寂れていく懸念があるわけ

ですが、どのような対策を考えておられるのか、

お尋ねいたします。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 ただいまの地域が寂れていく懸念

に対しての対策はあるかというお尋ねでございま

すけれども、合併後の人口減少と高齢化率の推移

が数値であらわしているとおり、人口が減少する

ことにより西予市全体の体力が弱体化、脆弱化し

ていることは否めない現実であろうと考えており

ます。しかしながら、何もしないで現実を受け入

れるだけでは、過疎化、高齢化は加速し、山間部

においては集落の消滅、中心市街地においても経

済の縮小がさらに懸念をされます。 

 このような状況は日本全国の過疎地の懸案事項

でありまして、国は地方創生と銘打って地方の活

性化に取り組みを始めたところでございます。西

予市においても、今年度からさまざまな事業を展

開する中で、活性化対策を推進しているところで

ございますが、人口増加に向けての直接的な取り

組みはこれから進めていこうとしているところで
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ございます。 

 いずれにしましても、地方創生先行型交付金を

活用したお試し移住者の受け入れ態勢の整備、地

域おこし協力隊による買い物不便地域における市

内産品の販売、若者に出会いの場を提供する結婚

支援といった、このようなできることから始めつ

つ、これまで答弁しておりますように西予市総合

戦略を早々に取りまとめていきたいと考えており

ます。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 やはり地域のためには人口を維

持するということが重要だというような考えは一

緒だと思うわけですけども、いろんな方策があり

ますので、そのうちの具体的にちょっと聞いてい

きたいんですけど、２番目の地域おこし協力隊に

ついてなんですけども、これも地方創生の中で一

つの重要な役割を果たしているんでないかと、３

大都市圏から地方へ移住する政策で、地域への定

住や定着を図る取り組みでございますけども、こ

の中で６割の方が地域に定住し、定住した中の８

割が２０代から３０代だというようなデータがご

ざいます。 

 それで、総務省の指標によりますと、平成２１

年に始めたときは８９人でございますが、今２６

年で全国で１，５１１人と、そのうちの８人が西

予市に来られておるわけです、今。ですので、西

予市すごくこれ頑張っとんじゃないかなと私は思

っとるわけなんですけども、これは大体４４４自

治体に今の１，５１１人が行っとる中で、西予市

は１８番目ということでありますので、これはも

っとしっかりとやっていくことによって少しでも

人口増加につながるんじゃないかというふうに思

います。一番多いのが島根県美郷町２６名という

ことでありますけども、大分県竹田市は１８名と

いったようなことで、多いところを見ますと努力

している、頑張っている市に対してたくさん協力

隊も来ているんだなというようなことでございま

した。この地域協力隊への期待はどういったもの

をお持ちなのか、お尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 松山議員にお答えいたしま

す。 

 地域おこし協力隊につきましては、一つの移住

政策でもあると考えてございます。この制度を使

いましてこれまで都市部から西予市へ流入した協

力隊は合計で１５人と、任期終了した協力隊は４

人で、そのうち３人が定住しているというような

状況でございます。全国的に見ましても、６割程

度の定住率がありまして、若者の移住のきっかけ

づくりとしては評価を得ているというふうに思っ

ておりまして、期待しているところでございま

す。 

 しかしながら、人口流出に関しましては東京圏

を中心とした首都圏に対して年間１０万人も移動

してございます。西予市に関しましては年間大体

３００前後でございますけれども、そういった

方々が流出超過になってございます。実は生まれ

る人よりも出ていく人のほうが多いというような

状況でございます。 

 こういった中で、１，５００人を３，０００人

規模にしようというような、地域おこし協力隊を

もっと進めていこうというような動きがあります

が、はっきり言いまして焼け石に水の状況でござ

います。そうはいっても、こういった動きについ

ては注目しながら、期待しつつ、やはり地域おこ

し協力隊ということではなくて、地域に魅力をも

たらせるような施策を展開していかなければいけ

ないと、このように考えている次第でございま

す。 

○議長 松山議員、残り時間４分ですので。 

○９番松山清君 じゃ、最後の質問にいたしたい

と思います。 

 地域おこし協力隊が地域に入ることによって、

ふえる人数はわずかかもしれませんが、地域が活

性化するとか、いろいろとそういった効果がある

と思いますし、この移住政策に次につながるわけ

ですけども、そういったことに関してやっぱり役

割があるんではないかというふうに思っておりま

す。 

 それで、１番と２番とまとめて質問させてもら

いたいと思うんですけども、西予市のＩＪＵター

ンのホームページというのがあるんですけども、

そこは地域おこし協力隊の活動報告と分譲宅地の

２つしかないわけですが、やはりこういったこと

を地域移住計画を進めるためには充実していく必

要がある。グリーンブルーツーリズムの紹介とか

働く場所のこととか、そういったことがあるんじ

ゃないかなというふうに思っておりますし、先ほ

ど副市長の答弁の中にありましたが、空き家を活

用できないかという中で、私もお試し移住、そう
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いったことはどんどん推進していくべきじゃない

かというふうに思っているわけでございます。 

 厚生常任委員会では、北海道中標津町の移住計

画について研修を７月にいたしたわけですけど

も、空き家を改修して１カ月１０万円で貸してお

りました。寝具や食器までもそろえて長期滞在が

できる、言わば別荘のようにしていたわけですけ

ども、そういったことによりまして交流人口がふ

えるという効果がございました。 

 西予市におきまして、移住計画推進のためにど

ういったお考えをお持ちなのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたします。 

 特に何も北海道まで遠く行かなくても、実はか

なり近くに移住政策について先進的な事例がござ

います。それは隣の梼原町でございまして、非常

に先進的なことをやってございます。空き家の貸

し出しに関してはほぼ満室状態でございまして、

こういった取り組みを進めているわけでございま

す。 

 例えば、ホームページ一つについても移住、定

住を観点に、非常に先進的なホームページをつく

っていまして、よそから見られるということをか

なり意識してつくってございます。西予市、残念

ながらそういうところまでまだそこまで行ってご

ざいませんので、こういったところからアプロー

チしていかなければいけないのかなというふうに

思っているところでございます。 

 また、空き家の活用に関しましては、全体で調

査した結果、２，１００弱ぐらい空き家が存在し

ているというような状況でございました。中には

老朽化して危険なものもございますけども、まだ

まだ活用できるというような物件もございまし

た。 

 こういった空き家の状況も地域活性化に活用で

きるかどうかについて現在検討しておりまして、

そういったことももろもろ含めまして移住、定住

促進円卓会議というようなプロジェクトチームを

立ち上げてございます。まずはそういうところを

立ち上げて、今までやってこなかった分を取り返

さなければいけないなというふうに思っておりま

すので、温かい目で見ていただければと、このよ

うに考えている次第でございます。 

○議長 松山議員。 

○９番松山清君 多岐にわたって質問したわけで

すけども、やはりこれ今の時代の中で非常に大事

だなと思っているところでございます。 

 今いろいろ議論したことをぜひ実施して、我々

も真剣に取り組んでいきたいと思いますので、西

予市のために頑張っていけるようにぜひよろしく

お願いいたしまして、一般質問を終わります。ど

うもありがとうございました。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 ９月４日は午前９時より一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後０時１７分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 それでは、議長の許可を

得ましたので、一般質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、高齢者の福祉について、これ大変重要な

問題の一つじゃないかと思っていますので、この

点について質問をさせていただきたいと思いま

す。要介護者及び介護施設の状況、そこらから質

問をさせていただきます。 

 まず、要介護認定者の数、この数をお教えいた

だいたらと思っております。 

 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいまの宇都宮議員のご

質問、要介護認定者数についてお答えをいたしま

す。 

 本市には、６５歳以上の方が約１万６，１００

人おられます。このうち５人に１人が要支援また

は要介護の認定を受けられております。６５歳以

上の第１号被保険者に占める要支援、要介護認定

者の割合を認定率と呼びますが、平成２６年度末

現在で２０．４％となっております。ちょうど５

年前、平成２１年度の認定率は１７％でございま

した。その後、認定率は上昇を続けており、現状

のままで制度利用が進めば、高齢者人口のピーク

を越えた後も認定率の上昇傾向は続くものと推測

されます。 

 お尋ねの認定者数でございますが、本年５月末

時点で４０歳から６４歳までの第２号被保険者を

含めた認定者数は、男性９５３人、女性で２，３

９９人で、合計３，３５２人となっております。

その介護度別内訳を見てみますと、要支援１と

２、要介護１という軽度の認定者の割合が約４

６％となっており、要介護２と３の中度、そして

要介護４と５の重度はともに約２７％となってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 ありがとうございます。 

 これ、ちょっと男女でかなりの差が、数、男性

の方９５３、女性２，３９９、平均寿命と関係し

ているのかなと思ったりもするんですけども、こ

こら通告しておりませんので、後日また調査をよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 そして次に、２番と３番、ちょっと私の手違い

で、まず市内の介護施設の数を先にお答えいただ

いて、次に入所待機者の数という、ちょっと順番

逆にして質問をさせていただきたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいまのご質問の市内の

介護施設数と入所待機者数についてお答えをいた

します。 

 介護保険施設とは、特別養護老人ホームと介護

老人保健施設、介護療養型医療施設の３施設を指

しております。市内には、特別養護老人ホームが

７施設で、定員合計３６０人、介護老人保健施設

が３施設で、定員合計２７０名でございます。介

護療養型医療施設は本市にはございません。ま

た、居住系サービスとして、認知症対応型共同生

活介護、いわゆるグループホームのことでありま

すが、１６事業所で定員合計２６１人、そして特

定施設入居者生活介護、これはケアハウスや介護

つき有料老人ホームが該当しますが、３施設で、

定員合計１１０人となっております。 

 介護保険を利用して入所する市内の施設や事業

所の総定員数は１，００１人となっており、第１

号被保険者１人当たりの整備率で見てみますと、

県内では第２位となっております。このほかにも

介護保険に該当しない入所、入居施設として住宅

型有料老人ホームが２施設、養護老人ホームが２

施設、サービスつき高齢者向け住宅が１カ所ござ

います。 

 次に、施設の入所待機者数についてのお尋ねで

ございますが、平成２６年１月の調査になります

が、特別養護老人ホームの入所必要者数は１１７

人でございました。入所申し込みの延べ人数は大

変多いのですが、重複申し込みを除き、愛媛県が

示します一定要件で絞り込んだ入所の必要がある

と考えられる人の数字、つまり一定の精査に基づ

きの待機者数となっております。同様に、介護老
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人保健施設では７１人が入所必要者数でございま

した。また、グループホームにつきましては、重

複申し込みやほかの介護保険施設への同時申し込

みを除きますと、６２人という待機者数になって

おりました。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 入所待機者数、いろいろ

な基準があるんで、僕が思ってたよりは少ないよ

うな気もするんですけれども、そこらまたいろい

ろ今後の新たな基準とかも出るかもしれませんの

で、そこらをよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、一番大事なことだと思うんですけど

も、この待機者の数を減らすための工夫、各市町

村それぞれ努力されてると思うんですけども、ま

ずここらに対する取り組み、工夫、そこらをちょ

っとお答えいただいたらと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の待機者を減らす方

策についてでございます。本年度からの３年間を

計画期間とします第６期介護保険事業計画では、

介護老人保健施設のつくし苑の２０床の増床整備

と定員２９人以下の地域密着型特別養護老人ホー

ム１施設の整備を見込んでおります。 

 つくし苑は市が設置運営する公立の老健施設と

して医療機関と特別養護老人ホームなどとの中間

施設としての機能を果たしており、リハビリや療

養などを一定期間行うことで、医療機関、退院後

の在宅復帰、あるいは特別養護老人ホームなど施

設入所への円滑な流れをつくり出す、そのような

機能が強化を期待されております。 

 定員２９人以下の特別養護老人ホームは、市内

の住民を対象とする地域密着型サービスとして、

新規に１施設の整備を認めるものでございます。

少人数のユニットケアでは、利用者のニーズにき

め細やかに対応することはできますが、入所対象

は常時介護が必要な方で、原則として要介護３以

上となっております。 

 これらの整備によりまして、施設待機者の状況

が少なからず改善されるものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 いろいろ取り組まれてお

ると思うんですけども、また新たな取り組み、そ

こらに気づいて発見することも大事なことだと思

ってますんで、私ども議会のほうからもいろいろ

考えて提案させていただきたいと思いますし、ま

た行政のほうも努力をいただきたいと思っており

ます。 

 次に、要介護認定者を減らすための工夫、これ

はちょっと課も違ったりするかもしれませんが、

健康づくりの面も含めて考えていければなと私自

身も思ってますし、実はうちのおやじがデイサー

ビスを使わせていただきました。そうすると、要

介護認定度がデイサービスに行き出して下がった

りしたことがあったんですよ。そういうデイサー

ビスの効果もあると思いますし、そこら認定者を

減らすための工夫、また要介護度を下げるための

工夫、そこらをお答えいただいたらと思っており

ます。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の要介護認定者を減

らすための工夫についてお答えをさせていただき

ます。 

 本市の要介護認定率は２０．４％と先ほど申し

上げさせてもらいましたが、県全体で見ますと中

ほどより少し下に位置をしております。それで

も、毎年１％弱ずつ増加している状況でございま

す。 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、要支

援１と２、要介護１という軽度の段階の人たちが

半数近くを占めております。全国的な傾向でもあ

りますが、このような軽度の認定者を予想を上回

るペースで増加しております。介護予防に重点を

置いた地域支援事業の取り組みがますます重要だ

と考えておるところでございます。 

 市では、要介護状態となるリスクの高い方を基

本チェックリストという質問票を個別に郵送して

把握し、運動機能の向上や健康教室など介護予防

事業への参加につなげているところではございま

すが、まだ認定率を押し下げるまでの参加状況に

は至ってはおりません。 

 先進地を見てみますと、地域住民が主体となっ

て、地域づくりの一環として介護予防に取り組ん

でいるところがございます。地域の実情に応じた

介護予防や日常生活支援の取り組みは、今回の制

度改正でも重要なテーマの一つとして、新たな視

点での仕組みづくりが保険者である市に求められ

ているところでもございます。 

 本市においても、それぞれの地域における高齢
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者ニーズに把握に加えて、サービス提供の担い手

となる人材の掘り起こし、中でも元気な高齢者が

生活支援サービスなどで支える側に立っていただ

けるような住民主体のシステムづくりを進めてい

く必要があると考えております。今後、サロン活

動や見守りネットワーク、また地域づくりグルー

プなどへの働きかけを通じて、参加者が集いやす

い身近な場所で介護予防や日常生活支援が送れる

ようその取り組みを広げていきたいと考えており

ます。 

 まさにそこが地域の包括システムのポイントで

もあります。なるべく要介護状態とならないよう

にみんなで支え合い、住みなれた地域の中ででき

る限り長く暮らせるような、そんな地域社会づく

りが求められているところでもございます。 

 なお、要介護状態となる原因を見てみますと、

軽度の人は膝や腰の疾患、骨折などによりまして

閉じこもりがちとなり、日常生活機能の低下につ

ながっているケースがふえております。高齢者の

閉じこもりを予防するような取り組みが一つの有

効策であるとも考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 答弁ありがとうございま

した。 

 今の答弁の中で、ちょっと一つ、今後ポイント

になるんじゃないかと思うことがありましたの

で、これ部や課を超えて取り組んでいただきたい

と思いますのが、今軽度の方は膝や腰のけがから

引きこもりがちになって認知症が進んでしまうと

いう答弁があったと思いますけども、これ膝や腰

ということは、例えばウオーキングをすることで

あったり、そこらで解消できたりすることもある

と思いますんで、ここらを進める運動、そこらの

展開をお願いしたいと思っております。 

 そして、次の質問に行きます。 

 西予市の宝探しについてですが、これ西予市内

にはまだまだ私ども気づいていないたくさんの宝

があると思っております。その宝を探すための魅

力について質問をしたいと思うんですけども、ま

ずジオパーク認定されてから、この西予市もかな

り全国で知名度が上がったと思っております。そ

のジオパーク認定の効果についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、宇都宮議員のジオパーク

の推進につきまして、本当にご理解をいただいて

おりますこと、この場をかりまして厚く感謝を申

し上げたいと思います。 

 さて、ジオパーク認定の効果についてお尋ねが

ございましたけれども、ご案内のとおり、今月の

２４日に四国西予ジオパークの認定２年目を迎え

るということになるわけでございますが、ジオパ

ークのジオポイントに訪れていただく観光客の数

といいますか、これは増加傾向になっておりま

す。ジオパークを活用したサイクリングやノルデ

ィックウオーク、トレイルランニング等、関連イ

ベントが増加をしておる。ロゴマークやジオブラ

ンドを活用した販路拡大等の産業への波及なども

少しずつでありますが出てきておると、このよう

に確実に効果が出てきているという感じでござい

ます。 

 例えば、９月６日に、今度開催されますサイク

リングｉｎ四国西予ジオパークでございますけれ

ども、県内外からのサイクリストが参加して、野

村、城川地区の方たちのお接待を受け、交流を図

りながら両地域のジオポイントを回るというもの

でございますけれども、昨年は１００人でござい

ましたけれども、今回は３００人を受け入れ、人

数をふやしにぎやかに開催をされる予定でござい

ます。 

 ジオパークは人と人との出会いの場づくりでも

あります。このイベントはその一例でございまし

て、さまざまな場面で市民同士の交流や連携、訪

れる人たちと市民との交流が生まれてまいりま

す。また、ジオパーク学習に取り組んでいただく

市内の学校もふえてまいりました。また、四国西

予ジオの恵みという形で、多様な西予市の産品を

効果的に紹介できるようになりました。 

 平成２６年度の実績を少しだけ申し上げさせて

いただきますと、出前講座が３２回１，０２０

人、学校教育でのジオ教育活動が２９回で９８０

人、ジオツアーが６５回で１，２９１人、平成２

７年度はこの数字にはや近づきつつあるというぐ

らいですから、このジオツアーですね、非常にま

た皆さんご理解をいただいとるんじゃないかなと

思いますが、そのほかガイド養成講座やジオパー

ク紹介などを開催しております。 

 ジオにはさまざまなものを結びつける効果があ

ります。今後とも、昨年１２月に策定しました四
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国西予ジオパーク推進計画により、関係課や市民

の皆さんとともに推進をしてまいりたいと考えて

おります。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 このジオパークにつきま

しては、観光客とかよそから入ってくる方のこと

も大切だと思いますが、またもう一方で市民の方

が参加していただいて、ジオポイント、そこらの

ことに関してもまだできる可能性があるとお聞き

してますんで、そこらの件含めて地元参加という

そっちの方向にもちょっと力を入れていただきた

いなと思っております。 

 そして次に、西予市の宝探しについてなんです

けれども、これ先ほども言いましたように、気づ

くか気づかないかということが一つのポイントだ

ろうと思っております。目の前に、足元にいいも

のがあっても見過ごしたら宝にはならない、それ

を気づくことによって宝になりますんで、そこら

についての取り組みをお伺いしたいと思っており

ます。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 宇都宮議員から、西予市の

宝探しの取り組みについてのお尋ねがございまし

た。 

 その前に、市民活動等々が盛り上がっていかな

いとなかなかねという話がございましたので、簡

単に触れさせていただきますと、今のところそう

いったような活動を戦略的にやってるような状況

にはございませんが、今市民活動戦略なるものを

つくろうとしておりまして、年度内につくって、

来年度から着手していこうかなと、このように考

えている次第でございます。 

 では、本筋の話に戻させていただきまして、宝

探しの取り組みでございますけれども、ジオパー

ク活動は、地域の宝を発見し磨くこととも言われ

ていますように、当たり前過ぎてふだんは気づい

ていない地域のすばらしさ、食べ物のおいしさと

いったことを再発見し、それを高めていくことが

活動の原点ということになってございます。ジオ

パーク活動を通じて、今まで見過ごしてきた普通

の場所が地域の宝探しによって、市民や観光客が

訪れるジオポイントになった場所も存在してござ

います。 

 例えば、現在西予市を代表するジオポイントと

なっております須崎海岸や狩浜の段々畑、岩の上

の小さな田んぼが岩上田でございますけれども、

地域を見直すジオパーク活動によりまして、人々

が訪れる場所と変わってまいりました。 

 市内に広がるほかのジオポイントもジオパーク

に取り組む前と後では大きくさま変わりしたもの

もございます。ごみがいっぱい持ち込まれたとい

うようなお話もありますが、そういったところも

ありますけれども、さまざまな活動をしていらっ

しゃるということでございます。 

 ただ、やっぱり気をつけていかなければいかな

い一つが、先ほどの市民活動とも話が重なります

けれども、市民の皆さんの協力なしでは単に一過

性に終わってしまう。イベントやっておしまいと

いうふうになりがちでございます。また、そうい

うことにならないように、気づいていない地域の

宝はまだまだあるというご指摘もございました

が、まさにそうだというふうに思ってございま

す。 

 いずれにしても、市民の皆さんが地域の宝を探

し磨くこと、自分たちの住む地域に誇りを持ち郷

土愛を持つということにつながってくるものだと

いうふうに思っておりますので、そういった活動

を積極的に展開してまいりたいと、このように考

えてございます。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 今の答弁の中で、私と同

じような考えで、市民参加の戦略を今後つくって

いただくという答弁があってうれしく思っており

ます。 

 そして最後になるんですけども、この宝を見つ

けても発信しなければ全く意味がないので、この

宝を発信する方法、工夫についてお伺いをしたい

と思っております。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 西予市の宝、情報発信につ

いてのお尋ねがございましたけれども、一般的な

役所というのは、こういう情報発信が非常に弱い

というか、意識が薄いというか、ホームページに

載せればいいでしょみたいな感じに捉えがちでご

ざいますけれども、はっきり言って、それでは全

く意味がございません。通常、広告は誰をターゲ

ットにして、どういう場面で情報を出すことで効

果的になるのか、こういったことを考えて本来工

夫してやっていかなければいけませんが、今の当

市の場合ですと、残念ながら情報を出してるだけ
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というような状況にとどまっていると。逆に言う

と、それを反省しなければいけないというふうに

思ってございます。 

 そこで、じゃあどういう工夫をやってるのかと

いうことでございますけれども、今、一つの取り

組みといたしまして、現在、愛媛大学の工学研究

科、大学院でございますけれども、理工学研究科

と連携して、観光案内のアプリ、こういったもの

を開発を進めているところでございます。地方創

生とさらに絡めまして、ジオポイントの雰囲気に

合った音楽の作成、訪問者に情報提供を行うガイ

ドブックの作成、少しずつこういったところを取

り組んでいるようなところでございます。 

 また、統一感のあるデザイン、看板やパンフレ

ットでございますけれども、そういった複数のメ

ディア、媒体を連携させた、これをプロモーショ

ンミックスといいますが、こういった発想もそも

そも私が来るまでは何もなかった状況でございま

すけれども、こういったプロモーションミックス

といったような方法も使いまして考えていかなけ

ればいけないということで、まず皆さんの意識を

統一しようということで、ジオパークのブランド

確立ができるように四国西予ジオパークブランデ

ィング戦略、これを今現在策定中でございます。

こういった統一的な考え方、戦略に基づきまして

これから、そういった戦略に基づいて鋭意進めて

まいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。 

○議長 宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 いろいろ答弁ありがとう

ございました。 

 今回の一般質問を通しまして、まず私のポイン

トとしましては、気づくこと、そしてそれを伝え

ること、このことをちょっと一つテーマとして質

問をさせていただきました。私自身もそこらに気

をつけて行動したいと思っておりますし、また行

政の方、市民の方のご協力をよろしくお願いいた

しまして、質問を終わります。 

○議長 次に、６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 公明クラブの二宮一朗でござ

います。 

 ただいま藤井議長より一般質問の許可をいただ

きましたので、９月度の一般質問をさせていただ

きたいと思っております。 

 まず最初に、マイナンバー制度について質問を

したいと思いますが、たまたまきょうタイムリー

なことに、愛媛新聞にマイナンバーということ

で、きのう成立したマイナンバー改正法の記事が

載っておりました。いよいよ１０月から通知カー

ドがそれぞれ届いて、来年１月から制度が開始を

されるということで、マスコミ等でも制度はいい

とか悪いとか、まだ理解度が不十分なんじゃない

かとか、そういうふうなことが今話題にもなって

きております。そしてもう一つ、広報せいよにお

きましても大平部長が写ってる特集記事というこ

とで、日本一を目指すということで載っておりま

した。 

 まずは、いろいろ広報はされているとは思うん

ですけれども、この制度のことをまた簡潔に、そ

してメリットとデメリットについて、市民の皆さ

んにいま一度ご説明をお願いしたらと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 マイナンバー制度のメリッ

トとデメリットについて、二宮議員からお尋ねが

ございました。 

 その前に、先ほど議員から、１０月から順次番

号の通知カードが配布されるというようなお話が

ございましたが、これ市民の皆さんにもやはり伝

えておかなければいけないことだと思いますの

で、この段階で私のほうから若干のそういったス

ケジュールについてちょっと補足させていただき

たいと思います。 

 国のほうから、この通知カードというものが来

る見込みを先般こちらのほうに連絡があったわけ

でございますけれども、１１月の初旬ぐらいに通

知カードが来るということでございまして、国は

何もうそをついてるわけでありませんで、１０月

から順次カードは配布されますというアナウンス

でございましたので、私どものところに来る、四

国全体がどうも遅いみたいですが、九州はさらに

遅いというふうに聞いておりますけれども、１１

月の初旬にこちらに届きますので、市民の皆様に

は１１月の初旬ぐらいからぼちぼち届くというふ

うにご認識いただければなというふうに思いま

す。 

 改めて、また何らかの方法で広報してまいりた

いというふうに思ってございます。１０月からい

きなり届くわけではありませんので、ご注意お願

いしたいと思います。 

 それでは、話を本筋に戻しまして、メリット、
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デメリットについてお答えいたします。 

 本制度は、平成２７年１０月の個人番号通知に

始まりまして、平成２８年１月に個人番号の利用

の開始、希望者へ個人番号カードの交付、平成２

９年１月からは国の機関、平成２９年７月からは

地方公共団体において情報の連携がこの番号によ

って開始されることとなってございます。 

 国から提示されていますマイナンバーのメリッ

トについてでございますけれども、マイナンバー

を全国民に付番し、全国のあらゆる公的機関で、

全く同じ番号によって個人情報が管理されること

になります。これは、住民基本台帳コードとどう

違うんだみたいなお話がありますが、これは住所

が変われば変わってくる番号になってございます

ので、生涯変動しない番号ではございません。そ

ういった意味で使い勝手が非常によろしくなかっ

たわけでございます。そういったこともありまし

て、一生涯変わらない番号、もちろん情報リーク

があったとか、いろんな問題があれば、番号変わ

ることは可能なんですが、基本的には変わらない

番号をもとにデータの共有、連携がスムーズに行

われるようになるといったことによって、行政手

続に係る添付書類の削減、事務の簡素化がメリッ

トとして上げられているところでございます。 

 こういったところが直ちにこの番号制度開始直

後から市民にとって行政サービスが目まぐるしく

向上するといったようなことは当然なかなか難し

いわけでございます。添付書類が削減されたか

ら、だからどうだ、そういうように普通感じてし

まう方々もいらっしゃるかもしれませんが、これ

はバックヤード、つまり裏方で動く人たちにとっ

ては、この番号が非常に事務の効率化につながっ

てくるわけでございます。そこと市民のサービス

の向上といったところがなかなかひもづかないの

はわからなくはございません。 

 私どもといたしましては、そういった市民の直

接的なメリットがないものの、また違った形でこ

の制度を利用していこうじゃないかということで

考えたのが、番号カードの普及率で、断トツで日

本一になるということでございます。当市、先ほ

ど宇都宮市議からも知名度がジオパークで上がっ

てきたんではないかというようなことがございま

すが、そういった効果も多少はあろうかと思いま

す。ただ、やはり全国区になりますと、なかなか

知名度というか、やっぱり選択肢の一つとして名

前が上がってこないというところもまたあろうか

と思います。私は、やはりこの知名度の向上には

全国紙に取り上げられることが何よりも重要では

ないかなというふうに思っておございまして、普

及が見込まれないと推測されていますこの番号カ

ードの普及率が非常に高いといったところで知名

度につながってくるのではないのかなということ

が最大のメリットになるのかなというふうに考え

ているところでございます。 

 ちなみに、先ほど出た住基カード、これの普及

率が一番高いところが富山県の南砺市というとこ

ろでございますが、６０％ぐらい、６０％割って

るぐらいの普及率だと聞いております。この６

０％程度だと、残念ながら新聞には取り上げても

らえないということでございます。ですので、断

トツにというところがやはりポイントになってく

るのかなというふうに思ってございます。 

 また、私も国のほうに断トツで１位目指してま

すという話をすると、これも国のＩＴ政策のトッ

プであります政府ＣＩＯという人間がおるわけで

すが、この方、遠藤さんという方なんですけれど

も、もし断トツで１位になったら、ＩＴ戦略本部

で取り上げてやるよというふうに言われまして、

当然ＩＴ戦略本部、総理大臣軒並み大臣もいらっ

しゃるというような場でございますので、そうい

った場で取り上げられたら、また違うかなという

ふうに思ってございます。 

 それでは、話をちょっと戻しましてございます

が、まずどうやって普及を目指すんだという話も

あわせてお答えしたいなというふうに思ってござ

います。 

 まずは、既存の行政手続について、この番号カ

ードの利用を前提に見直していきたいなと、そう

いうことを通じて西予市民の生活の必需品になる

ように見直していきたいと、このように考えてい

るところでございます。普及率が相当程度高まっ

ていけば、私ども財政的にかなり厳しい状況では

あるものの、市民サービスが向上するようなサー

ビスの展開も当然視野に入ってくるんではないか

なというふうに考えてございます。 

 最後でございますけれども、免許証や健康保険

証、こういったものは皆さん嫌がらずに持つわけ

でございます。こういうところもありますので、

もう一枚カードをふやすということでございます

けれども、ぜひそういったところ、できないわけ
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ではありませんので、挑戦していただきたいな

と、このように考えている次第でございます。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 先の質問までお答えいただいてはおるんです

が、今言われた日本一を目指すということが本当

にすばらしいことだとは思うんですけれども、そ

の前に日本一を目指すためには市民の皆さんに納

得してもらわにゃいかんと。納得とは何ぞやとい

うと、やっぱり安心ではないのかなというふうに

思うわけですけども、よく取り沙汰されているの

が、個人情報は大丈夫なのかというふうな心配で

あります。特に、最近年金情報の流出問題が起こ

り、ますます不安が大きくなっているというふう

な中で、このマイナンバー法では、政府自治体な

どがマイナンバー業務を扱う立場の機関は、マイ

ナンバーを取り扱うシステムの構築をする際に、

特定個人情報保護評価という評価作業というのが

義務づけられており、国民にその評価を公表し、

個人情報の保護措置に関し、国民の意見を反映し

てシステム構築をするというふうになっておりま

す。そして、評価作業の取り組みについてお伺い

するわけですけども、国は国民に対して、マイポ

ータルを利用してアクセス記録に確認ができる仕

組みを提供しているというふうに書いてあったん

ですけども、マイポータルというのは何かという

ことで、ちょっとわかりやすく説明をしていただ

いたらと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 私がこの内容について知っ

ているということで答弁させていただきたいと思

いますけれども、マイナンバーのポータルサイト

でございますけれども、これは基本的には今お話

がありましたように、行政機関がその当該者、そ

の個人の情報にどういうタイミングでどういう理

由でアクセスしたのかというものを一元的に管理

した上で、それを表示するものでございます。 

 もう一つは、手続をそこでできるようにしたい

と国は考えているようでございますけれども、な

かなか前に進んでいないとも聞いておりまして、

非常に難しいわけですね。そういった情報をひも

づけて一覧にして表示するというようなこと自体

がなかなか難しいんですが、そこを目指してると

いうふうに聞いております。ポータルサイト自体

は、先ほど平成２９年１月から国で開始という話

がありますんで、またさらに１年以上先というこ

とで、議論が進めていく中でまた情報が外に出て

くるのかなというふうに思ってございますが、今

申し上げたとおりのことを基本に考えているとい

うふうに聞いております。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 先ほど言いました個人情報の保護評価という評

価作業ですけれども、きのうもう一回ホームペー

ジのほうを見ておりましたら、住民基本台帳に関

する事務、基礎項目評価書というのが各該当する

課の部分が出とったんですけれども、詳しくはわ

からないんですけども、このことが評価の作業の

一つの評価書なのかということをちょっとお聞き

したいなと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたします。 

 まさにおっしゃるとおりでございまして、その

評価書がその評価書ということなんですけれど

も、特定個人番号情報保護評価、ＰＩＡというん

ですけれども、このＰＩＡというのは何なのとい

う話なんですが、特定個人情報を保有する地方公

共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与

える影響を事前に予測した上で、特定個人情報の

漏えい、その他の事態に対応させるリスクを分析

して、そのようなリスクが軽減できるようなため

の措置を講じているかどうかということを宣言す

るものでございます。 

 先ほども申しましたホームページ公開している

もので、西予市では対象となる事務ごとに、２０

の事務でございますが公表しているところでござ

います。 

 ちなみに、ちょっと専門用語ばかりがだらだら

並んでて恐縮でございますが、特定個人情報って

何っていう話なんですけれども、特定個人情報と

は、その番号が含まれている個人の情報の総体を

指します。ですので、その番号と全く関係ない形

で個人情報が存在している場合には、この特定個

人情報ということには当たりませんので、通常の

個人情報の保護という措置ということになります

が、特定個人情報になりますと、番号法という法

律のもとに適正な措置を講じなければいけないと

いうことになってございます。 

 以上でございます。 
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○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 その中の一つをちょっと、こ

れ国民年金に関する事務ということで評価書出し

たんですけども、何のことやらさっぱり私が見て

もわからないというのが実情で、これ市民の人が

見ても多分わからないんじゃないかなというふう

に思うわけですけども、この議論してたら時間が

無駄になるんで、このことはちょっと置いときま

して、先ほど言われた日本一に向けて、先ほど言

ったように市民の皆さんが納得、安心していただ

くためには、こういうデータでのプライバシーの

安心ではなくて、やっぱり対面で、本当に説明し

て納得してもらうということではないとなかなか

進まないんじゃないかなと思うんですが、そうい

う中で、特に高齢者の皆さん、そして障害を持っ

ている皆さんへの配慮というか、通知の説明であ

ったり、通知から申請の説明であったりという、

そういう配慮はお考えがあるのかお伺いをいたし

ます。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたしたいと思いま

す。 

 高齢者、障害者への番号カードの取得に関して

の配慮だということだというふうに思っておりま

すけれども、ナンバー制度においては国もできる

だけ簡素化したカード申請を予定してございま

す。国もようやくこういうところに配慮してきた

なという感じでございますけれども、本人からの

申請に基づく事務でございます。そういうことも

ありまして、高齢者の方、障害者の方といった

方々には、マイナンバーの周知、広報というのが

取得の普及につながっていかなければいけないな

というふうに考えてございますけれども、高齢者

の方や障害者の方、市役所に出向くってなかなか

大変な方々もいらっしゃるのも事実でございま

す。こういった方々については、そういう方々が

集まる機会や施設、こういったところに出前的に

行きまして、講座を開設したり、その際に申請書

を一緒になって書いてあげたり、こういった工夫

をしていかなければいけないなというふうに考え

てございますが、詳細についてはまだ詰めてござ

いませんので、詰めてそういう展開をしてまいり

たいというふうに考えてございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ぜひご配慮をお願いしたいと

思いますが、それともう一点、高齢者や障害の方

以外に、ほかの市民の方の各種団体等とか地域、

それぞれの地域でちょっとわからんけど説明して

くれんかというふうなご要望があったら、それも

出前講座的な感じでやっていただければありがた

いなと思っておりますんで、今からの仕組みづく

りであれば、ぜひそれを加えていただきたいと思

っております。 

 それで、いよいよ普及率日本一に向かってとい

うことでちょっと質問させていただきますけれど

も、先ほど部長のほうからもお話がありました。

今まで住民基本台帳カードというのがありまし

て、先ほど言われたように全国一が南砺市という

ことで６０％程度というふうに言われたんですけ

れども、西予市では、この１０年ぐらいたつと思

うんですけれども、西予市ではどのぐらい実際に

発行されているのか、お伺いをいたします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいま二宮議員のご質問

の本市におきます住民基本台帳カードの交付状況

でございますけれど、まず住民基本台帳カード、

略称住基カードでございます、交付を受けた方に

係る住民票に記載された氏名及び住民票コードが

記録されたＩＣカードでございます。写真つきの

ものは身分証明書としても利用することができま

すし、平成１５年８月からこの制度が開始されて

おりまして、ことしの１２月にはマイナンバー制

度が導入されることに伴いまして、新規発行が停

止されることとなっております。 

 ご質問の本市におきます住基カードの交付状況

でございますが、この９月１日現在で累計交付枚

数は１，２１９枚で、そのうち有効交付枚数は８

４０枚となっております。普及率は、８月末現在

の本市の住基人口で割りますと約２％となってお

り、ちなみに全国平均は平成２６年３月末現在で

ございますが、約５．２％となっております。 

 以上でございます。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 日本一の６０％から比べると、２％というと、

いかにも少ないなというふうに言わざるを得ない

んですけれども、全国平均が５．何％やったとた

しか記憶しとるんですけども、それよりも低いと

いう中で、今から日本一を目指すということにな

ると、かなりの努力が必要だと思いますし、市民

73



 

 

の皆さんのご協力というのが本当に必要なんじゃ

ないかなと思うんですが、いま一度、市民の皆さ

んにどのように申請をお願いしていこうと思って

いるのか、お伺いをいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ありがとうございます、ご

質問。 

 まず、普及率が２％ぐらいしかないという話で

ございますが、逆に言うと、２％から日本一にな

ったというのは逆にびっくりするようなお話でご

ざいますので、そのびっくりするというのがない

と、南砺市がそのまま１番になっても誰も取り上

げてくれません。ですから、この状況を打開する

ということがやはり全国紙に取り上げられると。

私、西予市に来てから全国紙で取り上げられたな

んていうのは数知れるぐらいしかありませんが、

この程度でございまして、そこを何とかまた違う

形で知名度を図っていきたいということの一つで

ございます。 

 もう一つ、普及率どうやってやっていくんだっ

ちゅう話でございますけれども、国でもいろいろ

やっているんですね。余計なお世話のような形で

テレビのＣＭだとか、放映やコールセンターの開

設、外国人向けの広報等々さまざまやってござい

ます。そういったものもなかなかこちらの地域に

までは届いてこないなというような状況もござい

ます。市としても各支所にポスターなんか張って

も僕は意味があるのかないのかよくわかりません

けれども、一応やらないよりましだということ

で、こういうことをやらせていただこうかなとい

うふうに思ってございますけれども、何よりも大

事なのは、じゃあ健康保険証を取得するときにど

うしたんですかとか、免許証を取得するときにど

うしたんですか、診察券取得するときどうしたん

でしょうか。結局、事務の流れになってそのまま

惰性的に進んでいって取得していることが多ござ

います。実は、こういうことを市役所がやってき

たんでしょうかということでございまして、例え

ば住民票を異動するといったときに、その住民票

を取得するときに番号カード持ってませんと。番

号カード持ってないんですけどって言われたら、

その手続してる間にこちらで写真撮ってくださ

い、申請してくださいというようなことも実はで

きたはずでございます。こういうのは、民間では

当たり前のようにやって、例えばＴＳＵＴＡＹＡ

のカードですと、ＴＳＵＴＡＹＡのカードを持っ

てない人は取得せざるを得ないような手続を彼ら

の中でやってるわけでございますけれども、結局

こういうことなわけでございまして、やっぱりそ

ういう仕掛けづくりが非常に大事かなというふう

に思ってございます。 

 もちろん、そういう仕掛けだけではなくて、広

報等々もやっていかなければいけないと思ってご

ざいます。当然、今後も広報せいよや防災行政無

線、防災行政無線といっても非常に淡泊な、大体

通常流れる「西予市は日本一を目指しておりま

す」とこんな調子で言っても誰も聞いてくれない

ので、やっぱりおもしろおかしく、人に聞かれる

ような防災無線もしていかなければいけない。ま

た、宣伝カーなども活用しまして、こういったと

ころでもやはりおもしろおかしく、人に聞いても

らえるような形で活用していきたいなというふう

に考えているところでございます。 

 また、市民が多く集まる場所、市民が多く就職

している場所、企業さんですね、こういったとこ

ろで説明会などをやって、説明会とともに申請を

一緒にやるというようなことをしながら周知活動

をやっていきたいなと、今現在そのように考えて

いる次第でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 部長が本気で取り組むとおっ

しゃるんであれば、我々も全面的に協力をしてい

かなければならないなと今思ったところでござい

ます。 

 私が一点申し上げたいのは、本気であれば職

員、職員全員が本当にそっちを向いてますよとい

う体制づくりをしっかりやっていただくというこ

とが一番だと思いますし、臨時の人とかを含めた

ら１，０００人超えると思いますけども、そうい

う人が本当一丸となってぶつかっていけば、僕は

可能ではないかというふうに感じますんで、ぜひ

その点をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、大きな２番の総合計画について

ご質問させていただきたいと思います。 

 その中の１番、西予市マニフェスト２０１２か

らということで、西予市マニフェストの中間評価

というのが昨年９月に市長のほうに提出をされた

と思いますけれども、それの内部評価、そして市

民評価というふうに分かれておりますが、その評

価を受けて、まずはどのように評価自身を受けと
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めておられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 今のご質問にお答えをしたいと思

います。 

 まずその前に、西予市マニフェスト２０１２中

間評価公表までの工程について簡単に説明させて

いただきますと、平成２６年３月に各担当課長に

おいて政策項目の実施状況、進捗状況調査をマニ

フェスト評価表に基づき行ったところでございま

す。６月に西予市マニフェスト内部評価委員会設

置要綱による内部評価委員会を開催し、中間評価

の進め方の決定、市民評価の方法及び各担当課長

が行った調査の内容を確認、修正し、内部評価を

実施をいたしました。さらに、７月に西予市内６

５の各種団体役員の１２４人を対象とした市民評

価も実施し、返信数は７０人で、返信率は５６．

５％でありました。８月には、第２回内部評価委

員会を開催し、市民評価の確認、中間評価を決

定、分析して、９月に市長に対して、西予市マニ

フェスト２０１２中間評価書を提出いたしまし

た。この評価結果は、その後９月３０日に西予市

ホームページ、１１月発行の公報せいよ１２月号

にて公表をいたしております。 

 以上が公表までの工程でございますが、それで

は議員のご質問の内部評価、市民評価についてお

答えをいたします。 

 ちょっと聞かれた内容と違うかもしれませんけ

れども、内部評価と市民評価、そのことについて

ちょっと述べさせていただきたいと思いますけれ

ども、内部評価は先ほどの工程の中で触れました

けれども、西予市マニフェスト内部評価委員会設

置要綱第１条に基づいて副市長、教育長、そして

全部長を委員とした委員会を設置し、政策の実施

状況及び進捗度の評価を行い、市長に評価書を提

出をいたします。 

 内部評価では詳細な実務の結果で評価を行って

おりまして、主に仕事に対する細かな達成度が評

価の対象、そういうことになっております。 

 市民評価は、実施状況、今後の課題、評価点が

記載された内部評価資料をもとに評価を行ってお

ります。詳細な内容まで市民の皆さんにはわから

ないというようなところもありまして、実感を重

視する傾向が強くなっておりまして、そういう傾

向の中での評価となっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 今お答えいただいた中の市民評価ですけども、

ちょっとこれ見よって違和感があるなというふう

に感じたんですけども、この要綱、要領ですか

ね、マニフェストの評価要領というのを見たら、

今副市長言われたように、市民評価については６

５団体１２４名の方にアンケートというか、その

評価書をチェックしてもらったというふうなこと

ですけども、余りにも団体の役員とはいえ、１２

４名で市民の評価なのかなというふうに思うわけ

ですよね。 

 去年の１２月ですか、我々議会が議員定数と報

酬のあり方ということで、市民の意見を聞かない

かんということで、それは１，０００人の方をラ

ンダムの抽出をして、アンケートを送ってお答え

をしていただきました。それで、返ってきたのが

約５５％ぐらいで、この各種団体の人の返信率も

５６．５％で余り変わらんのですけども、という

ことは少なくとも五百何人ぐらいの意見は聞けと

るということなんですよね、議会の場合は。これ

で見ると、本当に１００人切っとるような人数で

本当に市民評価なのかなというところが私の中で

ちょっと違和感があるなというふうに感じたんで

すけども、ちょうど今、また次の総合計画作成中

ということで、また次にもこういうことをされる

んだと思うんですが、ぜひそういうときには、そ

ういうもっと幅広い市民の意見というふうなこと

を取り入れるというふうな方向にできないのか、

ちょっとお伺いをしたいなと思います。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 今、ご指摘がございましたけれど

も、市といたしましてはマニフェスト２００８の

その評価の方法と同じようなところで、そういう

基準の中でやらせていただきましたけれども、こ

の方法につきましては、団体の代表の方は、その

後ろに市民の方が、その団体の会員の方がいると

いうなことで、その代表という形をとらせていた

だきました。今回、今度そのようにやるかどうか

は、また審査会のほうで協議をさせていただいて

決めていきたいと、そのように思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 先ほど副市長も言われました

けど、細かいところまではなかなか市民の人はわ
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からんのかもしれんのですけども、だったら評価

書が、市民評価の部分について評価書と違う項目

のつくり方みたいなんも工夫してもらえれば、も

っとわかりやすくというか、ざっぱになるかもし

れませんけども、市民の意見というのは聞きやす

くなるんじゃないかなと思いますんで、そういう

とこ、内容まで含めて次回また取り組んでいただ

ければなと思っております。 

 それで、中間報告をされて、市長も我々も任期

あと半年余りになって、この評価のときからした

ら１年半ぐらいというふうになっとるわけですけ

ども、評価を受けて市長の任期内に、これだけは

何とかやっとかないかんなというふうに思って取

り組んでおられる施策がありましたら、教えてい

ただきたいと思います。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 今のご質問でございますけれど

も、中間報告後の取り組みについてということで

ございます。 

 庁舎内部では、昨年１０月３日の課長会に評価

結果を報告しまして、同日庁舎内情報ネットワー

クを通じて、職員に評価結果を十分分析して今後

の事業推進に当たるよう周知をしたところでござ

います。 

 また、新年度に入っては、４月１４日付で部

長、課長に西予市マニフェスト２０１２の推進に

ついて同様に周知徹底をしたところでございま

す。評価結果に基づき、特に採点の低い政策につ

いては、見直しや改善に取り組み、政策実現を目

指しております。 

 現在、上半期も終了しますので、各担当課長へ

の進捗状況の調査、このどれということではない

んですが、全体的なところでそういう進捗状況の

悪いようなものについて見直しをするようにとい

う、そしてまたその進捗状況の調査と評価を指示

しております。もうしばらくしたら、それが出る

と思いますけれども、今後各担当課長の調査結果

を踏まえて、内部評価委員会を開催し、最終結果

報告の報告時期、外部評価の報告などの協議をし

ていく予定で進めているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、この場でやらさせていた

だきますが、マニフェストとはそもそも何かとい

うとこで、ちょっと議論のお互い同士のそごがあ

るんかなと思って、ちょっと話をさせていただき

ますが、マニフェスト２０１２、その前はマニフ

ェスト２００８、私出ささせていただきました。

マニフェスト、これは三好幹二個人の姿勢とし

て、市長として、こういうことをこの西予市にや

りたいから市長として立候補して、これをやりま

すよと、そういうことを目的としてやっとる個人

的な意思に基づくものでございまして、西予市の

公的なものではございません。 

 その前段では、当然ながら西予市の総合計画が

ございまして、一番上位の計画がございます。上

位の計画を、私自身は市長としてつくらせていた

だいた、第１期がですね、立場でございますか

ら、その中とマニフェストとは、大体整合性はあ

る程度保ちながらマニフェストを私はつくらせて

いただいております。中には、全国のマニフェス

トの会議に、ローカル・マニフェストの会におら

れる方々は、自分のマニフェストをつくって総合

計画を変更されとるそれぞれの市町もあります。

一つの方法論としてそれも正解なんですよね。だ

けど、私の場合は総合計画をつくらせていただい

た立場上、その中にもマニフェストとある程度整

合性をとりながらやってきたということでござい

まして、それを外部の方々、あるいは市の内部の

方をそれにご理解をいただいて、その目指すとこ

ろを一緒にやっていただいたらということでやっ

ておるマニフェストでございますから、その辺の

ご理解をいただきたい、このように思っておりま

す。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 今、市長が言われてることは私も理解をして質

問しているつもりではあるんですけれども、それ

で、せっかくそういうふうに市長がマニフェスト

として発表されたことに対して、市民が本当にそ

れをどう思ってるかという、中間評価ですから、

そこなので市民の思いを、一人でも多くの人の思

いをやっぱり評価として入れていただきたいとい

う思いで先ほどの質問をさせていただきましたん

で、またご理解をお願いしたいと思います。 

 それでは次に、２番目のスポーツ立市構想に行

きたいと思います。 

 西予市スポーツ立市構想ということで、よく耳

にはするんですけれども、その構想に対して、今

西予市が合併して１１年目というふうになりまし
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たけれども、スポーツ立市の構想を打ち立てられ

たイメージに対して、今どのような現状だと認識

をされておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ただいまスポーツ立市構想に対

して現状、どう評価し、どうイメージしているか

という点についてを質問があったと思います。お

答えいたしたいと思います。 

 西予市のスポーツ立市構想、それから振興計

画、これは市政における少子化対策、高齢化対

策、過疎化対策の一つと位置づけられておりまし

て、スポーツを通しまして市民の皆さんに生活に

新たな喜びや輝きを見出していただき、それとと

もに２０１７年のえひめ国体を見据えた国体選手

の育成も視野に入れたスポーツによるまちづくり

運動を目指して、平成１９年３月に作成したもの

でございます。 

 計画のもともとの理念がございますけれども、

３つ含まれておりまして、１つは仲間や指導者と

の交流による青少年の健全な育成、２つ目が心身

両面にわたって健康で明るいまちづくり、３つ目

が市民の交流と新たな連携促進による地域の活性

化、こういう３つの思いが含まれております。 

 スポーツの意義や価値を市民が共有しつつ、豊

かな生活を営むことができる地域社会を目指す

と、こういう方向、基本的な方向性を定めており

ますけども、この方向性については、市民の皆様

にも一定の理解を得ているのではないかと思って

いるところでございます。 

 ただ、計画の目標が達成されまして、スポーツ

活動、こういうものが活性化したかという点につ

きましては、現状非常に厳しい状況にあるという

ふうに私も認識いたしております。 

 計画には基本目標を定めておりますけれども、

これも５つ定めてございます。１つが生涯スポー

ツの普及、２つ目が競技スポーツの振興、３つ目

がジュニアスポーツの充実、４つ目がスポーツ施

設の整備、活用、それから５つ目として総合地域

のスポーツクラブ、総合型の地域スポーツクラブ

の設立、こういう目標を掲げまして、スポーツ関

連団体の皆様方との連携と協力を得ながら関係事

業を推進してまいったのが現段階でございます。 

 しかし、これを見てみますと、全国的な傾向と

これも同様なんですが、本市におきましても、毎

日スポーツや運動をする人と、ほとんどしないと

いう人の二極化が非常に進んでまいりました。実

例で見ますと、市民体育祭や各地域の体協さんの

ほうで主催していただいておる大会、また各種の

生涯スポーツのイベントにおいても、選手といい

ますか参加者の皆さんが固定化してきたというに

思います。それと、予測を超える高齢化も重なり

まして、どうしても競技スポーツ、生涯スポーツ

が全市的に広がっていかないというような厳しい

現実を認めておるところでございます。 

 この点につきましては、外部的な要因だけでは

なく、年度ごとに事業実施計画の目標管理を行う

内部組織体制にも問題はなかったんだろうかとい

う反省すべき点もございます。ただ、スポーツの

楽しさや健康づくりに対する効果は、一般市民の

レベルでも十分ご理解いただいてるとも思います

ので、これ計画目標年度、平成２９年ですが、あ

と２年少しになります。これまでの課題を整理し

ながら、国体というビッグイベントがありますの

で、イベントの効果も活用しながら、課題整理し

ながら活用、努力してまいりたいと思っておると

ころでございます。そういう認識でございます。 

 以上でございます。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 スポーツ立市構想という、そ

の言葉のイメージと実際に我々が、市民の人たち

が感じているイメージというのがかなりギャップ

があるんじゃないかなというふうに感じておるわ

けですけども、そういう中でｔｏｔｏの助成によ

る総合型地域スポーツクラブ、そういうのも全国

的にも進められておられますし、西予市にも３つ

できて、もう助成は終わったんですよね、全部。

その会員数を見てみたときに、全然ふえてないん

じゃないかなと。私も過去の委員会等でもご質問

をしたと思うんですけども、これ所管になります

んで、また時間もちょっとありませんので、また

委員会のほうで詳しいことはご質問したいと思う

んですけども、まだできていない城川、明浜等の

ことを考えたり、今後の地域型スポーツクラブの

運営の方法というふうなことを考えたときに、県

内のいろいろ見てたら、ＮＰＯにして実施されて

るところもかなりあるということで、それが本当

の自立したスポーツ型のクラブになるんじゃない

かなと私も感じとるんですけども、そういうふう

なところに変更ができるのかできないのか、そこ

だけちょっと１点、お伺いしたいと思います。 
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○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ご質問、総合スポーツクラブ

の、どういう方向で市民運動、市民スポーツをど

ういうふうに活性化するかというご質問だったと

思います。私のほうの通告にいただいてる内容と

は少し変わるんですけれども、その前に、スポー

ツ振興計画が市民が知っているのかと、十分理解

しているのかというようなご質問もあったかと思

います。 

 計画策定の際に、構想が理念と目標を掲げるに

とどまった構想であったということが一つ言える

と思います。余りスポーツに関心のなかった方

に、やはりアピールする力が弱かったんじゃない

かなという問題もございます。実際、計画作成の

際にアンケートを実施いたしておりますが、スポ

ーツを全く行わなかった方、年に数回しか行って

いないという方が５割程度いらっしゃいました。

さらに、その内容を見てみますと、散歩、ウオー

キング、軽い体操、こういう種目が上位を占めて

おりましたので、やはり既存スポーツの枠を超え

た対策が必要であろうというふうに思っておると

ころでございます。 

 総合スポーツクラブに対しては、地域が主体と

なって自立したスポーツをという基本理念はござ

いますけれども、確かにおっしゃったとおり、参

加、会員数が非常に伸び悩んでおるという現状が

ございます。 

 参考までに、委員会ということでもございまし

たけれども、数値が、宇和の文化の里のスポーツ

クラブが１４６人、三瓶スポーツクラブが１６２

人、のむらスポーツクラブが６５９人でございま

す。計画では、このスポーツクラブに参加する会

員数を１０％程度にという大きな目標がございま

すが、現状では２．３％程度にとどまっておるの

が現実でございます。 

 スポーツ自体、非常に大きく捉えると、軽スポ

ーツであり、ニュースポーツであり、競技スポー

ツであり、大きく捉えるといろんなイメージがで

きると思いますけれども、この内容についてもう

少し、どうすれば市民の方々がもう少し参加しや

すい、スポーツクラブにも参加しやすい形で運営

できるかということは、今後の反省を踏まえた検

討材料とさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 この地域型スポーツクラブにつきましては、先

ほど言いましたように、委員会のほうでもう一回

ご質問をしますんで、今のに加えて西予市体協と

の総合型スポーツクラブとのかかわり等も質問を

させていただきたいと思いますんで、調べとって

もろうたらと思います。 

 それと、次に、ボランティアについてちょっと

ご質問したいんですけども、ボランティアについ

ては今までも地域包括ケアシステムとか元気な高

齢者とか、そういうふうなときにもご質問はしと

るんですけども、いま一度西予市民のボランティ

ア活動への関心度ということで質問をさせていた

だきたいと思いますが、今市民のボランティアへ

の関心度はどのぐらいあるのかというふうに把握

されとるのかをお伺いをいたします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいまの二宮議員のご質

問、市民のボランティア活動の関心度についてお

答えをさせていただきます。 

 ご承知のとおり、ボランティア活動とは、個人

や団体がほかの人々や社会のために、自発的、自

主的に行う公益的な活動でございます。昨年の１

２月の定例議会の答弁の中でも触れさせていただ

きましたが、市内全域全てについての把握は困難

ではありますが、福祉事務所における地域づく

り、福祉、教育関係を対象範囲とした実態調査で

は、市内で２１７団体がさまざまな形でボランテ

ィア活動を実施されている状況であります。 

 活動分野別に整理してみますと、福祉・保健・

医療分野では１１２団体と最も多く、環境保全分

野が４８団体、まちづくり分野が４３団体、文

化、芸術、スポーツ分野が４２団体、その他１２

団体といった内訳となっております。 

 また、平成２５年でございますけれど、市内に

在住します２０歳以上の市民２，０００人を対象

に実施しました地域福祉に関するアンケート結果

においては、回答者の約７割が住民活動や地域福

祉活動にかかわれているとの結果となりました。

このことからも見まして、市民のボランティア活

動への関心は高いほうであると感じております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 今、２１７団体でというふうなご答弁をいただ
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きました。また、幅広い部門にまたがってるとい

うこともお伺いをいたしました。基本計画を見て

も、学校教育であったり、公園緑地であったり、

青少年育成であったりという、これ附箋つけとる

この項目に全てボランティアという言葉が書いて

あるわけですけども、阪神・淡路大震災とか東北

の震災以降、特に日本人のボランティアへの意識

というのはかなり高まってきているというふうな

ことで、今後の少子・高齢化で日本の行く末を見

たときに、やっぱりボランティア意識が高くなる

ということが、その町の生き残りにもつながって

くるんじゃないかなと思うんですけれども、た

だ、市民の人が、自分は思っても、じゃあどこに

何を私はボランティアできるのといったときに、

それがわかりにくいんじゃないかなというのが今

の西予市の体制なんじゃないかなと思うんですよ

ね。ですから、いろんな分野にあるボランティア

を、交通整理できるような担当窓口、僕の一番希

望するのはボランティア課とかボランティア係と

か、そういうなわかりやすいのがあるといいんじ

ゃないかな思うんですが、そういうふうな取り組

みはどういうふうにお考えなのかちょっとお伺い

をしたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の市役所内でのこれ

からの取り組みについてかなと思っております。

お答えさせていただきます。 

 先ほど答弁いたしましたとおり、市内には個

人、団体を問わず、さまざまな分野でボランティ

ア活動が展開されており、市では個人、団体、そ

れぞれの活動目的に応じ、担当課が相談や支援を

行っております。しかしながら、活動目的が決ま

っていないがボランティアには興味、関心がある

という方へのサポート体制は整っていないのは議

員おっしゃるとおりの現状でございます。 

 ボランティア活動を行いたい方に対して、ボラ

ンティアの心構えや基礎知識、市内ボランティア

コーディネート組織の紹介など、今後のボランテ

ィア活動を行う上で必要となる基本的な情報を提

供するとともに、ボランティアに関する相談等、

市民の皆さんのボランティア活動のサポートを一

元的に行える体制整備は必要性は感じておりま

す。 

 今後は、ボランティア活動を初め、これから地

域や社会のための市民活動を始めようと考えてい

る市民の思いを育てるために、さまざまな情報を

総合的に案内できるよう関係課と検討してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 いろいろ今までのご丁寧なご

答弁があって、ちょっと時間も押してきましたん

で、また大学生の来るまち発信、次の、これにつ

いては次回または委員会ということで、ちょっと

飛ばさせていただきたいと思います。 

 最後に、今のボランティアもちょっとかかわる

んですけれども、事業と組織のバランスについて

という中の、縦割りの行政組織で対応できない事

業についてというふうなことで、今のボランティ

アもいろんな課にまたがるというふうに言われた

んですけども、そのほかにおいても、今現在の西

予市を考えていくときに、前回も質問をしました

住民自治組織のあり方でありますとか、防災や減

災の取り組み、そして何回も質問しております地

域包括ケアシステムの構築等を考えたときに、や

っぱり一つの課では全然できない。いろんな課が

かかわって初めて前に進んでいくというふうなこ

とを考えたときに、今の縦割り組織といいます

か、それでもっと工夫が必要なんじゃないかなと

いうふうに感じてる部分が多いんですけども、た

くさんありますんで、その中でも私ずっと以前か

ら思ってた今回、将来の医療行政ということで質

問をさせていただきたいと思います。 

 西予市民病院ができたときに、西予市民病院で

地域医療もやるんだみたいなことをお伺いしたと

思うんですけども、私もかなり期待をして完成を

待って、実際に今市民の方も喜んで診察に、入院

にということでお役に立っていると感じておるん

ですけども、また野村病院との役割を明確にし

て、市民の医療ニーズにも十分応えていただいて

るというふうには思います。 

 また一方で、旧４町にありました診療所、この

診療所につきましては、ここずっと数年の間で医

師不足から閉鎖をされたり、また診療形態が変わ

ったり、地元住民の医療行政の不満とか不安とい

うふうなことも、そういう声も大きくなってるの

も事実であります。 

 私たち市民から見たら、２つの市民病院も診療

所もお医者さんがおる医療機関なわけですよね。

でも、行政側から見たら、市民病院は公営企業部
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であり、診療所については市民課、健康づくり推

進課等がかかわっておられたり、そして地元の支

所の福祉課もかかわっておられると。そして、休

日の当番医とかという民間医療のお願いしてる部

分については、健康づくりとかね、そういうふう

ないろんな部分で医療という行政に行政のほうが

かかわっている、そこを何とか一本化できないの

かなと。僕の希望ですけども、西予市民病院がで

きたときの感じからいうと、西予市民病院を中心

として、市民病院なんですから、そこから医者不

足の問題も含めて、あと診療所の今の、ここはた

くさんあるけどもこっちにはないよというふうな

ところも公平感ですよね、そういうところも西予

市民病院が中心になって、地域医療として配分と

いったら変ですけども、ネットワークをつくって

いただくというふうなことができれば、もっとも

っといいんじゃないかと思いますし、もう一つ、

今から来る痴呆の問題ですね、痴呆症の、在宅介

護や認知症対策、そして２４時間の見守り対策の

中の医療の部分というふうなことを考えたときに

も、やっぱりそういう一本化というのが僕は一番

大事じゃないかなというふうに思うんですけど

も、今後の医療行政に対してのお考えをまずお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、二宮議員の将来の医療行

政についてご質問がございましたので、私のほう

からご説明をさせていただきますが、今お話があ

りましたとおり、医療、いろいろ所管するそれぞ

れの課が違ったり云々するという体制的なところ

をまずご説明しますけれども、市立西予市民病院

と市立野村病院は公営企業部でございますし、国

民健康保険直営の診療所、歯科診療所を含めて８

カ所ありますけれども、これは市民課及び各支所

の生活福祉課が担当しております。また、民間医

療機関との賃借契約した５カ所の診療所は健康づ

くり推進課、各支所の生活課がやっておるという

ような事務的なことで、このように分かれており

ます。 

 このような背景は、ご案内のとおり、旧町時代

の地域医療に対する考え方を引き継いでおりまし

て、それを今維持しておるところでもございま

す。両市立病院については公営企業法がご案内の

とおり適用されておりますし、診療所は国民健康

保険の適用を受けとるわけでございまして、それ

を一つで今するということの、いわゆるごちゃま

ぜにすることは私はできないと、このようにも思

っております。 

 しかし、現実的に見ますと、市立野村病院の場

合は、野村、城川の診療所に医師を派遣いただい

ておるわけでございまして、また市立西予市民病

院、ことしから狩江診療所に医師を派遣いただい

ておったりいたします。そういう意味では、連携

が少しずつ進んでおるんかなと、このように思い

ますが、ただ西予市民病院や野村病院の医師と診

療所の医師というのは、地域医療に関する考えが

全く異なってまいりますので、実質的な交流は基

本的には難しいと、私はこのように思っておるわ

けでございます。 

 だから、あくまでも大切なことは、病院と診療

所との信頼関係をなお一層深めていくということ

でございますし、また福祉分野との連携というこ

ともあります。先ほど市民病院ができたときの考

え方とちょっと違うなと言われましたけども、実

は地域連携室をつくっておりまして、退院される

方々については福祉のそれぞれの、例えば介護施

設等々どこ行くか、または紹介された開業医の先

生と連携をしながらする地域連携室を両病院につ

くらせていただいて、非常にそれが効果を今上げ

ておるということもございます。また、福祉との

連携は今後とも、今二宮議員のおっしゃった中に

もヒントがございますけども、地域包括支援のシ

ステムをなお一層深めていくというのが重要な要

素になると思っておるわけでございます。 

 したがって、地域医療の連携を今後とも、なお

一層深めていくという方法でかじを握らせていた

だいたらと思っておりますが、事務的な問題につ

きましては、それぞれ分かれとるとこは淡々とや

りゃええことで、これは簡単なことでございます

から、それを統合することは不必要だと私は思っ

ております。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 済いません、時間超過しまし

た。いろいろご答弁ありがとうございました。ま

た時間内にしっかりおさまるような質問を考えて

やっていきたいと思いますんで、よろしくお願い

します。本日はありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時２９分） 
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○議長 再開いたします。（再開 午前１０時４

５分） 

 次に、７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ただいま議長の許可をいただき

ましたので、９月の定例会の一般質問をさせてい

ただきます。 

 まずは、野村で開かれました５月３日の朝霧マ

ラソン、川内優輝選手が参加していただきまし

て、３，０００人近くの選手が走っていただきま

した。この大会、私も今回初めて民泊を受け入れ

まして、２人の方が、松山の方ですけど、とまっ

ていただきました。その方、ちょっと障害のある

方でしたので、私も心配しとったんですけど、帰

る間際に来年も走りたいから、ここへ泊まりたい

というご指名をいただきました。私もぜひどうぞ

ということでしましたけど、この民泊、今進めて

おりますのが２年後に行われます野村の国体の相

撲の民泊の受け入れ、これにもつながっとると思

いますので、ここの場をかりて宣伝させていただ

きましたが、それとあと８月３１日にラジオ体

操、これは野村小学校の統合記念ということで、

一番最後の日にラジオ体操が野村町に来るという

ことで、市長以下教育長、副市長も来ていただき

ましたが、本番は１０分程度でしたけど、その後

に約２０分ぐらい西川先生ですか、体操の方がラ

ジオ体操の正式なやり方ということで、かなり丁

寧に、そして一つ一つの動作に意義があることを

教えていただきまして、残られた方が１００人近

くまだいたと思うんですけど、その方はラジオ体

操ってこんなに厳しかったかねということで、や

はりそういったことで、今の健康づくり、それに

対しての市民、町民はそういう方向に、やはり健

康で長生きしたいという方向でしとるんじゃない

かと思います。 

 それから、先ほど宇都宮議員が質問されたとき

に、市長の答弁がありましたように、あさって日

曜日、第２回サイクリングｉｎ四国西予ジオパー

クが開催されます。また二重の宣伝になりますけ

ど、近隣の市民の皆さんには、ご迷惑をおかけす

るとともに、応援のほうをぜひお願いしたらと思

います。 

 そういったことで、このような、先ほども申し

ましたように、健康づくりには市民一人一人が、

自分も健康で長生きしたいなという思いがあろう

かと思います。そういった意味も含めまして、ま

ず介護保険についての質問をさせていただきま

す。 

 介護保険が始まりましたのが平成１２年度と伺

っておりますけど、この介護保険は住みなれた地

域に自分らしい生活ができるというのが目標だと

聞いておりますけど、これが３年に１度の改定の

たびに値上がりしております。この始まってから

の保険料の推移をまずお伺いします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、兵頭議員のご質

問、介護保険が始まってからの保険料の推移につ

いてお答えをさせていただきます。 

 議員ご承知のとおり、平成１２年に介護保険制

度が誕生しまして１５年がたちました。最初の３

年間、つまり平成１２年度から１４年度までの第

１期介護保険事業計画期間における保険料月額の

基準額は、明浜町３，１１８円、宇和町３，００

０円、野村町２，６００円、城川町２，３１７

円、三瓶町２，８００円でございました。ただ

し、始まったばかりの平成１２年度と１３年度の

保険料は段階的な負担軽減が図られておったとこ

ろでございます。 

 この後も基準額でお答えさせていただきます。

続く平成１５年度から１７年度までの第２期計画

期間は、明浜町３，１３６円、宇和町３，２００

円、野村町３，２００円、城川町２，７７５円、

三瓶町３，０５０円となりましたが、合併に伴

い、平成１６年度と１７年度は３，１００円に統

一されております。 

 その後、平成１８年度から２０年度までの第３

期では３，８００円、２１年度から２３年度まで

の第４期が４，１００円、２４年度から２６年度

までの第５期が４，７００円、そして本年度から

２９年度までの第６期が５，６００円となってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 平成１２年度はまだ合併されて

おりませんでしたので、合併してからいいます

と、合併当初が３，１００円で統一されたという

ことで、今５，６００円ですから倍まではいきま

せんけど、そのように毎回見直しのたびに値上が

りしとるというのが現状です。 

 また、これ全国平均では５，５１４円、愛媛県

では５，５９９円にことしの４月からなっており
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ます。この１０年後、団塊の世代が７５歳になら

れるときに、２０２５年ですが、基準月額が全国

平均で約８，２００円、それから県のほうで試算

で約８，６４１円になろうという、大幅増の予想

がされておりますけど、どうしてこのように値上

げになっているのか、その原因がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の保険料が値上げに

なる原因についてでございますが、事業計画期間

中の３年間に必要な費用、その大部分が介護給付

費とはなりますが、この必要総額の２２％を６５

歳以上の第１号被保険者の介護保険料によって賄

うことと定められております。年間五十数億円と

いう介護保険の費用の２２％、本市の場合です

が、第１号被保険者に所得段階に応じて負担して

いただき、残りは国、県、市の公費負担と４０歳

から６４歳までの方に保険料を負担していただく

という計算式となっております。したがって、介

護サービスの利用が進み、その結果介護給付費が

膨らみ続ければ、それに応じて保険料も上昇せざ

るを得ないという状況になっております。 

 西予市における被保険者１人当たりの介護給付

費は、県内市町の平均と同額レベルですが、言う

までもなく、これを抑制していく取り組みが国を

挙げて急がれているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 この値上げになる原因はそうい

う説明がありましたけど、これ高齢化率とか要介

護の認定率が高い地域のほど保険料が上がるよう

な傾向に見られるというのは記事を見たことあり

ます。 

 また、昨日新聞に、けさの新聞ですね、載っと

りましたけど、２０１４年度の概算、国全体の医

療費が４０兆円を超えるというな新聞に出ており

ました。また、これ１人当たりが３１万４，００

０円で、７５歳未満でいいますと２１万１，００

０円、７５歳以上になりますと９３万１，０００

円、１人当たりかかっとるということでございま

す。このように、やはり高齢になるほど、どうし

ても医療費が高額になるのではないかと思います

が、この高額になる医療費、これの対策はあるの

か、まずお伺いします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の保険料の上昇を抑

制する対策についてでございますけれど、先ほど

宇都宮議員への答弁にて、本市の要介護認定率が

２０．４％だと申し上げました。その半数を占め

る軽度認定の方々への自立支援の充実強化、また

要介護状態となるリスクの高い方々も含めた介護

予防や日常生活支援のさらなる取り組みが、介護

給付費の抑制につながっていくものと考えており

ます。その道筋は、国が新しい総合事業として市

区町村へ投げかけたところでもございます。 

 高齢者の皆さんが地域の中で安心して暮らし続

けられるよう通いや集いの場、生活支援サービス

の提供など、元気な高齢者の方も担い手となりな

がら地域の中で仕組みづくりを行っていくこと、

そのためにもより多くの皆さんの健康寿命を延ば

していく地道な取り組みが重要となってまいりま

す。 

 これらに加えまして、本市では認知症対策も重

点テーマとしまして、地域の包括ケアシステムの

構築に向け、いち早い対応を目指しているところ

でございます。このような道のりが強いては保険

料の上昇を抑制する確かな手だてになるものと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 確かに健康寿命を延ばす、これ

一人一人が、自分自身のことですので、自分で目

覚めながら高齢化社会を乗り切る、それ以外にな

いと、基本的には私もそういうふうに考えており

ます。 

 そのことを踏まえまして、次に、健康づくり推

進についてお伺いしますが、先ほどありましたよ

うに健康寿命、平均寿命、これの説明を伺いま

す。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 健康寿命と平均寿命の定義

かと思いますけれど、まず平均寿命でございます

が、厚生労働省が毎年発表しています簡易生命表

で明らかにされておりまして、年齢別死亡率をも

とに、各年齢の男女があと何年生きられるかを示

す平均余命を算定したもので、したがいまして０

歳児の平均余命が平均寿命となっております。 

 次に、健康寿命でございます。健康寿命とは、

日常的に介護を必要としないで、日常生活が制限

されることなく、自立した生活を送ることができ
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る期間のことをいいます。生活の質を重視する考

え方に基づきまして、世界保健機関が平成１２年

にこの概念を公表しております。平均寿命から介

護や病気で寝たきりの期間、いわゆる自立した生

活ができない期間を引いたものが健康寿命となり

ます。例えば、８５歳まで生きたとして、介護に

５年、入院に５年を要した場合は、健康寿命は７

５歳となります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 健康寿命、平均寿命、平均寿命

はご存じのように男性が約８０歳、女性が８７歳

というふうに統計で出ております。また、健康寿

命、私の調べたところによりますと、男性が約７

１歳、女性が７４歳であるということなんです

が、この、男性が９歳、それから女性が１３歳、

この間が介護が必要になるというな考えになろう

かと思います。この平均寿命と健康寿命、いかに

縮めるかによって、これからの介護保険料の金額

も変わってくるのではないかと思います。 

 そこで、健康寿命を延ばすために、高齢者向け

の健康づくりを目的とした教室があると思います

が、そのグループと数、それから人数を伺いま

す。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいまのご質問にお答え

いたします。 

 まず最初に、健康寿命を延伸していかなければ

ならない、そのために少し具体的な取り組みをご

紹介させてもらったらなと思います。 

 保険事業でございますけれど、特に各種検診の

取り組みの充実や重症化予防、健康増進のための

若い世代を対象とした水中運動教室、介護予防事

業などを行っております。また、今年度策定しま

す第２次西予市健康づくり計画では、健康寿命の

延伸を最重要目標ともしております。明らかにな

っている健康課題から、生活習慣病、筋・骨格筋

系疾患、心の健康を３本柱として、現在その対策

の検討を行っているところでございます。 

 ご質問の高齢者向けの健康づくりでございます

けれど、このことにつきましては、地区を担当す

る保健師が行う健康相談や健康教育のうちに、主

に６５歳以上を対象に実施する介護予防を目的に

行っていることについてご説明をさせていただき

たいと思います。 

 平成２６年度の健康相談は、合計で３５０回、

４，４３０人に実施をしております。健康教育

は、先ほど申しました水中運動教室や男性の料理

教室など合計で約５８０回の７，３６０人となっ

ております。グループ活動としましては、社会福

祉協議会や老人クラブがいきいきサロンのリーダ

ーを中心に自主的な集まりを開催しておられます

ので、こうした機会に保健師や栄養士が健康づく

りについて協力を行っているところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今の取り組み、確かに職員がや

っとる取り組みもありますし、そして先ほど二宮

一朗君の質問の中にもありましたボランティア関

係、ＮＰＯ関係、こういった取り組みもあろうか

と思います。 

 それで、高齢者向けに対してのＮＰＯやボラン

ティアが絡んだ活用があるのか伺いたいと思いま

す。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問のＮＰＯやボランテ

ィアなどの活用でございますけれど、まずボラン

ティア組織では、食生活改善推進協議会員と食育

推進計画の協議や活動、そして小学生を対象とし

た健康教育などで連携した活動を行っているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、ＮＰＯ法人等の活用につきまし

ては、残念ながら現在はございません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ボランティア、簡単に言います

けど、私自身も野村におりますけど、こういう高

齢者向けのボランティア自体は私もまだかかわっ

てないんですけど、このボランティア、やはり民

の力といいますか、これを利用する上手な施策を

これからもとっていただいたらと思います。 

 次に、また同じのむらスポーツクラブについて

お伺いします。 

 私の地元にのむらスポーツクラブ、会員数先ほ

ど教育長がおっしゃいましたけど約６５９名、こ

れ設立当初から余り変わっておりません。教育長

もおっしゃいましたが、少子・高齢化などにより

現状維持が精いっぱいのところであります。この

のむらスポーツクラブも健康づくり教室等を開催
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しておりますが、その数と人数がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 兵頭学議員におかれましては、

のむらスポーツクラブの運営等に深くかかわって

いただき、住民の皆様の健康づくりにご尽力、ご

指導を賜っておりますこと感謝申し上げます。 

 のむらスポーツクラブで健康づくり教室を開催

している団体数とその人数ということでございま

すが、のむらスポーツクラブにおかれましては、

いきいき健康体操野村教室、のむらノルディック

夢クラブ、また最近市内の各イベントで活躍され

ておりますフラダンス愛好会「ミノアカ」など１

３団体が活発な活動をされており、会員数は約２

２０名でございます。 

 以上でございます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 １３団体２２０名、かなりの数

だと私は思っておりますけど、こののむらスポー

ツクラブ、ご存じのように来年３月ｔｏｔｏの補

助が打ち切りになりまして、今の段階ではどうこ

う言えるあれではないんですけど、今事務員を１

人雇うとりますし、その活動がこのままいけば停

止するような影響もあろうかと思いますが、その

影響をどの程度になるのか、わかればお教えいた

だいたらと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 スポーツ振興くじ助成金、通称

ｔｏｔｏといいますが、ｔｏｔｏにおける総合型

地域スポーツクラブ活動助成とは、地域における

運動、スポーツの活動の拠点であり、地域住民の

皆様の交流の場となる総合型スポーツクラブの設

立及び育成の促進を図ることを目的として創設さ

れたものでございます。 

 クラブ設立に当たっては、地域の特性、周辺環

境を考慮の上、将来的に助成金に頼ることなく自

立した活動が行われるようにすることが助成事業

の性質でございます。 

 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業及び総

合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業

において、助成、初年度から継続５カ年度までの

間、助成が受けられるという事業でございます。

また、ｔｏｔｏの助成金の１０％相当分を西予市

も支援してきたところでございます。 

 のむらスポーツクラブにおかれましては、クラ

ブ設立以来、スポーツの推進はもとより、地域づ

くり活動としての保育所、幼稚園、中学校の芝生

の管理、こどもの日祭りの展開、健康づくり活動

など行政ではなかなか手の届かない地域に根差し

た活動を実践していただいており、改めて感謝し

ているところでございます。８月３１日に行われ

ましたラジオ体操の公開放送におきましても、６

００人を超える市民の皆様がお集まりいただいた

のものむらスポーツクラブの存在が非常に大きか

ったものだと感じているところでございます。 

 ご質問のとおり、のむらスポーツクラブにおか

れましては、本年度がｔｏｔｏの助成金を受ける

ことのできる最終年度となるわけでございます。

来年度からは、現在のところ、宇和と三瓶にあり

ますスポーツクラブと同様に、西予市総合型スポ

ーツクラブ育成振興補助金５万円を市から支援さ

せていただくという予定でございますが、のむら

スポーツクラブに限らず、各スポーツ団体が実施

される個々の事業につきましては、個別に検討さ

せていただきたいと考えているところでございま

す。 

 自分の健康は自分で責任を持って活動を続けよ

う、一緒に運動する仲間とともに楽しく運動しよ

うというような会員の皆様からの非常に前向きな

意見もあるとお聞きしているところでもあります

ので、会費等、補助金以外の財源確保も十分にご

検討いただき、引き続き健康づくり活動を積極的

に展開される中で、地域の皆さんの健康づくりに

対しましてもご指導、ご協力をお願いするところ

でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 確かに宇和町から三瓶町、この

スポーツクラブがありました。５年たてばｔｏｔ

ｏからの補助金はないということで、これはもう

わかっとることですので、これ以上の質問はない

わけですけど、個別に検討をするということです

ので、のむらスポーツクラブ、健康づくりのほう

には非常に力を入れております。 

 また、三好市長、９月１日の補正予算の説明の

中で、地方創生元年であるということを言われま

して、その中に民の力を活用し、官民一体となっ

て取り組むというような地方創生の話をされまし

たけど、まさにこの健康づくりも官民一体の体制

が必要ではないかと思います。そこら辺の所見を
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伺ったらと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ご質問の健康づくりも官民

一体の体制が必要ではないかというご質問でござ

いますが、市では保健事業としまして市民の健康

づくりの推進を行い、栄養、運動、休養の観点か

ら実施をしております。官民一体での取り組みは

大変重要であり、さきに答弁しましたように、栄

養、食育では、食生活改善推進員がともに活動を

していただいております。特に、健康づくり、体

を動かすことに視点を置きますと、のむらスポー

ツクラブではヨガ、健康体操などさまざまなメニ

ューを開設し、それぞれの嗜好、体力に合った教

室を選んで、気の合う仲間と継続して取り組むこ

とができる運営は、行政だけでは行き届かない市

民の健康づくりに大いなる貢献をしていただいて

おるものと思っております。 

 今後もそれぞれの立場から知恵を出し合える官

民一体のつながりを重視した健康づくりを推進し

ていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 横山部長の答弁の中に、行政だ

けではできないという答弁もありました。実際、

ボランティアを活用した民の力も必要になろうか

と思います。今後ともその方向に進むように要望

して、この質問を終わらせていただきます。 

 次に、２番、ふるさと納税についてですが、昨

年、私３月やったと思いますけど、一般質問の中

で、ふるさと納税を質問しましたが、その当時の

ホームページから比べますと、本当に数段上に見

やすくなりました。寄附実績なども記載していた

だいておりますし、本当に以前に比べたらよくな

ったなあと感心しておるところでございますが、

お礼の品もまた１万円から３万円が１１セット、

それから３万円から１０万円が１５セット、１０

万円以上が１１セットの品ぞろえもあり、本当に

ふえたなと思っております。 

 その中に、西予市の場合、宇和の米どころもあ

りますし、その他おいしい米がたくさんあろうか

と思いますが、そこの中にお米がないのが不思議

でなりませんが、米が掲載するのかせんのか、そ

の辺をお伺いしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 兵頭議員にお答えいたしま

す。 

 各議員もそうなんですけれども、ふるさと納税

に非常にご関心いただいて本当にありがとうござ

います。 

 なかなか私が着任した当時、５月でございまし

たが、初めての議会の場でも、市長から非常に真

面目な取り組みをし過ぎてきたと、もう少しやん

ちゃなこともしなければならないというお話がご

ざいました。１年間いろいろすったもんだして、

やんちゃなことやっぱりなかなか市としては今ま

であまりやったことがないので、冒険をしないと

いう風土があったわけですけれども、何とかここ

まで持ってこれたなと。正直、私個人としては不

満なんですけれども、何とかここまで持ってこれ

たなというふうに思ってございます。 

 関係ない話は置いといて、お米のお話でござい

ますけれども、ふるさと納税、地方公共団体にと

って有力な収入獲得、情報発信の手段としての効

果が期待しているわけでございますけれども、そ

の多くは寄附方法の多様化、返礼品の充実、情報

発信の強化等々進めているところでございます。 

 きのうの松山議員への答弁でも申し上げました

けれども、今議員からもご紹介ございましたが、

ホームページも大胆にリニューアル、正直私はい

ろいろ不満があるんですけれども、これでも頑張

ってやったところでございます。この効果もあっ

て寄附件数がふえているところでございます。 

 長々前段話しましたけれども、お米でございま

すけれども、現地の特産品のセットとしてでござ

いますけれども、単体での産品セットではござい

ませんが、セットの中に入っている状況でござい

ます。重いお米が自宅まで届くという利点も手伝

って、ふるさと納税の返礼品としては、ほかの地

区でございますけれども、非常に人気が高いとい

うことだそうでございます。 

 県内有数の米どころであります当市にとって、

産品のラインアップに加えることは必要であろう

というふうに考えておりまして、新米がとれてな

いので、新米がとれてからやりましょうというこ

とで考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 新米がとれてからという返事で

したけど、よそによりますと、収穫次第郵送しま

すとかという表現もありますので、そういった方
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向も考えていただいたらと思います。どちらにし

ても、新米が出ましたら載せるということですの

で、ぜひそのほうに進んでいただいたらと思いま

す。 

 また、同じくそのホームページの中に、寄附者

に使い道を選べる、選択するコーナーがございま

すが、この選択の中、どの選択が一番多いのか、

まず教えていただけたらと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ふるさと納税の使い道につ

いてのご質問がございましたけれども、現在、寄

附者が６つの項目から選べるというようになって

ございます。 

 一番希望が多いものは、市長にお任せまちづく

りでございます。市長が必要と認める事業に使っ

てほしいと希望される方が、本年度当初から８月

末までの人数で約４０％程度となってございま

す。次に、多く希望されているのが、環境や景観

保全、医療、福祉、子育て支援に財源を充てる人

も自然も環境も元気で安心できるまちづくりで、

約３０％でございます。 

 このように、寄附者自身が使い道を選んでいた

だくということで、寄附という形で地域貢献をよ

り身近に感じていただくことにつながっているも

のと、このように考えています。 

 そのようなことに鑑みまして、使い道具体化、

多様化させるような見直しなどもあわせて行って

まいりたいというふうに思っているところでござ

います。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 何でこの質問をしたかといいま

すと、例えば八幡浜さんとか宇和島さんは、この

同じように６つぐらいあるわけですけど、その選

んだところの結果報告まで出されとるわけです。

この環境に何百万円使いましたよとか。これは、

昨日松山議員が質問された中で、大平部長がポー

タルサイトの今回載せてるふるさとチョイスです

かね、あれに載せてから一見さんが多くなったと

言われましたけど、その一見さんも言うたら継続

的なリピーターにしようと思えば、やはりそうい

う選ぶだけではなしに、選んだらこれだけここに

使いましたよとかという、そういうサイトも簡単

に載せれると思いますので、その辺載せるつもり

があるのかお伺いしたらと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 この制度というのは、正直

おもしろいことをやったら勝ちだというような状

況にございます。私どもの市役所側というのは、

殊に公務員というのは非常に頭のかたい人たちが

多ございまして、なかなかこういったところ前向

きに進まないわけでございます。 

 ですので、企画財務部は、今年度から１年生を

この担当に充ててございます。この若い発想でや

っていっていただくように今頑張っているところ

でございまして、ご指摘といったところも含めま

して、私個人としてもそもそも不満だらけでござ

います。そういうこともあって、役所の中の調整

がなかなかうまくいかないところもありますけれ

ども、頑張っていきたいなと、このように考えて

いる次第でございます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ぜひその１年生に期待するとこ

ではありますが、こういうふるさと納税、お礼の

品を贈るということ自体が、やはり地域おこしに

もつながりますし、ぜひ宇和島さんまでいかんで

もええんですけど、かなり売り上げを伸ばせれる

ようなホームページ、ぜひまた改革をしていただ

いたらと思います。 

 それでは次に、マイナンバー制度についてお伺

いします。 

 先ほどの二宮一朗議員が同じような質問をされ

まして、ちょっと一点気がついたとこというか、

私のほうから質問ですが、このマイナンバー制度

の中で、セキュリティーはどうなっているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

のマイナンバー制度に関係してのセキュリティー

対策はということでございますけれども、ご存じ

のように、日本年金機構の個人情報流出問題をき

っかけとしまして、マイナンバー制度においての

運営上の不安というふうなものがあるところでご

ざいます。 

 今回、各機関で情報連携することによります個

人情報は、各関係機関で管理したものは引き続き

それぞれの機関で管理をする、必要なときに必要

な情報だけを随時やりとりをする分割管理の仕組

みが採用されております。特定の機関におきまし

て一元管理されることはありませんので、個人情

報がまとめて流出するというふうなことはないと
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いうふうに考えているところでございます。 

 ただし、当市が所管します各業務に係る市民等

の個人情報については、当市のシステムやサーバ

ーで管理運用をしているため、独自のセキュリテ

ィー対応が必要かというふうに考えております。 

 当市としましては、特に外部からの標的型メー

ルによる悪意のある攻撃に備え、セキュリティー

研修や外部との不審な通信を監視するなどの対応

をとっておるところでございます。 

 セキュリティー対策に完璧なものはないという

ふうなことが言われております。国、県等との指

導あるいは連携を図りながら、マイナンバー制度

に向けてのハードそしてソフト、両面にわたって

の対応をしていきたいというふうなことを考えて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今、宗部長もおっしゃいました

けど、完璧なものはないということで、十分気を

つけていただいて、情報が漏れるということがな

いようにぜひ頑張っていただいたらと思います。 

 その中で、一つこれ追加、関連になりますけ

ど、昨日大平部長がマイナンバーでまちおこしプ

ロジェクトの、広報せいよにも載っております

し、言われましたけど、そのマイナンバー制度日

本一を目指すという数値目標があるのか、まずお

伺いしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたしたいと思いま

す。 

 広報紙におきましては、９０％というような目

標値を出させていただいているところでございま

す。もう少し現実的なお話をさせていただきます

が、私どもとしては、今現在検討しているわけで

ございますけれども、１８歳以上の方、つまり選

挙権を有する方には持っていただきたいなという

ふうに思ってございます。これを単純に計算しま

すと、大体１７歳以下、１８歳未満の方の人口が

大体５，５００ぐらい、５，６００ぐらいという

状況でございます。私どもの人口が４万人ちょっ

とということで、これを単純計算いたしますと、

大体７１％の方が全員持ってもらうということに

なるわけでございますが、先ほど言った９０％と

いうお話でございます。９０％は何をもってとい

うことなんですけれども、１８歳以上の方が９割

持つと、これを計算しますと３万人ということに

なります。大体３万人ということになります。こ

の３万というのを一つの目標とさせていただきた

いなというふうに思ってございますけれども、こ

の３万人という目標がクリアいたしますと、あら

ゆる行政手続や行政サービス、また民間の活動

等々にも使うことが現実的に出てくる話になって

きます。 

 一方で住基カードでございますが、住基カード

も鶏が先か卵が先かという話になりまして、普及

率がなかなか進まないのは、誰にも何もサービス

がない、メリットがないという話と、一方で普及

が進まないので、それに向けて制度を整えると

か、行政サービスを整えていこうという発想が全

然思いつかない。私も役所に、こちらに来たとき

に、住基カードを持ってましたので、更新すると

いう話で、持ってるんですかという形で職員に言

われて、全く進めてないなというのを現状として

認識したところでございますが、こういう状況

で、やはり鶏が先か卵が先かの議論に陥らないよ

うに、まずは普及だと。そこからサービスを展開

していくことを考えていく、これが重要かと思っ

てございます。 

 以上です。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ９０％、高い目標だと思います

けど、その目標を達成するためにももう一つ気に

なることがありまして、実は昨日の新聞に、愛媛

新聞ですけど、簡易書留で約５，５００万世帯に

送られる個人カードの通知が約５％２７５万世帯

が恐らく配られないというような報道されており

ました。これ西予市に当てはめますと、１万８，

０００としても５％で約９００世帯の配布漏れが

できるおそれがあるのかなと思っておりますけ

ど、その辺の対策はどのようにされているのかお

伺いします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 ただいまのご質問にお答え

させていただきます。 

 議員おっしゃいますように、１０月５日から通

知カードと申請書が各世帯に送付されます。議員

がおっしゃっておりましたように、この通知カー

ドと申請書は簡易書留で国のほうから送付される

ことになっております。 

 この簡易書留でございますけれど、転送が不可
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ということで、転送ができないということになっ

ております。そういうことで、住民票どおりそこ

に住居していれば、必ず届きますけれど、住民票

はあるけれど住むとこが違うよといったときには

ちょっと届かないということになりますので、そ

れが届かない部分につきましては、市のほうに返

ってきます。市のほうとしましては、再度不達

者、届かなかった方へ普通郵便にて文書になるん

ですけれど、通知カードが届かなかったためにと

りに来てくださいよとか、あるいは正しい住所に

変更してくださいというようなことを普通郵便に

送らさせていただきます。この普通郵便につきま

しては、転送が可ということで、転送されますの

で、その郵便が届いたときにとりに来てもらうの

かなということで、そこで簡易書留で届かなかっ

た部分については減ってくるのかなと思います。

それでも届かなかった方に対しましては、最低３

カ月間市のほうで保管していくことになっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 転送不可、簡易書留は転送不可

ということで、市がもう一度普通郵便で送ると言

いますけど、私の家自体でも、例えば番地が違う

とったら配達できないという、今の郵便局の方が

おっしゃられております。これは、郵便局に申し

込まんといけんと思いますけど、ぜひある程度の

機転をいただいて、日本一を目指すなら、そうい

ったきめ細かな気配り、目配りも必要だと思いま

すので、ぜひそのきめ細かな配慮で日本一を目指

して、マイナンバーの９０％以上を目指していた

だいたらと思います。 

 次に、愛媛いやし博についてお伺いします。 

 西予市が高速が延伸した年が町並み博、それか

ら２年前に宇和島圏域で南予いやし博が開催さ

れ、多くの方が南予に訪れていただきましたが、

今回が合わせて３回目になろうかと思います。 

 この南予いやし博２０１６、来年のことです

が、どのようなプログラムになっているのか、お

伺いします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまのご質問に対しま

してお答えをさせていただきます。 

 質問の中で触れていただきましたように、これ

まで取り組みをされました愛媛町並み博２００

４、愛媛南予いやし博２０１２の集大成といたし

まして、今回愛媛いやしの南予博２０１６が実施

される予定となっております。 

 南予地域での課題であります少子化、若年世代

の流出による人口減少が予測される中、地域の持

続的な活性化を図るために、地域資源を観光ビジ

ネスとして着実に実需につなげることを目的とし

ておりますし、また南予の豊かな自然や歴史文化

に加え、食へのこだわりやサイクリングを新たな

柱といたしましたさまざまなプログラムにより、

南予地域へのプロモーションを実施する予定とな

っております。 

 開催期間につきましては、平成２８年３月２６

日土曜日になりますけれども、それから１１月２

０日日曜日までの８カ月間というふうにされてお

ります。また、本年１１月からは、南予博を盛り

上げていくプレイベントを開催することとしてお

ります。 

 開催場所ですけれども、南予の９つの市町、加

えまして南予の玄関口である伊予市というふうに

されております。 

 誘客の対象につきましては、県内、中四国地域

を主なものとしておりますけれども、広く誘客を

図ることとされております。 

 また、全国に通用する素材、資源を大都市圏を

中心とした全国及び海外にも発信し、誘客に取り

組む計画とされてもおります。 

 県実行委員会が主体の広域コアイベントは、南

予共通の魅力を広域的に発信し、南予のイメージ

形成につながる食、食文化、サイクリング、アウ

トドアをテーマとしたものとなっております。 

 また、市町単位で実行委員会を構成し、特色あ

る素材をテーマに、南予の魅力や多様性を発信

し、新規イベントや観光プログラムの開発、既存

イベントの拡充などの展開による地域コアイベン

ト、加えまして民間団体、企業等が実施する地域

資源を生かした観光まちづくりや移住、定住促進

に資するプログラム等が予定されているところで

ございます。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 南予９市町プラス伊予市、５市

５町の大イベントでございます。このイベントの

中、特に西予市はこのイベントにどういうふうに

取り組んでいくのか、お伺いします。 

○議長 二宮産業建設部長。 
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○二宮産業建設部長 西予市で開催される取り組

みについてお答えをさせていただきます。 

 愛媛県実行委員会が実施する中核的なイベント

として、南予に共通する素材をテーマに、南予の

魅力を広域的に発信し、南予のイメージ形成につ

なげてまいります。広域コアイベントの中では、

上質な食と旅をテーマとしました南予プレミアム

ダイニングの一つとして、卯之町の町並みに復元

される予定になっております武蔵のほうで、ジオ

の恵みをテーマにした創作料理を振る舞う予定と

しております。 

 また、南予シトラスクルージングとして、みか

め本館の屋形船での周遊を行い、地元産のかんき

つを使用したスイーツ等で上質な時間を過ごして

いただく予定も組んでおります。 

 文化的なプログラムといたしましては、民俗芸

能をテーマといたしました卯之町ブロードウエイ

を、歴史文化博物館の特別展示と連携いたしまし

て、南予各地に伝わる民俗芸能に焦点を当て、こ

れは保護と次世代への継承を目的としております

けれども、会場を卯之町の町並みや開明学校等の

施設を利用しながら行う予定としております。 

 西予市が主体で実施する地域コアイベントの中

には、環境スポーツイベントを予定しているとこ

ろでございますが、これは具体的に言いますと、

明浜の大早津海岸でシーカヤックを約４キロメー

トル、明浜から三瓶経由で宇和文化会館駐車場ま

でをサイクリングで４０キロメートル、その後文

化会館駐車場から７キロメートルをハイクしてい

ただき、海から山まで西予市の自然を楽しんでい

ただくイベントも予定しているところでございま

す。 

 このイベントに対します参加予定人員につきま

しては、定員３００名というふうに考えておりま

す。 

 来年度のジオパークの認定記念行事とあわせて

日程を調整したいというふうに現在考えていると

ころでございます。 

 また、各地域でさまざまな活動をされておられ

ます団体の自主企画イベント提案も県が現在受け

付けを行っておりまして、取りまとめられました

上で、県実行委員会の審査会において認定されま

すと、上限５０万円ではございますけれども助成

を受けるようなことができるようになっておりま

す。 

 今回の南予博につきましては、博覧会の期間だ

けでなく、これを契機として、将来に継続して活

動ができ、実需につながるイベントになるように

期待を寄せているところでございます。 

 今後、協議を重ね、西予市の実行委員会を組織

として事業に取り組んでまいりますので、ご支

援、ご協力につきましてもよろしくお願いをいた

します。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今ほどの西予市だけの取り組

み、ほかのとこもそれぞれの取り組みをされてお

ると思いますけど、この実行委員会がこれからい

ろいろ協議していくということですけど、機会あ

るごとにこれを市民に知らせるという方法も必要

かと思います。これは、これからの話ですけど、

徐々に宣伝をしながら進めていただくと思いま

す。まだ全然そういうことを気にかけてない方も

ほとんどいらっしゃるんじゃないかと思います。 

 それと、この質問にはないわけですが、最後に

１つだけお願いといいますか、質問をさせていた

だきますが、今回のイベント、過去２回に比べて

相当な規模になっておりますし、南予一円になっ

ております。今私が考えているのが、南予に人を

呼び込むのに一番手っ取り早い方法は何かと思い

ますと、大洲宇和間にある高速料金、これの無料

化が一番交通量を呼び込むのには早いのではない

かと思いますし、愛媛県が進めておる事業でござ

いますので、何とか国、公団のほうにかけあって

いただきまして、無料化に、この期間、８カ月間

だけでもいいので無料化にできないのかと思って

おります。無料化が無理であるのであれば、土日

並みの割引でも消費者の心理からいいますとえら

い違うのではないかと思いますが、その辺の検討

できるのかどうか、お伺いします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 こちらから今ほどの追加のご質問に

ついてお答えさせていただきますが、大洲の北只

から西予宇和インターまでの無料化の問題だと思

いますが、今ほどの部分的な目的を持ってやるこ

とについては、恐らく話が進めることが、やる必

要があるのではないかなという感じも受けました

が、私個人としては無料化は反対しておる人間で

す。なぜなら、民主党政権のときに無料化実験を

したときに、一般国道の関係の店が非常に大打撃

を受けられまして、私に非常にそのことに抗議の
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申し出がありました。私も一つの経済効果を見た

ときに、確かにそういう問題が含めてあるという

ことが実感をいたしまして、安易にそれをするこ

とに対して私はしないと、それぞれの今まで各国

会議員の先生方からもヒアリングを受けたけど、

私は反対ですということを言ってまいりました。 

 したがって、今の部分的ないろいろな取り組み

として無料化等々についてはお話をすることにつ

いてはやぶさかでありませんが、根本的には私自

身は今しないつもりでおります。 

 以上です。 

○議長 兵頭学君。 

○７番兵頭学君 市長からの答弁でしたけど、以

前私がそこの国道から、高速からおりた渋滞を何

とかしてくれということで市長にお願いしました

ときに、やはりそういう答弁でした。 

 確かに宇和島から来られた方はかなりの台数が

国道５６号線を通りまして、あそこの料金を通ら

ないという方が結構いらっしゃいます。それで、

地元の飲食店が潤うという、これは当然そうなり

ますけど、ぜひ今回の場合は８カ月間の限定とい

うことでご理解いただけるのではないかと思いま

すし、県全体で、南予全体で取り組むということ

ですので、西予市だけ、うちは嫌でというのでは

なしに、ぜひ検討していただくということでお願

いしたらと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 ９月７日は午前９時より一般質問を行います。 

 本日はこれにて閉会いたします。 

  散会 午前１１時４１分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１９名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１番源正樹君。 

○１番源正樹君 改めまして、おはようございま

す。議席番号１番源正樹です。 

 ただいま藤井議長より発言の許可をいただきま

したので、質問通告書、会議規則及び申し合わせ

事項に従いまして一般質問をさせていただきま

す。 

 本定例会では、１点目に、オフィス改革及びＩ

ＣＴ活用に関しての行政改革について、２点目

に、西予市ホームページやソーシャルネットワー

クサービスに関してのウエブ戦略について質問さ

せていただきます。 

 それではまず、行政改革について質問をいたし

ます。 

 当西予市では、早期退職制度導入及び職員新規

採用抑制による職員数の削減、事務事業評価シス

テムの導入、また愛媛県主催の第１回行革甲子園

では最優秀賞を受賞されるなど、行政改革が進ん

でいると認識をしております。 

 平成２７年度より企画財務部においてオフィス

改革が行われています。通常なら課の奥にある管

理職席が中央に配置されたり、会議スペースを新

規に設置されたりと、机や各機器の配置が従来の

ものと大きく変更され、業務を行われています。 

 また、民間企業である日立製作所、日本マイク

ロソフト、コクヨファニチャー、また国の機関で

ある総務省行政管理局など、先進的なオフィス改

革を行われているオフィスを視察されていると聞

いております。 

 次の質問でも触れますが、西予市の公式フェイ

スブックページの一つのである西予市行政改革日

記にて積極的にこのオフィス改革について情報発

信をされています。今回、この一般質問をするに

当たり、これまで５月１日に投稿を始められてい

ますが、今までの投稿全て文字情報にまとめてみ

ますと、約６万文字ありました。原稿用紙４００

字詰めにしますと１５０枚、これはかなりの分量

であり、このオフィス改革について並々ならぬ強

い決意を感じているところであります。 

 まず１点目、このオフィス改革の目的は何なの

か、またオフィス改革を行うことでどのような効

果があったのか、お尋ねをいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 源議員にお答え申し上げた

いと思います。 

 企画財務部のオフィス改革についてのお尋ねで

ございました。オフィス改革の目的でございます

が、ストレートに申し上げるとさまざまな効果が

あるわけでございますが、その裏に隠れている本

当の目的は、紙が何枚削減されたとか、そういう

つまらないことを言いたいわけではございませ

ん。ひとえに改革全て職員の意識改革でございま

す。職員の意識改革をするためにさまざまな改革

をやって、それとは異なる効果を上げているとい

うふうに考えているところでございます。 

 それを前提としてお話しさせていただきます

が、財政状況の今後の見通しでもご説明申し上げ

ましたように、交付税の減少や人口減による税収

の減など、今後の財政状況は厳しい状況が当然予

想されるわけでございます。西予市の予算規模の

縮小は避けて通れないというような状況でござい

ます。一方で、人口減少対策や産業振興対策など

地方創生に係る事業については、さらに重要とな

ってくるわけでございますけれども、事業の見直

しや重点化が当然これ必要となってくるわけでご

ざいます。そのような中でも、行政側も従来の仕

事のスタイルではなく、やり方を根本的に見直し

て生産性を向上させ、効率的な事務処理や質の高

い行政サービスが求められていると、このように

認識しているところでございます。このため、業

務改革の一環といたしまして、企画財務部内をモ

デルとしてオフィス改革を行い、その効果を市役

所全体に広げていこうというところが直接的な狙

いでございます。 

 具体的な目的でございますけれども、紙や書類

の削減、コミュニケーションの活性化、業務効率

化、第一の目的としては企画財務部内におけるコ

ミュニケーションの活性化でございます。従来の

仕事の方式から脱却して、レイアウトの変更やＩ
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ＣＴを活用して紙や書類を減らすこと、経費の削

減や部署内での打ち合わせスペースを確保しよう

とする、これは先ほど源議員がご紹介したとおり

でございます。 

 この打ち合わせスペースの確保等々によりまし

て、コミュニケーションの活性化が図られたとい

うふうに私ども部内の職員は口々に言っていると

ころでございます。もはや昔がどういう状態だっ

たか想像できないとまで言っているぐらいでござ

いまして、課長が、課長補佐が離れていて、部下

と会話が余りないとか、今現状そういうふうにな

ってございませんけれども、昔はそういった状況

が喜々としてあったというふうに聞いているとこ

ろでございます。 

 企画財務部は粛々と事務を行うというようなも

のではなく、各係、各課とコミュニケーションを

とりながら新しい発想を企画し、その事業を計画

的に進めていくことが多い部署でもございます。

従来では行えなかった部内の各課との連携、調整

を効果的に行うことで企画提案力向上を目指して

いるところでございます。 

 また、ＩＣＴをさらに活用いたしまして情報共

有や業務管理、本庁、支所間の会議や住民相談、

決裁も効果的に行い、残業時間の縮小、事務処理

の高速化、効率化、業務マネジメントの向上を図

り、職場に行きたくなるというようなことで、職

員のモチベーションや満足度の向上につなげてい

きたいなというふうに考えている次第でございま

す。 

 先ほど行革日記のほうで６万字あったというお

話がございました。そのくらい書いたのかなと、

私一人で書いているわけじゃなくて、職員全員で

書いてございまして、こういったところ、いろん

な方々に関心を持っていただいて非常にありがた

いなというふうに思ってございます。視聴してい

る方は私の友人も多うございまして、総務省の人

間もよく見ていて、いいねを押してくれてたりし

ておりますが、源議員も最近はいいねを押してい

ただけてないので、ぜひいいねを押していただけ

るとありがたいなと、このように考えている次第

でございます。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 そこまでチェックしていると思

ってましたが。 

 １つ、再質問というわけではないんですけれど

も、全ては職員の意識改革が目的である、これは

おっしゃられるとおりかと思っております。少し

公的なもんというか、行政と、例えば民間企業に

おける、いわゆる昔、リストラ、人員削減という

ふうに言われておりましたが、基本的には業務の

再構築、民間企業の場合でしたら非常にこういっ

た業務改革の目的が非常に単純で、利益を最大化

にすると、これは民間企業の目的でありますし、

それが民間企業の使命であるというふうに思いま

す。 

 ただ、公的な機関の場合、特にこういった西予

市のような、言葉は悪いかもしれませんが、田舎

の弱小自治体、生産年齢人口もどんどん減り、人

口も昭和３３年をピークに減少の一途、昭和３３

年時点で９万３，０００人余りだったかと思いま

す。今から減ると言いつつも、実というと余り人

口がふえてきたことは戦後の１０年間を除いてな

いというのが西予市の現状で、西予市だけではな

くて、田舎の現状であると思います。 

 ただ、今までは日本全体の利益が大きくなるこ

とによって、中央から田舎のほうにお金を流すこ

とによって運営ができていた、これがなかなかで

きていかない。本当にこれから財政的にも厳しい

中で、公的なものが果たす役割というのはますま

す増大化していくであろうと。財政的にも厳し

い、職員数も減らさざるを得ない、その中でやは

り意識を改革することによって効率化を行い、さ

まざまな要望になるべく期待に応えていく、そう

いったことが必要になっていくかと思います。 

 ただ、本当にこれから何を重点的にやっていく

かというのをどうやって選別するか、非常に難し

い問題だと思っております。その中でいろいろと

企画財務部のほうでまずはそのオフィス改革をや

ってみようということで、一つの大きな流れがで

きて、職員の皆さんがまた一ついろんなことを、

今までも一生懸命やられてきていらっしゃるのは

重々承知しておりますが、これからもっともっと

問題は大きくなっていくと思いますので、こうい

った改革を通じて業務の効率化、そして市の行政

がよくなることによって少しでも市民の皆さんの

生活がよくなるようにと願っております。 

 いいねのほうはなるべく押すようにしますの

で、よろしくお願いします。 

 今、一つの目的、大きな目的のほうは意識改革

であるということで答弁をいただきました。その
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一つとして、支所とか遠距離にありますこの広い

西予市においてＩＣＴを導入することは、また行

政的にも経費の削減効果はあると思います。これ

は企画財務部においてだと思いますけれども、Ｉ

ＣＴ導入の一環として１５台ほどだったかと思い

ますが、タブレット端末のほうを導入されている

かと思います。これは恐らく部とか課の中の協議

等で使用されていると思っておりますが、このＩ

ＣＴ、とりあえず機器ですね、機器を導入するこ

とによってどのような効果があったのか、お尋ね

をしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えいたしたいと思いま

す。 

 タブレットの導入に関する効果についてのご質

問があったと思いますが、今まで紙で膨大な資料

を用いて予算査定会議等を行っていたところでご

ざいますけれども、本年度からタブレット端末を

導入いたしまして、ＩＣＴを活用した打ち合わせ

会議といったものを進めております。それは市議

の皆様方との打ち合わせ等々でも活用させていた

だいているところでございますが、資料をデータ

化し、タブレット端末を使用したり、プロジェク

ターを使用したりして、紙の資料を削減して経費

の節減効果、仕事のやり方の改革を実施している

ところでございます。 

 現在、タブレット導入による効果はペーパーレ

ス程度に非常にとどまっているわけでございます

けれども、このタブレットというのは何もペーパ

ーレスだけにとどまるものだけではございませ

ん。さまざまな機能がございます。ほぼパソコン

と同じようなものでございますので、さらなる活

用方法って当然あるわけでございますが、今現状

ではこういったところにとどまっておって、非常

に反省しなければいけませんけれども、もう少し

やりたいことがございますので、さらなる業務改

革をこのタブレット等々でやっていきたいなと、

このように考えている次第でございます。 

 以上です。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 ＩＣＴというのは基本的に機械

を導入することだけではないと思います。平成２

７年度の予算査定において、庁内システムのガル

ーンを使って、いわゆる予算査定の現場を実況生

中継されたというふうに聞いております。なかな

か予算査定のというのは担当の係長以上が基本的

に出席をされて、係長、課長補佐、課長及び部長

で行われているかと思います。非常に長時間にわ

たり、遅いときには午前３時ぐらいまでずっとさ

れてきたということがあるかと思います。 

 今、部長の答弁の中で、ペーパーレス、次ペー

パーレスの質問なんであれなんですけれども、ペ

ーパーレスだけにとどまらず、タブレットの有効

活用、非常に行政体だけじゃなくて民間企業にお

いてもタブレットを活用したさまざまな業務改革

というのは行われておりますので、今後期待とい

うと偉そうな言い方になりますので、またさまざ

まな雇用が出てくることを期待したいと思ってお

ります。 

 次に、ペーパーレス化ということで、民間企業

においては膨大な紙資料を電子データに置きかえ

ること、主に業務効率化を進めておられます。と

かく決裁文書等を含めて非常に紙媒体の使用頻度

が高い行政としても、今後ペーパーレス化への取

り組みが必要だと考えております。 

 これちょっと余談にはなりますが、現在、当西

予市議会においても担当課からさまざまな資料を

もとに委員会等で説明がありますが、ここにも多

くの印刷物が使われております。印刷費の削減だ

けでなくて資料作成に係る作業を削減することで

業務効率化にもつながると感じております。 

 今後、ペーパーレス化への取り組みをどのよう

に進めていくのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答えしたいと思います。 

 私、総務省が出自でございますが、人生役人１

２年やっておりまして、１２年のうち、その半分

以上を業務改革、特にＩＣＴを活用した業務改革

を専属でやっている人間でございました。そうい

った意味である種専門家と言いがたいところもあ

りますが、ここ西予市の中では比較的に上のほう

に位置する人間なのかなというふうに思って改革

を取り進めているところでございますが、そのペ

ーパーレス化の話でございますけれども、もとも

とペーパーレス化を推進するのは、紙を削減して

何ぼというのは僕は正直言ってどうでもよかった

わけでございます。先ほど申し上げたとおり、職

員の意識改革、意識を変えること、つまりこれは

コストであるという認識をちゃんと持っていただ

くことが非常に重要だったわけでございます。 
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 そういった中で、じゃあ今までどういうふうに

やってきたかというところを若干おさらいいたし

ますと、庁内の業務改革の一つといたしまして、

昨年の９月から九鬼前副市長の呼びかけでペーパ

ーレス化の取り組みを開始したところでございま

す。平成２６年９月から２７年４月でございます

が、約８カ月間で集計したところ、各支所、本庁

合わせて約１９０万円のペーパーレスによる経費

削減効果がございました。私この１９０万円って

相当すごいなと、当初九鬼副市長は年間で２００

万円を目標にしようという話で進めてきたわけで

すが、ほぼほぼ達成したのかなというふうに考え

てございます。 

 そのほか、企画財務部等々では、先ほどご紹介

にありました予算査定会議の打ち合わせ、ペーパ

ーレス化をどんどん進めてございます。こういっ

た中で、昨年度に比べて企画財務部内ではコピー

の枚数というのは５７％、約６０％削減したとこ

ろでございます。私、繰り返しますが、ペーパー

レス化はペーパーレス化という言葉自体を目的化

する、手段化してしまう人たちが結構多うござい

ますが、これはＩＣＴに全然詳しくない方々がそ

う思い込んでしまうということなんですけども、

やはり目的は職員の意識改革でございます。それ

に伴ってあらゆることが変わっていく、そのきっ

かけとしてやっている取り組みでございます。こ

の辺が理解できないと、なかなかこのやっている

意味もよくわからないということになろうか思い

ますが、私としては引き続き意識を変えていくた

めのさまざまな取り組みをやっていきたいと、こ

のように考えている次第でございます。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 企画財務部の中の話にはなるか

と思いますが、先日行われたタイピングコンテス

トですか、あと電灯を３分の２か２分の１かちょ

っと不確かなところはありますが、電灯を削減す

ることによって行ってきたと。先ほど言いました

西予市行政改革日記のほうには、大平部長だけで

はなくて、担当課長であるとか、係長であると

か、さまざまな方が投稿されているんですが、よ

くその中に括弧、元抵抗勢力という表記がまあま

あ見受けられることがあります。恐らく今はその

企画財務部、中だけの取り組みというふうに捉え

てはいるんですが、これは一番最後、このオフィ

ス改革について一番お尋ねしたかったのは、やは

りこれは企画財務部だけがよくなればいいという

話ではなくて、意識改革をいかにして全職員に伝

えていくか、そして職員が変わっていくか、これ

を大命題にされていると思っております。 

 最後の質問になりますが、この企画財務部のオ

フィス改革の取り組みをほかの部や課に広げてい

くのかどうか、そのあたりをお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 ただいま今後このような取り組み

を他の部課でも導入していくかというお尋ねがご

ざいました。 

 先ほどから部長のほうから説明していただいた

ように、いろいろな改革、意識改革をして、その

取っかかりをやっていただいております。今、抵

抗勢力という言葉がございましたけれども、市役

所、もともと昔から何事にも慎重でございます。

失敗は許されないというところの中での、その慎

重さを抵抗勢力というような表現でございますの

で、やったらいけないというようなことでの抵抗

勢力でありませんので、ちょっとつけ加えさせて

いただいたらと思いますが。 

 今やっていただいておることは本当に田舎の者

からすると、ＩＣＴの関係がわからない者からす

ると、目からうろこというようなすばらしい提案

をやっていただいております。短期間の間でこれ

だけの効果が出ておりますので、今後これらのや

っていただいておることを検証しながら、前向き

に取り組めるような状況ができるように全ての面

で進めてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございました。 

 これは私の言葉ではなくて、よく聞くことなん

で、大平部長が国に帰ったら全部もとに戻るんじ

ゃないのかと、これはいろんな方にちょっと言わ

れることがあるので、そうではなくて、恐らく今

直接企画財務部という言葉はちょっと何回も申し

上げますが、同じ部とか同じ課の中で仕事をした

職員の方が何人もいらっしゃいます。その方が今

後、当然今から中核を担う職員の皆さん多いと思

います。少し、急に変わることはなかなか今副市

長のほうから答弁いただいたように慎重であると

いうことは一つの行政の利点であると思っており

ますが、その中で今後厳しい将来に向かって少し
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ずつでも変わることによって、行政体がよくなれ

ば、市がよくなる。市がよくなるためには、やは

り行政が変わらなきゃいけない。そういった意識

が皆に広がっていけばいいのではないかと思って

おりますし、部長が今後国に帰られたからといい

まして、この改革の火が消えることは私はないと

思っておりますので、それを申し添えまして、次

の質問項目に移りたいと思います。 

 次に、ホームページ等の運営及び利活用に関し

てウエブ戦略について質問をさせていただきま

す。 

 今まで私自身の一般質問の中でも何回も触れて

おりますので、重複するところもあるかと思いま

すが、西予市の名を上げるためには、このホーム

ページというのは重要な課題であると認識をして

おりますので、重なる質問についてはご容赦をい

ただきたいと思います。 

 市民の皆さんへの情報伝達または市外、対外的

な情報発信のためにホームページの活用が重要だ

と思います。これは国内の代表的な検索システム

である、例えばグーグル、またはヤフーといった

主要なシステム、西予市と検索をしてみますと、

一番上に出てくるのは西予市の公式ホームページ

であります。ホームページの役割としてまずは市

民の皆さんに市の情報を伝えること、さらには対

外的に情報を発信することで、喫緊の課題であり

ます市内産業の育成、または移住の促進など、そ

ういったことにつながってくるかと思います。 

 ホームページは特に外から見られるということ

を意識することが大切かと思います。西予市の知

名度を上げること、西予市の何をＰＲするのか、

そしてどうやってＰＲするのか、イメージづくり

の一翼を担うのがウエブであり、そこには戦略性

が求められると思います。 

 昨年度になりますが、平成２６年、公益社団法

人日本広報協会で広報せいよが入選を果たしまし

た。その広報協会のホームページ部門の審査で

は、企画、目的、広報広聴機能、表現、操作性、

独創性などが審査の基準となっているようです

が、西予市ホームページにおいては、７月にふる

さと納税に関するホームページの部分が改良され

ました。審査において、常に新しい取り組みや拡

充、見直しを図っているかも問われているようで

す。 

 まず１点目、西予市のホームページは１年半

前、平成２５年より新ホームページが公開されて

います。ホームページの閲覧数について、その数

の推移をお尋ねいたします。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 源議員にお答えい

たします。 

 まず、ウエブ戦略のホームページでございます

けれども、ホームページの役割というふうなもの

は非常に重要だというふうなことで認識をしてお

るところでございまして、そのためにどうやって

一般閲覧者の方が多く見ていただくか、その方法

を模索しているところでございます。 

 ご質問の閲覧数でございますけれども、平成２

５年度にリニューアルをご指摘のとおり行いまし

た。最初、閲覧数は６万６，７７５件でございま

した。その後、１年たちまして、昨年２６年４月

には５万８，８３５件、そしてことし４月には５

万８，０８０件というふうに推移しております。

当初の目新しさからくる高いアクセス数から現在

は高どまりで推移しておるという、安定したアク

セス数というふうなことで認識をしておるところ

でございます。 

 また、その閲覧者の数なんですけれども、当初

２万５，６２６人から現在は２万７，３２９人と

いうふうなことでございまして、リピーター率も

４４％から５３％というふうに増加をしておると

ころでございます。 

 市のホームページが有効な情報収集の手段とい

うふうに多くの方が利用されているというふうな

ことを推測をしておるところでございます。今後

につきましても、メニューの種類、数、またレイ

アウトの工夫、そういったことを今後も進めまし

て、より多くの方がごらんいただくようなホーム

ページになるように努力をしたいというふうなこ

とを今考えておるところでございます。 

 答弁といたします。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 閲覧数に関してユニークユーザーですか、いわ

ゆる訪問者に関しても非常に、普通は下がってい

くのが通常というとおかしいですけれども、安定

して数があるというのはいいことだと思っており

ます。 

 次の質問になりますが、例えば昨日、四国西予

に関してサイクリング大会が大雨の中、野城、野
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村と城川地区のほうで行われました。無事終わら

れたということを聞きましてほっとしておるとこ

ろですが、こういったイベント情報や例えば台風

が来る、大雨が降る、西予市のほうも昨年３月の

震度５を記録した地震以来、８割の基準で警報が

出ておりまして、それは解除はされましたが、数

多く災害対策本部の設置が行われたりしておりま

す。 

 こういった防災情報、あとことしは地方創生の

一環ということもあり、数多くの補助金、いわゆ

る助成金がありましたが、そういった助成金の周

知など、さまざまな情報がホームページ上では更

新をされております。 

 こういった新着情報の掲載や記載内容の更新は

どのように行われているのかお尋ねをしたいと思

います。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまの記載の

変更といいますか、更新はどのようにというふう

なご質問でございますけれども、ホームページの

記載の変更につきましては、現在各市役所の担当

課が作成をした記事を担当課長が承認をしまし

て、実際に公開される仕組みというふうになって

おります。 

 記事の作成からホームページの掲載まで全て担

当課が行うというふうなことになっておりまし

て、できるだけ速やかな情報の発信が可能になる

ように努めているところでございます。 

 記事の内容につきましては、一部において中に

古い内容が残っておったりというふうなことで長

く掲載をされておるものも見受けられますけれど

も、より新たな情報といいますか、新しい情報を

お伝えをして、西予市の現在、今を伝えるように

努めていきたいというようなことを考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 １点、もったいないというか、

昨年、西予市１０周年で西予市の歌ができまし

た。これは無料の動画サイトであるユーチューブ

というところにアップというか、動画が上がって

いて、なかなか企画財務部の総合政策課の皆さん

は自分のメールに必ずリンクを張ってもらってい

るんでわかるんですけど、ホームページを見てい

るとどこにもそれが載ってないんで、非常によく

できたプロモーションビデオでありますし、もっ

たいないなと思います。 

 私、やっぱり見て楽しいようなページじゃなけ

れば、なかなか市内の方も市外の方も見てどうか

と思うところもありますし、せっかくばらばらに

情報が載っているというのが現状だと思いますの

で、そのあたりなかなかふるさと納税のページが

変わらないという話もありましたが、ホームペー

ジというかウエブの一番のいいところは速報性で

すぐに変えられるという気軽さといいますか、紙

とかそういったものにはないよさがあるかと思い

ますので、また鋭意そのあたりは検討をいただき

たいと思っております。 

 それでは次に移りますが、現在、観光面にスポ

ットを当てました四国西予ジオパークや標高差

１，４００メートルの奇跡と題しまして、せいよ

観光物産サイトがホームページありまして公開を

されております。担当はそれぞれジオパーク推進

室及び西予市観光協会ですが、これは両方とも市

役所内に担当事務局があり、業務に関してさまざ

まな連携をされていると思います。 

 このホームページ運営に当たり、通常の業務と

同じように連携をされているのかどうか、このあ

たりをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の各ホームページごとの連携とということでござ

いますけれども、特に観光物産等々の連携が重要

になってくると思っておりますが、ジオパークや

観光物産のサイトにつきましては、現在市のホー

ムページとは相互にリンクを張るだけの状況とい

うふうになっておりまして、相互に連携した運営

とまではなってないという状況でございます。そ

れぞれが市のホームページとは異なった目的を持

って運用されております。目的に特化した情報発

信というふうなことになっておりますけども、各

サイトの持つ特色ある情報がさらに効果的に発信

ができますように、今後お互いのサイトの長所を

最大限に生かした連携を行い、観光とジオを一体

とした情報発信ができればいうふうなことを考え

ているところでございます。 

 また、そのためには、現在それぞれの所管部署

独自の方針で運用をしておりますけれども、今後

は総合的な情報発信というふうなことで統一した

戦略をつくり、それに沿った形で運用ができるよ
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うなことで考えていきたいというふうなことを考

えております。 

 特に、情報のみの掲載だけではなくて、それぞ

れの閲覧者に興味を持っていただく、先ほどおっ

しゃいましたけれども、興味を持っていただける

ような方策、これが大事かというふうに思ってお

りまして、そのための取り組みをしていきたいと

いうふうなことを考えております。 

 以上です。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 次に、ホームページからちょっと外れまして、

いわゆるソーシャル・ネットワーク・サービス、

特に数多くソーシャル・ネットワーク・サービス

というのはございますが、西予市で唯一公式に導

入しておりますフェイスブックページについてち

ょっと質問をさせていただければと思います。 

 現在、市のホームページで確認しますと、本庁

舎内でしたらまちづくり推進課、経済振興課、西

予市行政改革日記、えひめ国体実行委員会、支所

等で見ますと、明浜支所、野村支所、城川支所、

地域おこし協力隊、三瓶地区公民館、全部で１０

個の公式ページが運用をされております。ただ、

内容を見ますと、更新内容や更新頻度、統一感が

なく、個別に運用されているのが現状ではないか

と思っております。 

 当市の場合、いわゆる対外的な情報発信力が十

分とはまだまだ言えないと思いますが、このせっ

かく公式というか、運用されているのであれば、

担当者の連絡会議の設置とか、発信内容等、運用

をどういうふうにするか、こういった基準等を協

議することがまだまだ必要ではないかと思ってい

るんですけれども、こういった公式フェイスブッ

クページについてどのように評価されているの

か、このあたりをお尋ねしたいと思います。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまフェイス

ブックの活用はどうなっているのかというご質問

でございますけれども、他市においては市の公式

アカウント、フェイスブックを一つに統一してい

るというふうなことも聞いておりますけれども、

当市では１０個のアカウント、フェイスブックを

運用しているという状況でございますけれども、

目的別に情報を発信することが現在できておると

いうふうなことは考えております。多様な情報を

同時期に発信をしても、それぞれ情報が干渉し合

うことなく伝えているという面はあろうかと思っ

ております。 

 各支所のフェイスブックについては、旧町独自

の魅力とか情報を提供して、今は市外で暮らして

いる方々へのふるさと通信的なものとしておりま

すし、またその土地や地域を知っていただいた読

者、これファンの方々にはふるさとを感じていた

だくことを目的に発信されています。 

 地域おこし協力隊のフェイスブックにつきまし

ては、職員とは違った目線の情報や活動内容の発

信がされておりまして、市内各地域での魅力を広

く知っていただくなど、それぞれが独自の視点や

目的を持って運用されているという状況かと思っ

ております。 

 現在、それぞれのフェイスブックごとの読者、

これファンですけれども、を獲得して拡散を続け

ながら効果的に運用はされておりますけれども、

今後におきましては、さらに多くのファン、読者

を獲得して、各分野の情報を広めていただけるよ

うに、統合できるものは統合して、また必要に応

じて新たなものを設置をすると、立ち上げるとい

うふうに総合的、また戦略的な情報発信、これが

やっぱりご指摘のとおり必要かというふうに考え

ておるとこでございます。 

 以上です。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 そしたら、最後の質問項目にな

りますが、今申し述べましたフェイスブックペー

ジですが、西予市の公式ページ以外にも各種団体

やイベントに特化した西予市に関するものが数多

くございます。例えば昨年、全国ランニング大会

１００撰に選ばれました朝霧湖マラソン、ここに

は全国から多くの参加者からコメントが寄せられ

ており、広聴機能に関してソーシャル・ネットワ

ーク・サービスの利点が生かされているかと思っ

ております。 

 また、市内には民間企業はもとより、商工会と

いった公的団体、さまざまなフェイスブックペー

ジがあります。官民が連携して西予市の情報発信

を有機的に関連させ、発信する仕組みができない

かと考えますが、このあたりについて理事者の考

えをお尋ねいたします。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 お答えいたしま
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す。 

 フェイスブックごとの関連といいますか、連携

は官民でできないかというふうなご指摘でござい

ますけれども、現在公式以外の西予市関連のフェ

イスブックには、先ほどもありましたけれども、

商工団体からの各種物産及び文化等の施設、また

イベント関連では朝霧湖マラソン等ホームページ

がございます。それぞれファンを獲得しながら運

用されているところでございますが、いかにこれ

のページを多くの方に読んでいただくか、そして

ファンをふやしていけるかが各団体はもちろんの

ことですけれども、西予市全体の情報戦略上も非

常にこれ重要だというふうなことを考えておりま

す。 

 議員ご質問の各フェイスブックの関連づけなん

ですけれども、情報発信につきましては、手段と

してフェイスブックの持つシェア機能の活用が最

も有効であるというふうに思われますので、市が

所管しますフェイスブックの中に関連する公式以

外のフェイスブックに関する情報を掲載し、それ

を職員が対外に積極的にシェアしていくことで情

報を拡散させて、各フェイスブックに広くフォロ

ワー、読者を誘導していくような仕掛けを行うな

ど、行政サイドから積極的に関与していくことも

考えているところでございます。 

 また今後、市が所管するフェイスブックを再

編、集約、または各分野に特化したものを幾つか

つくり、それぞれ相互が連携をしながら関連する

フェイスブックやホームページの情報を拡散させ

ていくことも有効な手段というふうに考えており

ます。 

 そのため、情報戦略やその推進をしていく体制

をやっぱり早急に整えないといけないというふう

なことでございまして、ただ、先ほど申しました

けれども、伝えるだけに主眼を置いている現状か

ら、より積極的戦略的に情報発信ができるよう

に、それで市の知名度を高めていくというふう

な、ご指摘のような具体的な取り組みを今から進

めていきたいというようなことを考えているとこ

ろでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございました。 

 先週ですか、ほかの議員の皆さんの一般質問の

中でマイナンバー取得率日本一という話があった

かと思います。広報せいよに載せるだけでしたら

市内で終わりますんで、ぜひともホームページの

トップのところに西予市は日本で全国で一番の、

断トツ１位だったかと思いますが、マイナンバー

カードの取得を目指しますということをできれば

いいなと思いますし、本来、今回ウエブ戦略とい

うことで質問させていただきましたが、本当はメ

ディア戦略ということでちょっと質問を考えてお

りました。ちょっと時間の都合もありましてでき

なかったんですが、こういったホームページと

か、自分たちでマスコミに頼らず情報発信できる

時代は参りましたが、やはり全国紙ですとか、全

国ネットのテレビ局ですとか、全国で取り上げら

れることも非常に重要かと思っております。 

 そこら辺の戦略は、戦略を立てないとなかなか

個別に発信してもうまくいかないと思いますし、

西予市の全てを力を合わせて対外的に発信してい

くことの取り組みを今後とも私も含めてですが、

行ってまいりたいと思います。 

 それでは、少し時間のほう余りましたが、今定

例会の一般質問のほうを以上で終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

４５分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時０

０分） 

 次に、５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 議席番号５番中村です。ただ

いま議長より許可をいただきましたので、９月議

会最後の一般質問をさせていただきます。 

 それに先立って一言、先ほど少し話が出ており

ましたが、昨日は第２回サイクリングｉｎ四国西

予ジオパークが予定どおり盛大に実施されまし

た。西予市内外から約２８０名の参加がございま

した。午前中は残念ながら大雨に当たりました

が、午後から雨も上がり、参加者も思い出深いジ

オサイクリング大会となったのではないかと思っ

ております。私も昨年に続き、議員有志４人で約

７０キロメートルを走行し、楽しませていただき

ました。ことしも沿道ではたくさんの方々から声

援をいただき、また休憩ポイントでは地域の方々

から心のこもったおもてなしをしていただきまし

た。この場をかりまして関係者の方々にお礼を申

し上げます。 

 また、１１月２９日には、里山と宇和海の海岸
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を楽しむルート約６０キロ、２０１５四国西予ジ

オＤＥバイシクルがあけはまシーサイドサンパー

クを起終点として開催の予定であります。市内外

から多数の参加をいただき、西予ジオパークが一

層盛り上がることを期待しているところでござい

ます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 新総合計画策定についてお尋ねいたします。 

 我が国のほとんどの市町村においては、総合的

かつ計画的な行政運営を図るための理念や方針を

示した基本構想の策定が地方自治法で義務づけら

れていたことから、この基本構想を頂点としたま

ちづくりの最上位計画として総合計画を策定して

きています。 

 西予市では、合併の翌年の平成１７年度に策定

した第１次総合計画は、今年度で１０年間の計画

期間が満了するため、現在新たな第２次総合計画

が検討されております。３０名から成る西予市総

合計画審議会委員により、市長から諮問を受けた

事項の調査、審議が行われています。８月に第２

次西予市総合計画基本構想の策定に向けた中間報

告が出され、市のホームページで見ることができ

ます。しかし、市内のネット加入率もまだまだで

ございまして、この議会を通じて改めて市民の

方々により広く知っていただくため質問させてい

ただきます。 

 １０年前の第１次総合計画当時は、地方自治法

に策定を義務づけられ、コンサルタントに委託

し、合併翌年に第１次の総合計画が策定されたと

聞き及んでおります。この第１次総合計画を今振

り返ってみて、反省点や改善すべき点等があれば

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、中村議員による第１次西

予市総合計画の総括についてのお尋ねについてお

答えをさせていただきます。 

 第１次の西予市の総合計画、夢創造せいよ２１

と題して、「未来へ輝くゆめ、ひと、ふれあい西

予」を目指しまして、平成１７年度に策定をいた

しましたけれども、合併時の混乱の中で審議検討

時間もなかったこと、また今ほどおっしゃられま

したように、コンサルタントに頼り過ぎたこと、

さらに策定することが目的化してしまった件があ

ったことは否めないと思っております。 

 またもう一つは、西予市建設計画、いわゆる西

予市まちづくり計画、そういう大きな計画が２つ

似たように大きな計画があったということもあっ

たと、このように思っております。 

 こういう結果、抽象的な総合計画となって、ど

ういう手段で事務事業を進めていくのかが曖昧と

なっておりました。それを補足する形に進捗状況

を市民へ毎年、まちづくり総合計画を策定して、

報告をさせてはいただいておりました。しかし、

社会状況の変化や目的達成状況によって見直しを

かけるべきでありましたけれども、残念ながら第

１次総合計画策定後、この１０年間一度も見直し

ができなかったということ、こういうことを反省

しておりまして、そういうことを踏まえまして、

第２次総合計画が実効性のあるものとして作成を

今進めておるところでございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 それでは、次の質問に移りた

いと思います。 

 第２次総合計画策定に向けた今後のスケジュー

ル等、議会のかかわりについてでありますが、本

年の年末、１２月議会に議案を上程して決定する

予定に変わりないかどうかでございますが、総合

計画の構成は一般的にピラミッド型の３層構造で

ございまして、最上位には基本構想が位置づけら

れておりますが、その下に基本計画、さらに下に

実施計画というようなことで底辺を構成している

わけでございますが、最上位の基本構想はまちづ

くりの目指す都市像や目標、理念など、政策レベ

ルを示すものであり、法改正前はこの基本構想の

策定だけが議会の議決を要するものでございまし

た。地方自治法が平成２３年８月１日改正、施行

され、基本構想策定の義務づけが削除されたわけ

でございますが、１２月議会で議決を求めるとす

れば、どのような部分のどの範囲を議決するとし

て求められるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ご答弁申し上げたいと思い

ます。 

 第２次総合計画の策定に向けたスケジュールと

議会の関与についてのお尋ねがございました。繰

り返しになりますが、総合計画、承知でない市民

の方々もいらっしゃいますので、ご説明申し上げ

たいと思いますけれども、今後のまちづくりの方

向性を示す市の最上位計画という位置づけでござ

います。先ほど中村議員からもご紹介がありまし
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た３層構造になっていると。最上位の構想が基本

構想、続いてそれを具体化する基本計画、さらに

それを実施レベルで各実施計画、この３つでござ

います。 

 基本構想の策定に当たりましては、条例によ

り、先ほども中村議員からもご指摘がございまし

たように、議会の議決を求めることになってござ

います。 

 現在、市議会議員の皆様方から３名、あとは学

識経験者、地元で頑張っておられる市民の皆様

等々３０名で構成いたします西予市総合計画審議

会において、まち・ひと・しごと、それぞれの３

部会に分かれまして基本構想、基本計画について

ご審議いただいてございます。ご紹介ございまし

たけれども、先般中間報告を受けたところでござ

います。中間報告につきましては、市のホームペ

ージにも掲載しておりますので、市民の皆さん、

ぜひごらんいただければなと、このように考えて

いるところでございます。 

 今後といたしましては、１０月には西予市総合

計画審議会から答申をいただきたいなと、このよ

うに考えているところでございますけれども、い

かんせん今までが先ほども市長も言いましたけれ

ども、コンサルタントに頼っていたところもあり

まして、なかなか今自炊で、自炊というのは、要

は自分たちで考えてやろうということでございま

すけれども、なかなか自炊というのもなれていな

いもんでして、なかなかこれがスケジュールどお

りうまくいくかどうかというのはやや不安なとこ

ろでありますが、そういったところに向けて鋭意

頑張っているところでございます。 

 また、これもぜひやりたいなというふうに思っ

てございますけれども、パブリックコメントとい

う形で市民の皆様のご意見をお聞きするような形

を考えているところでございます。遅くとも平成

２８年３月には市の総合計画を策定する予定でご

ざいます。 

 続いて、議会の関与等々でございますけれど

も、先ほど申し上げたとおり３名の市議の方々に

審議委員としてご協力いただいているところでご

ざいます。鋭意活発なご意見を頂戴しているとこ

ろでございますけれども、ほかの方々のご意見も

ということで、市議会と私ども企画財務部と定期

的に意見交換をさせていただいている意見交換会

において進捗状況等々はご説明申し上げまして、

また議員の皆様からお気づきの点について意見を

頂戴しているところでございます。今後は総合計

画の基本構想やその変更をするときには議会の議

決を経なければいけませんので、今後の議会にお

いて１２月にできれば間に合いたいというふうに

考えておりますが、３月末までには何とか作成で

きるように進めさせていただきたいというふうに

考えているところでございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいまの大平部長の答弁の

中で、今回の総合計画策定は前回と異なって専門

業者には委託せず、市職員みずから独自の計画を

つくるということでございますが、大変すばらし

いことだと敬意を表します。 

 続きまして、計画期間１０年についてお尋ねい

たします。 

 今回策定中の総合計画の計画期間は１０年とし

て取り組まれていますが、先ほどの答弁の繰り返

しになるかもしれませんが、市長の任期は４年で

ございまして、計画期間内に変われば議会で議決

し、継続している総合計画の政策と市長が選挙で

信任を得たローカルマニフェストの２つが存在す

ることとなります。安定した行政運営には事務事

業の継続性も大変重要でございます。長期的な取

り組みが必要な個別計画については仮にトップが

変わっても継続した取り組みがなされる環境を整

えておくことが大切だと思います。 

 例えば仮に基本構想を８年とし、基本計画を前

期４年、後期４年として選挙と連動させる方法も

考えられますが、１０年とするのがよい理由があ

ればご説明いただきたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 計画期間のその１０年間と

いうことについてのお尋ねがございました。 

 計画期間の１０年が長いのか短いのか、先ほど

もご指摘あったように、市長選挙と連動させたほ

うがいいのかどうかといったようなところについ

ても、さまざまなご意見があろうかと思ってござ

います。第１次、これまでも総合計画というのは

大体１０年ぐらいを基盤にして考えてきたもので

ございますので、そこをいきなり８年、４年と

か、そういったものに区切るというのもいささか

乱暴な議論かなというふうに思ってございます。 

 ですので、今回は１０年後の西予市の状態をイ

メージしながら、想定しながら、９年間でそれに
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どうやって近づけていくのかといったようなこと

を考えてございます。９年間もホップ・ステッ

プ・ジャンプといったようなイメージで３年間、

３年間、３年間というようなことを考えていま

す。 

 これは何でそんなことをやっているのかという

ことでございますけれども、私こちらに来てから

いろいろ申し上げているとおり、なかなか市役所

の職員というのは、計画性というんですか、なか

なかそういったところを淡々と実施していくだけ

になってしまって、見直しをそのタイミングタイ

ミングでやってこないというところがございま

す。この見直しをするタイミングを３年ごとに考

えていきたいなと。当然その見直しに当たって

は、それまでの評価をしていかなければいけませ

んので、その評価をしていくことでその３年間を

想定させていただいています。余りにも長過ぎる

と、また評価が雑になりますし、短過ぎてもだめ

だということでの３年を考えさせていただいてご

ざいます。 

 これで、その市長選と連動させた方がいいとい

うような議論もあろうかと思いますが、私どもと

しては、それはそれということで、この９年を考

えているところでございます。 

 また、ちょっと蛇足的になりますけれども、見

直しが１０年間なされなかったということを反省

しておりまして、まず２つの見直しのサイクルを

考えてございます。１つは、毎年度やります予算

査定の際にその事業を評価していくということで

ございます。そのお金を使った効果として本当に

十分なのか、スケジュールどおり進んでいるの

か、目標は達成しているのか、こういったところ

について評価をしていかなければいけないという

ふうに思っています。 

 また、大きなくくりでの３年ごとということで

ございますが、この３年ごとについても、今ご審

議いただいています総合計画審議会といったもの

がございますけれども、それと同じような附属機

関としてそれを評価するような機能も設けた審議

会というのも設置するのも一つの手ではないかな

というふうに思ってございます。そういった審議

会の中で３年間の評価をし、３年後どういうふう

にしていこうか、構想を見直すのか、基本計画レ

ベルを見直すのかといったようなところを議論し

ていただくのがよろしいのかなというふうに考え

ているところでございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 次に、総合計画と分野ごとの

個別計画の整合性についてお尋ねいたします。 

 西予市には都市計画マスタープランや高齢者福

祉計画、障害者基本計画、教育振興基本計画など

個別法令に基づき策定が義務づけられたさまざま

な長期計画がございます。実際の事業実施ではこ

れらの分野ごとの個別計画による場合が多いわけ

で、総合計画と分野ごとの個別計画は策定時期や

計画期間等がそれぞれ違うことから、目指すべき

目標や政策に応じた個別計画の重点度、達成すべ

き成果指標等は必ずしも一致しておりません。こ

れらの個別計画とどのように整合をとっていかれ

るのかお尋ねいたします。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 お答え申し上げたいと思い

ます。 

 分野ごとの個別計画との整合性についてでござ

いますけれども、おっしゃるとおり今までは総合

計画があり、それぞれ法令等々に基づく個別の計

画がございました。特にかぶってくるところとい

たしましては、総合計画の実施計画の部分と個別

の計画がかぶってくるところがありました。それ

が整合性がとれないまま、そのまま進んでいくと

いうような、これはひとえに見直ししてこなかっ

た結果なわけでございますけれども、今回はそう

いった問題をクリアするために実施計画の部分を

個別に立てるのではなくて、ここで各分野別とし

て今ご紹介に上がった、例えばジオパーク推進計

画だとか、そういったものがまさに実施計画とい

う位置づけにしたいというふうに考えてございま

す。 

 こうすることで市の計画体系を一体化するよう

なことを考えてございます。それぞれがばらばら

に別々に計画を立てて、誰も管理しないとか、そ

ういうことを避けるためにこのようなことをやる

ことを考えてございます。 

 当然個別の法令等々に基づいて、これやれ、あ

れやれと、国からいろいろ言われるわけでござい

ますが、そういった状況も当然視野に入れて、社

会情勢や国の方針等の変化によって総合計画の基

本構想、基本計画の部分を見直さなければならな

いときには、実施計画等々も追って見直しする必

要が当然ございます。逆に下位計画の見直し、要
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は実施計画レベルでの見直しが必要で、それが上

位計画を少し見直したり、反映しなければいけな

いようなときがございますので、そういった場合

もございます。 

 いずれにしろ、総合計画の変更が見直しの必要

性が生じた場合には、適宜のタイミングで見直し

を行って、その際には分野ごとの実施計画等々の

整合性を図る必要があるというふうに考えている

ところでございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ありがとうございました。 

 これは質問通告していませんので、お願いにな

りますが、一言申し上げます。 

 答弁にもあったと思いますが、人口が西予市も

急減しております。この将来をどういうように西

予市を導いていくのか、危機感を持った対応が必

要だと思っております。 

 いずれにしましても、重要なことは西予市の最

上位に位置する総合計画は、市長が交代しても、

社会経済環境が変化しても、西予市をどのような

方向に導いていくのか、目指すべき西予市づくり

の将来像、将来に向け持続発展する西予市の姿を

市民や各事業者、議員などに明快にイメージでき

る総合計画としていただきたいと思っておりま

す。 

 また、その実現に合わせて市民や各事業者がさ

まざまな夢や希望を託していけるような計画を望

んでいますので、担当の大平部長を初め、部職員

一同の活躍を期待しておるところでございます。

よろしくお願いいたします。 

 次に、えひめ国体関連についてお尋ねいたしま

す。 

 愛顔つなぐえひめ国体が６４年ぶりに平成２９

年９月３０日から１０月１０日の間、愛媛県で単

独開催される予定でございます。西予市ではソフ

トボールの成年女子と相撲競技が行われることに

なっており、全国各地からたくさんの関係者が西

予市へ来られます。相撲は野村町で、ソフトボー

ルは宇和町の宇和球場と宇和運動公園で実施され

ます。このため、宇和運動公園でも２６年度、２

７年度で公園内の国体関連の各施設の整備が行わ

れているところでございます。その運動公園から

もよく見える公園の真上にある旧宇和清掃センタ

ーでは、粗大ごみ等の再資源化中間処理施設は現

在も稼働していますが、また一部はごみ関係の車

両の駐車場ともなっております。焼却施設は老朽

化したため、平成１０年代の初めごろに廃止され

たと思いますが、施設はそのまま残っておりま

す。廃止後、約１５年ぐらいになると思います

が、高い大きな煙突もコンクリートが劣化し、さ

びた鉄筋が大きくむき出し、冬季の凍結融解や、

やや強い地震で倒壊するおそれは十分あるのでは

ないかと思っております。公園の園路か清掃セン

ターの進入路か判然としませんが、その道路の上

にいつ倒壊するかもしれません。 

 そこで、旧宇和清掃センターの今日までの経過

と今後の当面の対応についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、中村議員のご質

問、旧宇和町清掃センター、現在の西予市宇和清

掃センターでございますが、この施設に係ります

経過と当面の対策についてお答えをさせていただ

きます。 

 議員ご承知のとおり、当施設は昭和５６年４月

から宇和町のごみ焼却施設として整備され稼働し

ておりましたが、平成１０年３月に愛媛県ごみ処

理広域化計画が策定されたことやダイオキシン類

発生防止などに伴い、平成１３年３月をもって２

０年間に及んだ役目を終え、稼働を停止いたして

おります。その後、焼却ごみにつきましては、八

幡浜市と当時宇和町との間でごみ処分委託契約が

交わされまして、八幡浜南環境センターにて処理

をお願いし、現在に至っているところでございま

す。 

 不燃ごみや粗大ごみにつきましては、議員おっ

しゃるとおり資源としてリサイクルを推進するた

め、その中間処理業務等に現在も当施設を十分活

用しているところでございます。 

 議員もご心配していただいておりますが、もと

焼却施設の劣化でございますが、私どもも大変気

にとめておりまして、隣接の黒瀬霊園や宇和運動

公園などに与える周辺環境問題もさることなが

ら、特に煙突部分に一部崩落もあり、危険な状態

となっております。そのため、市ではえひめ国体

までに解体を予定しておりまして、今年度の当初

予算にて解体工事に係ります設計業務の経費を計

上させていただいており、先般この業務の入札執

行を終えたところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 大変いいご答弁をいただきま

した。国体までに解体されるということで心強く

思っております。景観も大変よくなるんじゃない

かと思っております。 

 それでは次に、清掃センターの跡地の活用策と

関連する市道１６６号の整備についてでありま

す。 

 現在も公園内の園路をごみ関係の委託業者の車

両や一般市民が粗大ごみを積載して通行しており

ます。公園利用者以外の通過交通が存在する極め

て不自然で危険な状況となっていると思います。

このため公園の上を迂回するように市道１６６号

が清掃センターまで伸びております。現在、未舗

装ですが、幅員も３メートルぐらいは十分あり、

側溝や要所の横断環境を入れて舗装すれば、立派

な清掃センターへの専用道路になるのではないか

と思います。ご所見をお尋ねいたします。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、ご質問の跡地の

活用策と関連する市道１６６号の整備についてお

答えをさせていただきます。 

 今ほど答弁にも触れさせていただきましたが、

宇和清掃センターは現在リサイクルを推進するた

め、資源ごみや埋立ごみの中間処理業務、また一

時貯留場所として所狭しと利用しているところで

ございます。それに加えまして、新衛生センター

の整備に合わせまして、平成２９年３月に閉鎖予

定の西部衛生センターは、現在ペットボトルや瓶

類など中間処理業務を行っておりますが、閉鎖後

はそれらは宇和清掃センターを貯留場所にしなけ

ればならないと考えているところでございます。 

 施設の廃止等に合わせまして、処理体制や運搬

体制の見直しは検討しておりますが、解体後につ

きましても当面の間は引き続き中間処理業務や貯

留場所に当施設の利用を考えているところでござ

います。 

 次に、市道１６６号線の整備についてでござい

ます。 

 市道１６６号線は、宇和考古センター、あの辺

の付近から宇和運動公園の東側をログハウス沿い

を抜け、宇和清掃センターまでの路線でございま

す。この路線の整備につきましては、議員おっし

ゃるとおり、現在未舗装部分等がございます。公

園内道路を廃棄物を載せた車両が通行すること

は、私どもも大変懸念をいたしておりました。今

回、国体に伴う整備に合わせまして、今年度には

未舗装部分の路面の整地など簡易な整備を行い、

また来年度には舗装等の整備を計画しておりまし

て、今後はこの路線を宇和清掃センターまでの運

搬路として利用を予定しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 それでは、路線の整備につき

ましては積極的に早く改良していただきまして、

清掃センターへの車両の通行が供用開始している

公園内を往復、往来しないようになるべく早く取

り組んでいただけたらと思っております。 

 次に、国体関連のことでございますが、宇和運

動公園のアクセス道路の改善対策についてでござ

います。 

 国体開催時の国道５６号と宇和運動公園のアク

セスはどのように計画されているのでしょうか。

バス等の運行で国道からの進入路は下瀬橋上流の

肱川右岸上の市道２４６号とその西側に並走する

ＪＲに沿った旧授産所横の市道２６８号線が考え

られますが、どのように予定されているかお伺い

いたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまのご質問でござい

ますけれども、国体開催時の国道５６号から宇和

運動公園のアクセスにつきましてでございますけ

れども、今後開催されます国体実行委員会の専門

部会、輸送交通、警備・消防専門委員会等で詳細

については検討され決定をいたしますけれども、

国民体育大会推進室のほうでは、現在一般観覧者

の車両につきましては、文化会館裏の駐車場を一

般駐車場として想定しております。したがいまし

て、市道旧町地区２２３号線、フジの前の路線の

利用を計画しているところでございます。 

 次に、各県の選手団及び送迎などの大型バスの

アクセスにつきましては、現在も各種大会などで

宇和運動公園を利用する大型バスの進入路となっ

ております、先ほど言っていただきました２４６

号線、宇和川右岸の社会福祉協議会宇和支所前の

道路ですけれども、これを利用する計画でありま

す。当路線につきましては、幅員が十分に確保さ

れていないため、車両の離合等が困難になると懸

念しているところでございます。国体開催時には

交通整理員を各所に配置し、大型車両が進入する
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際には一方通行にするなど、車両の通行に支障が

ないよう万全の態勢で臨む計画でございます。 

 以上です。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 今答弁のありました路線は、

説明のありましたように待避所もなく、路面も非

常に悪い状況でございます。また、側溝や側溝ふ

たも十分整備ができていない状況でございます。

バスの離合も危険ではないかと思いますので、部

分的な改良を早急に取り組んでいただくというご

答弁のようでしたので、ありがたく思っておりま

す。 

 それでは続きまして、３番目の肱川の自然再生

についてお尋ねいたします。 

 今や環境問題は人類の生存や反映に係る極めて

重要な問題となってきております。近年、地球温

暖化や資源の枯渇、生物多様性の減少に伴い、人

類の生存基盤にかかわる環境問題は悪化の一途を

たどってきています。 

 このような環境問題は、人間のもろもろの活動

により生じていることでございます。皆さんご承

知のとおり、近年の大雨や猛暑の背景には、地球

温暖化の影響があると言われています。松山中央

気象台の観測でも最近の２０年間に平均気温が１

度Ｃ近く上昇しています。今後も大雨の頻度、強

度の増加や強力な台風、突風の増加などによる自

然災害の増加が予想されております。さらにま

た、さまざまな気候変動により、自然災害だけで

なく、食糧問題や健康問題にも影響が心配されて

います。 

 この環境問題に対する取り組みの一つとして、

西予市では今年度、地方創生交付金事業を活用し

て、四国西予に流れる水をきれいにしようプロジ

ェクトとして、公共用水域の水質保全を図るた

め、公共下水道や農業集落排水への接続、合併浄

化槽の設置を推進することで、肱川にきれいな水

を流し、四国西予ジオパークのブランドイメージ

向上につなげるとともに、下流域に対する道義的

な責任、責務を果たす取り組みをされています。

大変よい取り組みだと私は思っています。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 環境行政において自然環境に係る取り組みの状

況についてであります。水環境改善への取り組み

として、水質浄化の推進についてでございます。 

 西予市の生活排水処理は公共下水道や農業集落

排水施設、合併浄化槽、単独浄化槽、くみ取りに

より処理されていますが、このうち公共下水道、

集落排水の整備状況、水洗化率、処理水の水質基

準、今後の対応や問題点等はどのようになってい

るか、お伺いいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまのご質問でござい

ますけれども、中村議員におかれましては、各種

の資格を取得され、特に環境関係につきましては

建設環境部門の技術士、県の環境マイスター、ま

た地球温暖化防止活動員の資格等を取得されまし

て、非常に活躍されておられます。そういった中

村議員のご質問でありまして、私のつけ焼き刃的

な回答を申し上げるのは大変恐縮な部分はあるわ

けですけれども、回答させていただきます。 

 まず、公共下水整備状況でございますけれど

も、野村処理区は認定区域が１６３ヘクタールに

対しまして１６０．４７ヘクタールが整備済み

で、整備人口４，０１０人となっております。整

備率９７％でございます。宇和処理区は認可区域

２２１．５ヘクタールに対して１６２．０４ヘク

タールが整備済みで、整備人口４，７５４人、整

備率６３％となっております。また、全体の接続

率は５２％という状況でございます。 

 次に、農業集落排水施設でございますが、宇和

地区７処理区、野村地区３処理区で、全体で１０

の処理区において供用を行っております。全体の

整備人口は８，９７０人、接続人口７，０９８

人、接続率は７９％となっております。 

 また、公共下水道、農業集落排水、合併浄化

槽、単独浄化槽、市全域における整備率は６

７％、水洗化率は５４％という状況でございま

す。 

 次に、処理水の水質基準につきましては、施設

区分、規模に応じ、下水道法施行令、水質汚濁防

止法、浄化槽法施行規則、愛媛県公害防止条例に

おいて定められております。 

 また、処理水の水質検査につきましては、農業

集落排水施設につきましては、ｐＨ、水素イオン

濃度、ＳＳ、いわゆる浮遊物質量等の生活環境の

保全に類する７項目、それから公共下水道におい

ては９項目を毎月検査をしているところでござい

ます。人の健康の保護に類する３３項目につきま

しては、公共下水処理水において年２回実施を行

っております。これら各種検査の結果につきまし
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ては、全て基準値を満たしている状況でございま

す。 

 最後に、今後の対応や問題点でございますけれ

ども、豊かな自然と多様な生態系に恵まれ、地域

に根差した歴史や風土を培った西予市だからこそ

四国西予ジオパークに認定されたところでござい

ます。この恵まれた環境を次世代に継承するた

め、先ほどご質問の中でも触れていただきました

が、今年度の取り組みといたしまして四国西予に

流れる水をきれいにしようプロジェクトとして接

続の支援事業を展開しているところでございま

す。今後とも一層の広報活動等を展開し、汚水処

理施設接続への重要性について多くの方々にご理

解を賜り、水質保全に努めるとともに、事業経営

の安定を図っていくことが私どもに課せられた任

務だというふうに理解をしております。 

 以上でございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 続きまして、関連して水質汚

濁防止法に基づき肱川水系に係る公共用水域での

水質の定点観測を実施されていると思いますが、

この概要と成果や問題点について簡単にご説明願

いたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、ただいまのご質

問の肱川水系に係る水質検査の概要と成果につい

てお答えをさせていただきます。 

 この肱川水系に係る水質の分析でございます

が、分析は毎年２回、７月と１２月、いわゆる夏

と冬に行っておりまして、採水地点は宇和地区は

若宮橋上流など３地点、野村地区が堂野窪下橋な

ど６地点、城川地区が八千代橋上流など５地点の

合わせて１４地点で分析を行っております。 

 分析項目は、水素イオン濃度、浮遊物質量、大

腸菌群数等々７項目の分析を行っております。平

成２６年度の分析結果でございますが、季節や分

析時の水量によってもやや影響がありますけれ

ど、一部の地点及び項目で環境基準を上回ること

もありましたけれど、過年度の傾向と類似してお

り、大きな水質の変化は認められておりません。

なお、分析結果につきましては、西予市ホームペ

ージにも掲載をいたしておるところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 続きまして、生物多様性の保

全復元に関する教育についてお尋ねいたします。 

 西予市の骨格をなす肱川を中心とする里地里山

は、２，０００年以上という長い歴史を通じて農

業や林業などの営みにより、人が自然に働きかけ

ることで形成され維持されてきた多様な生態系で

あります。それゆえに多面的な機能を有する重要

な地域であり、さらに持続可能な地域づくりがま

すます大切となってきています。平成１５年に

は、環境教育等による環境保全の取り組みの促進

に関する法律も制定されました。第６条におい

て、地方自治体も施策を策定し実施するよう規定

されております。 

 これらにより４月１５日から５月１４日のみど

りの月間、７月２１日から８月２０日の自然に親

しむ運動や自然観察会など、自然との触れ合い活

動が全国的に展開されています。また、平成２０

年には生物多様性基本法も制定され、市町村レベ

ルにおいても戦略策定の努力義務が規定されてお

ります。 

 西予市では、学校等において子供たちに自然環

境の大切さ、生物多様性の保全、復元などの学習

の機会をどのような形で提供されているのか、お

伺いいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 学校教育の中で環境教育の一層

の推進の観点から、地域の特性を生かし、自然環

境や生物多様性の保全を考えた学習や環境への負

荷に留意した学習を進めているところでございま

す。特に社会科、理科、総合的な学習の時間の中

で重点的に学習をしております。 

 肱川の保全に関しまして、特色ある教育を行っ

ている事例を幾つか紹介をさせていただきます。 

 地域の方の協力を得て、蛍の幼虫を川に返した

り、蛍を観察したりして、川の環境について学習

している学校、エコグループの方々の協力を得

て、水生生物の調査を行ったり、廃油石けんをつ

くったりしている学校、また地域の環境教室のグ

ループの皆様の協力を得て、黒瀬川へのＥＭだん

ごの投入、ブナ原生林の観察、ビオトープの観察

などを行っている学校等がございます。 

 また、教職員の専門研究グループの中に環境教

育部会がございまして、学校教育における教育環

境について研究を進めているところであります。

今後におきましても河川に限らず、本市の山、
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川、海、田、畑など、四国西予ジオパークとも関

連させ、地域とより密着した環境教育の一層の推

進を図りたいと考えております。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 時間も迫ってまいりました

が、最後の項目として、続きまして流域環境の保

全と再生に係る国、県、大洲市との連携協力につ

いてお尋ねいたします。 

 高度経済成長時代の急激な社会経済活動の進展

に伴いまして、水質汚染や公害問題が全国各地で

顕在化した時期がございました。このため西予市

内においても多くの河川、用排水路等の水質悪化

や流路の直線化、コンクリート三面張りが進み、

さらには暗渠化されるなど、河川環境は悪化の一

途をたどってまいりました。 

 このような中、遅まきながら平成９年に河川法

が改正され、従来の治水、利水に河川環境の保全

と整備が加えられるとともに、河川整備計画の策

定に当たっては、地域の意見を聞くことが定めら

れたところでございます。河川やそれに接続する

用排水路等の水生生物の生息にとって重要な項目

として大まかに言えば、流量、水質及び河川等の

形状の３点に分けられます。河川は水生生物が往

来するだけでなく、移動した先に必要とする河川

環境が確保されていることが極めて重要でありま

す。 

 私が子供のころ、昭和３０年代でございます

が、約６０年前には鹿野川ダムもなく、野村ダム

もありませんでした。肱川源流も瀬戸内海と直結

していた関係から、豊かな河川環境が保たれ、モ

ズクガニやウナギ等がたくさんとれました。秋の

池干しではびっくりするほどの数の大小のウナギ

がとれておりました。 

 現在の肱川は、河口の大洲市長浜から源流の宇

和町久保に至る約１００キロちょっとの間にダム

や取水堰、落差工などたくさんの河川横断構造物

が設置されています。これらは水生生物の分布や

生活に決定的な影響を及ぼしております。これら

の各施設に適合する種々の魚道を設置し、その影

響を改善する手法も古くからありますが、まだま

だ不十分だと思っています。 

 鹿野川ダムや野村ダムにはそれも設置されてお

りません。肱川本川とその支川や接続する水路等

に関係する行政機関としては、西予市はもちろん

国、県、大洲市、伊予市、内子町があります。肱

川について、これら関係機関が協議する場がある

と思いますが、その概要についてご説明いただき

たいと思います。 

 そこでは河川環境改善に向けた取り組みがどう

なっているかお尋ねいたします。 

 また、河川法の改正から既に２０年、さきに述

べましたように豊かな河川環境の復活には、水質

の改善も重要な要素でありますが、あわせて河川

の形状も極めて重要でございますので、水生生物

の遡上降下に阻害要因となっているダムや堰など

の改善に向け、関係団体と協議し、調査や工法を

検討、さらに整備計画の策定に着手する時期に来

ていると私は考えております。ご所見をお伺いい

たします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 それでは、先に国、県、大

洲市を含みます肱川関係市町の連携協力の関係に

ついてお答えをさせていただきます。 

 ３つの連携協力関係があろうと思いますので、

順次説明をいたします。 

 まず、環境関係では、河川の浄化等に関する啓

発や水質の保全、改善に関する事業等を行うため

に、肱川流域の５市町、大洲市、西予市、伊予

市、内子町、砥部町と国、県が連携して、肱川流

域清流保全推進協議会を構成しております。 

 この協議会といたしましては、毎年１回、７月

に肱川一斉水質調査を行っております。調査項目

は、水温、ｐＨ、ＣＯＤの３項目となっておりま

す。また、８月には、構成委員メンバーにより、

肱川の一斉清掃を行い、連携を強化し情報を共有

しているというふうに聞いております。 

 次に、肱川の水質に係る環境対策といたしまし

ては、肱川水系水質汚濁防止法連絡協議会が設置

されております。構成委員は肱川水系に係る国土

交通省関連事務所、愛媛県関連事務所、水系５市

町、それから大洲警察署となっております。この

協議会は、肱川の環境整備及び堤防等の保全を図

ることを目的に、地域住民の生活環境の改善を目

的としており、水質汚濁の監視や流域内の情報交

換というふうになっております。 

 次に、肱川流域内の河川改修事業を推進し、流

域の治水及び河川環境対策等の促進を図ることに

より、地域の振興発展に資することを目的とし

て、肱川流域総合整備推進協議会が設置されてお

ります。この構成員は大洲市、西予市、内子町の
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市長、町長、議長、関係委員会の委員長、副市

長、副町長となっております。 

 この協議会では、先ほどちょっとお話出ており

ましたが、魚礁の構造体であるとか、遡上生態の

保全を図る魚道構造の積極的な導入、環境整備及

び機能整備を図るため、国、県等の各種事業にお

いて環境、地域に配慮した取り組みを行っていた

だくよう要望を行っているところでございます。 

 また、これらの要望を踏まえて河床や堤防、そ

れから堰等の整備に当たって環境保全に配慮した

整備に実際取り組んでもらっているところでござ

います。 

 それから最後に、議員ご指摘のとおり、豊かな

環境を維持することは、私ども現代に生きる者の

務めであるというふうに認識をしております。こ

れまで人間が必要となってつくったもの、自然、

生物に配慮し、よかれと思ってつくったものが自

然に生きる生物にとって最良でなかったことは少

なからずあったのではないかというふうに思われ

ます。 

 河川の改修等の構造物等についても最新の知見

に立って、自然災害等に対処でき、なおかつさら

に河川環境の保全に配慮した整備を行うことが必

要な時代になってきているというふうに認識して

おります。今後も水生生物等と共存できる環境づ

くりへの取り組みがこれまで以上に重要であると

いうふうに思います。さきに説明いたしました関

係機関がその機能を十分に発揮できるよう、連携

強化により一層努めてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいま部長から地元の関係

の協議会が３つあるという説明がございました。 

 その１番目、２番目は、主には水質関係でござ

いまして、水質関係の調査や情報交換というよう

な形になっておるようでございます。３番目の改

修促進整備に係る協議会におきまして、やっと魚

礁の検討、魚道の整備という話が出てまいりまし

た。やはり先ほど来お話しさせていただきますよ

うに、水質関係は当然重要な要素でございます

が、河川の構造的な問題がございますので、やは

り河川の構造的な問題を改善する方向での、水質

だけじゃなしにそういう形状を改善する方向での

改修を取り組んでいただきたいと思っております

ので、西予市からさらに積極的な働きかけをして

いただきまして、最上流の西予市がやはり言わな

いとどこも動いてくれないと思いますので、積極

的にそういう水生生物の往来に障害となっており

ます主に河川横断構造物に対する魚道等につきま

して、さらに強力にお願いを続けていただけたら

と思っております。 

 長くなりましたけど、以上で私の質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０時５３

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

５分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

の内容は大綱のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第９２号「西予市個人情

報保護条例の一部を改正する条例制定について」

から議案第９５号「西予市生活交通バス条例の一

部を改正する条例制定について」までの４件を一

括議題といたします。 

 これより本案４件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第９６号「市道路

線の認定について」議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９７号「平成２

７年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 一般会計補正予算の２０ペ

ージですか、土木費で今回補正で７，５０９万円

補正されておりますけども、この件については、

この予算説明資料を私読んでおりますと、人家に

隣接する崖崩れ危険箇所を今回県の補正予算にあ

わせて改修するというような予算で、大変私も安
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心はしとるんですけども、これを逆に考えれば、

県の補正がなければ、後年度というたら来年２８

年度までその危険箇所をほっとかないかんわけで

すね。私もかかわった案件の中で、この危険箇所

について、６月の大雨のときに本当人家の床をえ

ぐるような場所を私も見たんですけども、こうい

う危険箇所の補修がなぜ早急にできないのか。 

 私は市長が所信表明でいつも言われるのは、今

年度もスピード感を持ってやりますということを

市長は言われるんです。だけども、これ人家、人

命にかかわるようなことにもなるんですけども、

これがなぜこんなに長くかかるか。これから図面

を引いたりしてしよったら、これほとんどもう半

年、１年、完成するまでにかかるんじゃないかと

思うんですけど、これについて危険箇所、特に人

命にかかわるような危険箇所について大至急やら

なければいけないところは、一般財源で補填して

でもできないのかどうかお伺いいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまご指摘いただきま

した崖崩れ防災対策事業の関係でございますけれ

ども、例として挙げていただきました箇所につき

ましては、７月９日に被災を受けたということを

確認しております。その後、県あたりとも協議を

いたしまして、今回の場合、非常に緊急性を要す

るということもございまして、当初予算につけて

いただいておりました崖崩れ防災対策事業の経費

の中の事業としての取り組みを決定させていただ

きまして、９月の時点で入札に入るような形にな

っております。 

 今ご指摘いただきましたように、崖崩れ防災対

策関係の事業につきましては、過去には申込件数

も非常に多く、数年待ちというような状況の時期

もございましたけれども、ご存じのようにここ数

年間、十数件ずつの事業を実施しております。現

在のところは、基本的にはもう余り待ち時間な

く、大体採択されるようなことになっておりまし

て、春あたりに災害が起きた緊急案件につきまし

ては、今回も６件出させていただいておりますけ

れども、こういう形での９月での補正対応という

ことをとらせていただきたいというふうに今後も

考えておりますし、また今後の台風等々によって

緊急性が出たものについては、春の当初予算あた

りには実施できるように進めていきたいというふ

うに考えております。 

 いずれにいたしましても、今ご指摘ありました

ように、緊急性を要するものに対して補助待ちの

体制でいくのかどうかという部分ございます。当

然県の採択基準等もございますので、補助待ちだ

けではいけない場合もございますけれども、その

辺につきましては、理事者とも協議をしながら対

応ができることがどういう形で対応ができるのか

ということは真摯に受けとめていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 １３番沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 今後は私も思うのは、天災

はいつやってくるかわからないというのが今の実

情だと思うんです。大雨が降りますし、きのうも

千葉のほうで大雨が降って大災害が出とるという

ような状況になっておりますんで、この復旧につ

いては今後やっぱり市としてもある程度の予算確

保というのが必要じゃないかというように私は考

えますので、この点も市長にお願いしたいと思い

ます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今の問題は、話の根っこが２つちょ

っと一緒になっておるという気がします。あくま

でも２０ページのあれは急斜面の崩壊防災対策な

んで、これはあらかじめいろいろ要望を受けたと

ころについてやるもんであります。 

 もう一つは、災害があった場合はご案内のとお

りページ数で言いますと後のページで２６ページ

とかの災害等との復旧事業でやりますので、そう

いうときはすぐまた復旧等々に載せますから、だ

から話がちょっと違うようになります。だから、

その辺のところをご理解いただいて、早くいろい

ろなところは危険なところは要望を受けて、それ

を県と私どもが話す、あるいは市単独でやれるも

のは市単独でやるということもやりますので。災

害に遭った場合とちょっと違うということだけご

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 予算書１５ページの個人番

号カード交付事業についてお伺いしたいと思いま

す。 

 先ほどまで今回の定例会の一般質問の中でもた

しか２名か３名の方、このマイナンバー制度につ
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いての質問があったと思いますが、この質問の視

点があくまでも個人対行政という立場でメリッ

ト、デメリット、あるいはまた行政側のセキュリ

ティーはどうなのかという質問であったと思うん

ですが、私は視点を変えまして、今回この制度が

導入された場合に、個人対企業の関係が発生して

まいります。企業も当然この制度を活用しながら

運用していくわけですけれども、企業がこれを運

営するに当たって一番心配なのはセキュリティー

をどう各企業がみずからが確保していくのか。こ

れが下手すれば漏えいとか、そういったことにつ

ながれば企業の信用度にもかかわってくるという

ふうなことで、今それぞれの企業が一番心配して

いるのは、この厳しい不況、地方経済大変疲弊い

たしておりまして、各企業、四苦八苦いたしてお

りますが、今回のマイナンバー導入によって新た

な負担が強いられるということで、私も個人的に

いろいろこのセキュリティー関係、調査をいたし

ましたが、相当の金額を支出しなければこの対策

万全を期すことはなかなか難しいというふうに言

われておりまして、この導入が非常に懸念をいた

しております。このことに対して国は企業に対し

て財政支援的な制度を設けていくのか、あくまで

も企業独自の自己責任でやっていけと言われるの

か、その点お伺いしたいと思います。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 個人番号制度に関連しての

ご質問ですので、私のほうからご答弁差し上げた

いと思います。 

 要は、セキュリティー対策について企業側に対

して助成等々を国側が考えているのかというお話

でございますが、私が報道ベースまた人脈等々を

使いましてお話を聞いている限りにおいては、そ

のようなことはないというふうに承知してござい

ます。通常そのセキュリティーに関して、今回は

非常にタイミングが悪かったというところもある

かとも思いますけれども、非常にナーバスになっ

ているような状況になってございます。 

 さはさりながら、企業が普通抱えます本来漏ら

してはならない情報のセキュリティー対策という

のは、個人番号が導入されるか否かにかかわらず

やらなければいけないことだと、社会的責任の一

つだというふうに思ってございます。したがいま

して、国も多分そういう考えで助成等々はやって

いかないんではないかなというふうに思ってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 この制度の導入がなけれ

ば、例えば私が自己管理しているのは、大体ウイ

ルスバスターを入れる、これでほぼ事足り得た。

しかし、これも私専門家に聞いてみますと、例え

ばウイルスバスターで防御できるのは全体の４

８％程度だというふうに言われております。そう

しますと、やはりマイナンバー制度、これを管理

していくためには９５％以上の防御率、防御率と

いうのが自分のパソコンのセキュリティーを維持

していくためにやはり９５％以上の能力が要ると

言われております。 

 そうしますと、このシステムが今５年リース

等々で契約しても、安くても五、六十万円は最低

すると。企業の規模によったら何百万円、何千万

円というものが負担されますし、けさほど、きの

うですか、愛媛新聞にありましたが、例えばスー

パーのような大量の顧客を取り扱う場合には、こ

のシステムを自分のパソコンに導入する人件費も

半端じゃないというふうなことで、その辺の各企

業の経費負担というものが今後相当な企業の負担

になってくるんじゃないかというふうなことがぼ

ちぼち言われ始めております。 

 そこで、私今日本の国民が関心ある大きな事件

というのは、原発の再稼働と安全関連法案がどう

なるか、そしてこのマイナンバー、この３つに共

通している課題というのが、ともに国民には見え

ない不安というのがあると思うんです。何が不安

かと言われても具体的にはわからないんだけど

も、何となくふわっとした不安がそれぞれにある

と。それに対して、一方で安全ですよ、安全です

よ、安全ですよということを言われると、余計こ

の不安を覆い隠すために言われているのかなみた

いなことで、さらに国民側は不安になるというの

が今の３つの国がやっている事業の共通した課題

じゃないかなというふうに私思っております。 

 ですから、ここの説明をもう少しそれぞれに国

民にわかる形でしていかないと、何となく国民は

気がついたら不安の中に取り込まれてしまったと

いうことになるんじゃないかなというふうな思い

がいたしますので、これは国のやることですか

ら、西予市で議論してもとめれないというのはわ

かりますが、もう少しやはりとめれないんであれ
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ば、地方から要望していくぐらいなことをしてい

かないと、国民は気がついたときには後の祭りで

は余りにも我々惨めじゃないかなという思いがい

たしておりますので、ここは慎重に対応をお願い

したいというふうに思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、今の元親議員のご質問に

ついてでございますけれども、要望につきまして

は、今のような要望があるということが私どもあ

る程度感じてはおります。したがって、そういう

何らかの機会があったら、私どももこういうこと

をしっかりやってほしいという要望もいたします

し、もう一つは議会の中で取り上げていただい

て、直接国にここの中で採択されればやれるわけ

ですから、両方でそういう不安を直接言える機会

がありますので、ぜひその辺もお願いをしたいと

思います。 

 以上です。 

○議長 ９番松山清君。 

○９番松山清君 ２点ちょっとお伺いしたいんで

すけども、まず第１点目は、１５ページの総務

費、総務管理費の駅前開発事業なんですけども、

これ卯之町「はちのじ」まちづくり事業でありま

すが、この物件調査費ということで計上されてお

るわけですけども、これはどういった範囲が対象

になって、どの物件がどういう調査をするのかと

いうことを概略をお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、２４ページの文化的景観保護推進費

の３０３万円でありますが、これは明浜狩浜の段

畑のことという説明がございましたけども、これ

が予算説明資料によりますと、景観調査委員会を

設置するというふうになっておりますが、この景

観調査委員会、これだけの委員会なのか、あるい

はもっと大きなところ、大きな単位を担当してい

るのか、どういったことを目的で設置するのかと

いうこと、そして一部をポリゴン化する経費って

あるんですけども、それどういう意味なのかちょ

っとわからないんですが、その説明をお願いした

いと思います。 

 あわせて、これ最近、新聞報道でもありますけ

ども、風力発電との関係がいろいろ問題になっと

るようですが、今後の先行きといいますか、今後

の見通しはどうなのか、この文化的景観保護推進

の計画を含めてわかる範囲をお尋ねいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 先に１５ページの駅前開発

事業費の関係、総務費でございますけれども、こ

の関係につきまして私のほうから説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 卯之町の「はちのじ」まちづくり事業というの

をご存じだと思いますけれども、昨年、卯之町

「はちのじ」まちづくり推進委員会からの基本構

想を受けまして、現在官民連携事業の実施につい

てさまざまな角度から協議を進めているところで

ございます。 

 その中でいろいろとご意見を聞いていきます

と、基本的に現在駅前にあります商業施設がござ

いますけれども、その部分をやはり抜きにして考

えることというのは非常に難しいというご意見も

多く出ております。この物件補償に関係いたしま

して、私どももやはり一体的に整備していくのに

は除去していただく必要性があるというふうに認

識をいたしまして、今回物件補償、いわゆる話を

今後進めていくに当たって、どのぐらいの補償が

できるのかというところをきちんとやっぱり数字

として出す必要があるということで、今回それに

ついての調査について委託費を計上させていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 松山議員のほうから３点ばかり

文化的景観についてのご質問があったかと思いま

す。 

 まず１点目は、調査委員会というのは、この文

化的景観に係る調査委員会だけなのかと、２点目

は、ポリゴン化とはどういうものか、３点目は、

風力発電施設に関してのご質問だったかと思いま

す。 

 まず、文化的景観保護推進事業検討委員会、７

名で組織されておりますが、第１回の正式委員会

を４月１９日に開催したところでございます。あ

くまでもこの検討委員会というのは、狩浜の段々

畑と宇和海の文化的景観の選定に向けての委員会

でございます。限定した委員会であるということ

でございます。 

 続きまして２点目、ポリゴン化ということなん

ですが、地図上で一つの地域をあらわす多角形と

いう、何やらわからん、理解に苦しむ言葉が羅列

してあるんですが、要するに情報を３次元化、３

Ｄ化して管理をするということでございます。
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段々畑等の歴史や特質、石垣の特徴や年代等に関

する情報を写真ではなく立体化して情報管理をす

るということでございます。 

 それをすることによりまして、情報の分析や解

析を視覚的に表示できたりするということでござ

います。また、このデータをオープン化すること

によりまして、利用者が使いやすいように加工す

ることができ、土地に応じたかんきつの品質選択

など、あらゆる面に利用ができるということでご

ざいます。 

 次に、風力発電についてでございますが、市と

しましては自然再生エネルギーを否定するもので

はありません。現実、狩浜から風力発電施設、現

段階では２機の風力発電施設の羽の一部分が２カ

所見えるような計画でございます。風力発電に関

する事業者のほうも非常にご理解をいただきまし

て、そういった形態になったわけでございます

が、教育委員会としましては、文化的景観の選定

を優先したいというふうに考えております。引き

続き市を通しまして、風力発電業者さんのほうに

ご理解をご協力をお願いするという考えでござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ９番松山清君。 

○９番松山清君 ちょっとさらに確認の質問でご

ざいますけど、まず初めに卯之町「はちのじ」ま

ちづくり事業につきましては、もう駅前の西に２

つの建物が対象で、ＪＲは含まれてないというこ

とですね。はい、わかりました。 

 あとそれと、今の文化的景観保護推進事業でご

ざいますけども、今後のスケジュールといいます

か、今後の計画というか、それはどうなっている

のかということをお尋ねします。 

 それと、ちょっと今の部長の答弁で調査委員会

と検討委員会とがごっちゃになっとるような感じ

がしたんですが、これは一緒なんですか、同じ委

員会なんですか。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 私の表現の誤りでして、同一の

委員会でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、２７年

度、２８年度で実質的な調査を終えまして、２９

年度におきましては、景観計画の策定協議を行い

まして、景観計画を策定する予定でございます。 

 また、地元住民や市民を対象に文化的景観に関

する学習会やワークショップなども開催しまし

て、普及啓発に努める予定としております。 

 相対的に申しますと、２７、２８は調査に傾注

をすると、２９年度におきましては地元の同意、

また文化的景観選定の申し出を文化庁に行ってい

くというスケジュールでございます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 マイナンバー制度につい

て、市長の意気込みについてちょっとお尋ねをさ

せていただきたいと思います。 

 広報に１面で日本一を目指すということをうた

っております。これにつきましても先ほど元親議

員が質問されましたように非常に国のほうでもど

こまでこれを使うかといういろんな諸般の問題は

あります。これを使えばいろんな情報公開の問

題、個人情報問題、いろいろあります。あります

けれども、広報にああして日本一を目指すという

ことでしたら、市全体が議会も一緒になってやら

なければならないというような気構えをひとつお

聞かせ願ったらと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、酒井議員のご質問でござ

いますけど、広報でいわゆる宣誓をしたわけでご

ざいますから、日本一目指しますよ、これは一つ

の発信としてはいい、おもしろい発信だと私自身

も思っておるわけです。 

 といいますのは、どうせカードは将来持つんだ

ったら、持ったことにこしたことはないですよ

ね。いつかは持つ、そしたらそれを利用する形態

を早くやっていく、皆さんがですよ。それをした

らいいというのは、これは当然なことだと思うん

です。 

 だから、先ほどからご心配をされておりますい

ろいろな情報の漏えい等々の問題は別の次元の問

題ですので、それはしっかりやっていく。しかし

ながら、カードを持って活用するというのは非常

にいいことだと思うんです。早いか遅いかになる

わけですから。そしたら、早くやって日本一にな

ったよというイメージづくりをすることによっ

て、あの中の本市でもあります西予市というのを

別の角度ではアピールもできるということにもな

ろうと思います。そういう意味では、ここにおら

れる議員の皆様方も、また市民の皆さんもぜひ一

丸となってやれるような呼びかけもやっていきま

すので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたし
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ます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 市長の意気込みは聞かせ

ていただきましたが、それで大平部長にちょっと

お尋ねしますが、これに対する推進する具体的に

市民が便利性がある、入りやすくある広報、そう

いうような具体的な策は考えておりますか、これ

から考えるつもりでございますか。 

○議長 大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 ご答弁申し上げたいと思い

ます。 

 急にこのカードを持つことによって何か利便性

はあるというようなことは当然考えなければいけ

ませんが、今のところそれよりも今既存のやって

いる事業で、そのカードを使うことで代替してい

こうという、いわゆる生活必需品にまずかえてい

くことが大事かなというふうに思ってございま

す。 

 続いて、普及が相当程度広まれば、ネクストで

次の利便性のあるようなことを投資する準備もで

きますので、まずそちらが先かなというふうに思

っています。まず先にやるべきは、今やっている

業務をカードに置きかえていくということが大事

かなというふうに思ってございます。 

 私のほうは広報の中では市民証に使ったらいい

んじゃないかというようなお話を書かせていただ

いておりますけれども、今市民を証明するものと

して特段何も市が発行しておりませんので、こう

いったところに活用できるんではないかなという

ふうに思ってございます。 

 以上です。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 予算書の１７ページ、一番下

になりますが、農業振興費のとこで、新規作物等

産地育成事業２１７万円というのがあります。こ

れ９月補正予算説明資料の３ページにその内容が

出ておりますけど、これ今農業のほうで特に若手

農業の方、農業をやっている方、この方たちは大

変意欲的で、そういう新規作物に対して取り組ん

でいくというのが非常に意欲的でございます。こ

れ当初予算では１２０万円ほど出ておりました

が、これは今回はこれ見ておりますと、ミシマサ

イコの生産団体が栽培面積拡大及び生産から出荷

までの作業効率向上のための機械導入に対し補助

をするとありますが、これは新規作物という部門

においてはどういう団体でもこれは適用されると

いうことになるんでしょうか、お答え願います。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 予算書のほうにおきまして

は、新規作物という形での表記をさせていただい

ているわけですけれども、ご質問の中で言ってい

ただきましたように、考えておりますのはミシマ

サイコの栽培団体に対しての今回補助でございま

す。 

 ちなみに、平成２４年に栽培を始めていただき

ましたけれども、２０戸で４．５、６ヘクの取り

組みがあったわけですけれども、２７年、今年度

におきましては８５戸、２２．０ヘクタールにな

っております。将来的には１００戸、これ２９年

度ぐらいの目標として上げているようですけれど

も、１００戸、３０ヘクタール程度ということで

計画をされております。 

 したがいまして、これまでにも何度か予算を組

ませていただきましたけれども、拡大していく中

での機械類の補助ということで、ミシマサイコの

生産団体への補助を予定しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 その生産団体としてうちが

認識しておりますのは１団体でございますけれど

も、個人での補助ということではなく、その生産

団体に加入していただいた団体に対してという考

え方でございます。 

 ほかの作物という意味ですかね。今回の関係に

つきましては、これは県補助絡みでございますけ

れども、このミシマサイコについての補助という

ことでございます。ほかに新規作物等の補助関係

の要望がありましたら、またこれについては相談

をさせていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第９８号「平成２

７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号）」から議案第１０５号「平成２７年度西予市

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）」まで

の８件を一括議題といたします。 
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 これより本８件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、認定第１号「平成２６

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 それでは、１点だけお伺いを

いたします。 

 決算における主要な施策の成果報告書の中の１

０３ページにあります高齢者路線バス利用補助事

業についてお伺いをいたします。 

 この事業は、西予市民病院が開院すると同時に

行われた事業だと認識をしておりますけれども、

事業評価のところにもありますが、さらに通院や

買い物の支援につながっていくよう周知に努める

というふうにもありますけれども、その周知をど

のようにされてたのかということと、実績もあり

ますけれども、各地域別にもし実績がわかれば教

えていただきたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、ただいま二宮議

員の高齢者路線バス利用補助事業についてでござ

いますが、まずこの補助事業について少し再度ご

説明をさせていただきたいと思います。 

 この事業につきましては、７０歳以上の高齢者

の方に対しまして公共交通路線バスの運賃の半額

補助を行うことによりまして通院や買い物など外

出がよりしやすくなるため、そういうことの負担

軽減を図ることが目的でこの事業を始めておりま

す。去年の９月からこの事業を始めているところ

でございます。 

 二宮議員のご質問でございますけれど、まず周

知の方法についてでございます。 

 周知につきましては、広報せいよ、それから全

戸配布のチラシ、そしてホームページなどいろい

ろな周知方法を使って周知を図ったところでござ

います。ただ、私どもが少し反省をしておるの

は、周知が不足しておるようには感じておるとこ

ろでございます。よって、再度この周知に努めて

図っていかなければならないのかなと思っている

ところでございます。 

 次に、どの程度この助成券を利用されておるの

かということでございますが、この報告書により

ますと、全体的には申請者数１，１３５名となっ

ておりますけれど、誤りがありまして１，１３７

名が実質の数字でございます。 

 この内訳としましては、明浜が２９７名、宇和

が１４７名、野村が２４１名、城川が１１６名、

三瓶が３３６名となっておりまして、明浜、三瓶

の方が利用が多いのかなと思っておるところでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、認定第２号「平成２６

年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１３号「平成２６年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」まで並びに議案１０６号「平成２６年度西予

市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て」及び議案第１０７号「平成２６年度西予市病

院事業会計資本金の額の減少について」の１４件

を一括議題といたします。 

 これより本１４件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案１６件及び

認定１３件については、お手元に配付いたしてお

ります常任委員会付託表のとおり、各常任委員会

に付託いたします。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、陳情第１号「高齢者が

地域で活躍できる場の拡大に取り組むシルバー人

材センターへの支援の要望」から陳情第３号「森

林整備の推進と林業の成長産業化を求める意見書

（案）の提出についての陳情」までの３件を一括

議題といたします。 

 これらの陳情３件につきましては、お手元に配

付いたしております陳情文書表のとおり、各常任

委員会へ付託いたします。 

 各常任委員会は、各議案、認定及び陳情につい

て十分に審査を行い、最終日の本会議において委

員会審査の経過と結果について、各委員長の報告
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を求めることといたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時４２

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時４

４分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１１

号「西予市消防団小型動力ポンプ積載車の取得に

ついての議決の一部変更について」を本日の日程

に追加し、追加日程として議題にいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本案を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１１１号「西予市

消防団小型動力ポンプ積載車の取得についての議

決の一部変更について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 議案第１１１号「西予市

消防団小型動力ポンプ積載車の取得についての議

決の一部変更について」、提案理由のご説明を申

し上げます。 

 本定例会初日におきまして議決された議案第１

１０号「西予市消防団小型動力ポンプ積載車の取

得について」、取得金額のうち取引に係る消費税

及び地方消費税の額の記載に誤りがあったことが

判明したので、これを変更し、改めて議会の議決

を求めるものであります。 

 このたびの変更につきましては、深くおわびを

申し上げるとともに、議決いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１１号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１１号「西予市消防団小型動力ポンプ

積載車の取得についての議決の一部変更につい

て」は原案のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１１号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ９月１８日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時４９分 
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      議  事  日  程 

 １ 議案第 ９２号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ９３号 西予市職員の再任用に関

する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９４号 西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９５号 西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ９６号 市道路線の認定について 

   議案第 ９７号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９８号 平成２７年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第 ９９号 平成２７年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１００号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０１号 平成２７年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０２号 平成２７年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０３号 平成２７年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０５号 平成２７年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１０６号 平成２６年度西予市上水

道事業会計未処分利益剰

余金の処分について 

   議案第１０７号 平成２６年度西予市病院

事業会計資本金の額の減

少について 

   認定第  １号 平成２６年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ２号 平成２６年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２６年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２６年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２６年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２６年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２６年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第  ８号 平成２６年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

   認定第  ９号 平成２６年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２６年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２６年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２６年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２６年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

   陳情第  １号 高齢者が地域で活躍でき

る場の拡大に取り組むシ
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ルバー人材センターへの

支援の要望 

   陳情第  ２号 農業の持続的な発展を支

える農業生産基盤整備の

推進・強化を求める意見

書（案）の提出について

の陳情 

   陳情第  ３号 森林整備の推進と林業の

成長産業化を求める意見

書（案）の提出について

の陳情 

追加 議案第１１２号 西予市スクールバスの取

得について 

   意見書案第１号 農業の持続的な発展を支

える農業生産基盤整備の

推進・強化を求める意見

書（案）の提出について 

   意見書案第２号 森林整備の推進と林業の

成長産業化を求める意見

書（案）の提出について 

   発議第  ５号 西予市議会会議規則の一

部を改正する規則制定に

ついて 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第 ９２号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ９３号 西予市職員の再任用に関

する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９４号 西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９５号 西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ９６号 市道路線の認定について 

   議案第 ９７号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９８号 平成２７年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第 ９９号 平成２７年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１００号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０１号 平成２７年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０２号 平成２７年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０３号 平成２７年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０５号 平成２７年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１０６号 平成２６年度西予市上水

道事業会計未処分利益剰

余金の処分について 

   議案第１０７号 平成２６年度西予市病院

事業会計資本金の額の減

少について 

   認定第  １号 平成２６年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ２号 平成２６年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２６年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２６年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２６年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２６年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２６年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第  ８号 平成２６年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

   認定第  ９号 平成２６年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２６年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２６年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２６年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２６年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

   陳情第  １号 高齢者が地域で活躍でき

る場の拡大に取り組むシ
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ルバー人材センターへの

支援の要望 

   陳情第  ２号 農業の持続的な発展を支

える農業生産基盤整備の

推進・強化を求める意見

書（案）の提出について

の陳情 

   陳情第  ３号 森林整備の推進と林業の

成長産業化を求める意見

書（案）の提出について

の陳情 

追加 議案第１１２号 西予市スクールバスの取

得について 

   意見書案第１号 農業の持続的な発展を支

える農業生産基盤整備の

推進・強化を求める意見

書（案）の提出について 

   意見書案第２号 森林整備の推進と林業の

成長産業化を求める意見

書（案）の提出について 

   発議第  ５号 西予市議会会議規則の一

部を改正する規則制定に

ついて 

   議員派遣の件について 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は１９名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第９２号「西予市個人情

報保護条例の一部を改正する条例制定について」

から議案第１０７号「平成２６年度西予市病院事

業会計資本金の額の減少について」までの１６件

及び認定第１号「平成２６年度西予市一般会計歳

入歳出決算の認定について」から認定第１３号

「平成２６年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計決算の認定について」までの１３件並びに陳

情３件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長岡山清秋君の報告

を求めます。 

 岡山清秋君。 

○岡山清秋総務常任委員長 去る９月７日の本会

議におきまして、当委員会に付託されました議案

７件について、９月９日と１０日に審査を行いま

したので報告をいたします。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会報告書の

とおりであり、いずれも原案のとおり可決決定を

いたしたところでございます。 

 議案審査の中で、委員より出された質疑、それ

に対する答弁等について概要を抜粋して報告申し

上げます。 

 まず、議案第９２号「西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制定について」であります

が、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、通称番号法が施行

されることに伴い、必要な措置を講じるものとの

説明がありました。 

 次に、議案第９５号「西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制定について」では、生活

交通バスの利便性向上と公共交通空白地域解消を

図るとともに、平成２８年度から西予市生活福祉

バスを西予市生活交通バスへ統合することに伴う

条例改正との説明がありました。委員より、この

改正により市内全域の交通空白地域解消が図れる

かとの質疑に対し、公共交通網の維持、空白地域

への拡充などの対策であり、公共交通に関する組

織形態の弊害を改革するものであるとの答弁があ

りました。特に、交通空白地域の解消については

今後も多角的な見地から検討を進めるとの答弁が

ありました。 

 次に、議案第９７号「平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」歳入歳出予算に関する

総務常任委員会所管分のうち、総務部情報推進課

所管分では、平成２７年１０月５日、番号法施行

に伴い、生活福祉部市民課が実施する個人番号カ

ード交付事業１３０万４，０００円に対する歳入

の計上で、全額国庫補助対象事業であり、個人番

号カード交付事業に充当するとの説明がありまし

た。 

 また、企画財務部財政課所管分、財政調整基金

事業４億２，１９０万円では、地方財政法第７条

に基づき、平成２６年度決算による剰余金のうち

２分の１を財政調整基金に積み立てるとの説明が

ありました。 

 次に、認定第１号「平成２６年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定」に関する総務常任委員会

所管分のうち、総務部危機管理課所管分では、防

災対策啓発活動事業２４３万１，０００円に関連

して、伊方原発再稼働に伴う避難訓練のあり方に

ついて質疑がありました。原子力防災訓練につい

ては愛媛県主催の訓練であるため、参加要請内容

や参加要請者数が割り当てとなっており、別途の

追加参加については難しい面もあるが、訓練の際

にはより多くの市民に周知を行いながら行いたい

との答弁がありました。また、原子力火災時の避

難経路などの市民への周知についての質疑があ

り、パンフレット配布や出前講座を行うことで関

心を持たれるよう周知をするとの答弁でありまし

た。 

 次に、企画財務部まちづくり推進課所管分で

は、空き家・廃屋対策事業６６１万円について、

空き家の地図台帳システムを購入し、地域づくり

組織の協力を得て空き家情報を収集し、所有者に

利活用と除却について意向調査を行い、空き家詳

細情報、外観写真の一元管理をすることができた

ことから、今後は行政内部で情報を共有し、空き

家の適正管理や今後構築予定の空き家バンクに活

用し、移住希望者等へ情報発信していくとの説明

がありました。 

 また、西予市合併１０周年に伴う各事業の成果

について質疑があり、担当部課においては市歌、
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市の歌作成事業３１８万３，０００円で効果があ

ったとの答弁でありました。 

 次に、企画財務部総合政策課所管分では、総合

計画策定事業２７５万５，０００円について質疑

があり、第１次総合計画について、計画を意識せ

ずに事業が行われている事例が多いことなどの反

省を受け、第２次総合計画策定後は予算査定等に

おいて総合計画の実施内容を検証、評価していく

との答弁があり、委員からは、職員のさらなる意

識改革と能力向上が求められるとの意見がありま

した。 

 また、消防本部所管分では、老朽化をしている

消防本部新築の見通しについて関連質疑があり、

県内でも当市の本部建てかえがおくれており、平

成３１年度までに合併特例債を活用できるよう本

部内にプロジェクトチームを設立し、八幡浜地区

施設事務組合の課題を含めて検討しているとの答

弁がありました。 

 また、明浜地区及び城川地区の救急２４時間体

制の見通しについてでありますが、関連質疑があ

り、全国的な課題であり体制構築に向け鋭意検討

したいとの答弁でありました。 

 次に、教育部教育総務課所管分では、小中一貫

教育についての関連質疑があり、将来的には小中

一貫教育の導入も視野に入れ、小中一貫教育大会

などに参加をし、既に取り組まれている学校の視

察研修等を実施し、検討をしているとの答弁があ

りました。 

 また、教育部生涯学習課所管分では、結婚推進

委員会補助事業２４４万円について、今後の事業

の見通しについて質疑があり、昨年度は２組の成

婚実績が上がっており、日ごろから各委員がそれ

ぞれ熱心に取り組まれているとのこと、またえひ

め結婚支援センターとの連携やイベント内容につ

いてはプライバシーに配慮しながら検討するとの

答弁でありました。 

 また、野村地域教育福祉総合施設建設事業５億

５，１２２万６，０００円について、開館後の利

用状況について質疑がありました。市民図書館野

村分館の図書貸出状況について、対前年比で１．

５倍程度に大幅に増加をしております。立地のよ

さもあり、施設利用者も順調であるとの答弁があ

りました。 

 次に、教育部文化体育振興課所管分では、古代

ロマンの里推進事業６３１万８，０００円につい

て、事業の方向性の質疑があり、恒例の駅からウ

オーク事業は八幡浜市と共催して行い、笠置峠街

道調査も同じく連携し調査を実施しているとの答

弁でありました。 

 また、愛媛国体競技役員等養成事業６４万５，

０００円における審判員等の確保状況について質

疑がありました。市内での資格取得者も順調に養

成できており、今後も各競技団体と協議をして競

技役員の養成を進めていくとの答弁でありまし

た。 

 次に、認定第４号「平成２６年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」では、全国的にも問題となっている滞納状況

について質疑がありました。平成２６年度末時点

で滞納者数２９名、滞納金額１，０５１万円との

答弁がありました。また、対策について質疑があ

り、毎月月末に納付通知を行っていること、債権

回収会社等への委託も検討しているが、事例が少

なく手数料も必要なことから慎重に検討している

との答弁でありました。 

 以上、委員会審査報告とします。 

 平成２７年９月１８日、総務常任委員会委員長

岡山清秋。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長沖野健三君

の報告を求めます。 

 沖野健三君。 

○沖野健三厚生常任委員長 委員会に付託されま

した議案９件、認定１０件、陳情１件について、

経過の概要並びに結果についてご報告申し上げま

す。 

 まず、議案第９４号「西予市使用料及び手数料

条例の一部を改正する条例制定について」は、マ

イナンバーカードの通知カード及び個人カードの

再交付手数料について定めるための改正でありま

す。市町村によって金額が異なるのか、また西予

市の再交付額についての質疑に、市町村によって

金額が異なることもある。国の設定する料金に基

づき、西予市は通知カード５００円、番号カード

８００円の予定との答弁でした。採決の結果、可

決決定いたしました。 

 次に、議案第９７号「平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」について申し上げま

す。 

 まず、健康づくり推進課所管分について、市内

４つの温浴施設の補助金投入がいつまでも続くと
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は限らないため、横断的な経営シミュレーショ

ン、将来像をつくるべきではないかの質疑に、昨

年度から４施設を担当する課の関係者による意見

交換の場を設けている。第三セクターのあり方等

行政改革の対象になっていることから、今後も継

続した関係課の協議を行うとの説明がありまし

た。採決の結果、可決決定いたしました。 

 次に、議案第９８号「平成２７年度西予市授産

場特別会計補正予算（第２号）」については、原

案のとおり可決決定いたしました。 

 議案第１００号「平成２７年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）」について、減

額の原因の質疑に対し、退職被保険者等療養給付

費等の減少が見込めるため、その分を償還金に充

てたものとの答弁がありました。採決の結果、可

決決定いたしました。 

 議案第１０１号「平成２７年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）」について

は、原案のとおり可決決定いたしました。 

 議案第１０２号「平成２７年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２号）」について、原案の

とおり可決決定いたしました。 

 議案第１０５号「平成２７年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）」について、原

案のとおり可決決定いたしました。 

 議案第１０６号「平成２６年度西予市上水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について」、原案

のとおり可決決定いたしました。 

 議案第１０７号「平成２６年度西予市病院事業

会計資本金の額の減少について」、資本金減額の

方向づけについて質疑があり、減額の理由は、資

本金を減らしてでも欠損金を残さないためとの答

弁がありました。採決の結果、原案のとおり可決

決定いたしました。 

 次に、認定第１号「平成２６年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」、まず高齢福祉

課所管分について、昨年度から始まった高齢者路

線バス利用補助事業について、本事業実施により

利用者がふえ、路線バスが維持されることによっ

て結果的に市が直接行う福祉バス等の導入が困難

になるという側面も出てくると思うがどう考えて

いるかという質疑に対し、本事業実施によるバス

利用者数の動向は未調査であり、バス運行事業者

へ確認し、また利用者アンケート等事業評価も確

認したいとの答弁でありました。 

 環境衛生課所管分では、まず環境学習推進事業

の目標について質疑があり、具体的なゴールはな

く、環境問題には小・中学生のころから環境に対

する意識を高めて、よりよい環境のための学習を

継続することが目的と考えているとの答弁でし

た。 

 また、環境衛生の役割、重要性について、所管

課としてどう認識しているかとの質疑に対し、

日々の業務が中心となっている。これからは地球

温暖化等多様化する環境問題を念頭に置いて施策

を練り、予算も要求したいとの答弁でした。 

 市民課所管分について、改良住宅が地震等で被

害があった場合、自己責任の了承はとれているの

かの質疑に対し、入居者への払い下げについて調

査研究したいとの答弁でした。 

 健康づくり推進課所管分では、自殺対策緊急強

化事業の決算における支出明細と自殺者について

質疑があり、人材養成事業と普及啓発事業を実施

している。西予市の自殺者は平成２６年で１３名

との答弁でした。 

 温泉巡回バスはいつまで続けるのかの質疑に対

し、コースの変更や使用料徴収等、今年度中に再

構築を予定しているとの答弁でした。 

 社会福祉課所管分では、公立保育園の統一につ

いて質疑があり、旧町で１園は公立保育園を残す

方針のため、宇和地区を初め各地区の実情を踏ま

え、今後協議したいとの答弁でした。 

 また、各種手当の支給後の変化はどう認識して

いるかの質疑に対し、さまざまな子育て支援等を

実施しているが、成果を把握することはなかなか

難しい。ただし、経済的支援は無駄になっていな

いとの答弁でした。 

 市と社会福祉協議会と社会福祉法人の役割分担

についてどうあるべきかと考えているかの質疑に

対し、社会福祉法人は一法人であるが、市の地域

福祉の中核を担ってもらっている。また、社会福

祉協議会とは密接な連携を図っており、今後とも

市は総合的かつ効果的な地域福祉の方向性を示し

つつ、情報の共有と連携を図らなければならない

との答弁がありました。採決の結果、可決決定い

たしました。 

 認定第２号「平成２６年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」、授産場の継続

に関する質疑では、現在利用者は６名で年々減少

している。また、指導者の退職後の対策が必要と
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の答弁でした。採決の結果、可決決定いたしまし

た。 

 認定第３号「平成２６年度西予市住宅新築資金

等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、この特別会計はいつまで続くのかの質疑

に、市から金融機関への支払いは平成３１年度で

終了するが、貸付人からの未納分については今後

も粘り強く対応したいとの答弁でした。採決の結

果、可決決定いたしました。 

 認定第５号「平成２６年度西予市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定について」、保険税

の収納状況のうち、滞納繰越分の比率の計算方法

はという質疑に、滞準額の調定額に対する収納率

で、滞納世帯人員は約６００人との答弁でした。

採決の結果、可決決定いたしました。 

 認定第６号「平成２６年度西予市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について」では、

決算書の数値の説明だけでなく、事業の課題や総

括的な議論はできないのかの質疑に対し、現状の

中で問題、課題を示すことは重要であり、またＰ

ＤＣＡサイクルによって業務の円滑な推進を考え

ていかなければならないとの答弁でした。採決の

結果、可決決定いたしました。 

 認定第７号「平成２６年度西予市介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定について」、一般会計繰

入金は当初から制度設計上織り込まれていたのか

の質疑に、市負担は１２．５％で当初からの制度

設計であるとの答弁でした。採決の結果、可決い

たしました。 

 認定第１０号「平成２６年度西予市簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」、簡易

水道の統合予定の質疑に対し、国の補助事業を受

けるために平成２８年度末までに統合しなければ

ならないが、ペナルティーがあるわけではない。

ことし野村、城川の簡易水道の責任者へ聞き取り

やアンケートを実施しているとの答弁でした。採

決の結果、可決いたしました。 

 認定第１１号「平成２６年度西予市上水道事業

会計決算の認定について」、採決の結果、可決い

たしました。 

 認定第１２号「平成２６年度西予市病院事業会

計決算の認定について」、医師、看護師の確保に

ついて質疑があり、医師については毎年岡山大

学、愛媛大学の医学部に依頼しているし、また愛

媛県ドクターバンク事業にも登録している。看護

師については合同面接会に参加しているが、現状

は厳しい。市の育英会奨学資金での利用も検討し

たが、医療職限定利用は難しいとの答弁でした。

採決の結果、可決いたしました。 

 認定第１３号「平成２６年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計決算の認定について」、採決

の結果、可決いたしました。 

 陳情第１号「高齢者が地域で活躍できる場の拡

大に取り組むシルバー人材センターへの支援の要

望」について、採決の結果、全員一致で採択され

ました。 

 終わりに、厚生常任委員会では１６日に西予市

民病院において所管事務調査を行いました。病院

から末光院長ほか１１名の職員が出席していただ

き、意見交換をいたしました。その概要を報告い

たします。 

 まず、看護師不足の対策として、西予市で働く

ことを条件とした奨学金免除の活用、Ｕターンの

優遇、再任用の適用、教育システムの確立、病院

自体の魅力や特徴の構築、託児所の設置、高齢者

職員の待遇改善、看護師寮の設置、西予市の知名

度アップ、延長保育などが出ました。また、末光

院長より意見として、病院を管轄する医療行政の

責任者と医療対策課のような組織の設置が必要で

あるとの意見が出ました。 

 以上で厚生常任委員会の審査報告といたしま

す。 

 平成２７年９月１８日、厚生常任委員会委員長

沖野健三。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長中村敬

治君の報告を求めます。 

 中村敬治君。 

○中村敬治産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会審査報告をいたします。 

 ９月７日の本会議で付託されました議案等につ

いて、９月１０日委員会を開催し、審査いたしま

した。 

 審査した議案は、議案第９６号「市道路線の認

定について」、議案第９７号「平成２７年度西予

市一般会計補正予算（第２号）」、議案第１０３

号「平成２７年度西予市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）」、議案第１０４号「平成

２７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）」は、お手元に配付のとおり、原案可

決決定いたしました。 

128



 

 

 次に、認定第１号「平成２６年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」、認定第８号

「平成２６年度西予市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」、認定第９号「平

成２６年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」は、認定と決定いたしま

した。 

 次に、陳情第２号「農業の持続的な発展を支え

る農業生産基盤整備の推進・強化を求める意見書

（案）の提出についての陳情」、陳情第３号「森

林整備の推進と林業の成長産業化を求める意見書

（案）の提出についての陳情」は、採択と決定い

たしました。 

 採択の理由としては、陳情第２号「農業の持続

的な発展を支える農業生産基盤整備の推進・強化

を求める意見書（案）の提出についての陳情」に

ついては、農業生産基盤が整わないことには農村

集落の機能維持は不可能であることから、農業農

村整備事業に係る予算について配慮するよう国に

求めるべきとの結論に達し、採択と決定いたしま

した。 

 陳情第３号「森林整備の推進と林業の成長産業

化を求める意見書（案）の提出について」は、林

業が西予市にとって基幹産業の一つである点を考

えると、森林整備の推進に係る予算の確保や体制

整備は重要だとの意見が大勢を占めたことから採

択と決しました。 

 次に、審査経過及び内容について、要点を説明

いたします。 

 議案第９７号「平成２７年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」のうち農業水産課所管分で

は、電気柵の事故対策について質疑がありまし

た。先般静岡で起こった感電事故を踏まえ、西予

市での設置点検状況はどうなっているかとの質問

に対し、市内に補助事業分の電気柵は２９７カ所

あるが、国補助が１６カ所、県補助が１５６カ

所、市補助が１２５カ所、総延長で約１２０キロ

を整備しているとの答弁がありました。このうち

１１３カ所は既に点検済であるそうですが、点検

する中で危険表示がなかったものが３１件、漏電

遮断器不備が１件あったため、すぐ指導を行った

そうです。注意喚起は市内放送や広報せいよで周

知していますが、今後は聞き取り調査により個人

の設置分の把握に努めたいとのことでした。 

 建設課所管分では、卯之町「はちのじ」まちづ

くり事業について、駅前の商業施設２棟の委託料

計上があるが、見通しは立っているのかとの質疑

がありました。本事業については、既に地権者の

理解を得ているが、今後具体的な交渉を進めるに

当たって支障物件の補償額を算定する必要がある

ため予算計上しているとの答弁でした。 

 また、災害復旧事業において、国の補助事業と

市単独の災害復旧事業とに別れるのは何が基準と

なるのかとの問いに対しては、１カ所当たりの復

旧工事費６０万円以上は国の補助事業の対象とな

り、それ以下は市単独災害になるとの答弁でし

た。 

 議案第１０４号「平成２７年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）」では、下水

道課所管分の補正に対して、宇和地区、野村地区

の加入戸数と加入率に加え、加入促進対策はどう

なっているかとの質疑がありました。加入状況

は、野村処理区２，３４２人、加入率５８．

４％、宇和処理区２，２２０人、加入率４６．

７％となっており、加入促進対策としては、本年

度に「四国西予に流れる水をきれいにしようプロ

ジェクト」という補助を出して接続促進に努めて

いるとの答弁でした。 

 認定第１号「平成２６年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定」のうち、経済振興課所管分で

は、土居家の宿泊施設の利用状況について質疑が

ありました。平成２６年度は、１６９名の宿泊者

となっているとの答弁でした。 

 また、西予市ファンづくり事業については、東

京、大阪で行われた食の展示会、商談会での成果

について説明を求めました。商談の結果、経済振

興課では１，５００万円程度の契約が成立したと

見込んでおり、商談継続中のものもあるとの答弁

でした。 

 農業水産課所管分では、３カ年計画の担い手育

成支援事業について質疑がありました。平成２７

年度が最終年度となるが、継続を望む声も多く、

続けられないかとの問いに対して、できる限り延

長できるよう取り組みたいとの答弁がありまし

た。 

 また、９月９日に集落営農法人加茂ファームの

所管事務調査を実施したことを経て、集落営農組

織の取り組み事例についてはもっと理解しやすい

形にして市民に周知すべきであるとの提案が委員

より出されました。 
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 農業にせよ林業にせよ、こうした取り組みがふ

えるよう国に対し長期的スパンでの対応を求めて

ほしいとの意見に対し、今年度は農業法人化へ向

けた勉強会、講演会等の開催を予定しており、で

きる限り先進的な取り組みを広めたいとの答弁が

ありました。 

 また、補助事業は数年ごとに名称が変わるた

め、利用する側に立って政策を出していただくよ

う要請したいとの答弁もありました。 

 銘柄豚推進事業については、販売元や販売計画

はどうなっているかとの質疑がありました。本年

度は、ほろよい乙亥豚普及協議会を設立し、生

産、流通、販売の体制を確立していく方針となっ

ており、販売開始は１２月を予定、当面の事務局

は西予市となるとの答弁でした。 

 また、本年度より第４期に入る中山間地域直接

支払制度事業の現時点での状況についての質疑が

ありました。現在、把握できている集落協定数は

１６８協定、対象面積は約１，８６８ヘクタール

で、３期と比べて交付金額では取り組みの減少に

伴い２億６，５００万円程度にまで減少してきて

います。原因としては、高齢化や役員のなり手が

少ないことが考えられるため、今後は地域の中で

リーダーとして取りまとめていただく方ができる

よう、勉強会等を通して人材育成を図っていきた

いとの答弁がありました。 

 建設課所管分では、空き家・廃屋対策事業につ

いて、今年度１６件の問い合わせがあり、このう

ち５軒の解体を推進するとの説明がありました。

これについては、取り壊しの補助はどうなってい

るかとの質疑に対し、取り壊し費用の５分の４を

補助するが、限度額は８０万円となっているとの

答弁がありました。 

 農業委員会所管分では、農地のあっせん情報に

ついての情報を、西予市ホームページに写真と地

番入りで掲載していますが、委員より、位置がわ

かりづらいという意見が出ました。ＧＩＳの地図

表示を活用できないのかとの問いに対し、今後は

ホームページ上にＧＩＳ等を活用して位置をわか

りやすくしたものを掲載できるよう検討したいと

の答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２７年９月１８日、産業建設常任委員会委

員長中村敬治。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 森川一義君。 

○１４番森川一義君 建設所管分で空き家・廃屋

対策事業についてお伺いします。 

 今現在で西予市に解体しなければいけない危な

い廃屋は何軒ぐらいあるのでしょうか。補助が８

０万円ということですが、宇和町の商店街の中に

も足場を立てて網だけ張ったところがあります。

この８０万円の補助に対しても市民に徹底してな

いのではないかと思いますが、これについてお伺

いいたします。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○中村敬治産業建設常任委員長 森川議員の質問

にお答えいたします。 

 これは、件数はちょっと、私委員会委員長とし

て参加しておりましたが、詳しくは記憶しており

ませんので、後ほど担当のほうから答えていただ

きたいと思います。 

 それから、この廃屋の解体につきましては、こ

れ今年度の事業でございまして、これがなかなか

件数が多いというのは認識しておりますが、周知

は十分ではないと思いますので、こういう議会を

通じて皆さん方に周知が図られるんではないかと

思っております。一応調査はしておりますので、

その該当されとる方は当然わかっておられると思

いますが、それ以外の方についてそういう事業が

あるということについてはまだこれから周知され

ていくんじゃないかと思っております。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第９２号から議案第９５号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９２号「西予市個人情報保護条例の一部

を改正する条例制定について」から議案第９５号

「西予市生活交通バス条例の一部を改正する条例

制定について」までの４件は委員長報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

９２号から議案第９５号までの４件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第９６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９６号「市道路線の認定について」は委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９６号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９７号「平成２７年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９７号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９８号から議案第１０５号までの

８件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９８号「平成２７年度西予市授産場特別

会計補正予算（第２号）」から議案第１０５号

「平成２７年度西予市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）」までの８件は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９８号か

ら議案第１０５号までの８件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第１０６号及び議案第１０７号の２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０６号「平成２６年度西予市上水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について」及び議

案第１０７号「平成２６年度西予市病院事業会計

資本金の額の減少について」の２件は委員長報告

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０６号

及び議案第１０７号の２件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第１号「平成２６年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」は委員長報告のとおり

認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第１号は原

案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号から認定第１３号までの１２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第２号「平成２６年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」から認定第１３

号「平成２６年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の認定について」までの１２件は委員

長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第１３号までの１２件は原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、陳情第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第１号「高齢者が地域で活躍できる場の拡

大に取り組むシルバー人材センターへの支援の要

望」については委員長報告のとおり採択すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第１号は採

択することに決定いたしました。 

 次に、陳情第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第２号「農業の持続的な発展を支える農業

生産基盤整備の推進・強化を求める意見書（案）

の提出についての陳情」については委員長報告の

とおり採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、陳情第２号は採

択することに決定いたしました。 

 次に、陳情第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第３号「森林整備の推進と林業の成長産業

化を求める意見書（案）の提出についての陳情」

については委員長報告のとおり採択することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第３号は採

択することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時４６

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時００

分） 

 ５番中村敬治君。 

○中村敬治産業建設常任委員長 先ほど森川議員

から質疑のありました件について、補足説明をさ

せていただきます。 

 森川議員のほうから、廃屋の取り壊しについて

の周知措置はどうなっているかということと、件

数についてはどうなっているかという２点の問い

合わせがあったんじゃないかと思いますが、周知

措置につきましては３月議会に当初予算を計上し

ておりますので、議会のときにも説明はあったか

と思いますが、その後西予市の広報せいよでもた

びたび掲載させていただいておるところでござい

ます。また、今後もその周知を図っていきたいと

いうようなことでございます。 

 それから、件数につきましては平成２６年１０

月に空き家のそういう件数について確定しており

ますが、それによりますと市内に２，０８２軒廃

屋がございます。そして、それに対して危険度を

つけておりまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅというこ

とで５ランクに分けております。そして、一番倒

壊の危険があり解体等の措置をすぐさま要するも

のとしてＥランクということで、１５８軒ござい

ました。こういう中をやはり優先して取り組んで

いくことになろうと思います。 

 また、森川議員が市内旧町、旧卯之町地区の旧

町の中で１軒極めて危険なところがあると言われ

ましたが、その１軒につきましては今回の予算の

中で対応すると、要望のあった中からの１軒とし

て取り上げて解体撤去する計画となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１２

号「西予市スクールバスの取得について」並びに

意見書案第１号「農業の持続的な発展を支える農

業生産基盤整備の推進・強化を求める意見書

（案）の提出について」及び意見書案第２号「森

林整備の推進と林業の成長産業化を求める意見書

（案）の提出について」の２件、並びに発議第５

号「西予市議会会議規則の一部を改正する規則制

定について」及び議員派遣の件についてを本日の

日程に追加し、追加日程として議題にいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、５件を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１１２号「西予市

スクールバスの取得について」を議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 松川教育部長。 

○松川教育部長 議案第１１２号「西予市スクー

ルバスの取得について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本市では、西予市小学校再編計画に基づき平成

２６年に三瓶地区、平成２７年には明浜及び野村

地区の小学校を再編し、現在城川地区の４つの小

学校を統合し、平成２８年４月１日から西予市立

城川小学校として開校することといたしておりま

す。 

 今回の統合によりまして遠距離通学となります

子供たちに対しましては、通学上の負担軽減を図

るとともに登下校時の安全・安心を確保すること

を目的といたしまして、スクールバス通学を行う

こととしております。 

 城川地区におきましては、中型自家用バス３４

人乗り１台、小型自家用バス２９人乗り１台、２

５人乗り１台、１４人乗り１台の計４台を配備す

ることとし、へき地児童生徒援助費等補助金及び

旧合併特例債を活用して購入するものでありま

す。 

 今回の購入に当たりましては、去る９月１５日
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に指名競争入札を行い、中型自家用バス３４人乗

り１台を有限会社城川モータース代表取締役兵頭

茂樹氏が１，１８３万６，８００円で落札と決定

し、備品購入仮契約を締結いたしました。また、

小型自家用バス２９人乗り１台は７１９万２，８

００円、小型自家用バス２５人乗り１台は６６５

万２，８００円、同じく小型自家用バス１４人乗

り１台は３９９万６，０００円で三瓶運送有限会

社代表取締役佐海和夫氏が落札と決定し、備品購

入仮契約を締結しましたので、議会の議決を求め

るものであります。 

 詳細につきましては、別紙参考資料をご参照く

ださい。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１２号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定しま

した。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１２号「西予市スクールバスの取得に

ついて」は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１２号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、意見書案第１号

「農業の持続的な発展を支える農業生産基盤整備

の推進・強化を求める意見書（案）の提出につい

て」及び意見書案第２号「森林整備の推進と林業

の成長産業化を求める意見書（案）の提出につい

て」の２件を一括議題といたします。 

 本案２件について提案理由の説明を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長中村敬治君。 

 ５番中村敬治君。 

○中村敬治産業建設常任委員長 提案理由。意見

書案第１号「農業の持続的な発展を支える農業生

産基盤整備の推進・強化を求める意見書（案）の

提出について」提案理由の説明を申し上げます。 

 平成２６年度における我が国のカロリーベース

総合食料自給率は３９％にまで落ち込んでおりま

す。これまで大幅に農業農村整備事業に係る予算

が縮減されていたため、農業の振興に不可欠な担

い手の育成、確保、攻めの農業を展開するための

基盤整備のおくれが懸念される状況になっていま

す。国民が必要とする食料を安定的に供給すると

ともに、自然環境や景観の保全、治水等の多面的

機能を維持していくためには、農業生産基盤整備

事業に関連する予算の確保を柱とした取り組みを

実施するよう国に強く求めていく必要がありま

す。そのため、意見書を地方自治法第９９条の規

定に基づき、ここに提出するものであります。 

 続いて、意見書案第２号「森林整備の推進と林

業の成長産業化を求める意見書（案）の提出につ

いて」提案理由の説明を申し上げます。 

 森林整備の推進は、地球温暖化対策の重要な柱

の一つとなっております。温室効果ガスの削減目

標の達成、山地災害対策の重要性などもあわせて

考えると、今後も森林整備の推進と林業の成長産

業化に力を入れていく必要があります。森林資源

を活用し、林業を地域の成長産業として育成して

いくためにも、山地災害対策、林業、木材産業の

体制整備などについて予算の確保を図るよう国に

対して要望していかなくてはなりません。この考

えに基づき、このたび意見書を地方自治法第９９

条の規定により提出するものであります。 

 ２件の意見書（案）は、お手元に配付のとおり

であります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案２件については、会議規則第３７条第２項

の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、意見書案第１号「農業の持続的な発展を

支える農業生産基盤整備の推進・強化を求める意

見書（案）の提出について」は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、意見書案第２号「森林整備の推進と林業

の成長産業化を求める意見書（案）の提出につい

て」は原案のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第２号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、発議第５号「西予

市議会会議規則の一部を改正する規則制定につい

て」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長山本昭義君。 

 ２０番山本昭義君。 

○山本昭義議会運営委員長 提案の理由を説明い

たします。 

 ５月期において有村治子女性活躍担当大臣よ

り、女性議員が活躍できる環境を整備して議会を

活性化し、よりよい住民サービスを実現するた

め、市議会会議規則において出産に伴う議会の欠

席に関する規定を明確に設けるよう検討願いたい

という要望がありました。働く女性の妊娠、出

産、産休、育休などを理由にする不利益な取り扱

いは法律で禁止されているにもかかわらず、解雇

や減給、配置転換といったいわゆるマタニティハ

ラスメントはいろんな職場で横行しているのが実

情であります。 

 このたび西予市議会では政府から本要請を受

け、議会から率先して範を示すべく会議規則の一

部改正について上程するものであります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願いい

たします。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第５号は、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第５号「西予市議会会議規則の一部を改正

する規則制定について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、発議第５号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については本件のとおり承認することに決

定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には議

134



 

 

長に一任を願いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 平成２７年第３回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る９月１日に開会いたしました本定例会の会

期中、議員各位には上程いたしました案件に関し

まして慎重なご審議を賜り、条例の一部改正、補

正予算並びに平成２６年度決算などの重要な案件

をいずれも原案のとおり可決またはご承認いただ

きました。ここに衷心より厚くお礼を申し上げる

次第でございます。 

 さて、先週は台風１８号の影響による記録的な

豪雨により、関東、東北の広い範囲で河川の氾濫

や堤防の決壊、土砂災害が発生いたしました。茨

城、栃木、宮城県を中心に多くの自治体が災害救

助法の適用を受け、死者８名、住宅被害は全半壊

を含め床上、床下浸水１万９，０００戸以上とい

う甚大な被害が出ており、その全容はいまだ把握

ができない状況にあります。お亡くなりになりま

した皆様に謹んで哀悼の意をささげますととも

に、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し

上げます。 

 今回の集中豪雨は、昨年８月広島で発生した大

規模土砂災害と同様、線状降水帯と呼ばれる気象

現象がその原因と言われておりますが、河川災害

の脅威と影響範囲の大きさを見せつけられまし

た。 

 西予市内には土砂災害危険箇所が１，３０８カ

所あり、そのうち土砂災害警戒区域指定が２３１

カ所で、指定率は１７．７％と低い状況でありま

すが、そうした地域の危険性を認識していただく

とともに、市民の生命と財産を守るため何をしな

ければならないのかを改めて考え、今後の備えと

対策を進めていかなければならないとの思いを強

くしているところであります。 

 その取り組みの一つといたしまして、来る１１

月８日日曜日となりますけれども、南海トラフ地

震等による津波が発生したことを想定し、三瓶町

地域の全住民及び自主防災組織等を対象にした大

規模な地震津波防災訓練を内閣府との共催により

実施することとしております。当日は、海上保安

庁や陸上自衛隊、警察、消防団など国や関係機関

との連携強化を図るとともに、地域住民の防災力

向上を推進し、津波被害地における人的被害の軽

減を目的として、一人一人がいざというときの行

動を考え、日ごろから備えるべきことを明らかに

していただきたいと考えております。議員を初め

地域住民の皆さん、関係者の皆様のご理解とご協

力をお願い申し上げる次第でございます。 

 一方、本市にとりまして明るいニュースがござ

います。国内線から国際線まで幅広い路線を持っ

ておりますＪＡＬ、日本航空におきまして、西予

市の海と大地が育んだ特産品が一部の国際線機内

食に採用されたということであります。大規模災

害等の暗いニュースが多い中、本市にとっても大

変うれしいことでございますが、現在同社と協議

しているところでありますので、詳細が決まり次

第改めて議員の皆様等々にご報告をさせていただ

きたいと考えております。 

 季節は移り、朝晩の寒暖の差も大きくなり、い

よいよ秋本番を迎えようとしております。体調を

壊しやすい時期でありますが、議員各位におかれ

ましては健康に十分ご留意をいただき、市政運営

に一層のご尽力をいただきますことをお願い申し

上げまして閉会のご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長 これをもって平成２７年第３回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時２３分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 

 

135



 

 

平成２７年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ９２号 
西予市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定

について 
27.９.18 原案可決 

議案第 ９３号 
西予市職員の再任用に関する条例の一部を改正する

条例制定について 
27.９.18 原案可決 

議案第 ９４号 
西予市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定について 
27.９.18 原案可決 

議案第 ９５号 
西予市生活交通バス条例の一部を改正する条例制定

について 
27.９.18 原案可決 

議案第 ９６号 市道路線の認定について 27.９.18 原案可決 

議案第 ９７号 平成２７年度西予市一般会計補正予算（第２号） 27.９.18 原案可決 

議案第 ９８号 
平成２７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号） 
27.９.18 原案可決 

議案第 ９９号 
平成２７年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第１号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１００号 
平成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０１号 
平成２７年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０２号 
平成２７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

２号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０３号 
平成２７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０４号 
平成２７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０５号 
平成２７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
27.９.18 原案可決 

議案第１０６号 
平成２６年度西予市上水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について 
27.９.18 原案可決 

議案第１０７号 
平成２６年度西予市病院事業会計資本金の額の減少

について 
27.９.18 原案可決 

議案第１０８号 
平成２７年度西予市業務用パソコン等の取得につい

て 
27.９.１ 原案可決 

議案第１０９号 西予市消防団消防ポンプ自動車の取得について 27.９.１ 原案可決 

議案第１１０号 西予市消防団小型動力ポンプ積載車の取得について 27.９.１ 原案可決 

議案第１１１号 
西予市消防団小型動力ポンプ積載車の取得について

の議決の一部変更について 
27.９.７ 原案可決 

議案第１１２号 西予市スクールバスの取得について 27.９.18 原案可決 

認定第  １号 
平成２６年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
27.９.18 認  定 

認定第  ２号 
平成２６年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の

認定について 
27.９.18 認  定 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

認定第  ３号 
平成２６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ４号 
平成２６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳

入歳出決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ５号 
平成２６年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ６号 
平成２６年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ７号 
平成２６年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ８号 
平成２６年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第  ９号 
平成２６年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第 １０号 
平成２６年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
27.９.18 認  定 

認定第 １１号 
平成２６年度西予市上水道事業会計決算の認定につ

いて 
27.９.18 認  定 

認定第 １２号 
平成２６年度西予市病院事業会計決算の認定につい

て 
27.９.18 認  定 

認定第 １３号 
平成２６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

決算の認定について 
27.９.18 認  定 

報告第  ７号 
平成２６年度西予市一般会計継続費精算報告につい

て 
27.９.１ 報  告 

報告第  ８号 平成２６年度健全化判断比率の報告について 27.９.１ 報  告 

報告第  ９号 平成２６年度資金不足比率の報告について 27.９.１ 報  告 

報告第 １０号 
平成２６年度西予市病院事業会計継続費精算報告に

ついて 
27.９.１ 報  告 

報告第 １１号 西予市土地開発公社の経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １２号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
27.９.１ 報  告 

報告第 １３号 株式会社エフシーの経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １４号 株式会社城川ファクトリーの経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １５号 株式会社どんぶり館の経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １６号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
27.９.１ 報  告 

報告第 １７号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １８号 一般財団法人宇和文化会館の経営状況について 27.９.１ 報  告 

報告第 １９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について 27.９.１ 報  告 

陳情第  １号 
高齢者が地域で活躍できる場の拡大に取り組むシル

バー人材センターへの支援の要望 
27.９.18 採  択 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

陳情第  ２号 

農業の持続的な発展を支える農業生産基盤整備の推

進・強化を求める意見書（案）の提出についての陳

情 

27.９.18 採  択 

陳情第  ３号 
森林整備の推進と林業の成長産業化を求める意見書

（案）の提出についての陳情 
27.９.18 採  択 

意見書案第１号 
農業の持続的な発展を支える農業生産基盤整備の推

進・強化を求める意見書（案）の提出について 
27.９.18 原案可決 

意見書案第２号 
森林整備の推進と林業の成長産業化を求める意見書

（案）の提出について 
27.９.18 原案可決 

発議第  ５号 
西予市議会会議規則の一部を改正する規則制定につ

いて 
27.９.18 原案可決 

 議員派遣の件について 27.９.18 承  認 
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